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この報告書は，私的独占の禁止及び公正取引の確保に関す

る法律第４４条第１項の規定に基づき，公正取引委員会の平

成２４年度におけるこの法律の施行状況を国会に報告するも

のである。

平成２５年１０月
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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２
年法律第５４号）

独占禁止法

下請代金支払遅延等防止法（昭和３１年法律第１２０号）下請法

不当景品類及び不当表示防止法（昭和３７年法律第１３４号）景品表示法

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令
（昭和５２年政令第３１７号）

独占禁止法施行令

入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札
等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律（平成１４年法
律第１０１号）

入札談合等関与行為
防止法

消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁
を阻害する行為の是正等に関する特別措置法（平成２５年法
律第４１号）

消費税転嫁対策特別
措置法

凡 例
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総　　　論

第１部
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第１　概説 

　公正取引委員会は，平成２４年度において，次のような施策に重点を置いて競争政策の運

営に積極的に取り組んだ。

 １ 　独占禁止法改正等

�　独占禁止法の改正

　平成２２年３月１２日，公正取引委員会が行う審判制度の廃止等を主な内容とする，私的

独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案が第１７４回通常国

会に提出された。同法律案は，同通常国会から第１８０回通常国会までの各国会において

閉会中審査とされ，平成２４年１１月１６日，第１８１回臨時国会において審査未了により廃案と

なった。

　平成２５年５月２４日，技術的修正が行われたほかは前記法律案と同じ内容の私的独占の

禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案が第１８３回通常国会に提

出された。同法律案は，同年６月２６日，衆議院において閉会中審査とされた。

�　消費税転嫁対策特別措置法の制定

　平成２５年３月２２日，消費税の転嫁を阻害する行為の是正，価格の表示並びに消費税の

転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為に関する特別措置を主な内容とする，消費税

の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特

別措置法案が第１８３回通常国会に提出された。同法律案は，同年６月５日に可決・成立

し，同月１２日に公布された（平成２５年法律第４１号。一部の規定を除き，同年１０月１日か

ら施行。）。

 ２ 　厳正・的確な法運用

�　独占禁止法違反行為の積極的排除

ア　迅速かつ実効性のある法運用を行うという基本方針の下，平成２４年度においては，

特に，入札談合（官公需），受注調整（民需）及び価格カルテル並びに中小事業者に

不当に不利益を与える優越的地位の濫用などの不公正な取引方法に対し，引き続き厳

正かつ積極的に対応した。

　なお，平成２４年度における法的措置事件は，次のとおりである。
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第
１
部

＜平成２４年度における法的措置事件＞

国土交通省及び高知県が発注する一般土木工事等の入札談合事件入札談合（官公需）

EPS ブロックの製造業者及び販売業者による受注調整事件

自動車メーカーが発注する自動車用部品の見積り合わせの参加業者

による受注調整事件

自動車メーカーが発注するヘッドランプ及びリアコンビネーション

ランプの見積り合わせの参加業者による受注調整事件

受注調整（民需）

軸受（ベアリング）製造販売業者による価格カルテル事件価格カルテル
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イ　公正取引委員会は，国民生活に広範な影響を及ぼすと考えられる悪質かつ重大な事

案等については，積極的に刑事処分を求めて告発を行うこととしている。平成２４年度

においては，軸受（ベアリング）製造販売業者による価格カルテル事件において，軸

受製造販売業者３社及び個人７名を検事総長に告発した（平成２４年６月１４日）。

ウ　国・地方公共団体等の職員が入札談合に関与する，いわゆる「官製談合」について

は，入札談合等関与行為防止法に発注官庁において入札談合等関与行為を排除するた

めの行政上の措置等が規定されているところ，平成２４年度においては，国土交通省が

発注する一般土木工事の入札談合事件において，国土交通省の職員が入札談合等関与

行為を行っていた事実が認められたため，公正取引委員会は，同法の規定に基づき，

国土交通大臣に対して改善措置要求を行った（平成２４年１０月１７日）。

�　公正な取引慣行の推進

ア　優越的地位の濫用に対する取組

�　公正取引委員会は，以前から，独占禁止法上の不公正な取引方法に該当する優越

的地位の濫用が行われないよう監視を行うとともに，独占禁止法に違反する行為に

ついては厳正に対処している。

�　公正取引委員会は，独占禁止法上問題となる個別の違反行為に対し，厳正に対処

しているほか，中小事業者の取引の公正化を図る必要が高い分野について，実態調

査等を実施し，普及・啓発に努めている。平成２４年度においては，「ホテル・旅館

と納入業者との取引に関する実態調査報告書」（平成２４年５月１６日公表）及び「大

規模小売業者等と納入業者との取引に関する実態調査報告書」（平成２４年７月１１日公

表）を公表したほか，荷主と物流事業者との取引に関する書面調査及び大規模小売

業者による買いたたき等の行為の緊急調査を実施した。

�　公正取引委員会は，過去に優越的地位の濫用規制に対する違反がみられた業種，

各種の実態調査で問題がみられた業種等に関し，一層の法令遵守を促すことを目的

とした業種別講習会を実施している。平成２４年度においては，業種別講習会を合計

３０回実施し，業種ごとの実態に即した分かりやすい具体例を用いること等により説

明を行った。

�　公正取引委員会は，下請事業者を始めとする中小事業者からの求めに応じ，当委

員会事務総局の職員が出向いて，下請法等の内容を分かりやすく説明するとともに

相談受付等を行う「公取委による中小事業者のための移動相談会」を実施している。

平成２４年度においては，「公取委による中小事業者のための移動相談会」を全国２７か

所で実施したほか，事業者団体が開催する研修会等に講師を派遣し，周知活動を実

施した。

イ　不当廉売に対する取組

　公正取引委員会は，小売業における不当廉売について，迅速に処理を行うとともに，

大規模な事業者による不当廉売事案又は繰り返し行われている不当廉売事案であっ

て，周辺の販売業者に対する影響が大きいと考えられるものについては，周辺の販売

業者の事業活動への影響等について個別に調査を行い，問題がみられた事案について

は，法的措置を採るなど厳正に対処している。
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ウ　下請法違反行為の積極的排除等

�　公正取引委員会は，下請事業者からの自発的な情報提供が期待しにくいという下

請取引の実態に鑑み，中小企業庁の協力を得て，親事業者及びこれらと取引してい

る下請事業者を対象として定期的に書面調査を実施するなど違反行為の発見に努め

ている。

�　公正取引委員会は，昨今の厳しい経済情勢の下で，中小事業者の自主的な事業活

動が阻害されることのないよう，下請法の迅速かつ的確な運用により，下請取引の

公正化及び下請事業者の利益の保護に努めている。

　なお，平成２４年度における主な勧告事件は，次のとおりである。

�　公正取引委員会は，下請代金の支払遅延，下請代金の減額，買いたたき等の行為

が行われることのないよう，平成２４年１１月１９日に，約３万４千名の親事業者及び関

係事業者団体に対し，下請法の遵守の徹底等について，公正取引委員会委員長代理

委員及び経済産業大臣連名の文書をもって要請を行った。

�　公正取引委員会は，下請法の概要を紹介する動画を作成し，当委員会のウェブサ

イト上に新たに掲載した。

�　企業結合規制の的確な運用

　独占禁止法は，一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる会社の株

式取得・所有，合併等を禁止している。公正取引委員会は，我が国における競争的な市

場構造が確保されるよう，企業結合規制の的確な運用に努めており，平成２４年度におい

ては，次のような企業結合事案について，的確に処理するとともに，その内容を公表し

た。

� 5�

第
１
部

＜平成２４年度における主な勧告事件＞

○　消費生活協同組合連合会（親事業者）による下請事業者に対する下請代金の減

額，返品及び不当な経済上の利益の提供要請事件

○　壁紙，床材，カーテン等の卸売業者（親事業者）による下請事業者に対する下

請代金の減額及び不当な経済上の利益の提供要請事件

○　トラック，バス等のブレーキ等の製造業者（親事業者）による下請事業者に対

する下請代金の減額事件

○　衣料品，雑貨等の小売業者（親事業者）による下請事業者に対する受領拒否事

件

＜平成２４年度における主な企業結合事案＞

○　㈱東京証券取引所グループと㈱大阪証券取引所の統合

○　㈱ヤマダ電機による㈱ベスト電器の株式取得
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 ３ 　競争環境の整備に向けた調査等

�　公益事業分野等における規制改革に関する調査・提言等

　公正取引委員会は，規制改革の進展を踏まえ，公益事業分野等における公正かつ自由

な競争を確保するため，規制改革に関連する特定の公益事業分野等について，独占禁止

法上問題となる参入阻害行為等を明らかにしたガイドラインを策定するとともに，調

査・提言を行っている。平成２４年度においては，「エネルギー分野における規制・制度

改革に係る方針」（平成２４年４月３日閣議決定）を受け，電力市場の現状について調査

を行うとともに，競争政策の観点から検討を行って考え方を整理し，同年９月２１日，「電

力市場における競争の在り方について」として取りまとめ，公表した。

�　競争評価に関する取組

　平成１９年１０月以後，各府省が規制の新設又は改廃を行おうとする際，原則として，規

制の事前評価の実施が義務付けられ，その際，規制による競争状況への影響分析（以下

「競争評価」という。）を行うこととされており，平成２２年４月から試行的に実施され

ている。競争評価については，各府省は，規制等に関して，競争状況への影響・分析に

関するチェックリスト（以下「競争評価チェックリスト」という。）の記入を行い，評

価書と共に総務省に提出し，総務省は競争評価チェックリストを公正取引委員会へ送付

することとされている。平成２４年度においては，総務省から４２件の競争評価チェックリ

ストを受領し，内容を精査した。

　公正取引委員会は，競争評価チェックリストに記入するに当たっての考え方や検討方

法について相談を受け付け，各府省における競争評価の実施の支援を行った。

�　入札談合の防止への取組

　入札談合の防止を徹底するためには，発注者側の取組が極めて重要であるとの観点か

ら，公正取引委員会は，地方公共団体等の調達担当者等に対する独占禁止法や入札談合

等関与行為防止法の研修会を開催するとともに，中央官庁，地方公共団体等が実施する

調達担当者等に対する同様の研修会への講師の派遣及び資料の提供等の協力を行ってい

る。平成２４年度においては，研修会を全国で２１回開催するとともに，国，地方公共団体

及び特定法人に対して２１４件の講師の派遣を行った。

�　企業における独占禁止法コンプライアンスに関する取組状況についての調査

　公正取引委員会は，平成２２年６月に公表した報告書「企業における独占禁止法に関す

るコンプライアンスの取組状況について－コンプライアンスの実効性を高めるための方

策－」において独占禁止法コンプライアンスの実効性確保が課題であったことを踏まえ，

①東証一部上場企業に対するアンケート調査，②企業法務を専門とする弁護士や過去に

独占禁止法違反行為について法的措置を命じられた企業等に対するヒアリング調査，

③アンケート調査において興味深い成功例・失敗例等の実例を回答した企業に対するヒ

アリング調査等を実施し，平成２４年１１月２８日，独占禁止法コンプライアンスの実効性を

確保するために有効であると考えられる方策等を「企業における独占禁止法コンプライ

アンスに関する取組状況について」として取りまとめ，公表した。
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�　ガソリンの取引実態に関する調査

　公正取引委員会は，石油元売会社とガソリン販売業者等における企業間取引等に関す

るアンケート調査及びヒアリング調査を実施した（平成２５年７月２３日報告書公表）。

 ４ 　競争政策の運営基盤の強化

�　経済のグローバル化への対応

　近年，複数の国・地域の競争法に抵触する事案，複数の国・地域の競争当局が同時に

審査を行う必要のある事案等が増加するなど，競争当局間の協力・連携の強化の必要性

が高まっている。このような状況を踏まえ，公正取引委員会は，二国間独占禁止協力協

定，経済連携協定等に基づき，関係国の競争当局に対し執行活動等に関する通報を行う

など，外国の競争当局との間で緊密な協力を行っている。

　また，公正取引委員会は，ICN（国際競争ネットワーク），OECD（経済協力開発機構），

APEC（アジア太平洋経済協力），UNCTAD（国連貿易開発会議）等といった多国間会

議にも積極的に参加している。特に ICN では，第１１回年次総会（平成２４年４月）におい

て，企業結合審査に係る国際協力枠組みが立ち上げられたが，これは，企業結合審査に

おける ICN加盟当局間の効率的かつ効果的な執行協力の促進を目的として，公正取引委

員会委員長が提唱し，当委員会が運用を行っているものである。また，東アジア競争法・

政策カンファレンス及び東アジア競争政策トップ会合においては主導的な役割を果たし

ている。

　さらに，発展途上国において，既存の競争法制を強化する動きや，新たに競争法制を

導入する動きが活発になっていることを受け，公正取引委員会は，これら諸国の競争当

局等に対し，当委員会事務総局の職員の派遣や研修の実施等による技術支援活動を行っ

ている。

　このほか，我が国の競争政策の状況を広く海外に周知することにより公正取引委員会

の国際的なプレゼンスを向上させるため，英文パンフレットの配布，英文ウェブサイト

での報道発表資料の一層の充実，海外の法曹団体が主催するセミナー等への講師派遣の

実施等を行っている。

　なお，平成２４年度における主な国際的な取組は，次のとおりである。

�　競争政策の普及啓発に関する広報・広聴活動

　競争政策に関する意見・要望等を聴取して施策の実施の参考とし，併せて競争政策へ

の理解の促進に資するため，独占禁止政策協力委員から個別に意見聴取を行った。
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＜平成２４年度における主な国際的な取組＞

○　ICN 第１１回年次総会への参加（平成２４年４月）

○　企業結合審査に係る国際協力枠組みの運用

○　東アジア競争政策トップ会合への参加（平成２４年５月）

○　競争当局間協議の開催（米国，EU，ハンガリー）

○　競争政策に関する研修の実施（ベトナム，インドネシア，中国，フィリピン，

マレーシア等）
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　また，経済社会の変化に即応して競争政策を有効かつ適切に推進するため，公正取引

委員会が広く有識者と意見を交換し，併せて競争政策の一層の理解を求めることを目的

として，独占禁止懇話会を開催しており，平成２４年度においては，２回開催した。

　さらに，全国１０都市においては公正取引委員会委員等と各地の有識者との懇談会を，

また，全国各地区において，地方事務所長等の当委員会事務総局の職員と有識者との懇

談会をそれぞれ開催した。

　前記以外の活動として，本局及び地方事務所等の所在地以外の都市における独占禁止

法及び下請法の普及啓発活動や相談対応の一層の充実を図るため，「一日公正取引委員

会」を開催するとともに，一般消費者に独占禁止法の内容や公正取引委員会の活動を紹

介する「消費者セミナー」を開催した。

　加えて，中学校，高等学校及び大学からの要請を受けて講師を派遣して経済活動にお

ける競争の役割等について授業を行う独占禁止法教室（出前授業）の開催など，学校教

育等を通じた競争政策の普及に努めた。

　なお，平成２４年度における主な取組は，次のとおりである。
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＜平成２４年度における主な取組＞

○　独占禁止政策協力委員１５０名に対する意見聴取の実施

○　独占禁止懇話会の開催（２回）

○　地方有識者との懇談会の開催（旭川市，盛岡市，宇都宮市，さいたま市，津市，

大阪市，広島市，高知市，福岡市及び那覇市）

○　その他の地方有識者との懇談会の開催（７２回）

○　一日公正取引委員会の開催（旭川市，盛岡市，甲府市，富山市，姫路市，岡山

市，高知市及び熊本市）

○　消費者セミナーの開催（５０回）

○　独占禁止法教室の開催（中学生向け４１回，高校生向け１４回，大学生向け５７回）
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第２　業務の大要 

　平成２４年度の業務の大要は，次のとおりである。

 １ 　独占禁止法違反被疑事件の審査及び処理

�　独占禁止法違反被疑事件として平成２４年度に審査を行った事件は２７５件である。その

うち同年度内に審査を完了したものは２６２件であった。

�　平成２４年度においては，２０件の法的措置を採った。これを行為類型別にみると，価格

カルテルが１件，入札談合（官公需）が４件，受注調整（民需）が１５件となっている

（第１図参照）。また，総額２５０億７６４４万円の課徴金の納付を命じた（第２図参照）。

　なお，平成２４年度においては，課徴金減免制度に基づき事業者が自らの違反行為に係

る事実の報告等を行った件数は１０２件であった。

�　このほか，違反するおそれのある行為に対する警告６件，違反につながるおそれのあ

る行為に対する注意２０８件（不当廉売事案について迅速処理による注意を行った１，７３６件

を除く。）を行うなど，適切かつ迅速な法運用に努めた。

第１図　法的措置件数等の推移 
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 第２図　課徴金額等の推移 

（注）　平成１７年独占禁止法改正法（独占禁止法の一部を改正する法律〔平成１７年法律第３５号〕をいう。以下同

じ。）による改正前の独占禁止法に基づく課徴金の納付を命ずる審決を含み，同法に基づく審判手続の開始

により失効した課徴金納付命令を除く。

�　平成２４年度における審判件数は，前年度から繰り越されたもの１２３件，平成２４年度中に

審判手続を開始したもの４７件の合計１７０件（独占禁止法違反に係るものが７５件，課徴金納

付命令に係るものが９５件）であった（第３図参照）。これらのうち，平成２４年度中に１３

件について審決を行った。１３件の審決の内訳は，平成１７年独占禁止法改正法による改正

前の独占禁止法に基づく審決が５件（課徴金の納付を命ずる審決５件），平成１７年独占禁

止法改正法による改正後の独占禁止法に基づく審決が８件（排除措置命令に係る審決４

件，課徴金納付命令に係る審決４件）である。この結果，平成２４年度末における審判件

数（平成２５年度に繰り越すもの）は１５７件となった。
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第３図　審判件数の推移 

（注）　審判件数は，行政処分に対する審判請求ごとに付される事件番号の数である。

 ２ 　法運用の明確化と独占禁止法違反行為の未然防止

　公正取引委員会は，独占禁止法違反行為の未然防止を図るため，事業者及び事業者団体

が自ら実施しようと考えている具体的な事業活動について独占禁止法上問題がないかどう

か個別に相談してきた場合には，これに応じて回答をしている。平成２４年度においては，

事業者の活動に関して１，５９８件の相談を，事業者団体の活動に関して２８５件の相談を受け付

けた。

 ３ 　競争政策に関する理論的・実証的な基盤の整備

　競争政策研究センターは，平成１５年６月の発足以降，独占禁止法等の執行や競争政策の

企画・立案・評価を行う上での理論的・実証的な基礎を強化するための活動を展開してい

る。平成２４年度においては，５つの研究テーマに取り組んだほか，国際シンポジウムを開

催（㈱日本経済新聞社との共催）するとともに，公開セミナーを３回，ワークショップを

１０回開催した。

 ４ 　企業結合規制に関する業務

　独占禁止法第９条から第１６条までの規定に基づく企業結合規制に関する業務について

は，銀行又は保険会社の議決権保有について５件の認可を行い，持株会社等について９９件

の報告，持株会社等の設立について１件の届出，会社の株式取得・合併・分割・共同株式

移転・事業譲受け等について３４９件の届出をそれぞれ受理し，必要な審査を行った。

 ５ 　不公正な取引方法への取組

�　優越的地位の濫用に対する取組

　公正取引委員会では，優越的地位の濫用行為に係る審査を効率的かつ効果的に行い，
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必要な是正措置を講じていくことを目的とした「優越的地位濫用事件タスクフォース」

を設置し，審査を行っているところ，平成２４年度においては，過去最高の５７件の注意を

行った。

�　不当廉売に対する取組

　平成２４年度においては，不当廉売のおそれがあるとして，ビール類について３件及び

レギュラーガソリンについて１件の警告を行った。また，酒類，石油製品，家庭用電気

製品等の小売業者に対し，不当廉売につながるおそれがあるとして１，７３６件（酒類１，１２３

件，石油製品４２６件，家庭用電気製品１２１件，その他６６件）の事案に対して注意を行った。

 ６ 　下請法に関する業務

　下請取引の公正化及び下請事業者の利益保護を図るため，親事業者３８，７８１名及びこれら

と取引している下請事業者２１４，０４２名を対象に書面調査を行った。書面調査等の結果，下

請法に基づき勧告を行ったものは１６件（全て製造委託）（注）（第４図参照），指導を行っ

たものは４，５５０件であった。

第４図　下請法の事件処理件数の推移 

（注）　勧告を行った事件の中には，製造委託等及び役務委託等との双方において違反行為が認められたものが

あるが，本図においては，当該事件の違反行為が主として行われた取引に区分して，件数を計上している。

（注）　「製造委託等」とは，製造委託及び修理委託をいい，「役務委託等」とは，情報成果物作成委託及び役務

提供委託をいう。以下同じ。

　平成２４年度においては，下請事業者が被った不利益について，親事業者２３３名から，下請

事業者９，８２１名に対し，下請代金の減額分の返還等，総額５７億９４万円相当の原状回復が行わ

れた（第５図参照）。

　このうち，①下請代金の減額事件においては，親事業者１２０名から３９億５５４８万円の減額分

が下請事業者６，５４０名に返還され，②下請代金の支払遅延事件においては，親事業者９８名か
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ら１４億７２９６万円の遅延利息が下請事業者２，８８７名に支払われ，③返品事件においては，親事

業者６名により１億６７２８万円相当の商品が下請事業者１２４名から引き取られ，④受領拒否

事件においては，親事業者１名により８６０８万円相当の商品が下請事業者８８名から受領さ

れ，⑤不当な経済上の利益の提供要請事件においては，親事業者８名から１９１２万円の利益

提供分が下請事業者１８２名に返還された。

（注）　前記の額は１万円未満を切り捨てているため，第５図に記載の総額と前記の額の合計とは一致しない。

第５図　原状回復の状況 

 ７ 　その他の業務

　公正取引委員会は，行政機関が行う政策の評価に関する法律（平成１３年法律第８６号）に

基づき政策評価を実施している。平成２４年度においては，「消費税の円滑かつ適正な転嫁

の確保」の事前評価２件及び「企業結合の迅速かつ的確な審査」，「独占禁止法違反行為に

対する厳正な対処」等７件の事後評価を実施し，政策評価書を公表した。
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第１章 独占禁止法制等の動き

第１　独占禁止法の改正 

 １ 　法律案の提出

　私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律（平成２１年法律

第５１号。以下「平成２１年独占禁止法改正法」という。）附則第２０条第１項において，「審判

手続に係る規定について、全面にわたって見直すものとし、平成二十一年度中に検討を加

え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする」こととされた。

　また，平成２１年独占禁止法改正法案に係る衆議院及び参議院の経済産業委員会の附帯決

議において，「審判手続に係る規定については、本法附則において、全面にわたって見直す

ものとし、平成二十一年度中に行う検討の結果所要の措置を講ずることとされているが、

検討の結果として、現行の審判制度を現状のまま存続することや、平成十七年改正以前の

事前審判制度へ戻すことのないよう、審判制度の抜本的な制度変更を行うこと」とされた。

　これらの附則等を踏まえ，平成２２年３月１２日，公正取引委員会が行う審判制度を廃止す

るとともに，公正取引委員会が排除措置命令等の行政処分を行おうとする際の意見聴取の

ための手続の整備等の所要の改正を行うことを内容とする，私的独占の禁止及び公正取引

の確保に関する法律の一部を改正する法律案が第１７４回通常国会に提出された。同法律案

は，同通常国会から第１８０回通常国会までの各国会において閉会中審査とされ，平成２４年１１

月１６日，第１８１回臨時国会において審査未了により廃案となった。

　平成２５年５月２４日，技術的修正が行われたほかは前記法律案と同じ内容の私的独占の禁

止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案が第１８３回通常国会に提出さ

れた。同法律案は，同年６月２６日，衆議院において閉会中審査とされた。

 ２ 　法律案の内容

�　審判制度等の廃止

ア　審判官を廃止することとした。

イ　審判制度に係る規定を廃止することとした。

ウ　審決の取消しの訴えは，審決がその効力を生じた日から３０日以内に提起しなければ

ならないとする規定を廃止することとした。

エ　審決の取消しの訴えに係る訴訟については，公正取引委員会の認定した事実は，こ

れを立証する実質的な証拠があるときには，裁判所を拘束するとする規定を廃止する

こととした。

オ　審決取消訴訟の当事者は，裁判所に対し，公正取引委員会が認定した事実に関する

証拠の申出をする場合には，公正取引委員会が正当な理由がなく当該証拠を採用しな

かった場合等に該当することを理由とするものであることを要するとする規定を廃止

することとした。
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�　排除措置命令等に係る意見聴取のための手続等の整備

ア　排除措置命令に係る意見聴取のための手続の整備

�　排除措置命令をしようとするときは，当該排除措置命令の名宛人となるべき者に

ついて，意見聴取を行わなければならないこととした。

�　意見聴取を行うに当たっては，意見聴取を行うべき期日までに相当な期間をおい

て，排除措置命令の名宛人となるべき者に対し，予定される排除措置命令の内容等

を書面により通知しなければならないこととした。

�　前記�の通知を受けた者（以下「当事者」という。）は，代理人を選定することが

できることとした。

�　当事者は，公正取引委員会に対し，当該意見聴取に係る事件について公正取引委

員会の認定した事実を立証する証拠の閲覧又は謄写（謄写については，当該証拠の

うち，当該当事者若しくはその従業員が提出したもの又は当該当事者若しくはその

従業員の供述を録取したものとして公正取引委員会規則で定めるものの謄写に限

る。）を求めることができることとした。

�　意見聴取は，公正取引委員会が事件ごとに指定するその職員（以下「指定職員」

という。）が主宰することとした。

�　指定職員は，当該意見聴取に係る事件について第４７条第２項の規定により指定さ

れた審査官その他の当該事件の調査に関する事務に従事した職員（後記�において

「審査官等」という。）に，予定される排除措置命令の内容等を意見聴取の期日に

出頭した当事者に対し，説明させなければならないこととした。

�　当事者は，意見聴取の期日に出頭して，意見を述べ，及び証拠を提出し，並びに

指定職員の許可を得て審査官等に対し質問を発することができることとした。

�　当事者は，意見聴取の期日への出頭に代えて，指定職員に対し，意見聴取の期日

までに陳述書及び証拠を提出することができることとした。

�　指定職員は，意見聴取の期日における当事者による意見陳述等の経過を記載した

調書を作成し，当該調書において，当事者の陳述の要旨を明らかにしておかなけれ

ばならないこととした。

�　指定職員は，意見聴取の終結後速やかに，当該意見聴取に係る事件の論点を整理

し，当該整理された論点を記載した報告書を作成し，前記�の調書とともに公正取

引委員会に提出しなければならないこととした。

�　公正取引委員会は，排除措置命令に係る議決をするときは，前記�の調書及び前

記�の報告書の内容を十分に参酌しなければならないこととした。

イ　納付命令に係る意見聴取のための手続等の整備

�　課徴金の納期限は，課徴金納付命令書の謄本を発する日から７月を経過した日と

することとした。

�　納付命令をしようとするときは，当該納付命令の名宛人となるべき者について，

意見聴取を行わなければならないこととし，排除措置命令に係る意見聴取に関する

規定を準用することとした。

ウ　競争回復措置命令に係る意見聴取のための手続等の整備

�　独占的状態があると認める場合に審判開始決定を行うことができる規定を廃止
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し，競争回復措置命令を行うこととした。

�　競争回復措置命令をしようとするときは，当該競争回復措置命令の名宛人となる

べき者について，意見聴取を行わなければならないこととし，排除措置命令に係る

意見聴取に関する規定を準用することとした。

�　公正取引委員会は，競争回復措置命令の名宛人となるべき者に対し意見聴取に係

る通知をしようとするときは，当該事業者の営む事業に係る主務大臣に協議し，か

つ，公聴会を開いて一般の意見を求めなければならないこととした。

�　排除措置命令等に係る訴訟手続の整備

ア　審決に係る抗告訴訟の第一審裁判権は東京高等裁判所に属するとする規定を廃止

し，排除措置命令等に係る抗告訴訟等は，東京地方裁判所の専属管轄とすることとし

た。

イ　東京地方裁判所は，排除措置命令等に係る抗告訴訟等については，３人の裁判官の

合議体で審理及び裁判をすることとした。

ウ　前記イにかかわらず，東京地方裁判所は，排除措置命令等に係る抗告訴訟等につい

て，５人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることが

できることとした。

エ　東京地方裁判所がした排除措置命令等に係る抗告訴訟等についての終局判決に対す

る控訴等が提起された東京高等裁判所においては，当該控訴等に係る事件について，

５人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができ

ることとした。

オ　排除措置命令等に係る抗告訴訟については，国の利害に関係のある訴訟についての

法務大臣の権限等に関する法律（昭和２２年法律第１９４号）第６条の規定を適用しない

こととした。

�　罰則規定の見直し

　審判制度に係る罰則規定について所要の整備を行うこととした。

第２　独占禁止法と他の経済法令等の調整 

 １ 　法令協議

　公正取引委員会は，関係行政機関が特定の政策的必要性から経済法令の制定又は改正を

行おうとする際に，これら法令に独占禁止法の適用除外や競争制限的効果をもたらすおそ

れのある行政庁の処分に係る規定を設けるなどの場合には，その企画・立案の段階で，当

該行政機関からの協議を受け，独占禁止法及び競争政策との調整を図っている。

 ２ 　行政調整

　公正取引委員会は，関係行政機関が特定の政策的必要性から行う行政措置等について，

独占禁止法及び競争政策上の問題が生じないよう，当該行政機関と調整を行っている。
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第２章 消費税転嫁対策特別措置法の制定等

第１　消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害す
る行為の是正等に関する特別措置法 

　平成２４年８月に成立した，「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を

行うための消費税法の一部を改正する等の法律」（平成２４年法律第６８号）において，消費

税の円滑かつ適正な転嫁を確保する観点から独占禁止法及び下請法の特例に係る必要な法

制上の措置を講じることとされたこと等を踏まえ，消費税の転嫁を阻害する行為の是正，

価格の表示並びに消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為に関する特別措置を

主な内容とする，「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する

行為の是正等に関する特別措置法」が平成２５年６月５日に成立し，同月１２日に公布された

（平成２５年法律第４１号）。同法は，一部の規定を除き，同年１０月１日に施行されることが予

定されている（平成２５年政令第１８２号）。国会における審議状況及び同法の主な内容は次の

とおりである。

 １ 　国会における審議状況

　「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に

関する特別措置法案」は，平成２５年３月２２日に閣議決定され，同日に第１８３回通常国会に

提出された。同法案は，衆議院においては，同年４月１２日に本会議で趣旨説明及び質疑が

行われ，同日，経済産業委員会に付託された後，同年５月１７日の同委員会で一部修正の上，

同日に同委員会及び本会議でそれぞれ可決され，参議院に送付された。参議院において

は，同月２７日に本会議で趣旨説明及び質疑が行われ，同日，経済産業委員会に付託された

後，同年６月４日に同委員会で，同月５日に本会議で，それぞれ可決され，同法案は成立

した。

 ２ 　法律の内容

�　消費税の転嫁拒否等の行為の是正に関する特別措置

ア　特定事業者の遵守事項

　特定事業者は，平成２６年４月１日以後に特定供給事業者から受ける商品又は役務の

供給に関して，次に掲げる行為をしてはならないこととした（注）。

�ア 　減額又は買いたたき

　商品若しくは役務の対価の額を減じ，又は商品若しくは役務の対価の額を当該商

品若しくは役務と同種若しくは類似の商品若しくは役務に対し通常支払われる対価

に比し低く定めることにより，特定供給事業者による消費税の転嫁を拒むこと。

�イ 　商品購入，役務利用又は利益提供の要請

　特定供給事業者による消費税の転嫁に応じることと引換えに，自己の指定する商

品を購入させ，若しくは自己の指定する役務を利用させ，又は自己のために金銭，

役務その他の経済上の利益を提供させること。
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�ウ 　本体価格での交渉の拒否

　商品又は役務の供給の対価に係る交渉において消費税を含まない価格を用いる旨

の特定供給事業者からの申出を拒むこと。

�エ 　報復行為

　前記�から�までに掲げる行為があるとして特定供給事業者が公正取引委員会，

主務大臣又は中小企業庁長官に対しその事実を知らせたことを理由として，取引の

数量を減じ，取引を停止し，その他不利益な取扱いをすること。
（注）　「特定事業者」及び「特定供給事業者」とは，それぞれ下表に掲げる事業者をいう。

 

イ　消費税の転嫁拒否等に対する検査，指導等

�ア 　報告及び検査

ａ　公正取引委員会，主務大臣又は中小企業庁長官は，前記アに違反する行為を是

正するために必要があると認めるときは，特定事業者若しくは特定供給事業者に

対しその取引に関する報告をさせ，又はその職員に特定事業者若しくは特定供給

事業者の事務所若しくは事業所に立ち入り，帳簿書類その他の物件を検査させる

ことができることとした。

ｂ　前記ａにより職員が立ち入るときは，その身分を示す証明書を携帯し，関係人

に提示しなければならないこととした。

ｃ　前記ａによる立入検査の権限は，犯罪捜査のために認められたものと解釈して

はならないこととした。

�イ 　指導又は助言

　公正取引委員会，主務大臣又は中小企業庁長官は，特定事業者に対し，前記アに

違反する行為を防止し，又は是正するために必要な指導又は助言をするものとする

こととした。

�ウ 　措置請求

　主務大臣又は中小企業庁長官は，前記アに違反する行為があると認めるときは，

公正取引委員会に対し，この法律の規定に従い適当な措置をとるべきことを求める

ことができることとした。ただし，次に掲げるときは，当該求めをするものとする

こととした。

ａ　当該行為が多数の特定供給事業者に対して行われていると認められるとき。

ｂ　当該行為によって特定供給事業者が受ける不利益の程度が大きいと認められる

とき。

ｃ　当該行為を行った事業者が前記アに違反する行為を繰り返し行う蓋然性が高い
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と認められるとき。

ｄ　前記ａからｃまでに掲げるもののほか，消費税の円滑かつ適正な転嫁を阻害す

る重大な事実があると認められるとき。

�エ 　勧告

　公正取引委員会は，特定事業者について前記アに違反する行為があると認めると

きは，その特定事業者に対し，速やかに消費税の適正な転嫁に応じることその他必

要な措置をとるべきことを勧告し，その旨を公表するものとすることとした。

ウ　その他所要の規定の整備

�ア 　省庁間での情報共有等

　公正取引委員会，主務大臣及び中小企業庁長官は，前記アに違反する行為の防止

又は是正のため，相互に情報又は資料を提供することができることとした。

�イ 　公正取引委員会等への通知

　国の行政機関の長又は地方公共団体の長は，前記アに違反する行為があると疑う

に足りる事実があるときは，公正取引委員会，主務大臣又は中小企業庁長官に対し

て，その事実を通知するものとすることとした。

�ウ 　都道府県知事等への権限の付与

　政令により，主務大臣の権限の一部を都道府県知事等に付与することができるこ

ととした。

�　消費税の転嫁を阻害する表示の是正に関する特別措置

ア　事業者の遵守事項

　事業者は，平成２６年４月１日以後における自己の供給する商品又は役務の取引につ

いて，次に掲げる表示をしてはならないこととした。

�　取引の相手方に消費税を転嫁していない旨の表示

�　取引の相手方が負担すべき消費税に相当する額の全部又は一部を対価の額から減

ずる旨の表示であって消費税との関連を明示しているもの

�　消費税に関連して取引の相手方に経済上の利益を提供する旨の表示であって前記

�に掲げる表示に準ずるものとして内閣府令で定めるもの

イ　報告及び検査

�　内閣総理大臣，公正取引委員会，主務大臣又は中小企業庁長官は，前記アに違反

する行為を是正するために必要があると認めるときは，事業者に対しその表示に関

する報告をさせ，又はその職員に事業者の事務所若しくは事業所に立ち入り，帳簿

書類その他の物件を検査させることができることとした。

�　前記�により職員が立ち入るときは，その身分を示す証明書を携帯し，関係人に

提示しなければならないこととした。

�　前記�による立入検査の権限は，犯罪捜査のために認められたものと解釈しては

ならないこととした。

�　価格の表示に関する特別措置

ア　事業者は，自己の供給する商品又は役務の価格を表示する場合において，今次の消

費税率引上げに際し，消費税の円滑かつ適正な転嫁のため必要があるときは，現に表

示する価格が税込価格であると誤認されないための措置を講じているときに限り，消
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費税法（昭和６３年法律第１０８号）第６３条の規定にかかわらず，税込価格を表示するこ

とを要しないこととした。

イ　前記アにより税込価格を表示しない事業者は，できるだけ速やかに，税込価格を表

示するよう努めなければならないこととした。

ウ　事業者は，自己の供給する商品又は役務の税込価格を表示する場合において，消費

税の円滑かつ適正な転嫁のため必要があるときは，税込価格に併せて，消費税を含ま

ない価格又は消費税の額を表示するものとすることとした。

エ　前記ウの場合において，税込価格が明瞭に表示されているときは，当該消費税を含

まない価格の表示については，景品表示法第４条第１項の規定は，適用しないことと

した。

�　消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為に関する特別措置

ア　事業者が消費税を取引の相手方に円滑かつ適正に転嫁するため，事業者又は事業者

団体が，公正取引委員会規則で定めるところにより，公正取引委員会に届出をしてす

る平成２６年４月１日から平成２９年３月３１日までの間における商品又は役務の供給に係

る次に掲げる共同行為（事業者団体がその直接又は間接の構成事業者に当該共同行為

をさせる行為を含む。以下アにおいて同じ。）については，独占禁止法の規定を適用し

ないこととした。

�　事業者又は構成事業者が供給する商品又は役務に係る消費税の転嫁の方法の決定

に係る共同行為（その共同行為に参加している事業者の３分の２以上が中小事業者

である場合又はその共同行為に係る事業者団体が，その構成事業者の３分の２以上

が中小事業者であり若しくはその直接若しくは間接の構成員である事業者団体のそ

れぞれの構成事業者の３分の２以上が中小事業者であるものである場合に限る。）

�　事業者又は構成事業者が供給する商品又は役務に係る消費税についての表示の方

法の決定に係る共同行為

イ　法律の規定に基づいて設立された組合（組合の連合会を含む。以下同じ。）であっ

て政令で定めるものは，当該法律の規定にかかわらず，当該組合の事業として前記ア

の共同行為をすることができることとした。

ウ　公正取引委員会は，前記イの政令で定める組合に係る前記アの届出を受理したとき

は，遅滞なく，当該組合を所管する大臣に通知しなければならないこととした。

第２　消費税率の引上げを見据えた買いたたき等の行為への対応 

　公正取引委員会は，消費税転嫁対策特別措置法施行前の買いたたき等の行為の早期発

見・是正を図るため，次の取組を実施した。

 １ 　事業者からの専用相談窓口の設置

　消費税率の引上げを見据えた買いたたき等の行為に関する事業者からの相談等を一元的

に受け付けるための専用窓口を，平成２５年４月１日に設置することとした（同年３月２７日

公表）。

� 23�

第
２
章

消
費
税
転
嫁
対
策
特
別
措
置
法
の
制
定
等

Title:015-058.ec8 Page:23  Date: 2013/09/19 Thu 18:05:14 



 ２ 　大規模小売業者による買いたたき等の行為の緊急調査結果

�　調査の概要

ア　趣旨

　今後，消費税率の引上げが予定されているところ，既に消費税率の引上げを見据え

て，大規模小売業者による納入業者に対する買いたたき等の行為が生じているとの懸

念が寄せられている。

　公正取引委員会は，独占禁止法・下請法で禁止されている行為に対して厳正に対処

することとしているところ，こうした行為が生じていないか，その実態を明らかにす

ることで，大規模小売業者による違反行為の早期発見・是正を図るために，特に買い

たたきに着目して，大規模小売業者及び納入業者を対象とした書面調査を実施し，平

成２５年６月２８日，調査結果を公表した。

イ　調査方法

　前事業年度売上高７０億円以上の小売業者２，０００社（以下２において「大規模小売業者」

という。）及び大規模小売業者に対し継続的に商品・サービスを納入・提供している

事業者（以下２において「納入業者」という。）を対象として，平成２４年９月１日か

ら回答日までを調査期間とする書面調査を実施した（調査票については，平成２５年４

月１９日を回答期限として，同年３月２６日に発送した。）。

表　書面調査の状況 

�　調査結果

ア　大規模小売業者に対する調査

�　大規模小売業者に対して，取扱商品を７つのカテゴリーに分け，そのカテゴリー

ごとに値下げ要請の有無やその内容についての回答を求めたところ，１，２４５社から，

延べ３，４５０の回答が寄せられた。このうち，調査期間内に納入業者に対して納入価

格の値下げ要請を行ったと回答したものは，４２０社（延べ１，３５６の回答数）であった。

�　前記�の４２０社（延べ１，３５６の回答数）のうち，今後，更に値下げ要請を行う予定

があると回答したものは，１７１社（延べ６６８の回答数）であった。

�　なお，ほぼ全ての大規模小売業者が平成２６年４月の消費税率引上げを見据えた事

前の値下げ要請は行っていないと回答した。

イ　納入業者に対する調査

�　納入業者に対して，自社と取引を行っている大規模小売業者ごとに値下げ要請の

有無やその内容についての回答を求めたところ，１８，９７１社から回答が寄せられた。

このうち，調査期間内に大規模小売業者から値下げ要請を受けたと回答した納入業

者は１，０３７社であり，このうち，大規模小売業者から受けた値下げ要請が，消費税率
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回答数（Ｂ）
（B／ A）

発送数（Ａ）

１，２４５社

（６２．３％）
２，０００社大規模小売業者

１８，９７１社

（３７．９％）
５０，０００社納入業者

Title:015-058.ec8 Page:24  Date: 2013/09/19 Thu 18:05:14 



引上げを見据えた事前の要請であったと回答したものは，１１７社（値下げ要請を受け

たとする納入業者のうち１１．３％）であった。

　また，調査期間内に大規模小売業者から値下げ要請を受けたと回答した納入業者

１，０３７社と取引のある大規模小売業者は延べ１，９９２社であり，このうち，値下げ要請

が消費税率引上げを見据えた事前の要請であったと納入業者が回答している大規模

小売業者は延べ１６９社（８．５％）であった。

　なお，前記の納入業者１１７社（前記の大規模小売業者延べ１６９社）のうち，協議が

十分に行われていなかったと回答したものは７１社（延べ９８社）であった。

�　前記�の消費税率引上げを見据えた事前の値下げ要請に関する具体的な事例は，

以下のとおり。

ａ　取引先を集めた説明会を開催し，その説明会の中で，今後，消費税率が８％と

なっても，消費税率５％時における，又はそれ以下の売価を維持するために，仕

入価格の低減や，リベートの要請を行うとの発言があった。

ｂ　現時点では，まだ具体的な値下げ要請までは受けていないが，商談の中で購入

担当者から，今後，消費税率が８％になっても現行の仕入価格を変える方針はな

いとの発言があった。これは，実際は，本体価格の値下げを要求されたものと思

われる。

ｃ　消費税率の引上げ後も商品の販売価格を据え置くとし，それは，納入業者の協

力によって実現していきたいとの要請を受けた。

�　調査結果の評価

ア　今回の調査においては，１，２４５社のうち４２０社の大規模小売業者が調査期間中に納入

業者に対して値下げ要請を行ったと回答しているところ，そのうち１７１社が，今後，更

に値下げ要請を行う予定があると回答している。

イ　また，納入業者のうち約１割に当たる事業者が消費税率引上げを見据えた事前の値

下げ要請を受けたと回答していることや，前記�イ�に記載した値下げ要請の事例を

踏まえると，今後，消費税率引上げが近づくにつれ，当該引上げを見据えた更なる値

下げ要請が増加し，納入業者に不当に不利益を与える行為が多発するおそれがある。

こうした行為は，独占禁止法や下請法の違反行為に該当するおそれがある。さらに，

消費税転嫁対策特別措置法の違反行為にも該当するおそれがある。

�　今後の対応

　今回の調査結果を踏まえ，公正取引委員会としては，引き続き，大規模小売業者と納

入業者との取引を十分監視していくこととし，具体的には，以下のような対応を行って

いくこととした。

ア　関係事業者団体に対して今回の調査結果における問題点を伝えるとともに，消費税

率引上げを見据えた買いたたき等の行為が行われることのないよう，法令遵守体制の

構築の徹底等について要請する。また，同時に，消費税率引上げを見据えた事前の値

下げ要請に当たって協議が十分に行われていなかったと納入業者が回答している大規

模小売業者（前記�イ�の延べ９８社）に対して，今後，買いたたき等の行為が行われ

ることのないよう，今回の調査結果及び評価を伝えることとする。

イ　今後，更に納入業者等からの情報収集に努め，優越的地位の濫用行為等については
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厳正に対処していく。

ウ　また，公正取引委員会においては，平成２５年度から，消費税転嫁対策特別措置法に

違反する行為を効果的に摘発するための特別調査等を実施することとしているとこ

ろ，その実施に当たっては，今回の調査結果を踏まえ，大規模小売業者に対して，重

点的に調査を行っていくこととしたい。
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第３章 違反被疑事件の審査及び処理

第１　違反被疑事件の審査及び処理の状況 

 １ 　排除措置命令等

　独占禁止法は，事業者が私的独占又は不当な取引制限をすること，不公正な取引方法を

用いること等を禁止している。公正取引委員会は，一般から提供された情報，自ら探知し

た事実等を検討し，これらの禁止規定に違反する事実があると思料するときは，独占禁止

法違反被疑事件として必要な審査を行っている。

　審査事件のうち必要なものについては独占禁止法の規定に基づく権限を行使して審査を

行い（第４７条），違反する事実があると認められたときは，排除措置命令の名宛人となる

べき者に対し，予定される排除措置命令の内容等を通知し（第４９条第５項），意見を述べ，

及び証拠を提出する機会の付与を行い（第４９条第３項），その内容を踏まえて，排除措置

命令を行っている。

　また，排除措置命令を行うに足る証拠が得られなかった場合であっても，違反の疑いが

あるときは，関係事業者等に対して警告を行い，是正措置を採るよう指導している（注）。

　さらに，違反行為の存在を疑うに足る証拠は得られなかったが，違反につながるおそれ

のある行為がみられた場合には，未然防止を図る観点から注意を行っている。

　なお，法的措置又は警告をしたときは，その旨公表している。また，注意及び打切りに

ついては，競争政策上公表することが望ましいと考えられる事案であり，かつ，関係事業

者から公表する旨の了解を得た場合又は違反被疑対象となった事業者が公表を望む場合

は，公表している。

　平成２４年度における審査件数（不当廉売事案で迅速処理したもの〔第１－２表〕を除く。）

は，前年度からの繰越しとなっていたもの９件及び年度内に新規に着手したもの２６６件の

合計２７５件であり，このうち年度内に処理した件数は２６２件であった。２６２件の内訳は，排除

措置命令が２０件，警告が６件，注意が２０８件及び違反事実が認められなかったため審査を打

ち切ったものが２８件となっている（第１－１表参照）。
（注）　公正取引委員会は，警告を行う場合にも，公正取引委員会の審査に関する規則（平成１７年公正取引委員

会規則第５号）に基づき，排除措置命令の際の事前手続に準じた手続を経ることとしている。
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第１－１表　審査事件処理状況の推移（不当廉売事案で迅速処理（注１）を行ったもの

を除く。） 

（注１） 申告のあった不当廉売事案に対し可能な限り迅速に処理する（原則２か月以内）という方針に基づいて
行う処理をいう。

（注２） 排除措置命令を行っていない課徴金納付命令事件数である。
（注３） （　）内の数字は，平成１７年独占禁止法改正法による改正前の独占禁止法に基づく課徴金納付命令に係

る審判開始決定を行った関係人数である。
（注４） 平成１７年独占禁止法改正法による改正前の独占禁止法に基づく課徴金の納付を命ずる審決に係る金額を

含み，同法に基づき審判手続が開始されたことにより失効した課徴金納付命令に係る金額は含まない。
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２４２３２２２１２０年　　度

９２３２２１９１８前年度からの繰越し審
査
件
数

２６６１５７１４３１３３１２４年度内新規着手

２７５１８０１６５１５２１４２合　　計

２０２２１２２６１６排除措置命令

法
的
措
置

処
理
件
数

１２６３０３１０９８４４８関係人数

００００１課徴金納付命令（注２）

００００１関係人数

２０２２１２２６１７小　　計

１２６３０３１０９８４４９関係人数

６２３９４警　　告

そ
の
他

２０８１３８９５６９８７注　　意

２８９３２２６１５打 切 り

２４２１４９１３０１０４１０６小　　計

２６２１７１１４２１３０１２３合　　計

１３９２３２２１９次年度への繰越し

１０８２８０１５２８５５９関係人数課
徴
金
納
付

命
令　
　
　

（０）（３）（９）（０）（５）（審判開始決定（注３））

５０１３２１３３課徴金の納付を命ずる審決

２５０億７６４４万４４２億５７８４万７２０億８７０６万３６０億７４７１万２７０億３６４２万確定した課徴金額（注４）

１０００１告　　　　　　　発
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第１－２表　不当廉売事案の迅速処理件数の推移 

第１図　法的措置件数と対象事業者等の数の推移 

　平成２４年度における処理件数を行為類型別にみると，価格カルテル６件，入札談合（官

公需）４件，受注調整（民需）１５件，その他のカルテル２件，不公正な取引方法２２９件，

その他６件となっている（第２表参照）。法的措置を採った事件は２０件であり，この内訳

は，価格カルテル１件，入札談合（官公需）４件，受注調整（民需）１５件となっている

（第２表及び第３表参照）。
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２４２３２２２１２０年　　　　度

１，７３６１，７７２２，７００３，２２５３，６５４
不当廉売事案における注意件数

（迅速処理によるもの）
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第２表　平成２４年度審査事件（行為類型別）一覧表 

 
（注１） 複数の行為類型に係る事件は，主たる行為に即して分類している。

（注２） 価格カルテルとその他のカルテルが関係している事件は，価格カルテルに分類している。

（注３） 「その他のカルテル」とは，数量，販路，顧客移動禁止，設備制限等のカルテルである。

（注４） 事業者団体が事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにする行為（独占禁止法第８条第

５号）は，不公正な取引方法に分類している。

（注５） 「その他」とは，事業者団体による構成事業者の機能活動の制限等である。

 

第３表　排除措置命令等の法的措置件数（行為類型別）の推移 

　
（注１） 複数の行為類型に係る事件は，主たる行為に即して分類している。

（注２） 価格カルテルとその他のカルテルが関係している事件は，価格カルテルに分類している。

（注３） 「その他のカルテル」とは，数量，販路，顧客移動禁止，設備制限等のカルテルである。

（注４） 事業者団体が事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにする行為（独占禁止法第８条第

５号）は，不公正な取引方法に分類している。
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合計打切り注意警告法的措置
処理別

内容（注１）
０００００私的独占

６０５０１価格カルテル（注２）

カ
ル
テ
ル

４０００４入札談合（官公需）

１５０００１５受注調整（民需）

２００２０その他のカルテル（注３）

２７０５２２０　小　　計

１１０１１００再販売価格の拘束

不
公
正
な
取
引
方
法

（
注
４
）

３０３００その他の拘束・排他条件付取引

２０２００取引妨害

６１４５７００優越的地位の濫用

１４８２３１２１４０不当廉売

１０１００共同の取引拒絶

３１２００その他

２２９２８１９７４０　小　　計

６０６００　そ　の　他（注５）

２６２２８２０８６２０　合　　　　　計

合計２４２３２２２１２０
年度

内容（注１）
１００００１私的独占

２５１５６５８価格カルテル（注２）

カ
ル
テ
ル

２６４７３１０２入札談合（官公需）

２８１５５１７０受注調整（民需）

１００００１その他のカルテル（注３）

８０２０１７１０２２１１　小　　計

２０１００１再販売価格の拘束

不
公
正
な
取
引
方
法

（
注
４
）

３００１２０その他の拘束・排他条件付取引

１０１０００取引妨害

１００３１２４優越的地位の濫用

００００００不当廉売

００００００共同の取引拒絶

００００００その他

１６０５２４５　小　　計

００００００　そ　の　他

９７２０２２１２２６１７　合　　　　　計

Title:015-058.ec8 Page:30  Date: 2013/09/19 Thu 18:05:14 



 ２ 　課徴金納付命令等

�　課徴金納付命令の概要

　独占禁止法は，カルテル・入札談合等の未然防止という行政目的を達成するために，

行政庁たる公正取引委員会が違反事業者等に対して金銭的不利益である課徴金の納付を

命ずることを規定している（第７条の２第１項，第２項及び第４項，第８条の３，第２０

条の２，第２０条の３，第２０条の４，第２０条の５並びに第２０条の６）。

　課徴金の対象となる行為は，①事業者又は事業者団体の行うカルテルのうち，商品若

しくは役務の対価に係るもの又は商品若しくは役務について供給量若しくは購入量，市

場占有率若しくは取引の相手方を実質的に制限することによりその対価に影響すること

となるもの，②いわゆる支配型私的独占で被支配事業者が供給する商品若しくは役務に

ついて，その対価に係るもの又は供給量，市場占有率若しくは取引の相手方を実質的に

制限することによりその対価に影響することとなるもの，③いわゆる排除型私的独占の

うち供給に係るもの，④独占禁止法で定められた不公正な取引方法である，共同の取引

拒絶，差別対価，不当廉売及び再販売価格の拘束のうち，一定の要件を満たしたもの並

びに優越的地位の濫用のうち継続して行われたものである。

　平成２４年度においては，延べ１０８名に対し総額２３３億９０９５万円の課徴金納付命令を行っ

た（第４表参照）。このうち，違反行為において主導的な役割を果たした場合の割増算定

率が適用された事業者は２事件における延べ６名であり，違反を繰り返した場合の割増

算定率が適用された事業者は４事件における延べ４名，また，早期に違反行為をやめた

場合の軽減算定率が適用された事業者は４事件における延べ８名であった。

　このほか，平成１７年独占禁止法改正法による改正前の独占禁止法に基づく審判手続を

経て，延べ５名の事業者に対し総額１６億８５４９万円の課徴金の納付を命ずる審決を行っ

た。

　この結果，平成２４年度において納付を命じた課徴金額は，延べ１１３名の事業者に対し

て，総額２５０億７６４４万円であった（第５表参照）。

�　課徴金減免制度の運用状況

　平成２４年度における課徴金減免制度に基づく事業者からの報告等の件数は１０２件で

あった（課徴金減免制度導入〔平成１８年１月〕以降の件数は７２５件）。

　なお，平成２４年度においては，１９事件延べ４１名の課徴金減免申請事業者について，当

該事業者からの申出により，これらの事業者の名称，免除の事実又は減額の率等を公表

した（注）。

（注）　公正取引委員会は，課徴金減免制度の適用を受けた事業者から公表の申出がある場合には，課徴金納

付命令を行った際等に，当委員会のウェブサイト（http://www.jftc.go.jp/dk/seido/genmen/kouhyou/ 

index.html）に，当該事業者の名称，所在地，代表者名及び免除の事実又は減額の率等を公表することと

している。
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第２図　課徴金額等の推移 

（注）　課徴金額については，１００万円以下切捨て。

 ３ 　申告

　平成２４年度においては，独占禁止法の規定に違反する事実があると思われ，公正取引委

員会に報告（申告）された件数は９，８１９件であった（第３図参照）。この報告が書面で具体

的な事実を摘示して行われた場合には，措置結果を通知することとされており（第４５条第

３項），平成２４年度においては，９，８７９件の通知を行った。

　また，公正取引委員会は，独占禁止法違反被疑行為の端緒情報をより広く収集するため，

平成１４年４月からインターネットを利用した申告が可能となる電子申告システムを当委員

会のウェブサイト上に設置しているところ，平成２４年度においては，同システムを利用し

た申告が６８９件あった。
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第３図　申告件数の推移  

� 33�

第
３
章

違
反
被
疑
事
件
の
審
査
及
び
処
理

Title:015-058.ec8 Page:33  Date: 2013/09/19 Thu 18:05:15 



第４表　平成２４年度法的措置一覧表 
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第２部　各　論

排除措置
命令
年月日

違反法条
法的措置
対象

事業者数

課徴金の総額
（最低額～最高額）

（万円）
内　容件　名

事件
番号

一連
番号

２４．９．２４第３条後
段

８２０，２０８
（３４９～７，６１８）

　建設業者に販売する特定 EPS ブロックについ
て，共同して，受注予定者を決定し，受注予定者
が受注できるようにしていた。

EPS ブ ロ ッ
クの製造業者
及び販売業者
に対する件

２４
（措）

８

１

２４．１０．１７第３条後
段

２８７５，５２７
（３３１～１６，０４７）

　国土交通省が四国地方整備局土佐国道事務所に
おいて発注する特定一般土木工事について，共同
して，受注予定者を決定し，受注予定者が受注で
きるようにしていた。

国土交通省四
国地方整備局
土佐国道事務
所が発注する
一般土木工事
の入札参加業
者に対する件

２４
（措）

９

２

２４．１０．１７第３条後
段

２５３９，２６９
（４５５～４，７５０）

　国土交通省が四国地方整備局高知河川国道事務
所において発注する特定一般土木工事について，
共同して，受注予定者を決定し，受注予定者が受
注できるようにしていた。

国土交通省四
国地方整備局
高知河川国道
事務所が発注
する一般土木
工事の入札参
加業者に対す
る件

２４
（措）
１０

３

２４．１０．１７第３条後
段

２１１１，６４５
（２０９～１，５７４）

　国土交通省が四国地方整備局高知港湾・空港整
備事務所において発注する特定港湾土木工事につ
いて，共同して，受注予定者を決定し，受注予定
者が受注できるようにしていた。

国土交通省四
国地方整備局
高知港湾・空
港整備事務所
が発注する港
湾土木工事の
入札参加業者
に対する件

２４
（措）
１１

４

２４．１０．１７第３条後
段

２１４９，１０７
（４６５～１０，６６０）

　高知県が発注する特定土木一式工事について，
共同して，受注予定者を決定し，受注予定者が受
注できるようにしていた。

高知県が発注
する土木一式
工事の入札参
加業者に対す
る件

２４
（措）
１２

５

２４．１１．２２第３条後
段

１５８，１３９　本田技研工業発注の特定自動車用オルタネータ
について，共同して，受注予定者を決定し，受注
予定者が受注できるようにしていた。

本田技研工業
㈱が発注する
自動車用オル
タネータの見
積り合わせの
参加業者に対
する件

２４
（措）
１３

６

２４．１１．２２第３条後
段

２３８，８７９　スズキ発注の特定自動車用オルタネータについ
て，共同して，受注予定者を決定し，受注予定者
が受注できるようにしていた。

スズキ㈱が発
注する自動車
用オルタネー
タの見積り合
わせの参加業
者に対する件

２４
（措）
１４

７

２４．１１．２２第３条後
段

２２，３５２
（５１４～１，８３８）

　本田技研工業発注の特定自動車用スタータにつ
いて，共同して，受注予定者を決定し，受注予定
者が受注できるようにしていた。

本田技研工業
㈱が発注する
自 動 車 用 ス
タータの見積
り合わせの参
加業者に対す
る件

２４
（措）
１５

８

２４．１１．２２第３条後
段

２４３，４９９　スズキ発注の特定自動車用スタータについて，
共同して，受注予定者を決定し，受注予定者が受
注できるようにしていた。

スズキ㈱が発
注する自動車
用スタータの
見積り合わせ
の参加業者に
対する件

２４
（措）
１６

９
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排除措置
命令
年月日

違反法条
法的措置
対象

事業者数

課徴金の総額
（最低額～最高額）

（万円）
内　容件　名

事件
番号

一連
番号

２４．１１．２２第３条後
段

１３７，５０４　スズキ発注の特定自動車用ワイパシステムにつ
いて，共同して，受注予定者を決定し，受注予定
者が受注できるようにしていた。

スズキ㈱が発
注する自動車
用ワイパシス
テムの見積り
合わせの参加
業者に対する
件

２４
（措）
１７

１０

２４．１１．２２第３条後
段

１５７，３８０　日産自動車等発注の特定自動車用ワイパシステ
ムについて，共同して，受注予定者を決定し，受
注予定者が受注できるようにしていた。

日産自動車㈱
等が発注する
自動車用ワイ
パシステムの
見積り合わせ
の参加業者に
対する件

２４
（措）
１８

１１

２４．１１．２２第３条後
段

１１４，０２９　富士重工業発注の特定自動車用ワイパシステム
について，共同して，受注予定者を決定し，受注
予定者が受注できるようにしていた。

富士重工業㈱
が発注する自
動車用ワイパ
システムの見
積り合わせの
参加業者に対
する件

２４
（措）
１９

１２

２４．１１．２２第３条後
段

１６７，２３５　本田技研工業発注の特定自動車用ラジエータ及
び電動ファンについて，共同して，受注予定者を
決定し，受注予定者が受注できるようにしてい
た。

本田技研工業
㈱が発注する
自動車用ラジ
エータ及び電
動ファンの見
積り合わせの
参加業者に対
する件

２４
（措）
２０

１３

２４．１１．２２第３条後
段

１１９，８６６　富士重工業発注の特定自動車用ラジエータ及び
電動ファンについて，共同して，受注予定者を決
定し，受注予定者が受注できるようにしていた。

富士重工業㈱
が発注する自
動 車 用 ラ ジ
エータ及び電
動ファンの見
積り合わせの
参加業者に対
する件

２４
（措）
２１

１４

２５．３．２２第３条後
段

２２４４，４４５
（１０６，４４４～

１３８，００１）

　日産自動車等発注の特定自動車用ヘッドランプ
及びリアコンビネーションランプについて，共同
して，受注予定者を決定し，受注予定者が受注で
きるようにしていた。

日産自動車㈱
等が発注する
ヘッドランプ
及びリアコン
ビネーション
ランプの見積
り合わせの参
加業者に対す
る件

２５
（措）

１

１５

２５．３．２２第３条後
段

２３１，７７３
（４，６４０～２７，１３３）

　トヨタ自動車発注の特定自動車用ヘッドランプ
及びリアコンビネーションランプについて，共同
して，受注予定者を決定し，受注予定者が受注で
きるようにしていた。

トヨタ自動車
㈱が発注する
ヘッドランプ
及びリアコン
ビネーション
ランプの見積
り合わせの参
加業者に対す
る件

２５
（措）

２

１６

２５．３．２２第３条後
段

２９４，６２２
（１３，９２６～

８０，６９６）

　富士重工業発注の特定自動車用ヘッドランプ及
びリアコンビネーションランプについて，共同し
て，受注予定者を決定し，受注予定者が受注でき
るようにしていた。

富士重工業㈱
が 発 注 す る
ヘッドランプ
及びリアコン
ビネーション
ランプの見積
り合わせの参
加業者に対す
る件

２５
（措）

３

１７
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排除措置
命令
年月日

違反法条
法的措置
対象

事業者数

課徴金の総額
（最低額～最高額）

（万円）
内　容件　名

事件
番号

一連
番号

２５．３．２２第３条後
段

１２２，２７０　三菱自動車工業発注の特定自動車用ヘッドラン
プ及びリアコンビネーションランプについて，共
同して，受注予定者を決定し，受注予定者が受注
できるようにしていた。

三菱自動車工
業㈱が発注す
るヘッドラン
プ及びリアコ
ンビネーショ
ンランプの見
積り合わせの
参加業者に対
する件

２５
（措）

４

１８

２５．３．２２第３条後
段

１７４，７５９　マツダ発注の特定自動車用ヘッドランプ及びリ
アコンビネーションランプについて，共同して，
受注予定者を決定し，受注予定者が受注できるよ
うにしていた。

マツダ㈱が発
注するヘッド
ランプ及びリ
アコンビネー
ションランプ
の見積り合わ
せの参加業者
に対する件

２５
（措）

５

１９

２５．３．２９第３条後
段

３１，３３６，５８７
（５０，９３９～
７２３，１０７）

　産業機械用軸受の販売価格を引き上げることを
合意し，また，自動車用軸受の販売価格を引き上
げることを合意していた。

軸受製造販売
業者に対する
件

２５
（措）

６

２０

１０８
（注２）

２，３３９，０９５合　　　　　計（注１）

（注１）　前記のほか，平成１７年独占禁止法改正法による改正前の独占禁止法に基づく審決によって，延べ５名

の事業者に対し総額１６億８５４９万円の課徴金の納付を命じた（第４章第２　平成１７年独占禁止法改正法に
よる改正前の独占禁止法に基づく審決参照）。

（注２）　課徴金納付命令対象事業者数の合計（延べ数）である。
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第５表　課徴金制度の運用状況（注１） 

（注１）　平成１７年独占禁止法改正法による改正前の独占禁止法に基づく課徴金の納付を命ずる審決を含み，同
法に基づく審判手続の開始により失効した課徴金納付命令を除く。

（注２）　平成１５年９月１２日，協業組合カンセイに係る審決取消請求事件について，審決認定（平成１０年３月１１
日，課徴金額１９３４万円）の課徴金額のうち９６７万円を超える部分を取り消す判決が出された（同判決は確
定した。）。

（注３）　平成１６年２月２０日，土屋企業㈱に係る審決取消請求事件について，審決認定（平成１５年６月１３日，課
徴金額５８６万円）の課徴金額のうち３０２万円を超える部分を取り消す判決が出された（同判決は確定した。）。 

� 37�

第
３
章

違
反
被
疑
事
件
の
審
査
及
び
処
理

課徴金額
課徴金納付命令
対象事業者数

年度

００昭和５２年度

５０７万円４５３年度

１５億７１７４万円１３４５４年度

１３億３１１１万円２０３５５年度

３７億３０２０万円１４８５６年度

４億８３５４万円１６６５７年度

１４億９２５７万円９３５８年度

３億５３１０万円５５９年度

４億７４７万円３８６０年度

２億７５５４万円３２６１年度

１億４７５８万円５４６２年度

４億１８９９万円８４６３年度

８億３４９万円５４平成元年度

１２５億６２１４万円１７５２年度

１９億７１６９万円１０１３年度

２６億８１５７万円１３５４年度

３５億５３２１万円４０６５年度

５６億６８２９万円５１２６年度

６４億４６４０万円７４１７年度

７４億８６１６万円３６８８年度

（注２）２８億２３２２万円３６９９年度

３１億４９１５万円５７６１０年度

５４億５８９１万円３３５１１年度

８５億１６６８万円７１９１２年度

２１億９９０５万円２４８１３年度

４３億３４００万円５６１１４年度

（注３）３８億６７１２万円４６８１５年度

１１１億５０２９万円２１９１６年度

１８８億７０１４万円３９９１７年度

９２億６３６７万円１５８１８年度

１１２億９６８６万円１６２１９年度

２７０億３６４２万円８７２０年度

３６０億７４７１万円１０６２１年度

７２０億８７０６万円１５６２２年度

４４２億５７８４万円２７７２３年度

２５０億７６４４万円１１３２４年度

３３６８億５１４２万円８，４０６合計
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第２　法的措置 

　平成２４年度においては，２０件について法的措置を採った（いずれも独占禁止法第３条後

段（不当な取引制限の禁止）違反）。

　法的措置を採った前記２０件の概要は次のとおりである。

 １ 　EPSブロック（注１）の製造業者及び販売業者に対する件（平成２４年（措）第８号）

（注１）　「EPS ブロック」とは，「EPS 工法」（注２）において使用される発泡スチロールブロックをいう。

（注２）　「EPS 工法」とは，発泡スチロールブロックを，発泡スチロール土木工法開発機構が策定した「EPS 工

法　設計・施工基準書（案）」に基づき，主として，軟弱地盤上の盛土，擁壁，橋台背面の裏込め材とし

ての盛土，地すべり地の盛土，道路拡幅盛土としての盛土，両直型の盛土及び埋設構造物の埋め戻しの盛

土として建設工事に使用する工法をいう。

�　関係人
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第２部　各　論

違　反　法　条排除措置年月日

独占禁止法第３条後段２４．９．２４

課徴金額
課徴金
納付命令

排除措置
命令

代表者本店の所在地事業者名番
号

７６１８万円○○
代表取締役

小野　惠造

大阪市北区西天満二丁目４番４

号
積水化成品工業㈱１

４２９６万円○○

代表取締役

スポット・

ケートプラ

カーン

東京都品川区東品川二丁目２番

２４号
ダウ化工㈱２

２７４０万円○○
代表取締役

塚本　耕三

東京都千代田区丸の内三丁目４

番２号
㈱ジェイエスピー３

２５２４万円○－
代表取締役

平　　　健

大阪市西区江戸堀一丁目１０番８

号

カネカフォームプラ

スチックス㈱※１
４

１０９８万円○○
代表取締役

能村光太郎

大阪市淀川区木川東四丁目８番

４号
太陽工業㈱５

９３４万円○○
代表取締役

伊藤　　守
東京都新宿区大京町２２番地の５アキレス㈱６

６４９万円○○
代表取締役

山下光太郎
北海道千歳市北信濃７７９番３㈱積水化成品北海道７

３４９万円○○
代表取締役

服部　陽一

東京都千代田区内幸町一丁目３

番３号
カネカケンテック㈱８

－－－
代表取締役

岸　　正吉
北海道恵庭市恵南１３番地の１

北海道カネパール㈱

※２
９

２億２０８万円８社７社合　計

（注３）　表中の「○」は，その事業者が排除措置命令又は課徴金納付命令の対象となる違反事業者であるこ
とを示している。

（注４）　表中の「－」は，その事業者が排除措置命令又は課徴金納付命令の対象とならない違反事業者であ
ることを示している。

（注５）　表中の「※１」を付した事業者は，平成２２年１０月１日，カネカケンテック㈱に対し，吸収分割によ
り EPS ブロックに係る事業を承継させるとともに，同日付けで商号をカネパールサービス㈱から現商
号に変更したものであり，以後，同事業を営んでいない。

（注６）　表中の「※２」を付した事業者は，平成１９年５月１日，カネパールサービス㈱に対し，吸収分割に
より EPS ブロックに係る事業を承継させたものであり，以後，同事業を営んでいない。

Title:015-058.ec8 Page:38  Date: 2013/09/19 Thu 18:05:15 



�　違反行為の概要

　前記�の表記載の９社は，遅くとも平成１９年１月以降（カネカケンテック㈱にあって

は平成２２年１０月１日以降），共同して，建設資材商社を通じて建設業者に販売する特定

EPS ブロック（注７）について

ア�　建設コンサルタント業者（注８）に対し設計協力（注９）を行った者のうち，官

公庁等から発注された EPS 工法採用工事（EPS 工法を採用して施工することとされ

た工事をいう。以下同じ。）に採用された，EPS ブロックの使用に係る部分の図面を

作成した者を受注予定者とする

�　受注予定者以外の者は，受注予定者が受注できるように協力する

旨の合意の下に

イ　受注予定者以外の者は

�　EPS 工法採用工事を受注した建設業者又は当該建設業者から見積依頼を受けた

建設資材商社から，EPS ブロックの見積依頼が自社に対して行われないよう，他社

が受注予定者である EPS ブロックが使用される EPS 工法採用工事に係る営業活動

を自粛する

�　EPS 工法採用工事を受注した建設業者又は当該建設業者から見積依頼を受けた

建設資材商社から，EPS ブロックの見積依頼が自社に対して行われた場合には，受

注予定者よりも高い価格を提示する，又は，見積りを断る

こと等により，公共の利益に反して，特定 EPS ブロックの取引分野における競争を実

質的に制限していた。
（注７）　「特定 EPS ブロック」とは，EPS ブロックのうち，前記�の表記載の９社のうち一又は複数の

者が，EPS 工法採用工事に係る設計図書の作成を含む設計業務を請け負った建設コンサルタント

業者に対し，当該工事が発注される前に，自ら又は建設資材商社を通じ，当該設計図書のうち

EPS ブロックの使用に係る部分の図面を発泡スチロール土木工法開発機構が策定した「EPS 工法

設計・施工基準書（案）」に基づいて作成し提供した EPS 工法採用工事に使用されるものをいう。

（注８）　官公庁等の EPS 工法採用工事の発注者は，通常，当該工事を建設業者に発注する前に，建設コ

ンサルタント業者に対し，当該工事を発注する際に必要となる設計図書の作成を含む設計業務を

発注していた。

（注９）　「設計協力」とは，EPS 工法採用工事に係る設計図書の作成を含む設計業務を請け負った建設コ

ンサルタント業者に対し，当該工事が発注される前に，自ら又は建設資材商社を通じ，当該設計

図書のうちEPSブロックの使用に係る部分の図面を作成し提供する旨の申出を行うなどして，当

該建設コンサルタント業者からの依頼を受けて，発泡スチロール土木工法開発機構が策定した

「EPS 工法　設計・施工基準書（案）」に基づいて当該図面を作成し提供することをいう。

�　排除措置命令の概要

ア　排除措置命令の対象事業者（以下�において「名宛人」という。）は，前記�の行為

を取りやめている旨を確認すること及び今後，前記�の行為と同様の行為を行わず，

自主的に受注活動を行う旨を，取締役会において決議しなければならない。

イ　名宛人は，前記アに基づいて採った措置を，自社を除く名宛人６社に通知するとと

もに，自社の取引先である EPS ブロックの建設資材商社及び建設業者並びに EPS 工

法採用工事の発注者に周知し，かつ，自社の従業員に周知徹底しなければならない。

ウ　名宛人は，今後，それぞれ，相互の間において，又は他の事業者と共同して，前記

�の行為と同様の行為を行ってはならない。

エ　名宛人は，今後，次の事項を行うために必要な措置を講じなければならない。
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�　自社の従業員に対する，自社の商品の受注に関する独占禁止法の遵守についての

行動指針の周知徹底

�　特定 EPS ブロックの受注に関する独占禁止法の遵守についての，特定 EPS ブ

ロックの営業担当者に対する定期的な研修及び法務担当者による定期的な監査

�　課徴金納付命令の概要

　課徴金納付命令の対象事業者は，平成２４年１２月２５日までに，それぞれ前記�の表中の

「課徴金額」欄記載の額（総額２億２０８万円）を支払わなければならない。

�　EPS工法採用工事の発注者に対する連絡

　本件審査の過程において，官公庁等が発注したEPS工法採用工事に用いられた設計図

書等の一部において，特定の EPS ブロック業者の EPS ブロックである必要がないにも

かかわらず，特定の EPS ブロック業者の商品名を記載している等の事実が認められた。

設計図書等に特定の EPS ブロック業者の商品名が記載されている場合，建設業者は，特

定の EPS ブロック業者の商品でなければ使用できないかのように誤認等するおそれが

あるため，これら官公庁等の発注者に対し，前記�のとおり排除措置命令を行った旨を

連絡するとともに，今後，EPS 工法採用工事を発注するに際しては，設計図書等の記載

振りに留意するよう連絡した。

 ２ 　国土交通省及び高知県が発注する一般土木工事等の入札参加業者らに対する件（平

成２４年（措）第９号～第１２号）

�　関係人

ア　土佐国道事務所発注の特定一般土木工事（注１）に係る違反事業者等
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第２部　各　論

違　反　法　条排除措置年月日

独占禁止法第３条後段２４．１０．１７

課徴金額
課徴金
納付命令

排除措置
命令

違反
事業者

代表者本店の所在地事業者名番
号

１億６０４７万円○○○
代表取締役

三谷　剛平
高知市針木東町２７番２８号

ミタニ建設工業

㈱
１

７０１１万円○○○
代表取締役

西川　一延
高知市仁井田４５６３番地１関西土木㈱２

６２３７万円○○○
代表取締役

三谷　　斉
高知市南久保４番４７号入交建設㈱３

５４７３万円○○○
代表取締役

吉村　文次

高知市萩町一丁目５番１３

号
㈱轟組４

４９８９万円○○○
代表取締役

青木　誠光

高知県須崎市下分甲６６７

番地１８
青木建設㈱５

４０２６万円○○○
代表取締役

中村　考男
高知市日の出町２番１２号四国開発㈱６

３９１９万円○○○
代表取締役

嶋�　勝昭
高知市桜馬場８番２０号㈱晃立７

３０８２万円○○○
代表取締役

常徳　和男

高知市南はりまや町二丁

目２２８番地

ジョウトク建設

㈱
８

２７６７万円○○○
代表取締役

生田　嗣夫

高知県高岡郡四万十町古

市町７番３４号
㈱生田組９
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課徴金額
課徴金
納付命令

排除措置
命令

違反
事業者

代表者本店の所在地事業者名番
号

２６９９万円○○○
代表取締役

國藤　浩史

高知市潮新町二丁目１２番

３２号
須工ときわ㈱１０

２４４９万円○○○
代表取締役

大場　智公
高知市南宝永町１９番１１号福留開発㈱１１

２４２８万円○○○
代表取締役

上岡　武司
高知市縄手町４０番地４㈱上岡工務店１２

２０９８万円○－○
代表清算人

出水　　登
高知市中宝永町５番２１号㈱和住興産※１１３

１８６１万円○○○
代表取締役

森田健太郎

高知県南国市久礼田２２３３

の３番地
㈱南国・西村１４

１８０４万円○○○
代表取締役

小川　裕司
高知市九反田５番８号新進建設㈱１５

１４２９万円○○○
代表取締役

北村　直人

高知市本町三丁目３番２３

号
長香開発㈱１６

１３８４万円○○○
代表取締役

西森　　鶴

高知県吾川郡仁淀川町長

者乙２１９０番地
㈱西森建設１７

１２１６万円○○○
代表取締役

大山　光一
高知市仁井田２２３６番地８㈱大山建設１８

１０８３万円○○○
代 表 理 事

森田　純生
高知市九反田１３番１１号

協業組合竹内・

新輝※２
１９

８４５万円○○○
代表取締役

三谷　修一
高知市南ノ丸町１５番地２

杉本・宮田建設

㈱※３
２０

８４５万円○○○
代表取締役

東山　瑞穂

高知市高須新町三丁目５

番１号
東山建設㈱２１

６２８万円○－○
代表取締役

松村　高明
高知市稲荷町１２１０番地藤本建設㈱※４２２

４５６万円○○－
代表取締役

尾�　憲祐
高知市仁井田１６２５番地２大旺新洋㈱※５２３

４２０万円○○○
代表取締役

川�眞一郎

高知市春野町東諸木２６６９

番地
久保建設㈱２４

３３１万円○○○
代表取締役

西本　啓純

高知県室戸市佐喜浜町

３６５２番地５
西本興業㈱２５

－－○○
代表取締役

常徳　祐一

高知県南国市大�甲１４１０

番地１
クロシオ建設㈱２６

－－○○
代表取締役

鍋島　理恵

高知県南国市十市３１４９番

地
南国建興㈱２７

－－○○
代表取締役

近澤　克昌

高知県土佐市宇佐町宇佐

２８２７番地８
㈱龍生２８

－－－○
代表取締役

清水　映至
高知市池１４０２番地㈱清水新星２９

－－－○高知市仁井田１６２５番地２新洋共英㈱※６３０

－－－○高知市九反田１３番１１号㈱竹内建設※７３１

－－－○
代表取締役

横矢　忠志
高知市中宝永町５番２１号㈱和住※８３２

７億５５２７万円２５名２６名３１名合　計
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（注１）　「土佐国道事務所発注の特定一般土木工事」とは，国土交通省が，四国地方整備局土佐国道事務所に

おいて，一般競争入札の方法により一般土木工事として発注する工事であって，国土交通省から，四国

地方整備局において，一般土木工事についてＣの等級に格付されている者又は経常建設共同企業体（平

成２０年８月１５日から平成２２年６月３０日までの間にあっては，Ｂの等級に格付されていた㈱竹内建設を

含む。）のみを入札の参加者とするものをいう。

（注２）　表中の「違反事業者」欄記載の「○」は，その事業者が違反事業者であることを，同欄記載の「－」

は，その事業者が違反事業者でないことを示している。

（注３）　表中の「排除措置命令」及び「課徴金納付命令」欄記載の「○」は，その事業者が排除措置命令又

は課徴金納付命令の対象となる者であることを，同欄記載の「－」は，その事業者が排除措置命令又

は課徴金納付命令の対象とならない者であることを示している。

（注４）　表中の「※１」を付した事業者は，平成２３年１０月２６日，「※３」を付した事業者に対し，建設業に関

する事業を譲渡し，以後，建設業を営んでおらず，同日以降，違反行為を行っていない。また，同日，

商号を宮田建設㈱から現商号に変更している。

（注５）　表中の「※２」を付した事業者は，遅くとも平成２２年９月８日以降，違反行為に参加している。

（注６）　表中の「※４」を付した事業者は，建設業法（昭和２４年法律第１００号）の規定に基づく許可の更新を

受けなかったことにより，平成２４年４月１７日以降，建設業を営んでいない。

（注７）　表中の「※５」を付した事業者は，平成２１年６月１日，「※６」を付した事業者を吸収合併している。

（注８）　表中の「※７」を付した事業者は，平成２２年５月６日，許可を受けた建設業を廃止し，同年９月１

日，㈱みかげに吸収合併されたことにより消滅している。

　　　 　なお，㈱みかげは，平成２４年７月１３日，株主総会の決議により解散し，事業活動の全部を取りやめて

おり，同年９月２０日付けで清算が結了している。

（注９）　表中の「※８」を付した事業者は，平成２１年９月３０日，「※３」を付した事業者に対し，建設業に関

する事業を譲渡し，以後，建設業を営んでおらず，同日以降，違反行為を行っていない。また，同年

１０月９日，商号を㈱杉本建設から現商号に変更している。

課徴金額
課徴金
納付命令

排除措置
命令

違反
事業者

代表者本店の所在地事業者名番
号

４７５０万円○○○
代表取締役

三谷　剛平
高知市針木東町２７番２８号

ミタニ建設工業

㈱
１

３８６５万円○○○
代表取締役

三谷　　斉
高知市南久保４番４７号入交建設㈱２

３６５１万円○○○
代表取締役

大場　智公
高知市南宝永町１９番１１号福留開発㈱３

３２４７万円○○○
代表取締役

中村　考男
高知市日の出町２番１２号四国開発㈱４

３０１０万円○○○
代表取締役

吉村　文次

高知市萩町一丁目５番１３

号
㈱轟組５

２１６４万円○○○
代表取締役

上岡　武司
高知市縄手町４０番地４㈱上岡工務店６

２０９５万円○○○
代表取締役

常徳　和男

高知市南はりまや町二丁

目２２８番地

ジョウトク建設

㈱
７

１９７３万円○○○
代表取締役

鍋島　理恵

高知県南国市十市３１４９番

地
南国建興㈱８

１９５９万円○○○
代表取締役

東山　瑞穂

高知市高須新町三丁目５

番１号
東山建設㈱９

１７７７万円○○○
代表取締役

國藤　浩史

高知市潮新町二丁目１２番

３２号
須工ときわ㈱１０

１６７７万円○－○
代表取締役

松村　高明
高知市稲荷町１２１０番地藤本建設㈱※１１１
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課徴金額
課徴金
納付命令

排除措置
命令

違反
事業者

代表者本店の所在地事業者名番
号

１４９０万円○○○
代表取締役

小川　裕司
高知市九反田５番８号新進建設㈱１２

１４２３万円○○○
代表取締役

生田　嗣夫

高知県高岡郡四万十町古

市町７番３４号
㈱生田組１３

１２７５万円○○○
代表取締役

嶋�　勝昭
高知市桜馬場８番２０号㈱晃立１４

１１６９万円○○○
代 表 理 事

森田　純生
高知市九反田１３番１１号

協業組合竹内・

新輝※２
１５

１１４５万円○○○
代表取締役

常徳　祐一

高知県南国市大�甲１４１０

番地１
クロシオ建設㈱１６

１１１２万円○○○
代表取締役

川�眞一郎

高知市春野町東諸木２６６９

番地
久保建設㈱１７

１０３２万円○○○
代表取締役

西川　一延
高知市仁井田４５６３番地１関西土木㈱１８

４５５万円○○－
代表取締役

尾�　憲祐
高知市仁井田１６２５番地２大旺新洋㈱※３１９

－－○○
代表取締役

青木　誠光

高知県須崎市下分甲６６７

番地１８
青木建設㈱２０

－－○○
代表取締役

大山　光一
高知市仁井田２２３６番地８㈱大山建設２１

－－○○
代表取締役

三谷　修一
高知市南ノ丸町１５番地２

杉本・宮田建設

㈱
２２

－－○○
代表取締役

北村　直人

高知市本町三丁目３番２３

号
長香開発㈱２３

－－○○
代表取締役

森田健太郎

高知県南国市久礼田２２３３

の３番地
㈱南国・西村２４

－－○○
代表取締役

近澤　克昌

高知県土佐市宇佐町宇佐

２８２７番地８
㈱龍生２５

－－－○
代表取締役

清水　映至
高知市池１４０２番地㈱清水新星２６

－－－○高知市仁井田１６２５番地２新洋共英㈱※４２７

－－－○高知市九反田１３番１１号㈱竹内建設※５２８

３億９２６９万円１９名２４名２７名合　計

（注１０）　「高知河川国道事務所発注の特定一般土木工事」とは，国土交通省が，四国地方整備局高知河川国道

事務所において，一般競争入札の方法により一般土木工事として発注する工事であって，国土交通省か

ら，四国地方整備局において，一般土木工事についてＣの等級に格付されている者又は経常建設共同企

業体（平成２０年８月１５日から平成２２年６月３０日までの間にあっては，Ｂの等級に格付されていた㈱竹内

建設を含む。）のみを入札の参加者とするものをいう。

（注１１）　表中の「違反事業者」欄記載の「○」は，その事業者が違反事業者であることを，同欄記載の「－」

は，その事業者が違反事業者でないことを示している。

（注１２）　表中の「排除措置命令」及び「課徴金納付命令」欄記載の「○」は，その事業者が排除措置命令又

は課徴金納付命令の対象となる者であることを，同欄記載の「－」は，その事業者が排除措置命令又

は課徴金納付命令の対象とならない者であることを示している。

（注１３）　表中の「※１」を付した事業者は，建設業法の規定に基づく許可の更新を受けなかったことにより，

平成２４年４月１７日以降，建設業を営んでいない。

（注１４）　表中の「※２」を付した事業者は，遅くとも平成２２年９月２日以降，違反行為に参加している。

（注１５）　表中の「※３」を付した事業者は，平成２１年６月１日，「※４」を付した事業者を吸収合併している。
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（注１６）　表中の「※５」を付した事業者は，平成２２年５月６日，許可を受けた建設業を廃止し，同年９月１

日，㈱みかげに吸収合併されたことにより消滅している。

　　　 　なお，㈱みかげは，平成２４年７月１３日，株主総会の決議により解散し，事業活動の全部を取りやめて

おり，同年９月２０日付けで清算が結了している。

課徴金額
課徴金
納付命令

排除措置
命令

違反
事業者

代表者本店の所在地事業者名番
号

１５７４万円○○○
代表取締役

吉村　文次

高知市萩町一丁目５番１３

号
㈱轟組１

１１４２万円○○○
代表取締役

寺田　　寛

高知県須崎市緑町７番１２

号
㈱大洋水工２

９９０万円○○○
代表取締役

明神　孝一

高知県須崎市大間西町６

番１４号
山手建設㈱３

９７４万円○○○
代表取締役

三浦　薫也

高知県高岡郡中土佐町久

礼６６３６番地１
㈱米村組４

８９１万円○○○
代表取締役

山本　　修

高知県幡多郡黒潮町佐賀

２９８８番地
山本建設㈱５

８９０万円○－○
代表取締役

横矢　忠志
高知市中宝永町５番２１号㈱和住※１６

８０５万円○－○
代表取締役

松村　高明
高知市稲荷町１２１０番地藤本建設㈱※２７

６５９万円○○○
代表取締役

國藤　浩史

高知市潮新町二丁目１２番

３２号
須工ときわ㈱８

５２９万円○○○
代表取締役

川�眞一郎

高知市春野町東諸木２６６９

番地
久保建設㈱９

５０３万円○○○
代表取締役

三谷　修一
高知市南ノ丸町１５番地２

杉本・宮田建設

㈱※３
１０

４６２万円○○○
代表取締役

常徳　和男

高知市南はりまや町二丁

目２２８番地

ジョウトク建設

㈱
１１

４５３万円○○○
代表取締役

中村　考男
高知市日の出町２番１２号四国開発㈱１２

４３９万円○○○
代表取締役

大山　光一
高知市仁井田２２３６番地８㈱大山建設１３

４２０万円○○○
代表取締役

山本　浩司

高知県宿毛市片島１３番５３

号
山本建設工業㈱１４

３８６万円○○○
代表取締役

森田健太郎

高知県南国市久礼田２２３３

の３番地

㈱南国・西村

※４
１５

３１９万円○○○
代表取締役

溝口　　均

大阪市東淀川区上新庄一

丁目２番９号
井上工業㈱※５１６

２０９万円○○○
代表取締役

児玉　徳尚

高知県宿毛市大深浦１３０

番地８
㈱児玉組※６１７

－－○○
代表取締役

青木　誠光

高知県須崎市下分甲６６７

番地１８
青木建設㈱１８

－－○○
代表取締役

新谷　　誠

高知県幡多郡大月町鉾土

６０４番地２１
月灘建設㈱１９

－－○○
代 表 理 事

臼井　　誠

高知県宿毛市高砂５３８７番

地１２２

協業組合テスク

※７
２０

－－○○
代表取締役

近澤　克昌

高知県土佐市宇佐町宇佐

２８２７番地８
㈱龍生２１
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課徴金額
課徴金
納付命令

排除措置
命令

違反
事業者

代表者本店の所在地事業者名番
号

－－－○
代表取締役

清水　映至
高知市池１４０２番地㈱清水新星２２

－－－○高知市九反田１３番１１号㈱竹内建設※８２３

－－－○
高知県須崎市新町一丁目

３番１１号
㈱西村組※９２４

１億１６４５万円１７社１９名２４名合　計

（注１７）　「高知港湾・空港整備事務所発注の特定港湾土木工事」とは，国土交通省が，四国地方整備局高知港

湾・空港整備事務所において，一般競争入札の方法により港湾土木工事として発注する工事であって，

国土交通省から，四国地方整備局において，港湾土木工事についてＢの等級に格付されている者又は経

常建設共同企業体のみを入札の参加者とするものをいう。

（注１８）　表中の「違反事業者」欄記載の「○」は，その事業者が違反事業者であることを示している。

（注１９）　表中の「排除措置命令」及び「課徴金納付命令」欄記載の「○」は，その事業者が排除措置命令又

は課徴金納付命令の対象となる者であることを，同欄記載の「－」は，その事業者が排除措置命令又

は課徴金納付命令の対象とならない者であることを示している。

（注２０）　表中の「※１」を付した事業者は，平成２１年９月３０日，「※３」を付した事業者に対し，建設業に関

する事業を譲渡し，以後，建設業を営んでおらず，同日以降，違反行為を行っていない。また，同年

１０月９日，商号を㈱杉本建設から現商号に変更している。

（注２１）　表中の「※２」を付した事業者は，建設業法の規定に基づく許可の更新を受けなかったことにより，

平成２４年４月１７日以降，建設業を営んでいない。

（注２２）　表中の「※３」を付した事業者は，遅くとも平成２２年７月６日以降，違反行為に参加している。

（注２３）　表中の「※４」を付した事業者は，平成２２年１月３１日，「※９」を付した事業者を吸収合併し，同年

４月２日，商号を㈱南国土木工事から現商号に変更している。また，「※４」を付した事業者は，遅く

とも平成２２年１月３１日以降，違反行為に参加している。

（注２４）　表中の「※５」を付した事業者は，遅くとも平成２１年７月１日以降，違反行為に参加している。

（注２５）　表中の「※６」を付した事業者は，遅くとも平成２２年７月１２日以降，違反行為に参加している。

（注２６）　表中の「※７」を付した事業者は，遅くとも平成２２年１０月２９日以降，違反行為に参加している。

（注２７）　表中の「※８」を付した事業者は，遅くとも平成２０年９月１７日以降，違反行為に参加している。ま

た，同事業者は，平成２２年５月６日，許可を受けた建設業を廃止し，同年９月１日，㈱みかげに吸収

合併されたことにより消滅している。

　　　 　なお，㈱みかげは，平成２４年７月１３日，株主総会の決議により解散し，事業活動の全部を取りやめて

おり，同年９月２０日付けで清算が結了している。

課徴金額
課徴金
納付命令

排除措置
命令

違反
事業者

代表者本店の所在地事業者名番
号

１億６６０万円○○○
代表取締役

尾�　憲祐
高知市仁井田１６２５番地２大旺新洋㈱※１１

５４１２万円○○○
代表取締役

三谷　剛平
高知市針木東町２７番２８号

ミタニ建設工業

㈱
２

４８３９万円○○○
代表取締役

小川　裕司
高知市九反田５番８号新進建設㈱３

４５６２万円○○○
代表取締役

三谷　　斉
高知市南久保４番４７号入交建設㈱４

３６６９万円○○○
代表取締役

國藤　浩史

高知市潮新町二丁目１２番

３２号
須工ときわ㈱５

３２２５万円○○○
代表取締役

嶋�　勝昭
高知市桜馬場８番２０号㈱晃立６
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課徴金額
課徴金
納付命令

排除措置
命令

違反
事業者

代表者本店の所在地事業者名番
号

２５３１万円○○○
代表取締役

大場　智公
高知市南宝永町１９番１１号福留開発㈱７

２２５１万円○○○
代表取締役

中村　考男
高知市日の出町２番１２号四国開発㈱８

２０８８万円○○○
代 表 理 事

森田　純生
高知市九反田１３番１１号

協業組合竹内・

新輝※２
９

１５８９万円○○○
代表取締役

常徳　和男

高知市南はりまや町二丁

目２２８番地

ジョウトク建設

㈱
１０

１５０４万円○○○
代表取締役

田邊　　聖

高知県高岡郡四万十町大

正２３０番地８
㈱田邊建設１１

１４９１万円○○○
代表取締役

吉良　正平

高知県四万十市古津賀二

丁目６番地
豚座建設㈱１２

１３３５万円○○○
代表取締役

生田　嗣夫

高知県高岡郡四万十町古

市町７番３４号
㈱生田組１３

１２５１万円○○○
代表取締役

吉村　文次

高知市萩町一丁目５番１３

号
㈱轟組１４

１１７７万円○○○
代表取締役

青木　誠光

高知県須崎市下分甲６６７

番地１８
青木建設㈱１５

５８３万円○○○
代表取締役

鍋島　理恵

高知県南国市十市３１４９番

地
南国建興㈱※３１６

４７５万円○－○
代表取締役

松村　高明
高知市稲荷町１２１０番藤本建設㈱※４１７

４６５万円○○○
代表取締役

三谷　修一
高知市南ノ丸町１５番地２

杉本・宮田建設

㈱※５
１８

－－○○
代 表 理 事

臼井　　誠

高知県宿毛市高砂５３８７番

地１２２

協業組合テスク

※６
１９

－－○○
代表取締役

山本　　修

高知県幡多郡黒潮町佐賀

２９８８番地
山本建設㈱※７２０

－－○○
代表取締役

山本　浩司

高知県宿毛市片島１３番５３

号

山本建設工業㈱

※８
２１

－－－○
代表取締役

清水　映至
高知市池１４０２番地㈱清水新星２２

－－－○高知市仁井田１６２５番地２新洋共英㈱※９２３

－－－○高知市九反田１３番１１号㈱竹内建設※１０２４

４億９１０７万円１８名２０名２４名合　計

（注２８）　「高知県発注の特定土木一式工事」とは，高知県が，一般競争入札の方法により土木一式工事として

発注する工事であって，高知県から土木一式工事についてＡの等級に格付されている者又はこれらの

者を代表者とする特定建設工事共同企業体のみを入札の参加者とするものをいう。

（注２９）　表中の「違反事業者」欄記載の「○」は，その事業者が違反事業者であることを示している。

（注３０）　表中の「排除措置命令」及び「課徴金納付命令」欄記載の「○」は，その事業者が排除措置命令又

は課徴金納付命令の対象となる者であることを，同欄記載の「－」は，その事業者が排除措置命令又

は課徴金納付命令の対象とならない者であることを示している。

（注３１）　表中の「※１」を付した事業者は，平成２１年６月１日，「※９」を付した事業者を吸収合併している。

（注３２）　表中の「※２」を付した事業者は，遅くとも平成２２年８月９日以降，違反行為に参加している。

（注３３）　表中の「※３」を付した事業者は，遅くとも平成２０年６月２４日以降，違反行為に参加している。
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�　違反行為の概要

ア　土佐国道事務所発注の特定一般土木工事

　違反事業者３１名は，遅くとも平成２０年４月１日以降（注４０），共同して，土佐国道

事務所発注の特定一般土木工事について，受注価格の低落防止等を図るため，ミタニ

建設工業㈱，入交建設㈱及び㈱轟組の３社（以下�及び�において「３社」という。）

が指定した者を受注予定者とするなどにより受注予定者を決定し，受注予定者が受注

できるようにすることにより，公共の利益に反して，土佐国道事務所発注の特定一般

土木工事の取引分野における競争を実質的に制限していた。

イ　高知河川国道事務所発注の特定一般土木工事

　違反事業者２７名は，遅くとも平成２０年４月１日以降（注４０），共同して，高知河川

国道事務所発注の特定一般土木工事について，受注価格の低落防止等を図るため，３

社が指定した者を受注予定者とするなどにより受注予定者を決定し，受注予定者が受

注できるようにすることにより，公共の利益に反して，高知河川国道事務所発注の特

定一般土木工事の取引分野における競争を実質的に制限していた。

ウ　高知港湾・空港整備事務所発注の特定港湾土木工事

　違反事業者２４名は，遅くとも平成２０年４月１日以降（注４０），共同して，高知港湾・

空港整備事務所発注の特定港湾土木工事について，受注価格の低落防止等を図るた

め，受注を希望する者の間の話合いなどにより受注予定者を決定し，受注予定者が受

注できるようにすることにより，公共の利益に反して，高知港湾・空港整備事務所発

注の特定港湾土木工事の取引分野における競争を実質的に制限していた。

エ　高知県発注の特定土木一式工事

　違反事業者２４名は，遅くとも平成２０年４月１日以降（注４０），共同して，高知県発

注の特定土木一式工事について，受注価格の低落防止等を図るため，受注を希望する

者の間の話合いなどにより受注予定者を決定し，受注予定者が受注できるようにする

ことにより，公共の利益に反して，高知県発注の特定土木一式工事の取引分野におけ

る競争を実質的に制限していた。
（注４０）　一部の違反事業者にあっては，前記�アないしエの表の注記のとおり，同日後に違反行為に参加

している。

�　排除措置命令の概要

　前記�の違反行為ごとに，次のとおり排除措置命令を行った。
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（注３４）　表中の「※４」を付した事業者は，遅くとも平成２１年７月２８日以降，違反行為に参加している。ま

た，同事業者は，建設業法の規定に基づく許可の更新を受けなかったことにより，平成２４年４月１７日以

降，建設業を営んでいない。

（注３５）　表中の「※５」を付した事業者は，遅くとも平成２２年８月９日以降，違反行為に参加している。

（注３６）　表中の「※６」を付した事業者は，遅くとも平成２０年１０月２８日以降，違反行為に参加している。

（注３７）　表中の「※７」を付した事業者は，遅くとも平成２１年１１月１０日以降，違反行為に参加している。

（注３８）　表中の「※８」を付した事業者は，遅くとも平成２２年８月２３日以降，違反行為に参加している。

（注３９）　表中の「※１０」を付した事業者は，遅くとも平成２０年７月８日以降，違反行為に参加している。ま

た，同事業者は，平成２２年５月６日，許可を受けた建設業を廃止し，同年９月１日，㈱みかげに吸収

合併されたことにより消滅している。

　　　 　なお，㈱みかげは，平成２４年７月１３日，株主総会の決議により解散し，事業活動の全部を取りやめて

おり，同年９月２０日付けで清算が結了している。
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ア　排除措置命令の対象事業者（以下�において「名宛人」という。）は，それぞれ，次

の事項を，取締役会等において決議しなければならない（注４１）。

�　前記�の行為を取りやめている旨を確認すること

�　今後，相互の間において，又は他の事業者と共同して，前記�の工事について，

受注予定者を決定せず，各自がそれぞれ自主的に受注活動を行う旨

イ　名宛人は，それぞれ，前記アに基づいて採った措置を，自らを除く名宛人及び発注

者に通知し，かつ，自らの従業員等に周知徹底しなければならない。

ウ　名宛人は，今後，それぞれ，相互の間において，又は他の事業者と共同して，前記

�の工事について，受注予定者を決定してはならない。
（注４１）　土佐国道事務所発注の特定一般土木工事及び高知河川国道事務所発注の特定一般土木工事におい

て，違反事業者を吸収合併した事業者１社については，違反事業者ではないが，違反行為に係る事

業を承継した者として，排除措置命令の対象となっており，当該事業者に対しては，ア�の事項を

命じていない。

�　課徴金納付命令の概要

　課徴金納付命令の対象事業者は，平成２５年１月１８日までに，それぞれ前記�アないし

エの表中の「課徴金額」欄記載の額（総額１７億５５４８万円）を支払わなければならない

（注４２）。
（注４２）　３社については，土佐国道事務所発注の特定一般土木工事及び高知河川国道事務所発注の特定一般

土木工事において，独占禁止法第７条の２第８項第２号の規定に該当する者として，同項本文の規定

に基づき課徴金の割増算定率が適用されている。

�　国土交通大臣に対する改善措置要求等について

ア　入札談合等関与行為の概要

　前記�ア及びイの行為に関し，土佐国道事務所の副所長及び高知河川国道事務所の

副所長は，遅くとも平成２０年４月１日以降，土佐国道事務所発注の特定一般土木工事

及び高知河川国道事務所発注の特定一般土木工事について，ミタニ建設工業㈱の代表

取締役社主の求めに応じ，同人に対し，各入札における入札書の提出締切日前までに，

入札参加業者の名称，入札参加業者の評価点，予定価格等の未公表情報を教示してい

た。

イ　関係法条及び改善措置要求等

　国土交通省の職員による前記アの行為は，入札談合等関与行為防止法第２条第５項

第３号（発注に係る秘密情報の漏えい）の規定に該当し，同法に規定する入札談合等

関与行為と認められる。

　よって，公正取引委員会は，国土交通大臣に対し，入札談合等関与行為防止法第３

条第２項の規定に基づき，今後，前記アの行為と同様の行為が生じないよう，土佐国

道事務所発注の特定一般土木工事及び高知河川国道事務所発注の特定一般土木工事の

それぞれについて，当該入札談合等関与行為が排除されたことを確保するために必要

な改善措置を速やかに講ずるよう求めた。また，国土交通省は，この求めに応じて同

条第４項の規定に基づき行った調査の結果及び講じた改善措置の内容について，同条

第６項の規定に基づき公表するとともに当委員会に通知した。

　さらに，公正取引委員会は，会計検査院に対し，入札談合等関与行為の排除及び防

止に万全を期す観点から，国土交通大臣に対して改善措置を講ずるよう求めた旨の通
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知を行った。

�　国土交通省に対する要請について

　公正取引委員会は，これまでも国土交通省の職員が行っていた入札談合等関与行為に

ついて，必要な改善措置を講ずるよう求めてきたところであり，平成１９年３月８日，当

委員会が，同省に対し，同省が各地方整備局において発注する水門設備工事に係る入札

談合等関与行為について改善措置要求を行った際には，国土交通大臣から，同省全体と

して，コンプライアンスに対する職員の徹底した意識改革を行うなどの改善措置が報告

されていた。

　しかしながら，その後も，国土交通省が北海道開発局において発注する車両管理業務

において，入札談合等関与行為が認められたことから，平成２１年６月２３日，公正取引委

員会が，同省に対し改善措置要求を行ったのに続き，今回，再び前記�アのとおり入札

談合等関与行為が認められた。

　このように，依然として，入札談合等関与行為が繰り返し行われている事実を踏まえ，

公正取引委員会は，国土交通省に対し，同省全体として入札談合等関与行為の再発を確

実に防止するために効果的な改善措置を講ずるよう要請した。

 ３ 　自動車メーカーが発注する自動車用部品（注１）の見積り合わせの参加業者に対す

る件（平成２４年（措）第１３号～第２１号）

（注１）　「自動車用部品」とは 自動車用オルタネータ（注２），自動車用スタータ（注３），自動車用ワイパシス

テム（注４）並びに自動車用ラジエータ及び電動ファン（注５）をいう。

（注２）　「自動車用オルタネータ」とは，ファンベルトを介してエンジンによって駆動され，機械エネルギーを

電気エネルギーに変換し，必要な電力をヘッドライト等の各種の電気装備へと供給する交流発電機をい

う。

（注３）　「自動車用スタータ」とは，エンジン始動時にエンジンを強制的に回転させるためのモータをいう。

（注４）　「自動車用ワイパシステム」とは，自動車の前方又は後方のガラス面に付着した雨滴等を拭き取る装置

（フロントワイパシステム及びリアワイパシステム）をいう。

（注５）　「自動車用ラジエータ及び電動ファン」とは，エンジンを循環する水を外気で冷却するための放熱器（ラ

ジエータ。なお，オイルクーラが併せて発注される場合には当該オイルクーラを含む。）及び当該放熱器

に送風するための電動モータ駆動のファン（電動ファン）をいう。

�　関係人
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違　反　法　条排除措置年月日

独占禁止法第３条後段２４．１１．２２

合計

排除措置命令の有無及び課徴金額
（上段：排除措置命令，下段：課徴金額）

事業者名
本店の所在地
代表者

番
号

富士重工
業（注９）
発注の特
定自動車
用 ラ ジ
エータ及
び 電 動
ファン

ホ ン ダ
（注６）
発注の特
定自動車
用 ラ ジ
エータ及
び 電 動
ファン

富士重工
業（注９）
発注の特
定自動車
用ワイパ
システム

日産自動
車等（注
８）発注
の特定自
動車用ワ
イパシス
テム

ス ズ キ
（注７）
発注の特
定自動車
用ワイパ
システム

ス ズ キ
（注７）
発注の特
定自動車
用スター
タ

ホ ン ダ
（注６）
発注の特
定自動車
用スター
タ

ス ズ キ
（注７）
発注の特
定自動車
用オルタ
ネータ

ホ ン ダ
（注６）
発注の特
定自動車
用オルタ
ネータ

４件○○○○
三菱電機㈱
東京都千代田区
丸の内二丁目７
番３号
代表執行役
山西健一郎

１
１４億

１０３１万円
４億

３４９９万円５１４万円
３億

８８７９万円
５億

８１３９万円
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合計

排除措置命令の有無及び課徴金額
（上段：排除措置命令，下段：課徴金額）

事業者名
本店の所在地
代表者

番
号

富士重工
業（注９）
発注の特
定自動車
用 ラ ジ
エータ及
び 電 動
ファン

ホ ン ダ
（注６）
発注の特
定自動車
用 ラ ジ
エータ及
び 電 動
ファン

富士重工
業（注９）
発注の特
定自動車
用ワイパ
システム

日産自動
車等（注
８）発注
の特定自
動車用ワ
イパシス
テム

ス ズ キ
（注７）
発注の特
定自動車
用ワイパ
システム

ス ズ キ
（注７）
発注の特
定自動車
用スター
タ

ホ ン ダ
（注６）
発注の特
定自動車
用スター
タ

ス ズ キ
（注７）
発注の特
定自動車
用オルタ
ネータ

ホ ン ダ
（注６）
発注の特
定自動車
用オルタ
ネータ

４件○○○○
㈱ミツバ
群馬県桐生市広
沢町一丁目２６８１
番地
代表取締役
阿久戸庸夫

２
１１億

７５１万円
１億

４０２９万円
５億

７３８０万円
３億

７５０４万円１８３８万円

１件○
㈱ティラド
東京都渋谷区
代々木三丁目２５
番３号
代表取締役
嘉納　裕躬

３
６億

７２３５万円
６億

７２３５万円

１件○
カルソニックカ
ンセイ㈱
さいたま市北区
日進町二丁目
１９１７番地
代表取締役
呉　　文精

４

１億
９８６６万円

１億
９８６６万円

２件○○

日立オートモ
ティブシステム
ズ㈱
茨城県ひたちな
か市高場２５２０番
地
代表取締役
大沼　�彦

５

－－－

－－－
㈱日立製作所
東京都千代田区
丸の内一丁目６
番６号
代表執行役
中西　宏明

６

－－－

－－－－－－－－－－
㈱デンソー
愛知県刈谷市昭
和町一丁目１番
地
代表取締役
加藤　宣明

７

－－－－－－－－－－

延べ２３社
（実数７

社）
２社２社２社２社２社４社３社４社２社違反事業者数

延べ１２社
（実数５

社）
１社１社１社１社１社２社２社２社１社

排除措置命令
対象事業者数

延べ１０社
（実数４

社）
１社１社１社１社１社１社２社１社１社

課徴金納付命令
対象事業者数

３３億
８８８３万円

１億
９８６６万円

６億
７２３５万円

１億
４０２９万円

５億
７３８０万円

３億
７５０４万円

４億
３４９９万円２３５２万円

３億
８８７９万円

５億
８１３９万円

課徴金合計額

（注６）　「ホンダ」とは，本田技研工業㈱のことをいう。

（注７）　「スズキ」とは，スズキ㈱のことをいう。

（注８）　「日産自動車等」とは日産自動車㈱及び日産車体㈱のことをいう。

Title:015-058.ec8 Page:50  Date: 2013/09/19 Thu 18:05:16 



�　違反行為の概要

　下表中の「違反事業者」欄記載の事業者は，「本件対象製品」欄記載の自動車用部品

であって，「自動車メーカー」欄記載のそれぞれの自動車メーカーがコンペを実施して受

注者を選定するもの（以下「特定自動車用部品」という。）について，それぞれ，遅く

とも「違反行為の始期」欄記載の時期以降，共同して，量産価格の低落防止等を図るた

め，受注予定者を決定し，受注予定者が受注できるようにすることにより，公共の利益

に反して，各自動車メーカー発注の特定自動車用部品の取引分野における競争を実質的

に制限していた。
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（注９）　「富士重工業」とは，富士重工業㈱のことをいう。

（注１０）　表中の「○」は，その事業者が排除措置命令の対象事業者であることを示している。

（注１１）　表中の「－」は，その事業者が排除措置命令又は課徴金納付命令の対象とならない違反事業者であ

ることを示している。

（注１２）　表中の「／」は，その事業者が違反事業者ではないことを示している。

（注１３）　㈱日立製作所は，平成２１年７月１日付けで日立オートモティブシステムズ㈱に対し，新設分割により

自動車用オルタネータ及び自動車用スタータに係る事業を承継させ，以後これらの事業を営んでいな

い。

違反事業者違反行為の始期自動車メーカー本件対象製品番
号

三菱電機㈱

㈱デンソー
平成１２年１１月頃ホンダ

自動車用オルタネータ

１

三菱電機㈱

日立オートモティブシステムズ㈱

㈱日立製作所

㈱デンソー

平成１３年７月頃

（注１５）
スズキ（注１４）２

㈱ミツバ

三菱電機㈱

㈱デンソー

平成１２年１１月頃ホンダ

自動車用スタータ

３

三菱電機㈱

日立オートモティブシステムズ㈱

㈱日立製作所

㈱デンソー

平成１３年７月頃

（注１５）
スズキ（注１４）４

㈱ミツバ

㈱デンソー
平成１４年９月頃スズキ（注１４）

自動車用ワイパシステム

５

㈱ミツバ

㈱デンソー
平成１５年３月頃日産自動車等（注１６）６

㈱ミツバ

㈱デンソー
平成１２年６月頃富士重工業（注１７）７

㈱ティラド

㈱デンソー
平成１３年２月頃ホンダ

自動車用ラジエータ及び

電動ファン

８

カルソニックカンセイ㈱

㈱デンソー
平成１４年３月頃富士重工業９

（注１４）　スズキが自ら又は他の自動車メーカーと共同してコンペを実施して受注者を選定するものをいう。

（注１５）　日立オートモティブシステムズ㈱にあっては違反行為の始期は平成２１年７月１日である。

（注１６）　受託会社（日産自動車がコンペの実施を委託した会社をいう。）が少なくとも㈱ミツバ及び㈱デンソー

の２社をコンペの参加者としてコンペを実施して日産自動車が受注者を選定するものをいう。

（注１７）　富士重工業が自ら又は他の自動車メーカーと共同してコンペを実施して受注者を選定するものをい

う。
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�　排除措置命令の概要

　前記�の違反行為ごとに，以下のとおり排除措置命令を行った。

ア　前記�の表記載の排除措置命令の対象事業者（以下�において「名宛人」という。）は，

前記�の行為を取りやめている旨を確認すること及び今後，前記�の行為と同様の行

為を行わず，自主的に受注活動を行う旨を，取締役会において決議しなければならな

い。

イ　名宛人は，前記アに基づいて採った措置を，自社を除く違反事業者及び自動車メー

カーに通知し，かつ，自社の従業員に周知徹底しなければならない。

ウ　名宛人は，今後，他の事業者と共同して，前記�の行為と同様の行為を行ってはな

らない。

エ　名宛人は，今後，次の事項を行うために必要な措置を講じなければならない。

�　自社の従業員に対する，自社の商品の受注に関する独占禁止法の遵守についての

行動指針の周知徹底

�　前記�の行為の対象としていた各製品の受注に関する独占禁止法の遵守について

の，当該各製品の営業担当者に対する定期的な研修及び法務担当者による定期的な

監査

�　課徴金納付命令の概要

　課徴金納付命令の対象事業者は，平成２５年２月２５日までに，それぞれ前記�の表中の

「課徴金額」欄記載の額（総額３３億８８８３万円）を支払わなければならない（注１８）。
（注１８）　調査開始日から遡り１０年以内に課徴金納付命令（当該課徴金納付命令が確定している場合に限る。）

を受けたことがある事業者については，独占禁止法第７条の２第７項の規定に基づき，５割加算した

算定率を適用している。

 ４ 　自動車メーカーが発注するヘッドランプ（注１）及びリアコンビネーションランプ

（注２）の見積り合わせの参加業者に対する件（平成２５年（措）第１号～第５号）

（注１）　「ヘッドランプ」とは，自動車用ランプのうち，自動車の前面に搭載される前照灯，車幅灯，方向指示

器等が組み合わされたものをいう。

（注２）　「リアコンビネーションランプ」とは，自動車用ランプのうち，自動車の後面に搭載される後退灯，尾

灯，制動灯，方向指示器等が組み合わされたものをいう。
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違　反　法　条排除措置年月日

独占禁止法第３条後段２５．３．２２
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�　関係人

�　違反行為の概要

　下表中の「違反事業者」欄記載の事業者は，ヘッドランプ及びリアコンビネーション

ランプであって，「自動車メーカー」欄記載のそれぞれの自動車メーカーが見積り合わせ

を実施して受注者を選定するもの（以下「特定自動車用ヘッドランプ及びリアコンビネー

ションランプ」という。）について，それぞれ，遅くとも「違反行為の始期」欄記載の

� 53�

第
３
章

違
反
被
疑
事
件
の
審
査
及
び
処
理

合計

排除措置命令の有無及び課徴金額
（上段：排除措置命令，下段：課徴金額）

事業者名
本店の所在地
代表者

番
号

マツダ（注
７）発注の
特定自動車
用ヘッドラ
ンプ及びリ
ア コ ン ビ
ネーション
ランプ

三菱自動車
工業（注６）
発注の特定
自 動 車 用
ヘッドラン
プ及びリコ
ン ビ ネ ー
ションラン
プ

富士重工業
（注５）発
注の特定自
動車用ヘッ
ドランプ及
びリアコン
ビネーショ
ンランプ

トヨタ自動
車（注４）
発注の特定
自 動 車 用
ヘッドラン
プ及びリア
コンビネー
ションラン
プ

日産自動車
等（注３）
発注の特定
自 動 車 用
ヘッドラン
プ及びリア
コンビネー
ションラン
プ

５件○○○○○
㈱小糸製作所

東京都港区高輪四丁目８

番３号

代表取締役

大嶽　昌宏

１
３４億

２８５９万円

７億

４７５９万円

２億

２２７０万円

８億

６９６万円

２億

７１３３万円

１３億

８００１万円

－－－－
市光工業㈱

神奈川県伊勢原市板戸８０

番地

代表取締役

オードバディ・アリ

２
１２億

５０１０万円

１億

３９２６万円４６４０万円

１０億

６４４４万円

－－－－－－
スタンレー電気㈱

東京都目黒区中目黒二丁

目９番１３号

代表取締役

北野　�典

３

－－－－－－

延べ１３社

（実数３社）
２社２社３社３社３社違反事業者数

延べ５社

（実数１社）
１社１社１社１社１社

排除措置命令

対象事業者数

延べ８社

（実数２社）
１社１社２社２社２社

課徴金納付命令

対象事業者数

４６億

７８６９万円

７億

４７５９万円

２億

２２７０万円

９億

４６２２万円

３億

１７７３万円

２４億

４４４５万円
課徴金合計額

（注３）　「日産自動車等」とは，日産自動車㈱及び日産車体㈱のことをいう。

（注４）　「トヨタ自動車」とは，トヨタ自動車㈱のことをいう。

（注５）　「富士重工業」とは富士重工業㈱のことをいう。

（注６）　「三菱自動車工業」とは，三菱自動車工業㈱のことをいう。

（注７）　「マツダ」とは，マツダ㈱のことをいう。

（注８）　表中の「○」は，その事業者が排除措置命令の対象事業者であることを示している。

（注９）　表中の「－」は，その事業者が排除措置命令又は課徴金納付命令の対象とならない違反事業者であ

ることを示している。

（注１０）　表中の「／」は，その事業者が違反事業者ではないことを示している。
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時期以降，共同して，量産価格の低落防止等を図るため，受注予定者を決定し，受注予

定者が受注できるようにすることにより，公共の利益に反して，それぞれの自動車メー

カー発注の特定自動車用ヘッドランプ及びリアコンビネーションランプの取引分野にお

ける競争を実質的に制限していた。

�　排除措置命令の概要

　前記�の違反行為ごとに，以下のとおり排除措置命令を行った。

ア　前記�の表記載の排除措置命令の対象事業者（以下�において「名宛人」という。）は，

前記�の行為を取りやめている旨を確認すること及び今後，前記�の行為と同様の行

為を行わず，自主的に受注活動を行う旨を，取締役会において決議しなければならな

い。

イ　名宛人は，前記アに基づいて採った措置を，自社を除く違反事業者及び自動車メー

カーに通知し，かつ，自社の従業員に周知徹底しなければならない。

ウ　名宛人は，今後，他の事業者と共同して，前記�の行為と同様の行為を行ってはな

らない。

エ　名宛人は，今後，次の事項を行うために必要な措置を講じなければならない。

�　自社の従業員に対する，自社の商品の受注に関する独占禁止法の遵守についての

行動指針の周知徹底

�　前記�の行為の対象としていた各製品の受注に関する独占禁止法の遵守について

の，当該各製品の営業担当者に対する定期的な研修及び法務担当者による定期的な

監査

�　課徴金納付命令の概要

　課徴金納付命令の対象事業者は，平成２５年６月２４日までに，それぞれ前記�の表中の

「課徴金額」欄記載の額（総額４６億７８６９万円）を支払わなければならない。
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違反事業者違反行為の始期自動車メーカー番
号

㈱小糸製作所

市光工業㈱

スタンレー電気㈱

平成１５年２月頃日産自動車等（注１１）１

㈱小糸製作所

市光工業㈱

スタンレー電気㈱

平成１９年２月頃トヨタ自動車２

㈱小糸製作所

市光工業㈱

スタンレー電気㈱

平成１４年７月頃富士重工業（注１２）３

㈱小糸製作所

スタンレー電気㈱
平成１６年６月頃三菱自動車工業４

㈱小糸製作所

スタンレー電気㈱
平成１６年６月頃マツダ５

（注１１）　日産自動車等又は受託会社（日産自動車等が見積り合わせの実施を委託した会社をいう。）が㈱小糸

製作所，市光工業㈱及びスタンレー電気㈱の３社を含む複数の事業者を見積り合わせの参加者とし，日

産自動車等が受注者を選定するものをいう。

（注１２）　富士重工業が自ら又は他の自動車メーカーと共同で実施して受注者を選定するものをいう。
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 ５ 　軸受製造販売業者に対する件（平成２５年（措）第６号）

�　関係人

�　違反行為の概要

ア　NTN ㈱，日本精工㈱及び㈱不二越（以下�及び�において「３社」という。）並び

に㈱ジェイテクトの４社（以下�において「４社」という。）は，平成２２年７月１日以

降に納入する産業機械用軸受（注４）の販売価格を，同年６月時点における４社の販

売価格から，一般軸受につき８パーセントを，大型軸受につき１０パーセントを，それ

ぞれ引き上げることを需要者等に申し入れるなどして，軸受の原材料である鋼材の仕

入価格の値上がり分を産業機械用軸受の販売価格に転嫁することを目途に引き上げる

こと，並びに，具体的な販売価格引上げ交渉に当たっては，販売地区及び主要な需要

者ごとに４社が連絡，協議しながら行うことを合意した。

イ　４社は，平成２２年７月１日以降に納入する自動車用軸受（注５）の販売価格を，同

年６月時点における４社の販売価格から，軸受の原材料である鋼材の投入重量１キロ

グラム当たり２０円を目途に引き上げることを合意した。

ウ　４社は，前記ア及びイにより，公共の利益に反して，我が国における産業機械用軸

受及び自動車用軸受の販売分野における競争を実質的に制限していた。
（注４）　「産業機械用軸受」とは，軸受製造販売業者又はその販売子会社若しくは販売代理店（代理店契

約を締結していない販売業者を含む。以下同じ。）が自動車及び自動車部品の製造販売業者等の需

要者を除く需要者との間で交渉の上販売価格を決定する玉軸受及びころ軸受（ミニチュア軸受及び

小径軸受を除く。）をいう。

（注５）　「自動車用軸受」とは，軸受製造販売業者又はその販売子会社若しくは販売代理店が自動車又は自

動車部品の製造販売業者等の需要者との間で交渉の上販売価格を決定する玉軸受及びころ軸受（ミ

ニチュア軸受及び小径軸受を除く。）をいう。
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違　反　法　条排除措置年月日

独占禁止法第３条後段２５．３．２９

課徴金額
（注３）

課徴金
納付命令

排除措置
命令

代表者本店の所在地事業者名番
号

７２億３１０７万円○○
代表取締役

�木　重義

大阪市西区京町堀一丁目３番１７

号
NTN ㈱１

５６億２５４１万円○○
代表執行役

大塚　紀男

東京都品川区大崎一丁目６番３

号
日本精工㈱２

５億 ９３９万円○○
代表取締役

本間　博夫

富山市不二越本町一丁目１番１

号
㈱不二越３

－－－
代表取締役

井川　正治

大阪市中央区南船場三丁目５番

８号
㈱ジェイテクト４

１３３億６５８７万円３名３名合　計

（注１）　表中の「○」は，その事業者が排除措置命令又は課徴金納付命令の名宛人であることを示している。

（注２）　表中の「－」は，その事業者が排除措置命令又は課徴金納付命令の名宛人とならない違反事業者で

あることを示している。

（注３）　課徴金納付命令の対象事業者のうち後記�記載の違反行為に係る事件と同一の事件について不当な

取引制限の罪により罰金の刑に処せられ，同裁判が確定している事業者については，独占禁止法第７条

の２第１９項の規定に基づき，当該罰金額の２分の１に相当する金額を控除した額を課徴金額としてい

る。
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�　排除措置命令の概要

ア　３社は，それぞれ

�　前記�ア及びイの合意が消滅している旨を確認すること

�　今後，相互の間において，又は他の事業者と共同して，産業機械用軸受又は自動

車用軸受の販売価格を決定せず，各社がそれぞれ自主的に決める旨

�　今後，相互に，又は他の事業者と，産業機械用軸受又は自動車用軸受の販売価格

の改定に関して情報交換を行わない旨

を，取締役会において決議しなければならない。

イ　３社は，それぞれ，前記アに基づいて採った措置を，自社を除く２社，㈱ジェイテ

クト，自社の販売子会社，自社の産業機械用軸受又は自動車用軸受の販売代理店及び

自社又は自社の販売子会社若しくは自社の産業機械用軸受又は自動車用軸受の販売代

理店が販売価格を交渉する産業機械用軸受又は自動車用軸受の需要者に通知し，か

つ，自社の従業員に周知徹底しなければならない。これらの通知及び周知徹底の方法

については，あらかじめ，公正取引委員会の承認を受けなければならない。

ウ　３社は，今後，それぞれ，相互の間において，又は他の事業者と共同して，産業機

械用軸受又は自動車用軸受の販売価格を決定してはならない。

エ　３社は，今後，それぞれ，相互に，又は他の事業者と，産業機械用軸受又は自動車

用軸受の販売価格の改定に関して情報交換を行ってはならない。

オ　３社は，今後，それぞれ，次の事項を行うために必要な措置を講じなければならな

い。

�　自社の従業員に対する，自社の商品の販売活動に関する独占禁止法の遵守につい

ての行動指針の周知徹底

�　産業機械用軸受及び自動車用軸受の販売活動に関する独占禁止法の遵守について

の，産業機械用軸受及び自動車用軸受の営業担当者に対する定期的な研修及び法務

担当者による定期的な監査

�　課徴金納付命令の概要

　３社は，平成２５年７月１日までに，それぞれ前記�の表中の「課徴金額」欄記載の額（総

額１３３億６５８７万円）を支払わなければならない。

第３　警告 

　平成２４年度において警告を行ったものの概要は，次のとおりである。

第６表　平成２４年度警告事件一覧表 
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警告年月日関係法条内　　　　容件　　名
一連
番号

２４．６．１４第８条第１号

（平成２１年改

正前の第８条

第１項第１

号）

　紀州田辺梅干協同組合及び紀州みなべ梅干協同組合

は，遅くとも平成２０年以降，毎年７月頃に，その年に生

産される特定白干梅について両組合の組合員が農家か

ら購入すべき価格を決定することにより，特定白干梅

の購入分野における競争を実質的に制限していた疑い。

紀州田辺梅干協

同組合に対する

件

１
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第４　告発 

　私的独占，カルテルなどの重大な独占禁止法違反行為については，排除措置命令等の行

政上の措置のほか罰則が設けられているところ，これらについては公正取引委員会による

告発を待って論ずることとされている（独占禁止法第９６条及び第７４条第１項）。

　公正取引委員会は，平成１７年１０月，平成１７年独占禁止法改正法の趣旨を踏まえ，「独占禁

止法違反に対する刑事告発及び犯則事件の調査に関する公正取引委員会の方針」を公表し，

独占禁止法違反行為に対する抑止力強化の観点から，積極的に刑事処罰を求めて告発を

行っていくこと等を明らかにしている。

　平成２４年度においては，軸受（ベアリング）製造販売業者による価格カルテル事件につ

いて，以下のとおり，検事総長に告発した。

軸受（ベアリング）製造販売業者による価格カルテル事件に係る告発

�　被告発人（平成２４年６月１４日告発）

ア　日本精工㈱，NTN ㈱及び㈱不二越の３社（以下「被告発会社３社」という。）

イ　被告発会社３社の軸受の販売に関する業務に従事していた者７名（以下「被告発人

７名」という。）

�　告発の根拠

ア　事実

�ア 　産業機械用軸受

　被告発人７名のうち，被告発会社３社の産業機械用軸受（注１）の販売等に関す
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警告年月日関係法条内　　　　容件　　名
一連
番号

２４．６．１４同上同上紀州みなべ梅干

協同組合に対す

る件

２

２４．８．１第１９条（第２

条第９項第３

号）

　遅くとも平成２１年１月以降，それぞれ，特定の酒類

小売業者に対し，ビール類のうち一部の商品をその供

給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給す

ることにより，当該酒類小売業者が運営する各店舗の

周辺地域に所在する他の酒類小売業者の事業活動を困

難にさせるおそれを生じさせている疑い。

三菱食品㈱に対

する件

３

２４．８．１同上同上伊藤忠食品㈱に

対する件

４

２４．８．１同上同上日本酒類販売㈱

に対する件

５

２５．１．１０第１９条（第２

条第９項第３

号）

　レギュラーガソリンを，福井県に所在する１３給油所

において，自ら又は子会社を通じて，平成２３年５月２

日から同年１２月４日までの期間のうち一定期間，その

供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給

し，当該給油所の周辺地域に所在する他のレギュラー

ガソリンの販売業者の事業活動を困難にさせるおそれ

を生じさせた疑い。

㈱ミタニに対す

る件

６
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る業務に従事していた６名は，同一会社に所属する被告発人及びその他の従業者ら

と共謀の上，産業機械用軸受の製造販売等の事業を営む他の事業者の従業者らとと

もに，被告発会社３社等の業務に関し，平成２２年５月下旬頃から同年８月下旬頃ま

での間，東京都内等において，産業機械用軸受の販売価格を被告発会社３社等が共

同して引き上げることなどについて，会合を開催するなどして協議を重ね，同年７

月１日以降に納入する産業機械用軸受の販売価格を同年６月時点における被告発会

社３社等の販売価格から，一般軸受につき８パーセントを，大型軸受につき１０パー

セントを，それぞれ引き上げることを販売先等に申し入れるなどして，軸受の原材

料である鋼材の仕入価格の値上がり分を産業機械用軸受の販売価格に転嫁すること

を目途に引き上げること，並びに，具体的な販売価格引上げ交渉に当たっては，販

売地区及び主要な販売先ごとに被告発会社３社等の従業者らが連絡，協議しながら

行うことを各合意し，もって被告発会社３社等が共同して，産業機械用軸受の販売

に関し，被告発会社３社等の事業活動を相互に拘束することにより，公共の利益に

反して，産業機械用軸受の販売に係る取引分野における競争を実質的に制限した。
（注１）　被告発会社３社等又は被告発会社３社等の販売子会社若しくは販売代理店が，自動車及び自動

車部品を除く産業用機械の製造販売業者との間で交渉の上販売価格を決定する玉軸受及びころ軸

受（ミニチュア軸受及び小径軸受を除く。）をいう。

�イ 　自動車用軸受

　被告発会社３社のうち２社（以下「被告発会社２社」という。）の自動車用軸受

（注２）の販売等に関する業務に従事していた２名（いずれも本件被告発人）は，

同一会社に所属するその他の従業者らと共謀の上，自動車用軸受の製造販売等の事

業を営む他の事業者の従業者らとともに，被告発会社２社等の業務に関し，平成２２

年７月上旬頃から同月下旬頃までの間，自動車用軸受の販売価格を被告発会社２社

等が共同して引き上げることなどについて，東京都内等において，被告発人らが相

互に連絡を取り合って協議を重ね，同年７月１日以降に納入する自動車用軸受の販

売価格を，同年６月時点における被告発会社２社等の販売価格から，軸受の原材料

である鋼材の投入重量１キログラム当たり２０円を目途に引き上げることを合意し，

もって被告発会社２社等が共同して，自動車用軸受の販売に関し，被告発会社２社

等の事業活動を相互に拘束することにより，公共の利益に反して，自動車用軸受の

販売に係る取引分野における競争を実質的に制限した。
（注２）　被告発会社２社等又は被告発会社２社等の販売子会社若しくは販売代理店が，自動車又は自動

車部品の製造販売業者との間で交渉の上販売価格を決定する玉軸受及びころ軸受（ミニチュア軸

受及び小径軸受を除く。）をいう。

イ　罰条

　独占禁止法第８９条第１項第１号，第９５条第１項第１号及び第３条並びに刑法第６０条
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第４章 審　判

第１　概説 

　平成２４年度における審判件数は，前年度から繰り越されたもの１２３件，平成２４年度中に審

判手続を開始したもの４７件の合計１７０件（独占禁止法違反に係るものが７５件，課徴金納付命

令に係るものが９５件）であった。これらのうち，平成２４年度中に１３件について審決を行っ

た。１３件の審決の内訳は，平成１７年独占禁止法改正法による改正前の独占禁止法に基づく

審決が５件（課徴金の納付を命ずる審決５件），平成１７年独占禁止法改正法による改正後の

独占禁止法に基づく審決が８件（排除措置命令に係る審決４件，課徴金納付命令に係る審

決４件）である。この結果，平成２４年度末における審判件数（平成２５年度に繰り越すもの）

は１５７件となった。

係属中の審判事件一覧 

【平成１７年独占禁止法改正法による改正前の独占禁止法に基づく審判事件】
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審判開催状況
（２５．３．３１現在）

審判開始
決　　定
年 月 日

関係法条違反被疑事実被審人
事件
番号

一連
番号

７回開催２３．３．７

独占禁止法

第７条の２

（第３条後段）

　岩手県が発注する建築一式工事

について，共同して受注予定者を

決定していた。

（課徴金納付命令審判事件）

㈱高光建設ほ

か３名

２３

（判）

１

～

３

・

７

１

～

４

７回開催２３．３．７

独占禁止法

第７条の２

（第３条後段）

　岩手県が発注する建築一式工事

について，共同して受注予定者を

決定していた。

（課徴金納付命令審判事件）

㈱吉田組

２３

（判）

４

５

６回開催２３．３．７

独占禁止法

第７条の２

（第３条後段）

　岩手県が発注する建築一式工事

について，共同して受注予定者を

決定していた。

（課徴金納付命令審判事件）

藤正建設㈱

２３

（判）

５

６

７回開催２３．３．７

独占禁止法

第７条の２

（第３条後段）

　岩手県が発注する建築一式工事

について，共同して受注予定者を

決定していた。

（課徴金納付命令審判事件）

菱和建設㈱

２３

（判）

６

７
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【平成１７年独占禁止法改正法による改正後の独占禁止法に基づく審判事件】

 

� 60�

第２部　各　論

審判開催状況
（２５．３．３１現在）

審判手続
開　　始
年 月 日

関係法条違反被疑事実被審人
事件
番号

一連
番号

１８回開催２１．３．１０

独占禁止法

第３条後段

及び

第７条の２

　任天堂㈱が製造販売する携帯型

ゲーム機の表示画面に用いられる

TFT 液晶ディスプレイモジュー

ルの販売価格について，共通の意

思を形成していた。

（２１（判）１につき排除措置命令

審判事件，２１（判）３につき課徴

金納付命令審判事件）

シャープ㈱

２１

（判）

１

・

３

８

・

９

１９回開催２１．５．１３

独占禁止法

第３条後段

及び

第７条の２

　塩化ビニル管及び塩化ビニル管

継手について，共同して出荷価格

を引き上げる旨合意していた。

（２１（判）６及び７につき排除措

置命令審判事件，２１（判）８及び

９につき課徴金納付命令審判事

件）

積水化学工業

㈱ほか１名

２１

（判）

６

～

９

１０

～

１３

１６回開催２２．１．５

独占禁止法

第１９条

（一般指定

第１２項

（注１））

　クアルコム・インコーポレイ

テッド等が保有し又は保有するこ

ととなる CDMA 携帯無線通信に

係る知的財産権について，国内端

末等製造販売業者等に対してその

実施権等を一括して許諾する契約

を締結するに当たり，国内端末等

製造販売業者等が保有し又は保有

することとなる知的財産権につい

て実施権等を無償で許諾すること

を余儀なくさせ，かつ，国内端末

等製造販売業者等が保有し又は保

有することとなる知的財産権に基

づく権利主張を行わない旨を約す

ることを余儀なくさせている。

（排除措置命令審判事件）

クアルコム・

インコーポレ

イテッド

２２

（判）

１

１４

１７回開催２２．１．２７

独占禁止法

第３条後段

及び

第７条の２

　我が国ブラウン管テレビ製造販

売業者が東南アジア地域に所在す

る製造子会社等に購入させるテレ

ビ用ブラウン管について，当該製

造子会社等向け販売価格につき各

社が遵守すべき最低目標価格等を

設定する旨を合意していた。

（２２（判）２につき排除措置命令

審判事件，２２（判）３ないし５に

つき課徴金納付命令審判事件）

MT 映像ディ

スプレイ㈱ほ

か３名

２２

（判）

２

～

５

１５

～

１８

１８回開催２２．５．１２
独占禁止法

第３条後段

　我が国ブラウン管テレビ製造販

売業者が東南アジア地域に所在す

る製造子会社等に購入させるテレ

ビ用ブラウン管について，当該製

造子会社等向け販売価格につき各

社が遵守すべき最低目標価格等を

設定する旨を合意していた。

（排除措置命令審判事件）

サムスン・エ

ス デ ィ ー ア

イ・カ ン パ

ニ ー・リ ミ

テッド

２２

（判）

６

１９
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審　

判

審判開催状況
（２５．３．３１現在）

審判手続
開　　始
年 月 日

関係法条違反被疑事実被審人
事件
番号

一連
番号

１３回開催２２．７．２６

独占禁止法

第７条の２

（第３条後段）

　我が国ブラウン管テレビ製造販

売業者が東南アジア地域に所在す

る製造子会社等に購入させるテレ

ビ用ブラウン管について，当該製

造子会社等向け販売価格につき各

社が遵守すべき最低目標価格等を

設定する旨を合意していた。

（課徴金納付命令審判事件）

サムスン・エ

スディーアイ

（マ レ ー シ

ア）・ビーイー

アールエイチ

エーディー

２２

（判）

７

２０

１２回開催２２．１０．４

独占禁止法

第３条後段

及び

第７条の２

　共同してシャッターの需要者向

け販売価格を引き上げる旨を合意

していた。近畿地区における

シャッターについて，共同して受

注予定者を決定していた。

（２２（判）１７ないし２１につき排除

措置命令審判事件，２２（判）２２な

いし２８につき課徴金納付命令審判

事件）

三 和 シ ヤ ッ

ター工業㈱ほ

か３名

２２

（判）

１７

～

２８

２１

～

３２

８回開催２３．７．２７

独占禁止法

第３条後段

及び

第７条の２

　山梨県発注の塩山地区土木一式

工事について，共同して受注予定

者を決定していた。

（２３（判）８ないし２９につき排除

措置命令審判事件，２３（判）３０な

いし５２につき課徴金納付命令審判

事件）

植野興業㈱ほ

か２２名

２３

（判）

８

～

５２

３３

～

７７

７回開催２３．７．２７

独占禁止法

第３条後段

及び

第７条の２

　山梨県発注の石和地区土木一式

工事について，共同して受注予定

者を決定していた。

（２３（判）５３ないし５７及び５９ない

し６４につき排除措置命令審判事

件，２３（判）６５ないし６９及び７１な

いし７５につき課徴金納付命令審判

事件）

㈱飯塚工業ほ

か１０名

２３

（判）

５３
～

５７

・

５９

～

６９

・

７１

～

７５

７８
～

９８

８回開催２３．１０．５

独占禁止法

第３条後段

及び

第７条の２

　エアセパレートガスについて，

共同して販売価格を引き上げる旨

を合意していた。

（２３（判）７９につき排除措置命令

審判事件，２３（判）８０につき課徴

金納付命令審判事件）

日本エア・リ

キード㈱

２３

（判）

７９

・

８０

９９

・

１００

８回開催２３．１０．５

独占禁止法

第７条の２

（第３条後段）

　エアセパレートガスについて，

共同して販売価格を引き上げる旨

を合意していた。

（課徴金納付命令審判事件）

エア・ウォー

ター㈱

２３

（判）

８１

１０１
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第２部　各　論

審判開催状況
（２５．３．３１現在）

審判手続
開　　始
年 月 日

関係法条違反被疑事実被審人
事件
番号

一連
番号

７回開催２３．１０．１９

独占禁止法

第１９条

（第２条第９

項第５号（注

２））及び第

２０条の６

　取引上の地位が自社に対して

劣っている納入業者に対して，新

規開店，全面改装，棚替え等に際

し，当該納入業者が納入する商品

以外の商品を含む当該店舗の商品

について，当該納入業者の従業員

等が有する技術又は能力を要しな

い商品の移動，陳列，補充，接客

等の作業を行わせるため，あらか

じめ当該納入業者との間でその従

業員等の派遣の条件について合意

することなく，かつ，その費用を

自社が負担することなく，当該納

入業者の従業員等を派遣させる行

為等を行っていた。

（２３（判）８２につき排除措置命令

審判事件，２３（判）８３につき課徴

金納付命令審判事件）

㈱山陽マルナ

カ

２３

（判）

８２

・

８３

１０２

・

１０３

７回開催２３．１１．１４

独占禁止法

第３条後段

及び

第７条の２

　VVF ケーブルについて，共同

して販売価格を決定していく旨を

合意していた。

（２３（判）８４につき排除措置命令

審判事件，２３（判）８６につき課徴

金納付命令審判事件）

富士電線工業

㈱

２３

（判）

８４

・

８６

１０４

・

１０５

５回開催２４．１．１８

独占禁止法

第３条後段

及び

第７条の２

　石川県発注の土木一式工事につ

いて，共同して受注予定者を決定

していた。

（２４（判）１につき排除措置命令

審判事件，２４（判）２につき課徴

金納付命令審判事件）

㈱松下組

２４

（判）

１

・

２

１０６

・

１０７

５回開催２４．１．１８

独占禁止法

第７条の２

（第３条後段）

　石川県発注の土木一式工事につ

いて，共同して受注予定者を決定

していた。

（課徴金納付命令審判事件）

大東建設㈱

２４

（判）

３

１０８

５回開催２４．１．１８

独占禁止法

第３条後段

及び

第７条の２

　石川県輪島市発注の土木一式工

事について，共同して受注予定者

を決定していた。

（２４（判）４につき排除措置命令

審判事件，２４（判）５につき課徴

金納付命令審判事件）

㈱松下組

２４

（判）

４

・

５

１０９

・

１１０

５回開催２４．４．１１

独占禁止法

第１９条

（第２条第９

項第５号（注

２））及び第

２０条の６

　取引上の地位が自社に対して

劣っている納入業者に対して，当

該納入業者の責めに帰すべき事由

がないなどにもかかわらず，売上

不振商品等を返品する行為等を

行っていた。

（２４（判）６につき排除措置命令

審判事件，２４（判）７につき課徴

金納付命令審判事件）

日本トイザら

ス㈱

２４

（判）

６

・

７

１１１

・

１１２
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判

審判開催状況
（２５．３．３１現在）

審判手続
開　　始
年 月 日

関係法条違反被疑事実被審人
事件
番号

一連
番号

５回開催２４．４．１３

独占禁止法

第３条後段

及び

第７条の２

　新潟交通圏におけるタクシー事

業について，新自動認可運賃にお

いて，改定前の自動認可運賃にお

ける上限運賃は据え置かれたま

ま，下限運賃が引き上げられたこ

とを受けて，タクシー運賃を新自

動認可運賃における一定の運賃区

分として定められているタクシー

運賃とし，かつ，小型車について

は初乗距離短縮運賃を設定しない

こととする旨を合意していた。

（２４（判）８ないし２３につき排除

措置命令審判事件，２４（判）２４な

いし３９につき課徴金納付命令審判

事件）

都タクシー㈱

ほか１５名

２４

（判）

８

～

３９

１１３

～

１４４

４回開催２４．４．２４

独占禁止法

第１９条

（第２条第９

項第５号（注

２））及び第

２０条の６

　取引上の地位が自社に対して

劣っている納入業者に対して，当

該納入業者の従業員等が有する販

売に関する技術又は能力を要しな

い作業を行わせるため，あらかじ

め当該納入業者との間でその従業

員等の派遣の条件について合意す

ることなく，かつ，その費用を自

社が負担することなく，当該納入

業者の従業員等を派遣させる行為

を行っていた。

（２４（判）４０につき排除措置命令

審判事件，２４（判）４１につき課徴

金納付命令審判事件）

㈱エディオン

２４

（判）

４０

・

４１

１４５

・

１４６

５回開催２４．４．２５

独占禁止法

第７条の２

（第３条後段）

　自動車メーカー発注の自動車用

ワイヤーハーネス及び同関連製品

について，共同して受注予定者を

決定していた。

（課徴金納付命令審判事件）

㈱フジクラ

２４

（判）

４２

１４７

１回開催２５．１．２１

独占禁止法

第３条後段

及び

第７条の２

　建設資材商社を通じて建設業者

に販売する EPS ブロックについ

て，共同して受注予定者を決定し

ていた。

（２５（判）１ないし４につき排除

措置命令審判事件，２５（判）５な

いし９につき課徴金納付命令審判

事件）

積水化成品工

業㈱ほか４名

２５

（判）

１

～

９

１４８

～

１５６

年度内の開催は

なし

※第１回審判期日

は平成２５年４月

１２日

２５．２．６

独占禁止法

第７条の２

（第３条後段）

　国土交通省四国地方整備局高知

河川国道事務所発注の一般土木工

事について，共同して受注予定者

を決定していた。

（課徴金納付命令審判事件）

㈱生田組

２５

（判）

１０

１５７

（注１）　平成２１年公正取引委員会告示第１８号による改正前は一般指定（不公正な取引方法〔昭和５７年公正取

引委員会告示第１５号〕をいう。）第１３項

（注２）　平成２１年公正取引委員会告示第１８号による改正前は一般指定第１４項
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第２　平成１７年独占禁止法改正法による改正前の独占禁止法に基づく審決 

　平成２４年度においては，平成１７年独占禁止法改正法による改正前の独占禁止法に基づく

審決は課徴金の納付を命ずる審決のみであった。

 １ 　㈱カネカに対する審決（塩化ビニル樹脂向けモディファイヤーの価格カルテル）

�　被審人及び納付を命じた課徴金の額

�　事件の経過

　本件は，平成２２年６月２日，公正取引委員会が㈱カネカ（以下�及び�において「被

審人」という。）に対し，平成１７年独占禁止法改正法による改正前の独占禁止法第４８条

の２第１項の規定に基づき課徴金納付命令を行ったところ，被審人は，これを不服とし

て審判手続の開始を請求したので，同年８月２７日，被審人に対し，同法第４９条第２項の

規定に基づき審判開始決定を行い，審判官をして審判手続を行わせたものである。

　公正取引委員会は，担当審判官から提出された事件記録に基づいて，同審判官から提

出された審決案を調査の上，被審人に対して審決案と同じ内容の審決を行った。

�　認定した事実及び判断の概要

ア　課徴金に係る違反行為の概要

　被審人は，他の事業者と共同して，モディファイヤー（プラスチックが有する化学

的，物理的性質を損なうことなく，衝撃強度，耐候性，加工性等を改良し，製品物性，

外観，生産性等を向上させるために用いられる改質剤）のうち塩化ビニル樹脂に添加

されるもの（以下「塩化ビニル樹脂向けモディファイヤー」ともいう。）の販売価格

の引上げを決定することにより，公共の利益に反して，我が国における塩化ビニル樹

脂向けモディファイヤーの販売分野における競争を実質的に制限していた。

イ　課徴金の計算の基礎となる事実及び課徴金額の算定

　被審人の本件違反行為の実行期間は，独占禁止法第７条の２第１項の規定により，

平成１２年１月１日から平成１４年１２月３１日までであり，被審人のこの期間における塩化

ビニル樹脂向けモディファイヤーに係る売上額は，１００億７６３９万４１２７円である。課徴

金の額は，この売上額に１００分の６を乗じて得た額から１万円未満の端数を切り捨て

て算出された６億４５８万円である。

ウ　主要な争点及びそれに対する判断

　独占禁止法第７条の２第１項の「当該商品」の該当性

�ア 　被審人が子会社である昭和化成工業㈱（以下「昭和化成」という。）に対して販売

した塩化ビニル樹脂向けモディファイヤー（以下「昭和化成向けモディファイヤー」

という。）が，「当該商品」に該当するか否か。

　独占禁止法第７条の２第１項に定める「当該商品」とは，一定の取引分野におけ

� 64�

第２部　各　論

課徴金
（万円）

審判開催
回　　数

審決年月日代表者及び所在地
事　件　番　号
名　　　　　称

６０４５８８２４．５．３０
菅原　公一

大阪市北区中之島三丁目２番４号

平成２２年（判）第１２号

㈱カネカ
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る競争を実質的に制限する違反行為が行われた場合において，その対象商品の範

ちゅうに属する商品であって，当該違反行為による拘束を受けたものをいうと解さ

れる。そして，違反行為の対象商品の範ちゅうに属する商品については，一般的に

当該違反行為の影響が及ぶものといえるから，当該行為を行った事業者が明示的又

は黙示的に当該行為の対象から除外したこと，あるいは，これと同視し得る理由に

よって当該商品が当該行為による拘束から除外されていることを示す特段の事情が

認められない限り，当該違反行為による拘束を受けたものと推認され，独占禁止法

第７条の２第１項にいう「当該商品」に該当するものと解される。

　昭和化成向けモディファイヤーも，塩化ビニル樹脂向けモディファイヤーであ

り，本件違反行為の対象商品の範ちゅうに属するものであることは明らかである。

　被審人と昭和化成とは親子会社として密接な関係があり，両社間の塩化ビニル樹

脂向けモディファイヤーの取引は同一企業グループ内の取引という側面を有する

が，昭和化成は，被審人と別個の法人格を有し，法律上も独立の取引主体として活

動しているものであり，また，被審人から出向した技術開発担当者が，昭和化成が

購入する塩化ビニル樹脂向けモディファイヤーの選定等の業務を行っているが，そ

の選定等の主体は，飽くまでも昭和化成である。また，被審人は昭和化成に役員を

派遣して予算や中期計画の決定に関与しているが，これも子会社に対する親会社の

一般的な対応の域を出ない。そうすると，同一企業グループ内の取引であることを

理由に，直ちに，昭和化成向けモディファイヤーが本件違反行為による拘束から除

外されているということはできない。

　昭和化成向けモディファイヤーの値上げ交渉の状況等についても，３社（被審人，

三菱レイヨン㈱及び㈱クレハ）間の会合において報告されていたこと及び昭和化成

向けモディファイヤーの価格は，被審人が他社に販売する塩化ビニル樹脂向けモディ

ファイヤーの価格と同様に決定されていたものであることから，昭和化成向けモディ

ファイヤーについて本件違反行為による拘束が及んでいたことは明らかである。

　また，昭和化成が被審人の意向に反して被審人以外の事業者から塩化ビニル樹脂

向けモディファイヤーを購入することが不可能であったとはいえないから，これを

理由に，被審人と昭和化成間の取引が本件違反行為によって競争制限が生じたとさ

れる市場の 埒 外において実施されたとする被審人の主張は理由がない。
らち

　以上によれば，被審人の昭和化成向けモディファイヤーについて特段の事情があ

るとは認められないから，昭和化成向けモディファイヤーは，独占禁止法第７条の

２第１項の「当該商品」に該当する。

�イ 　被審人が販売した昭和化成向けモディファイヤーのうち，昭和化成から委託され

て被審人が製造するカネビニールコンパウンドに使用される塩化ビニル樹脂向けモ

ディファイヤー（以下「被審人受託製造KVC向けモディファイヤー」という。）が，

「当該商品」に該当するか否か。

　被審人受託製造 KVC 向けモディファイヤーも，塩化ビニル樹脂向けモディファ

イヤーであり，本件違反行為の対象商品の範ちゅうに属するものであることは明ら

かである。

　被審人受託製造 KVC 向けモディファイヤーについては，原料調達等の業務を昭
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和化成に一元化することにより事務の効率化とコストの削減を図るため，調達をす

る主体が被審人から昭和化成へと変更されたところ，その結果，被審人受託製造

KVC 向けモディファイヤーの価格は，他の昭和化成向けモディファイヤーの価格

と何ら区別されることなく決定されるようになったのであるから，被審人受託製造

KVC 向けモディファイヤーについても，他の昭和化成向けモディファイヤーと同

様に，本件違反行為の影響が及んでいたというほかなく，平成１３年８月以前の調達

形態であった被審人の自家消費と同視することはできない。

　そして，本件違反行為が被審人受託製造 KVC 向けモディファイヤーの価格決定

に影響していたという事実は，被審人受託製造 KVC 向けモディファイヤーが被審

人から被審人大阪工場に直接納入されていたとか，被審人大阪工場における KVC

（カネビニールコンパウンド）の製造実態が変わらなかったという事実により何ら

左右されるものではない。

　以上によれば，被審人受託製造 KVC 向けモディファイヤーについて特段の事情

があるとは認められないから，被審人受託製造KVC向けモディファイヤーは，独占

禁止法第７条の２第１項の「当該商品」に該当する。

�　法令の適用

　独占禁止法第７条の２

 ２ 　三菱レイヨン㈱に対する審決（塩化ビニル樹脂向けモディファイヤーの価格カルテ

ル）

�　被審人及び納付を命じた課徴金の額

�　事件の経過

　本件は，平成２２年６月２日，公正取引委員会が三菱レイヨン㈱（以下�及び�におい

て「被審人」という。）に対し，平成１７年独占禁止法改正法による改正前の独占禁止法

第４８条の２第１項の規定に基づき課徴金納付命令を行ったところ，被審人は，これを不

服として審判手続の開始を請求したので，同年８月２７日，被審人に対し，同法第４９条第

２項の規定に基づき審判開始決定を行い，審判官をして審判手続を行わせたものであ

る。

　公正取引委員会は，担当審判官から提出された事件記録に基づいて，同審判官から提

出された審決案を調査の上，被審人に対して審決案と同じ内容の審決を行った。

�　認定した事実及び判断の概要

ア　課徴金に係る違反行為の概要

　被審人は，他の事業者と共同して，モディファイヤー（プラスチックが有する化学

的，物理的性質を損なうことなく，衝撃強度，耐候性，加工性等を改良し，製品物性，

外観，生産性等を向上させるために用いられる改質剤）のうち塩化ビニル樹脂に添加

� 66�

第２部　各　論

課徴金
（万円）

審判開催
回　　数

審決年月日代表者及び所在地
事　件　番　号
名　　　　　称

５４３６１７２４．５．３０
越智　　仁

東京都千代田区丸の内一丁目１番１号
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されるもの（以下「塩化ビニル樹脂向けモディファイヤー」ともいう。）の販売価格

の引上げを決定することにより，公共の利益に反して，我が国における塩化ビニル樹

脂向けモディファイヤーの販売分野における競争を実質的に制限していた。

イ　課徴金の計算の基礎となる事実及び課徴金額の算定

　被審人の本件違反行為の実行期間は，独占禁止法第７条の２第１項の規定により，

平成１２年１月１日から平成１４年１２月３１日までであり，被審人のこの期間における塩化

ビニル樹脂向けモディファイヤーに係る売上額は，９０億６０２８万２１３５円である。課徴金

の額は，この売上額に１００分の６を乗じて得た額から１万円未満の端数を切り捨てて

算出された５億４３６１万円である。

ウ　主要な争点及びそれに対する判断

　審査官が本件違反行為の対象であると主張する商品のうちの一部（以下「本件係争

商品」という。）が，独占禁止法第７条の２第１項の「当該商品」に該当するか否か。

�ア 　独占禁止法第７条の２第１項の「当該商品」について

　独占禁止法第７条の２第１項に定める「当該商品」とは，一定の取引分野におけ

る競争を実質的に制限する違反行為が行われた場合において，その対象商品の範

ちゅうに属する商品であって，当該違反行為による拘束を受けたものをいうと解さ

れる。そして，違反行為の対象商品の範ちゅうに属する商品については，一般的に

当該違反行為の影響が及ぶものといえるから，当該行為を行った事業者が明示的又

は黙示的に当該行為の対象から除外したこと，あるいは，これと同視し得る理由に

よって当該商品が当該行為による拘束から除外されていることを示す特段の事情が

認められない限り，当該違反行為による拘束を受けたものと推認され，独占禁止法

第７条の２第１項にいう「当該商品」に該当するものと解される。

�イ 　本件合意の対象等について

ａ　被審人，㈱カネカ及び㈱クレハ（以下�において「３社」という。）は，全ての

モディファイヤーではなく，塩化ビニル樹脂向けモディファイヤーのみを本件合

意の対象としたことが認められる。３社が本件合意の対象をこのように限定した

理由は，非塩化ビニル樹脂向けモディファイヤーは，近年になって製品開発が活

発になったため，塩化ビニル樹脂向けのものよりも需要者との特許関係による制

約を受けることが多いこと及び非塩化ビニル樹脂向けモディファイヤーの製品開

発について㈱クレハが他の２社に先行していることなどから，非塩化ビニル樹脂

向けモディファイヤーについては３社間で需要者の競合関係が生じて価格競争等

になることが少なかったためであると認められる。

ｂ　被審人が製造販売するメタブレンＣ，Ｗ及びＰの各タイプのモディファイヤー

は，元来，塩化ビニル樹脂に添加するためのモディファイヤーであり，非塩化ビ

ニル樹脂に添加することも可能であるため，ごく僅かの割合が非塩化ビニル樹脂

に添加するものとして販売されることもあるというものである。したがって，こ

れらの各タイプのモディファイヤーは，他社と需要者の競合関係が生じることが

少ない非塩化ビニル樹脂向けモディファイヤーとは異なる。

ｃ　そして，メタブレンＣ，Ｗ及びＰの各タイプのモディファイヤーは，３社によ

る本件合意の対象とされた塩化ビニル樹脂向けモディファイヤーに含まれる
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MBS 樹脂，アクリル系強化剤，アクリル系加工助剤の３種類にそれぞれ対応して

いる。

ｄ　したがって，メタブレン C，W 及び P の各タイプのモディファイヤーは，いず

れも本件合意の対象商品の範ちゅうに属するといえる。そして，本件係争商品

も，メタブレンＣ，Ｗ及びＰの各タイプのいずれかに属するものである以上，本

件合意の対象商品の範ちゅうに属するといえる。

�ウ 　特段の事情について

　本件違反行為を行った被審人が，本件係争商品について，明示的又は黙示的に当

該行為の対象から除外したこと，あるいは，これと同視し得る理由によって当該商

品が当該行為による拘束から除外されていることを示す特段の事情があるとは認め

られない。

�エ 　結論

　以上によれば，被審人が販売した本件係争商品は，本件合意の対象商品の範ちゅ

うに属する商品であると認められ，独占禁止法第７条の２第１項の「当該商品」に

該当する。

�　法令の適用

　独占禁止法第７条の２

 ３ 　オリエンタル白石㈱に対する審決（国土交通省関東地方整備局及び同近畿地方整備

局並びに福島県が発注するプレストレスト・コンクリートによる橋梁の新設工事の入

札談合）

�　被審人及び納付を命じた課徴金の額

�　事件の経過

　本件は，平成２３年６月１５日，公正取引委員会がオリエンタル白石㈱（以下�及び�に

おいて「被審人」という。）に対し，平成１７年独占禁止法改正法による改正前の独占禁

止法第４８条の２第１項の規定に基づき課徴金納付命令を行ったところ，被審人は，これ

を不服として審判手続の開始を請求したので，平成２３年９月７日，被審人に対し，同法

第４９条第２項の規定に基づき審判開始決定を行い，審判官をして審判手続を行わせたも

のである。

　公正取引委員会は，担当審判官から提出された事件記録及び被審人から提出された異

議の申立書に基づいて，同審判官から提出された審決案を調査の上，被審人に対して審

決案と同じ内容の審決を行った。
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�　認定した事実及び判断の概要

ア　課徴金に係る違反行為の概要

�ア 　平成２３年（判）第７６号事件（以下「第７６号事件」という。）

　被審人は，他の事業者と共同して，遅くとも平成１３年４月１日以降，平成１６年３

月３１日まで，国土交通省が関東地方整備局において一般競争入札，公募型指名競争

入札，工事希望型指名競争入札又は指名競争入札の方法によりプレストレスト・コ

ンクリート工事（以下「PC 工事」という。）として発注する橋梁の新設工事（以下

「関東地整発注の特定 PC 橋梁工事」という。）について，受注予定者を決定し，受

注予定者が受注できるようにすることにより，公共の利益に反して，関東地整発注

の特定 PC 橋梁工事の取引分野における競争を実質的に制限していた。

�イ 　平成２３年（判）第７７号事件（以下「第７７号事件」という。）

　被審人は，他の事業者と共同して，遅くとも平成１２年４月１日以降，平成１５年１２

月３日まで，国土交通省（ただし，平成１３年１月５日までは建設省）が近畿地方整

備局（ただし，平成１３年１月５日までは近畿地方建設局）において一般競争入札，

公募型指名競争入札，工事希望型指名競争入札又は指名競争入札の方法により PC

工事として発注する橋梁の新設工事（以下「近畿地整発注の特定 PC 橋梁工事」と

いう。）について，受注予定者を決定し，受注予定者が受注できるようにすること

により，公共の利益に反して，近畿地整発注の特定 PC 橋梁工事の取引分野におけ

る競争を実質的に制限していた。

�ウ 　平成２３年（判）第７８号事件（以下「第７８号事件」という。）

　被審人は，他の事業者と共同して，遅くとも平成１３年４月１日以降，平成１５年１２

月３日まで，福島県が条件付き一般競争入札，技術評価型意向確認方式指名競争入

札，希望工種反映型指名競争入札又は指名競争入札の方法により PC 工事として発

注する橋梁の新設工事（以下「福島県発注の特定 PC 橋梁工事」という。）につい

て，受注予定者を決定し，受注予定者が受注できるようにすることにより，公共の

利益に反して，福島県発注の特定 PC 橋梁工事の取引分野における競争を実質的に

制限していた。

イ　課徴金の計算の基礎となる事実及び課徴金額の算定

�ア 　第７６号事件

　被審人の本件違反行為の実行期間は，独占禁止法第７条の２第１項の規定によ

り，平成１３年１０月２５日から平成１６年３月３１日までであり，同実行期間における関東

地整発注の特定 PC 橋梁工事に係る売上額は，４件の契約により定められた対価の

額を合計した１７億６２４２万５０００円である。課徴金の額は，この売上額に１００分の６を

乗じて得た額から１万円未満の端数を切り捨てて算出された１億５７４万円である。

�イ 　第７７号事件

　被審人の本件違反行為の実行期間は，独占禁止法第７条の２第１項の規定によ

り，平成１２年１２月４日から平成１５年１２月３日までの３年間であり，同実行期間にお

ける近畿地整発注の特定 PC 橋梁工事に係る売上額は，７件の契約により定められ

た対価の額を合計した６２億６３５６万５０００円である。課徴金の額は，この売上額に１００

分の６を乗じて得た額から１万円未満の端数を切り捨てて算出された３億７５８１万円
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である。

�ウ 　第７８号事件

　被審人の本件違反行為の実行期間は，独占禁止法第７条の２第１項の規定によ

り，平成１３年４月１０日から平成１５年１２月３日までであり，同実行期間における福島

県発注の特定 PC 橋梁工事に係る売上額は，３件の契約により定められた対価の額

を合計した９億２９３２万７９６２円である。課徴金の額は，この売上額に１００分の６を乗

じて得た額から１万円未満の端数を切り捨てて算出された５５７５万円である。

ウ　主要な争点及びそれに対する判断

�ア 　本件課徴金債権は，更生計画認可の決定により免責されるか

　独占禁止法上の課徴金債権は，会社更生法（平成１４年法律第１５４号）上は「国税

徴収法又は国税徴収の例によって徴収することのできる請求権」として，租税等の

請求権（会社更生法第２条第１５項）に該当する。しかし，これは，独占禁止法上の

課徴金の徴収方法について，租税等と同様にする旨を定めたものにすぎない。独占

禁止法上の課徴金は，罰金等と同様に制裁としての性質を有するのであって，この

点で，租税等と性質を異にする。

　そして，会社更生法第２０４条第１項第３号及び第４号は，罰金等の請求権及び制裁

としての性質を有する租税等の請求権について更生計画認可の決定によっても当然

に免責されないとの取扱いをしているところ，これは，当該請求権の制裁としての

性質に基づくものであるから，制裁としての性質を有し，罰金等の請求権と同様の

扱いをすることが適当な租税等の請求権については，明文の規定がないものであっ

ても，免責されないと解することが同法第２０４条第１項第３号及び第４号の趣旨に

合致する。独占禁止法上の課徴金は，制裁としての性質を有し，また，違反行為を

抑止するという機能を有する点で罰金と共通していることからすると，独占禁止法

上の課徴金債権については，会社更生法第２０４条の定める免責との関係では，罰金等

の請求権と同様に扱うのが相当である。

　以上からすると，独占禁止法上の課徴金債権については，届出がなかった場合で

あっても，会社更生法第２０４条第１項第３号又は第４号を類推適用して，更生計画認

可の決定によっても免責されないと解すべきである。

�イ 　その余の争点について

　前記�のとおり，本件課徴金債権は，会社更生法上の租税等の請求権に該当する

が，会社更生法第２０４条第１項第３号又は第４号が類推適用され，被審人はその責任

を免れないから，その余の争点について判断するまでもなく，被審人は，本件課徴

金を納付する義務を負う。

�　法令の適用

　独占禁止法第７条の２
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第３　平成１７年独占禁止法改正法による改正後の独占禁止法に基づく審決 

 １ 　一般社団法人日本音楽著作権協会に対する排除措置命令に係る審決について（音楽

著作物の著作権に係る著作権等管理事業者による私的独占）

�　被審人

�　事件の経過

　本件は，平成２１年２月２７日，公正取引委員会が，一般社団法人日本音楽著作権協会（以

下�及び�において「被審人」という。）に対し，独占禁止法第７条第１項の規定に基づ

き排除措置命令を行ったところ，被審人は，同命令に対して不服として審判請求を行っ

たので，被審人に対し，同法第５２条第３項の規定に基づき審判手続を開始し，審判官を

して審判手続を行わせたものである。

　公正取引委員会は，担当審判官から提出された事件記録に基づいて，同審判官から提

出された審決案を調査の上，被審人に対して審決案と同じ内容（前記排除措置命令を取

り消す旨）の審決を行った。

�　判断の概要等

ア　原処分の原因となる事実

�　被審人は，放送事業者（注１）から包括徴収（放送事業収入に一定率を乗ずる等

の方法で放送等使用料の額を算定し徴収する方法をいう。以下�において同じ。）の

方法により徴収する放送等使用料の算定において，放送等利用割合（注２）が当該

放送等使用料に反映されないような方法を採用している。これにより，当該放送事

業者が他の管理事業者（注３）にも放送等使用料を支払う場合には，当該放送事業

者が負担する放送等使用料の総額がその分だけ増加することとなる。

�　これにより，被審人以外の管理事業者は，自らの放送等利用に係る管理楽曲が放

送事業者の放送番組においてほとんど利用されず，また，放送等利用に係る管理楽

曲として放送等利用が見込まれる音楽著作物をほとんど確保することができないこ

とから，放送等利用に係る管理事業を営むことが困難となっている。

�　前記�の行為によって，被審人は，他の管理事業者の事業活動を排除することに

より，公共の利益に反して，我が国における放送事業者に対する放送等利用に係る

管理楽曲の利用許諾分野における競争を実質的に制限している。
（注１）　放送法等の一部を改正する法律（平成２２年法律第６５号。以下「放送法等改正法」という。）に

よる改正前の放送法（昭和２５年法律第１３２号）第２条第３号の２に規定する放送事業者及び放送

法等改正法による廃止前の電気通信役務利用放送法（平成１３年法律第８５号）第２条第３項に規定

する電気通信役務利用放送事業者のうち衛星役務利用放送（放送法施行規則の一部を改正する省

令〔平成２３年総務省令第６２号〕による廃止前の電気通信役務利用放送法施行規則〔平成１４年総務

省令第５号〕第２条第１号に規定する衛星役務利用放送をいう。）を行う者であって，音楽著作
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権に係る著作権等管理事業者から音楽著作物の利用許諾を受け放送等利用を行う者をいう。

（注２）　当該放送事業者が放送番組（当該放送事業者が自らの放送のために制作したコマーシャルを含

む。）において利用した音楽著作物の総数に占める被審人の放送等利用に係る管理楽曲の割合を

いう。

（注３）　音楽著作権に係る著作権等管理事業を営む者をいう。

イ　主要な争点及びそれに対する判断

�ア 　被審人が，ほとんど全ての放送事業者との間で包括徴収を内容とする利用許諾契

約を締結し，放送等使用料を徴収する行為（以下「本件行為」という。）は，放送

等利用に係る管理楽曲の利用許諾分野において他の管理事業者の事業活動を排除す

る効果を有するか

　本件行為は，放送事業者が被審人以外の管理事業者の管理楽曲を利用する際に別

途の使用料の負担を考慮する必要を生じさせるという意味で，放送事業者が被審人

以外の管理事業者の管理楽曲を利用することを抑制する効果を有しており，被審人

が我が国における放送事業者に対する放送等利用に係る管理楽曲の利用許諾分野に

おいて一貫して強固な地位を有することを併せ考慮すると，競業者の放送等利用に

係る管理楽曲の利用許諾分野への新規参入について消極的要因となるといえる。そ

して，被審人が著作権等管理事業法（平成１２年法律第１３１号）の施行後も，新規参

入について消極的要因となる本件行為を継続し，平成１８年９月まで放送等使用料を

徴収して管理事業を行う業者が現れなかったことは，本件行為が他の事業者の前記

分野への新規参入を困難にする効果を持つことを疑わせる一つの事情ということが

できる。

　他方，証拠によれば，放送事業者が音楽著作物を放送番組において利用する際に

は，放送等使用料の負担の有無及び多寡は考慮すべき要素の一つであり，番組の目

的，内容，視聴者の嗜好等を勘案して適切な楽曲を選択するものと認められる。ま

た，楽曲の個性や放送等使用料の負担をどの程度考慮するかについては，放送等使

用料の負担を考慮して楽曲を選択することは考えられない旨述べる者もあれば，カ

ウントダウン番組（CD の売上げ，視聴者のリクエスト等を基に楽曲の順位を発表す

る番組）のように必然的に特定の楽曲を利用する場合を除き，幅広い選択肢の中か

ら楽曲を選んで利用すると述べる者もあって，放送事業者や番組の内容により大き

く異なると認められる。

　そして，本件行為が独占禁止法第２条第５項にいう「他の事業者の事業活動を排

除」する行為に該当するか否かは，「本件行為……が，……自らの市場支配力の形成，

維持ないし強化という観点からみて正常な競争手段の範囲を逸脱するような人為性

を有するものであり，競業者の……参入を著しく困難にするなどの効果を持つもの

といえるか否かによって決すべきものである」から（最高裁平成２２年１２月１７日第二

小法廷判決），前記のとおり被審人の本件行為が放送事業者による他の管理事業者

の楽曲の利用を抑制する効果を有し，競業者の新規参入につき消極的要因になるこ

とから，放送等利用に係る管理楽曲の利用許諾分野における他の管理事業者の事業

活動を排除する効果があると断定することができるかどうかは，本件行為に関する

諸般の事情を総合的に考慮して検討する必要がある。

　前記の諸般の事情としては，放送等利用に係る管理楽曲の利用許諾分野における
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市場の構造，音楽著作物の特性（代替性の有無，その程度等），競業者の動向，本

件行為及びその効果についての被審人の認識，著作権者から音楽著作権の管理の委

託を受けることを競う管理受託分野との関連性等，多様な事情が考えられるが，審

査官は，㈱イーライセンス（以下�において「イーライセンス」という。）が平成１８

年１０月に放送等利用に係る管理事業を開始するに際し，被審人の本件行為が実際に

イーライセンスの管理事業を困難にし，イーライセンスの参入を具体的に排除した

等として，それを根拠に本件行為に排除効果があったと主張する。しかし，具体的

に，イーライセンスが放送等利用に係る管理事業を開始した際の事実関係を検討す

ると，①実際にイーライセンス管理楽曲の利用を回避したと明確に認められるの

は，１社の放送事業者にすぎず，放送事業者が一般的にイーライセンス管理楽曲の利

用を回避したと認めることはできない上，②放送事業者がイーライセンス管理楽曲

の利用について慎重な態度をとったことは認められるものの，その主たる原因は，

被審人による本件行為ではなく，イーライセンスが不十分な管理体制のままで放送

等利用に係る管理事業に参入したため，放送事業者が困惑，混乱したことにあると

認められる。また，③エイベックス・グループ（エイベックス・グループ・ホール

ディングス㈱及びその子会社をいう。以下同じ。）がイーライセンスに対する管理委

託契約を解約したのは，放送事業者がイーライセンス管理楽曲の利用を一般的に回

避し，しかもその原因が被審人による本件行為にあるとの認識に基づくものである

が，現実には，放送事業者が一般的にイーライセンス管理楽曲の利用を回避したと

はいえず，イーライセンス管理楽曲の利用について慎重な態度をとったことが認め

られるにとどまり，その主たる原因もイーライセンスによる準備不足の状態での参

入とそれに伴う放送事業者の困惑，混乱等であったのであるから，被審人による本

件行為にエイベックス・グループのイーライセンスへの管理委託契約を解約させる

効果があったとまではいえない。さらに，④イーライセンスが放送等利用に係る管

理事業を営むことが困難な状態になっているとまでいえるかにつき疑問が残る上，

イーライセンスが管理事業を営むことが困難な状態になっているとしても，それ

は，放送事業者がイーライセンス管理楽曲の利用を一般的に回避し，その原因が本

件行為にあるという認識に基づいて，著作権者がイーライセンスに音楽著作権の管

理を委託しなかったためであるから，被審人による本件行為に，著作権者のイーラ

イセンスへの管理委託を回避させるような効果があったとまではいえない。

　前記①ないし④によれば，イーライセンスが放送等利用に係る管理事業を開始す

るに当たり，被審人の本件行為がイーライセンスの放送等利用に係る管理事業を困

難にしたという審査官の主張について，これを認めるに足りる証拠はないといわざ

るを得ない。

　また，イーライセンス以外の管理事業者が放送等利用に係る管理事業に新規に参

入しない理由が本件行為にあると認めるに足りる証拠もない。

　そして，ほかに，本件行為が競業者の放送等利用に係る管理事業への新規参入を

著しく困難にすることを認めるに足りる主張立証はない。

　以上によれば，本件行為は，放送事業者が被審人以外の管理事業者の管理楽曲を

利用することを抑制する効果を有し，競業者の新規参入について消極的な要因とな
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ることは認められ，被審人が著作権等管理事業法の施行後も本件行為を継続したこ

とにより，新規参入業者が現れなかったことが疑われるものの，本件行為が放送等

利用に係る管理楽曲の利用許諾分野における他の管理事業者の事業活動を排除する

効果を有するとまで断ずることは，なお困難である。

�イ 　その余の争点について

　前記�のとおり，本件行為が他の管理事業者の事業活動を排除する効果を有する

ことを認めるに足りる証拠はないから，その余の点について判断するまでもなく，

本件行為が独占禁止法第２条第５項所定のいわゆる排除型私的独占に該当し，同法

第３条の規定に違反するということはできない。

�　法令の適用

　独占禁止法第６６条第３項

 ２ 　日新製鋼㈱に対する排除措置命令及び課徴金納付命令に係る審決（溶融亜鉛めっき

鋼板及び鋼帯の製造販売業者による価格カルテル）

�　被審人

�　事件の経過

　本件は，平成２１年８月２７日，公正取引委員会が，日新製鋼㈱（以下�及び�において

「被審人」という。）に対し，独占禁止法第７条第２項の規定に基づき排除措置命令を，

同法第７条の２第１項の規定に基づき課徴金納付命令を行ったところ，被審人は，両命

令に対して不服として審判請求を行ったので，被審人に対し，同法第５２条第３項の規定

に基づき審判手続を開始し，審判官をして審判手続を行わせたものである。

　公正取引委員会は，担当審判官から提出された事件記録並びに被審人から提出された

異議の申立書及び被審人から聴取した陳述に基づいて，同審判官から提出された審決案

を調査の上，被審人に対して審決案と同じ内容（審判請求を棄却する旨）の審決を行っ

た。

�　判断の概要等

ア　原処分の原因となる事実

　被審人は，他の事業者と共同して，特定カラー鋼板（注１）のうち建材製品向けに

販売されるもののひも付き取引（注２）（以下「本件ひも付き取引」といい，これに

より販売される特定カラー鋼板を「本件ひも付きカラー鋼板」という。）での販売価

格を引き上げる旨を合意（注３）することにより，公共の利益に反して，我が国にお

ける本件ひも付きカラー鋼板の販売分野における競争を実質的に制限していた。

　被審人の本件違反行為の実行期間は，独占禁止法第７条の２第１項の規定により，

平成１６年４月１日から平成１８年９月６日までであり，独占禁止法第７条の２の規定に
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より算出された課徴金の額は１４億６０６２万円である。
（注１）　特定カラー鋼板とは，溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯のうち，質量分率で９７パーセント以上の亜鉛

から成るめっき浴において両面等厚の溶融亜鉛めっき（合金化めっきを除く。）を行った鋼板及び

鋼帯に合成樹脂（ポリ塩化ビニルを除く。）を塗覆装したもの，質量分率で約５パーセントのアル

ミニウム及び残部亜鉛から成るめっき浴において溶融めっきを行った鋼板及び鋼帯に合成樹脂（ポ

リ塩化ビニルを除く。）を塗覆装したもの並びに質量分率で約５５パーセントのアルミニウム，１．６

パーセントのシリコン及び残部亜鉛から成るめっき浴において溶融めっきを行った鋼板及び鋼帯に

合成樹脂（ポリ塩化ビニルを除く。）を塗覆装したものをいう。

（注２）　特定カラー鋼板を，需要者である建材製品製造業者が定めた仕様に基づき，直接又は販売業者を

通じて，建材製品製造業者に対して販売する方法をいう。

（注３）　審決案第３の６�ないし�に記載の第１次合意ないし第４次合意をいう。以下イにおいて「本件

合意」という。

イ　主要な争点及びそれに対する判断

�ア 　違反行為（独占禁止法第２条第６項の不当な取引制限）の存否

　以下の各事情に照らせば，被審人は，主として日鉄鋼板㈱（平成１８年１２月１日付

けで日鉄住金鋼板㈱に商号変更。以下「日鉄鋼板」という。）の担当者を通じて，

本件合意の伝達を受け，本件合意に参加していたものと認められる。

ａ　被審人は，従前から，本件ひも付き取引を含む３分野で他社とカルテルを続け

ていたところ，平成１５年のステンレス鋼板立入検査（公正取引委員会は，平成１５

年３月，被審人を含む高炉メーカーに対し，冷間圧延ステンレス鋼板等の価格カ

ルテルの疑いで立入検査を行った。）を契機に，いずれの分野においても他社との

会合に参加しなくなった。しかし，被審人は，本件ひも付き取引以外の２分野に

おいては，会合には参加していないものの，他社から合意内容の伝達を受けるな

どしてカルテルを継続していた。よって，被審人は，ステンレス鋼板の立入検査

後も，カルテルを拒否する方針を徹底していなかったことがうかがわれ，本件ひ

も付きカラー鋼板についてもカルテルを継続していたことを推認させる事実があ

るといえる。

ｂ　被審人は，他社との会合に出席しなくなったが，懇親会に参加したり，他社と

個別に連絡して価格の情報交換をするなど，複数回にわたり他社と接触してい

た。

ｃ　被審人の担当者が，他社に対して，会合に参加しなくても，合意内容の連絡を

受ける意思がある旨発言していたこと，日鉄鋼板の担当者が，他社に対し，被審

人に合意内容等を伝達する旨発言していたこと，日鉄鋼板の担当者が合意内容の

一部を被審人に伝達したことを認める陳述書が存在することなどから，被審人

は，主として日鉄鋼板の担当者を通じ，本件合意の伝達を受け，本件合意に参加

していたものと認めることができる。

ｄ　被審人における本件ひも付きカラー鋼板の値上げ状況は，被審人が本件合意に

加わっていたことと矛盾するものとはいえず，被審人が主張するように，被審人

が他の事業者の行動とは無関係に，独自の判断によって，本件ひも付きカラー鋼

板の値上げ等を決定していたものと認めることはできない。

�イ 　独占禁止法第７条の２第１項の「当該商品」の該当性の有無

　被審人は，被審人と三和シヤッター工業㈱（以下「三和シヤッター」という。）
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との間の取引関係が密接で特殊であること，被審人において本件ひも付き取引の担

当部門とは全く別の部門が三和シヤッターとの取引を担当しており，両部門間で頻

繁に情報が交換されることはなかったこと，他社との競合性がないこと等を主張す

るが，これらの事情によって，被審人の三和シヤッター向け本件ひも付きカラー鋼

板について，当該行為（本件合意）を行った事業者が明示的又は黙示的に当該行為

の対象からあえて除外したこと，あるいは，これと同視し得る理由によって当該商

品が当該行為による拘束から除外されていることを示す特段の事情があるとは認め

られず，独占禁止法第７条の２第１項にいう「当該商品」に該当する。

�　法令の適用

　独占禁止法第６６条第２項

 ３ 　㈱吉孝土建及び真成開発㈱に対する排除措置命令及び課徴金納付命令に係る審決

（川崎市が発注する下水管きょ工事の入札談合事件）

�　被審人

�　事件の経過

　本件は，平成２２年４月９日，公正取引委員会が，前記�の被審人ら（以下�及び�に

おいて「被審人ら」という。）に対して，独占禁止法第７条第２項の規定に基づき排除

措置命令を，同法第７条の２第１項の規定に基づき課徴金納付命令を行ったところ，被

審人らは，両命令に対して不服として審判請求を行ったので，被審人らに対し，同法第

５２条第３項の規定に基づき審判手続を開始し，審判官をして審判手続を行わせたもので

ある。

　公正取引委員会は，担当審判官から提出された事件記録並びに被審人らから提出され

た異議の申立書及び被審人らから聴取した陳述に基づいて，同審判官から提出された審

決案を調査の上，被審人らに対して審決案と同じ内容（審判請求を棄却する旨）の審決

を行った。

�　判断の概要等

ア　原処分の原因となる事実

　被審人らを含む川崎市内の建設業者２４社（以下「２４社」という。）は，遅くとも平

成２０年３月１２日以降，川崎市が一般競争入札の方法により発注する特定下水管きょ工

事（注）（以下「川崎市発注の特定下水管きょ工事」という。）について，共同して受

注予定者を決定し，受注予定者が受注できるようにすることにより（以下，�におい

てこの合意を「本件基本合意」という。），公共の利益に反して，当該工事の取引分野
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における競争を実質的に制限していた。

　被審人らの本件違反行為の実行期間は，独占禁止法第７条の２第１項の規定によ

り，被審人㈱吉孝土建（以下「被審人吉孝土建」という。）については平成２０年７月

８日から平成２１年３月３１日まで，被審人真成開発㈱（以下「被審人真成開発」という。）

については平成２０年３月１９日から平成２１年３月３１日までであり，独占禁止法第７条の

２の規定により算出された課徴金の額は，被審人吉孝土建が４７１万円，被審人真成開発

が３４６万円である。
（注）　川崎市内に本店を置き，かつ，川崎市から下水管きょ工事についてＡの等級に格付されている者又

はこれらの者を代表者とする特定建設工事共同企業体のみを入札参加者とする下水管きょ工事をい

う。

イ　主要な争点及びそれに対する判断

�ア 　本件基本合意の存否及び被審人らの本件基本合意への参加の有無

　①２４社のうち，被審人らを除く建設業者の従業員の多数が，２４社の間に基本合意

が存在し，基本合意の下で受注調整を行っていたことを自認する旨の供述をし，本

件排除措置命令を受けた２３社のうち，被審人らを除く２１社は，審判請求をしていな

いこと，②Ａランクの市内業者は，平成１７年６月から平成２０年２月まで，川崎市発

注の特定下水管きょ工事について，受注調整を機能させるための会合を開催し，被

審人らもそれらの会合に出席していたこと，③２４社は，本件違反行為期間中，本件

基本合意の内容に沿った方法で受注調整を行い，川崎市発注の特定下水管きょ工事

４２件のうち２８件を受注したことを総合すれば，２４社は，遅くとも平成２０年３月１２日

以降，川崎市発注の特定下水管きょ工事について，本件基本合意をし，本件基本合

意の下で，受注予定者を決定し，受注予定者が受注できるようにしていたことが認

められる。

�イ 　本件基本合意による競争の実質的制限の有無

　独占禁止法第２条第６項にいう「一定の取引分野における競争を実質的に制限す

る」とは，当該取引に係る市場が有する競争機能を損なうことをいい，本件のよう

な一定の入札市場における受注調整の基本的な方法や手順等を取り決める行為に

よって競争制限が行われる場合には，当該取決めによって，その当事者である事業

者らがその意思で当該入札市場における落札者及び落札価格をある程度自由に左右

することができる状態をもたらすことをいうものと解される。

　２４社は，本件違反行為期間中Ａランクの市内業者であった３１社の７７．４パーセント

を占めていたこと，本件基本合意に基づいて川崎市発注の特定下水管きょ工事４２件

のうち２８件（６６．７パーセント）について受注調整を行い，受注予定者とされた者が

これらを受注したこと，当該２８件の入札参加者のほとんどは２４社の一部であり，そ

れ以外の事業者はごく僅かであったこと，また，当該２８件の平均落札率は９８．０パー

セントと極めて高く，当該２８件の落札価格の総額は３８億８７３５万円であり，これは，

前記４２件のうち不調となった工事を除く４１件の落札価格の総額の６５．０パーセントで

あったことからすれば，本件基本合意は，２４社が川崎市発注の特定下水管きょ工事

の取引分野において，受注予定者及び受注価格をある程度自由に左右することがで

きる状態をもたらしていたということができる。そうすると，本件基本合意は，競
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争の実質的制限の要件を充足するものといえる。

�ウ 　本件違反行為の始期及び終期

ａ　本件違反行為の始期について，遅くとも平成２０年３月１２日までには本件基本合

意が成立したことが認められる。

ｂ　本件違反行為の終期について，２４社は，低価格で入札を行う者であると認識さ

れていた市内業者が，平成２１年度から新たに入札に参加することとなったこと等

を理由に，平成２１年４月１日以降，本件違反行為を取りやめていると認められる。

ｃ　前記ａ及びｂによれば，本件違反行為の期間は，平成２０年３月１２日から平成２１

年３月３１日までであり，被審人らが受注した工事（各々１件ずつ）はいずれも本

件違反行為期間中に発注されたものと認められる。

�エ 　被審人らが受注した物件の「当該役務」該当性

ａ　本件基本合意は，独占禁止法第７条の２第１項所定の「役務の対価に係るもの」

に当たるものであるところ，同項所定の課徴金の対象となる「当該……役務」と

は，本件においては，本件基本合意の対象とされた工事であって，本件基本合意

に基づく受注調整等の結果，具体的な競争制限効果が発生するに至ったものであ

る。

ｂ　被審人らの課徴金対象物件は，本件基本合意に基づく個別の受注調整の結果，

受注予定者とされた被審人吉孝土建又は被審人真成開発をそれぞれ構成員とする

特定建設工事共同企業体（以下�において「JV」という。）が受注したものであ

り，当該物件について個別の受注調整の結果として具体的な競争制限効果が生じ

たことは明らかである。したがって，当該物件は，課徴金の対象となり，被審人

らは，直接受注調整を行わなかったとしても，課徴金の納付義務を負う。

�オ 　JV の構成員として受注した被審人吉孝土建の売上額

ａ　共同企業体方式によって請負契約が締結された場合に課徴金を算定するに当

たっては，請負代金全体を JV 比率で 按 分した額ないしは共同企業体内部で取り
あん

決めた各構成員の請負代金取得額をもって，独占禁止法施行令第６条第１項所定

の「契約により定められた対価」とすべきである。

ｂ　被審人吉孝土建の課徴金対象物件は，被審人吉孝土建を構成員とする JV が受

注したものであるが，当該 JV を組むに当たり，被審人吉孝土建の出資割合を３０

パーセントと定めており，出資割合に応じて請負代金を取得する旨合意したもの

と認めることができ，当該物件に係る「契約により定められた対価」は，当該物

件の請負代金４億９１４０万円を JV 比率３０パーセントで 按 分した額ないし被審人吉
あん

孝土建の請負代金取得額であるから，１億４７４２万円となる。

ｃ　被審人吉孝土建は，当該 JV の他の構成員との間で，当該物件について，他の

構成員が全ての工事を行い，請負代金を全額取得し，経費も全額負担するという

内容の共同企業体内部の取決めをしたと主張するが，これを裏付ける証拠はな

い。

�　法令の適用

　独占禁止法第６６条第２項
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 ４ 　愛知電線㈱に対する課徴金納付命令に係る審決（VVFケーブルの製造業者及び販売

業者による価格カルテル）

�　被審人

�　事件の経過

　本件は，平成２３年７月２２日，公正取引委員会が，愛知電線㈱（以下�及び�において

「被審人」という。）に対し，独占禁止法第７条第２項の規定に基づき排除措置命令を，

同法第７条の２第１項の規定に基づき課徴金納付命令を行ったところ，被審人は，両命

令に対して不服として審判請求を行ったので，被審人に対し，同法第５２条第３項の規定

に基づき審判手続を開始し，審判官をして審判手続を行わせたものである（注１）。

　公正取引委員会は，担当審判官から提出された事件記録並びに被審人から提出された

異議の申立書及び被審人から聴取した陳述に基づいて，同審判官から提出された審決案

を調査の上，被審人に対して審決案と同じ内容（審判請求を棄却する旨）の審決を行っ

た。
（注１）　被審人から，本件排除措置命令に対する審判請求について，平成２４年２月２８日，審判請求の取下げが

あり，この取下げにより，被審人に対する同命令は確定している。

�　判断の概要等

ア　原処分の原因となる事実

　被審人は，他の事業者と共同して，販売業者に対して販売される VVF ケーブル（注

２）（以下「特定 VVF ケーブル」という。）の販売価格を決定していく旨を合意する

ことにより（以下�において，この合意を「本件合意」という。），公共の利益に反し

て，我が国における特定 VVF ケーブルの販売分野における競争を実質的に制限して

いた。

　被審人の本件違反行為の実行期間は，独占禁止法第７条の２第１項の規定により，

平成１８年１２月１７日から平成２１年１２月１６日までの３年間であり，独占禁止法第７条の２

の規定により算出された課徴金の額は３億２６９６万円である。
（注２）　「VVF ケーブル」とは，６００ボルトビニル絶縁ビニルシースケーブル平形のうち，次に掲げる品目

をいう。VVF ケーブルは，主にビル，家屋等の建物に設置されるブレーカーから建物内部のコンセ

ント等までの屋内配線として使用されるものである。

　　 　１ 線心数が２本で導体径が１．６ミリメートルのもの　５ 線心数が３本で導体径が２．０ミリメートルのもの

　　 　２ 線心数が２本で導体径が２．０ミリメートルのもの　６ 線心数が３本で導体径が２．６ミリメートルのもの

　　 　３ 線心数が２本で導体径が２．６ミリメートルのもの　７ 線心数が４本で導体径が１．６ミリメートルのもの

　　 　４ 線心数が３本で導体径が１．６ミリメートルのもの　８ 線心数が４本で導体径が２．０ミリメートルのもの

イ　本件において前提となる事実

�　公正取引委員会は，平成２１年１２月１７日，矢崎総業㈱（以下「矢崎総業」という。）

ら４社の営業所等に立入検査を行った（以下「一次立入検査」という。）。

　一次立入検査の際に審査官が各事業者に交付した「被疑事実等の告知書」には，
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「法の規定に違反する被疑事実の要旨」として「建設・電販向け電線・ケーブルの

製造販売業者らは，共同して，電線・ケーブルの販売価格の引上げ又は維持を行っ

ている疑いがある。」等と記載されていた。

�　公正取引委員会は，平成２２年４月１３日，被審人ら７社の営業所等に立入検査を

行った（以下「二次立入検査」という。）。

　二次立入検査の際に審査官が各事業者に交付した「被疑事実等の告知書」の記載

は，一次立入検査の際に交付された「被疑事実等の告知書」と同一の内容であった

（以下，両立入検査において交付された「被疑事実等の告知書」を「本件告知書」

といい，そこに記載された「法の規定に違反する被疑事実の要旨」を「本件被疑事

実」という。）。

�　被審人の代表者は，二次立入検査の当日に，課徴金減免申請を行うために，公正

取引委員会の課徴金減免管理官に対して電話で事前相談を行った。それに対して，

公正取引委員会の担当職員は，２０日間の期限を既に経過しているとして，申請は受

け付けられない旨の回答を行った。

　被審人の代表者は，立入検査の当日に事前相談を行ったにもかかわらず２０日間の

期限を過ぎているとの回答に疑問を抱いたものの，課徴金減免申請を行わなかっ

た。

�　公正取引委員会は，平成２２年１１月１８日，電気工事業者又は販売業者に対して販売

される３品種の電線の製造業者及び販売業者に対し，排除措置命令及び課徴金納付

命令を行った。

　これらの命令において違反行為者として特定された事業者の中には，一次立入検

査を受けた矢崎総業ら４社はいずれも含まれていたが，二次立入検査を受けた被審

人ら７社はいずれも含まれていなかった。

�　公正取引委員会は，平成２３年７月２２日，本件排除措置命令及び本件課徴金納付命

令を行った。

　本件排除措置命令等において違反行為者として特定された事業者は，一次立入検

査を受けた矢崎総業ら４社と二次立入検査を受けた被審人ら７社を合わせた１１社で

あった。

ウ　主要な争点及びそれに対する判断

�ア 　被審人の課徴金減免申請に係る事前相談に対し，期限を経過しているとしてこれ

を不可とした公正取引委員会の対応は，違法・不当なものであり，適正手続の保障

を定めた憲法第３１条に違反するか。

ａ　被審人は，本件告知書の本件被疑事実等の記載が抽象的であり，特定VVFケー

ブルの取引を対象としたものかどうかが明確ではないから，本件告知書に基づい

て行われた一次立入検査及び二次立入検査は，いずれも課徴金減免申請の認めら

れる期間の起算日としての立入検査にはなり得ないと主張する。

　しかし，特定 VVF ケーブルが「電線・ケーブル」に含まれることは文言上明

らかであるし，証拠によれば，被審人が「建設・電販向け電線・ケーブルの製造

販売業者ら」に該当することも容易に認められるから，「電線・ケーブル」と記

載されている本件被疑事実が特定 VVF ケーブルについてのカルテルである本件
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違反行為を含むこともまた明らかである。

　そして，証拠によれば，一次立入検査の際に矢崎総業ら４社から留置された留

置物及び二次立入検査の際に被審人から留置された留置物の双方の中に本件合意

に関する文書が含まれていたことが認められ，一次立入検査を受けた矢崎総業ら

４社と二次立入検査を受けた被審人ら７社は，いずれも本件排除措置命令におい

て本件合意の当事者とされているから，一次立入検査と二次立入検査は，いずれ

も，本件違反行為について実施されたものであることが認められる。

　前記のとおり，一次立入検査は本件違反行為についての調査であるといえるか

ら，一次立入検査の日が「当該違反行為に係る事件についての調査開始日」（独

占禁止法第７条の２第１２項）に該当する。そして，「電線・ケーブル」と記載さ

れている本件被疑事実が特定 VVF ケーブルについてのカルテルである本件違反

行為を含むことは明らかであるから，被審人の主張は理由がない。

ｂ　被審人は，一次立入検査は，建設用電線のうち３品種の取引について行われた

ものであって，特定 VVF ケーブルの取引を対象としたものではなく，したがっ

て，一次立入検査をもって本件違反行為についての調査ということはできないと

主張する。

　しかし，前記ａのとおり，本件被疑事実は，特定 VVF ケーブルについてのカ

ルテルである本件違反行為を含むものであり，一次立入検査は本件違反行為及び

３品種についてのカルテルの双方について実施されたということができる。

ｃ　以上によれば，本件における「調査開始日」は，一次立入検査が行われた平成

２１年１２月１７日と認められる。そうすると，二次立入検査が行われた平成２２年４月

１３日の被審人代表者による課徴金減免申請に係る事前相談に対して，調査開始日

から既に２０日間を経過していることを理由に本件に係る課徴金減免申請を受け付

けられないとした公正取引委員会の担当職員の対応に何ら違法・不当な点はない

から，それが適正手続の保障を定めた憲法第３１条に違反するとの被審人の主張は

失当である。

�イ 　被審人の課徴金減免申請に係る事前相談に対し，期限を経過しているとしてこれ

を不可とした公正取引委員会の対応は，違法・不当なものであり，それにより課徴

金減免申請の機会を逸した被審人には，実質的にみて，独占禁止法第７条の２第１２

項に基づく課徴金減免申請の効果が認められるべきか。

　被審人は，公正取引委員会の担当職員の違法・不当な対応により課徴金減免申請

の機会を逸した被審人には，実質的にみて，課徴金減免申請の効果が認められるべ

きであると主張するが，前記�ｃのとおり，当委員会の担当職員の対応に何ら違法・

不当な点はないから，この点を理由に課徴金減免申請の効果が認められるべきであ

るとする被審人の主張は理由がない。

　なお，被審人は，課徴金減免申請に係る事前相談に対する公正取引委員会の担当

職員の対応を受けて，課徴金減免申請を行わなかったのであるから，独占禁止法第

７条の２第１２項を適用する余地はない。

�　法令の適用

　独占禁止法第６６条第２項
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第５章 訴　訟

第１　審決取消請求訴訟 

 １ 　概説

　平成２４年度当初において係属中の審決取消請求訴訟は１４件であったところ，平成２４年度

中に新たに５件の審決取消請求訴訟が提起された。これら平成２４年度の係属事件１９件のう

ち，最高裁判所が上告棄却及び上告不受理決定をしたことにより終了したものが１件，東

京高等裁判所が請求を棄却し上訴期間の経過をもって確定したものが３件あった。この結

果，平成２４年度末時点において係属中の審決取消請求訴訟は１５件となった。

　なお，平成２４年度中に東京高等裁判所が原告の請求を棄却する判決を言い渡した後，原

審原告が上告及び上告受理申立てを行ったものが２件ある。

表　平成２４年度に係属していた審決取消請求訴訟 
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判決等審決の内容件　名
一連
番号

審決年月日　平成２１年６月３０日

提訴年月日　平成２１年７月１７日～２９日

判決年月日　平成２３年１０月２８日

（請求棄却，東京高等裁判所）

上訴年月日　平成２３年１１月７日～１０日

（上告及び上告受理申立て，原審原告ら）

決定年月日　平成２４年１０月２５日

（上告棄却及び上告不受理決定，最高裁判所）

　課徴金額

　７０億７２０８万円（㈱クボタ）

　２９億３４８９万円（㈱栗本鐵工所）

　１０億５３５４万円（日本鋳鉄管㈱）

　共同して，ダクタイル鋳鉄管直管の

年度配分シェアを決定し，各社の受注

数量の総需要数量に対する割合を年度

配分シェアに合致するよう受注数量の

調整を行うことを合意していた。

㈱クボタほか

２名による件

１

審決年月日　平成２２年３月２３日

提訴年月日　平成２２年４月２１日

判決年月日　平成２４年１２月２０日

（請求棄却，東京高等裁判所）

上訴年月日　平成２４年１２月２８日

（上告及び上告受理申立て，原審原告ら）

　岩手県が条件付一般競争入札等の方

法により，Ａの等級に格付している者

のうち岩手県内に本店を置く者のみを

入札参加者として発注する建築一式工

事について，共同して，受注予定者を

決定し，受注予定者が受注できるよう

にしていた。

樋下建設㈱ほ

か２名による

件

２

審決年月日　平成２２年３月２３日

提訴年月日　平成２２年４月２１日

判決年月日　平成２３年１１月１１日

（請求棄却，東京高等裁判所）

上訴年月日　平成２３年１１月２２日

（上告及び上告受理申立て，原審原告）

　岩手県が条件付一般競争入札等の方

法により，Ａの等級に格付している者

のうち岩手県内に本店を置く者のみを

入札参加者として発注する建築一式工

事について，共同して，受注予定者を

決定し，受注予定者が受注できるよう

にしていた。

㈱タカヤによ

る件

３

審決年月日　平成２２年３月２３日

提訴年月日　平成２２年４月２２日

判決年月日　平成２３年１０月７日

（請求棄却，東京高等裁判所）

上訴年月日　平成２３年１０月２０日

（上告及び上告受理申立て，原審原告）

　岩手県が条件付一般競争入札等の方

法により，Ａの等級に格付している者

のうち岩手県内に本店を置く者のみを

入札参加者として発注する建築一式工

事について，共同して，受注予定者を

決定し，受注予定者が受注できるよう

にしていた。

南建設㈱によ

る件

４
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判決等審決の内容件　名
一連
番号

審決年月日　平成２２年１０月２５日

提訴年月日　平成２２年１１月１９日

判決年月日　平成２４年２月１７日

（請求棄却，東京高等裁判所）

上訴年月日　平成２４年２月２９日

（上告及び上告受理申立て，原審原告ら）

　課徴金額

　２１億７０５３万円（㈱東芝）

　２０億４１０６万円（日本電気㈱）

　旧郵政省が一般競争入札の方法によ

り発注する郵便番号自動読取区分機類

について，共同して，受注予定者を決

定し，受注予定者のみが入札に参加し

て受注できるようにしていた。

㈱東芝ほか１

名による件

５

審決年月日　平成２２年１１月１０日

提訴年月日　平成２２年１２月８日

判決年月日　平成２３年１０月２８日

（請求棄却，東京高等裁判所）

上訴年月日　平成２３年１１月９日

（上告及び上告受理申立て，原審原告）

　課徴金額　５７億３２５１万円

　市町村等の地方公共団体が指名競争

入札等の方法により発注するストーカ

式燃焼装置を採用する全連続燃焼式及

び准連続燃焼式ごみ焼却施設の建設工

事について，共同して，受注予定者を

決定し，受注予定者が受注できるよう

にしていた。

JFEエンジニ

アリング㈱に

よる件

６

審決年月日　平成２２年１１月１０日

提訴年月日　平成２２年１２月１０日

判決年月日　平成２４年３月２日

（請求棄却，東京高等裁判所）

上訴年月日　平成２４年３月１５日

（上告及び上告受理申立て，原審原告）

　課徴金額　４９億１０２万円

　市町村等の地方公共団体が指名競争

入札等の方法により発注するストーカ

式燃焼装置を採用する全連続燃焼式及

び准連続燃焼式ごみ焼却施設の建設工

事について，共同して，受注予定者を

決定し，受注予定者が受注できるよう

にしていた。

日立造船㈱に

よる件

７

審決年月日　平成２２年１１月１０日

提訴年月日　平成２２年１２月１０日

判決年月日　平成２３年１１月１１日

（請求棄却，東京高等裁判所）

上訴年月日　平成２３年１１月２５日

（上告及び上告受理申立て，原審原告）

　課徴金額　４７億２６５万円

　市町村等の地方公共団体が指名競争

入札等の方法により発注するストーカ

式燃焼装置を採用する全連続燃焼式及

び准連続燃焼式ごみ焼却施設の建設工

事について，共同して，受注予定者を

決定し，受注予定者が受注できるよう

にしていた。

㈱タクマによ

る件

８

審決年月日　平成２２年１２月１４日

提訴年月日　平成２３年１月１３日

判決年月日　平成２４年３月９日

（請求棄却，東京高等裁判所）

上訴年月日　平成２４年３月２１日

（上告及び上告受理申立て，原審原告）

　国土交通省が関東地方整備局及び四

国地方整備局の河川国道事務所等にお

いて一般競争入札等の方法により発注

する車両管理業務について，共同し

て，受注予定者を決定し，受注予定者

が受注できるようにしていた。

　課徴金額合計　４億１８７万円

日本道路興運

㈱による件

９

審決年月日　平成２３年２月１６日

提訴年月日　平成２３年３月１６日

判決年月日　平成２４年５月２５日

（請求棄却，東京高等裁判所）

（上訴期間の経過をもって確定）

　課徴金額　５億７７４４万円

　旧防衛庁調達実施本部が指名競争入

札の方法により発注する自動車ガソリ

ン，灯油，軽油，Ａ重油及び航空ター

ビン燃料について，共同して，受注予

定者を決定し，受注予定者が受注でき

るようにしていた。

昭和シェル石

油㈱による件

１０

審決年月日　平成２３年３月９日

提訴年月日　平成２３年４月６日

判決年月日　平成２４年２月２４日

（請求棄却，東京高等裁判所）

上訴年月日　平成２４年３月８日

（上告及び上告受理申立て，原審原告）

　課徴金額　２億１２９１万円

　共同して，特定鋼管杭の建設業者向

け販売価格を現行価格から引き上げる

ことを合意していた。

㈱クボタによ

る件

 １１
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判決等審決の内容件　名
一連
番号

審決年月日　平成２３年７月６日

提訴年月日　平成２３年８月３日

判決年月日　平成２４年１１月９日

（請求棄却，東京高等裁判所）

（上訴期間の経過をもって確定）

　国際航空貨物利用運送業務の運賃及

び料金について，荷主向け燃油サー

チャージ等を荷主に対し新たに請求す

る旨を合意していた。

　課徴金額　１７億２８２８万円

郵 船 ロ ジ ス

ティクス㈱に

よる件

１２

審決年月日　平成２３年１０月１７日

提訴年月日　平成２３年１１月１６日

判決年月日　平成２４年１０月２６日

（請求棄却，東京高等裁判所）

（上訴期間の経過をもって確定）

　国際航空貨物利用運送業務の運賃及

び料金について，荷主向け燃油サー

チャージ等を荷主に対し新たに請求す

る旨を合意していた。

　課徴金額　３億２０７８万円

ケイラインロ

ジスティック

ス㈱による件

１３

審決年月日　平成２３年１２月１５日

提訴年月日　平成２４年１月１３日

判決年月日　平成２４年１１月３０日

（請求棄却，東京高等裁判所）

上訴年月日　平成２４年１２月１３日

（上告及び上告受理申立て，原審原告）

　課徴金額　４２億７３３５万円

　NTT 東日本等が発注する光ファイ

バケーブル製品について，共同して見

積り合わせの参加者が提示すべき見積

価格を決定するようにしていた。

古河電気工業

㈱による件

１４

審決年月日　平成２４年６月１２日

提訴年月日　平成２４年７月１０日

　一般社団法人日本音楽著作権協会の

行為が放送等利用に係る管理楽曲の利

用許諾分野における他の管理事業者の

事業活動を排除する効果を有するとま

で断ずることは困難であり，本件行為

が独占禁止法第２条第５項所定のいわ

ゆる排除型私的独占に該当し，同法第

３条の規定に違反するということはで

きない。

㈱イーライセ

ンスによる件

１５

審決年月日　平成２４年６月１３日

提訴年月日　平成２４年７月１３日

　共同して建材製品製造業者向け特定

カラー鋼板のひも付き取引での販売価

格を引き上げる旨を合意していた。

　課徴金額　１４億６０６２万円

日新製鋼㈱に

よる件

１６

審決年月日　平成２４年９月２５日

提訴年月日　平成２４年１０月１７日

　課徴金額合計　５億３７３０万円

　国土交通省関東地方整備局，近畿地

方整備局及び福島県が発注するプレス

トレスト・コンクリート工事による橋

りょうの新設工事について，共同し

て，受注予定者を決定し，受注予定者

が受注できるようにしていた。

オリエンタル

白石㈱による

件

１７

審決年月日　平成２４年１１月２６日

提訴年月日　平成２４年１２月２６日

　川崎市発注の下水管きょ工事につい

て，共同して受注予定者を決定してい

た。

　課徴金額

　３４６万円（真成開発㈱）

　４７１万円（㈱吉孝土建）

真成開発㈱ほ

か１名による

件

１８

審決年月日　平成２５年２月４日

提訴年月日　平成２５年３月６日

　課徴金額　３億２６９６万円

　VVF ケーブルについて，共同して

販売価格を決定していく旨合意してい

た。

愛知電線㈱に

よる件

１９
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 ２ 　東京高等裁判所における判決

�　昭和シェル石油㈱による審決取消請求事件（平成２３年（行ケ）第７号）（前記表一連番

号１０）

ア　主な争点及び判決の概要

�ア 　海上自衛隊硫黄島基地に係る物件及び航空自衛隊春日基地に係る物件（以下，両

物件を併せて，「硫黄島物件等」という。）は，平成１７年独占禁止法改正法による改

正前の独占禁止法第７条の２第１項の「当該商品又は役務」であり，課徴金の算定

の基礎となる売上額の対象に含めるべきか

　原告は，硫黄島物件等は，基本合意による競争制限効果が及んでいないから，平

成１７年独占禁止法改正法による改正前の独占禁止法第７条の２第１項の「当該商品

又は役務」ではなく，課徴金の対象とすることは許されない旨主張した。

　これに対し，東京高等裁判所は，平成１７年独占禁止法改正法による改正前の独占

禁止法第７条の２第１項の「当該商品又は役務」とは，本件のような入札談合行為

については，入札談合行為が基本合意と個別調整行為の２段階になることから，基

本合意の対象となっているだけでは足りず，法違反の事業者が基本合意に基づい

て，個別調整行為によって，受注予定者として決定され，そのとおり受注するなど，

受注調整手続に上程されることによって具体的に競争制限効果が発生するに至った

商品又は役務と解すべきであるところ，本件審決が認定した合意（以下アにおいて

「本件合意」という。）は，各社の安定した受注量及び利益を確保するため，発注

ごとの各社の防衛庁調達実施本部（当時）が発注した石油製品（以下「本件石油製

品」という。）における油種ごとの受注数量の割合が，前年度の各社の本件石油製

品における油種ごとの受注実績の割合に見合うものとなるように物件ごとの受注予

定者を決定し，受注予定者以外の指名業者は受注予定者が受注することができるよ

う協力するという合意であるから，同法第３条の規定する「不当な取引制限」に当

たる基本合意ということができるし，同合意に基づいて，発注の都度，配分会議と

いう個別調整行為が行われ，硫黄島物件等を含めて，受注予定者が決定され，実際

に同決定に従って原告が受注していたのであるから，硫黄島物件等についても，競

争制限効果が発生していたものと認めることができ，したがって，硫黄島物件等も，

同法第７条の２第１項の「当該商品又は役務」であって，課徴金の算定の基礎とな

る売上額の対象に含めるべきである旨判示している。

�イ 　原告の売上額のうち，西部石油㈱から購入した製品に係るものは，「卸売業による

売上げ」として課徴金算定率１００分の１を適用すべきか

　原告は，課徴金額の算定については，原告が西部石油㈱から購入した「ひとまと

まり」の製品に係る売上げについて，「卸売業による売上げ」として課徴金算定率１００

分の１を適用すべきであるから，油種ごとの違反行為ごとに売上額を区分し，違反

行為ごとに実行期間における違反行為に係る取引において過半を占めていたと認め

られる事業に基づいて業種を認定し，課徴金を算定した本件審決は違法である旨主

張した。

　これに対し，東京高等裁判所は，平成１７年独占禁止法改正法による改正前の第７

条の２第１項の「当該商品又は役務」は基本合意の対象となった商品又は役務を指
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すところ，本件合意の内容は，本件石油製品における油種ごとの受注数量の割合が，

前年度の各社における油種ごとの受注実績の割合に見合うよう，物件ごとの受注予

定者を決めるものであり，それに従って油種ごとの受注予定者を決めて，本件石油

製品の油種ごとの取引分野における競争を実質的に制限していたものであるから，

「当該商品又は役務」に当たるものは，３年間の本件石油製品における油種ごとの

製品となるとした上で，課徴金算定率について，同法第７条の２第１項及び平成１７

年独占禁止法改正法による改正前の独占禁止法施行令（第５条第１項前段及び第６

条第１項）は，実行期間における違反行為の対象商品又は役務の売上額に１つの課

徴金算定率を乗じることを予定しており，違反行為に係る取引について，卸売業又

は小売業に認定されるべき事業活動とそれ以外の事業活動の双方が行われている場

合に１つの算定率が用いられるべきであることからすれば，当該事業活動全体で，

どの業種の事業活動の性格が強いかにより，業種の認定をせざるを得ず，そうする

と，実行期間における違反行為に係る取引において，過半を占めていたと認められ

る事業活動に基づいて業種を決定するのが相当であり，これを前提として本件の課

徴金の額を算定すると，西部石油㈱から購入した製品に係る売上額が過半を占めて

いたのは軽油のみであるから，課徴金算定率は，軽油についてのみ１００分の１が適用

され，その他の油種についてはいずれも１００分の６が適用される旨判示している。

イ　訴訟手続の経過

　本件判決は，上訴期間の経過をもって確定した。

�　ケイラインロジスティックス㈱による審決取消請求事件（平成２３年（行ケ）第２４号）

（前記表一連番号１３）

ア　主な争点及び判決の概要

�ア 　国際航空貨物利用運送事業を営む者（以下アにおいて「本件事業者」という。）で

ある原告が他の本件事業者１１社と本件審決が認定した燃油サーチャージについての

合意（以下アにおいて「本件荷主向け燃油サーチャージ合意」という。）をしたこ

とについて，これを立証する実質的な証拠があるか

　原告は，本件審決が本件荷主向け燃油サーチャージ合意を認定したことについ

て，これを立証する実質的な証拠がない旨主張した。

　これに対し，東京高等裁判所は，本件審決が挙示する証拠及びこれらの証拠から

認定することが合理的であるといえる本件審決の認定に係る事実経過から考えれ

ば，平成１４年９月１８日に開催された国際部会役員会（以下「１４．９役員会」という。）

において，原告を含む本件事業者１２社（以下アにおいて「１２社」という。）の間で，

本件荷主向け燃油サーチャージ合意が成立したとする本件審決の認定判断は合理的

であって，本件審決の当該認定を立証する実質的な証拠があるといえる旨判示して

いる。

�イ 　本件審決が，本件荷主向け燃油サーチャージ合意の成立を裏付けるものとして挙

げる事情は，この合意の成立を推認させるものか

　原告は，①本件事業者のうち本件荷主向け燃油サーチャージ合意に参加しなかっ

たとされる他の２９社（以下アにおいて「２９社」という。）も，当該合意に参加した，
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原告を含む本件事業者１４社（以下アにおいて「１４社」という。）のうち DHL グロー

バルフォワーディングジャパン㈱を除く１３社とほぼ同時期に同内容の荷主に対する

請求を始めていることから，１４社の請求内容等が同様であったことが特段の意味を

もつとは解されない，②平成１４年１０月１６日以降の荷主向け燃油サーチャージの荷主

への請求は，１４社が，本件荷主向け燃油サーチャージ合意がされたとされる１４．９役

員会の前に１４社以外の本件事業者とともに国土交通省に届け出ていた請求内容と同

じであって，航空会社が一旦停止していた燃油サーチャージの請求を再開したた

め，１４社及びその他の本件事業者は同日以降同内容の請求を再開したのであるか

ら，同役員会後の１４社の行動が一致しているからといって，これによって本件荷主

向け燃油サーチャージ合意が推認されるわけではない，③平成１４年１１月から平成１９

年１１月までの間において，１４社は，荷主の強硬な姿勢による取引の打切りを恐れて

荷主向け燃油サーチャージの一部しか収受できなかったのであって，これは競争の

ための値引きにほかならないとして，本件審決が，本件荷主向け燃油サーチャージ

合意の成立を裏付けるものとして挙げる事情は，この合意の成立を推認させるもの

ではない旨主張した。

　これに対し，東京高等裁判所は，以下のとおり判示した。

　①２９社においても１４社と同じく航空会社からの燃油サーチャージの請求に伴い，

これを荷主に転嫁しようとして荷主への請求を開始したこと自体は何ら不自然なこ

とではなく，２９社は，１４社のように請求内容等に係る合意をし，この合意に基づい

て請求したというわけではないというにすぎないのであって，２９社に荷主向け燃油

サーチャージの請求の事実があるとしても，そのことにより本件荷主向け燃油サー

チャージ合意に係る本件審決の事実認定が合理的でないとまでいうことはできず，

②１４社は，従前の個別の請求では荷主からの収受が困難であることにかんがみて，

本件荷主向け燃油サーチャージ合意をしたというのであり，従前から国土交通省に

請求内容を届け出たからといって，１４社の間で意思疎通がないにもかかわらず，１４

社の行動が一致するとは考え難い，③１４社が本件荷主向け燃油サーチャージ合意に

基づき荷主に対して荷主向け燃油サーチャージを請求しても，荷主によってはこれ

に強硬に抵抗したために，結果としてその一部しか収受できなかった場合があると

いうにすぎない。

�ウ 　本件審決が認定したセキュリティーチャージ及び爆発物検査料についての合意

（以下アにおいて「本件セキュリティーチャージ等合意」という。）のうち，原告

による爆発物検査料の設定に関し，原告が平成１８年２月２０日に開催された国際部会

役員会（以下「１８．２役員会」という。）において合意をしたことについて，これを

立証する実質的な証拠はあるか，また，原告が他の事業者の行動と無関係に独自の

判断によってこれを行ったことを示す特段の事情があるか

　原告は，１８．２役員会において爆発物検査料の設定の合意をしたことについて，こ

れを立証する実質的な証拠はなく，他の事業者の行動と無関係に独自の判断によっ

て爆発物検査料を設定したことを示す特段の事情が認められるから，原告は他の事

業者と「共同」して爆発物検査料を設定していない旨主張した。

　これに対し，東京高等裁判所は，本件審決が挙示する証拠及びこれらの証拠から
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認定することが合理的であるといえる本件審決の認定に係る事実経過から考えれ

ば，原告を含む本件事業者１３社の間で，爆発物検査料を含む本件セキュリティー

チャージ等合意がされたとの本件審決の認定判断は合理的であって，本件審決の当

該認定を立証する実質的な証拠があるといえ，また，原告が本件セキュリティー

チャージ等合意に基づき爆発物検査料を設定したことを推認させる事実及び事実経

過からすれば，同人が他の事業者の行動と無関係に独自の判断で爆発物検査料を設

定したと認めることはできない旨判示している。

�エ 　本件荷主向け燃油サーチャージ合意について，他の事業者の行動と無関係に独自

の判断によって荷主に対する請求が行われたことを示す特段の事情があるか

　原告は，本件荷主向け燃油サーチャージ合意について，１４社は各社独自の判断で

荷主向け燃油サーチャージの請求及び収受をしていたのであり，他の事業者の行動

と無関係に独自の判断によって行われたことを示す特段の事情が認められるから，

原告は他の事業者と「共同」して合意をしていない旨主張した。

　これに対し，東京高等裁判所は，１４社は，本件荷主向け燃油サーチャージ合意を

し，これに基づいて荷主に対する荷主向け燃油サーチャージの請求をし，その後も

引き続き荷主向け燃油サーチャージの収受に向けて協調行動を取っていたというの

であって，１４社が独自の判断によって荷主に対する請求をしたことを示す特段の事

情は認められない旨判示している。

�オ 　本件荷主向け燃油サーチャージ合意は，「対価」（独占禁止法第２条第６項）の決

定に当たるか

　原告は，本件荷主向け燃油サーチャージ合意が独占禁止法第２条第６項に規定す

る「対価」の決定に当たるとする本件審決の判断は誤りである旨主張した。

　これに対し，東京高等裁判所は，本件事業者は，荷主から国際航空貨物利用運送

事業（以下「本件業務」という。）を委託され，その対価として運賃及び料金を請

求し収受するのであって，荷主向け燃油サーチャージは，この対価に含まれるもの

と解されるから，本件荷主向け燃油サーチャージ合意が同項に規定する「対価」の

決定に当たることは明らかである旨判示している。

�カ 　本件荷主向け燃油サーチャージ合意は，「相互にその事業活動を拘束」（独占禁止

法第２条第６項）するものか

　原告は，本件荷主向け燃油サーチャージ合意が「相互にその事業活動を拘束」す

るものとする本件審決の判断は誤りである旨主張した。

　これに対し，東京高等裁判所は，１２社（後日，日本通運㈱及び DHL グローバル

フォワーディングジャパン㈱も参加）は，１４．９役員会において，航空会社から請求

される額に相当する額の荷主向け燃油サーチャージを荷主に対して請求すること，

荷主向け燃油サーチャージを値引き等するなどしてこれを競争の手段として用いな

いことを合意し（本件荷主向け燃油サーチャージ合意），その後も引き続き荷主向け

燃油サーチャージの収受に向けて協調行動を取っていたというのであるから，本件

荷主向け燃油サーチャージ合意が同項に規定する「相互にその事業活動を拘束」す

るものであることは明らかである旨判示している。

�キ 　本件荷主向け燃油サーチャージ合意，本件審決が認定したAMSチャージについ
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ての合意及び本件セキュリティーチャージ等合意（以下アにおいて，これらの合意

を総称する場合には「本件合意」という。）が，本件業務の取引分野における競争

を実質的に制限することについて，これを立証する実質的証拠はあるか，また，本

件合意は，本件業務の取引分野における競争を実質的に制限するか

　原告は，本件合意が本件業務の取引分野における競争を実質的に制限することに

ついて，本件審決の認定はこれを立証する実質的証拠がなく，本件審決の判断は誤

りである旨主張した。

　これに対し，東京高等裁判所は，本件審決における認定及び推認は合理的である

とした上で，本件合意に参加した１４社（平成１６年以降はエアボーンエクスプレス㈱

を除く１３社）の本件事業における市場占有率が７割を超えていることや，本件合意

の対象となった荷主向け燃油サーチャージ，AMSチャージ，セキュリティーチャー

ジ及び爆発物検査料の本件業務の運賃及び料金に占める割合が１２％程度に達してい

ることを考え併せると，本件合意は，本件業務の取引分野における競争を実質的に

制限する不当な取引制限に当たると認めるのが相当である旨判示している。

�ク 　本件排除措置命令の必要性について，これを立証する実質的な証拠があるか，ま

た，本件排除措置命令について，裁量権の逸脱又は濫用があるか

　原告は，本件排除措置命令の必要性についてこれを立証する実質的証拠はなく，

また，原告において本件合意を繰り返すおそれはなく，同合意は拘束力の極めて弱

いものであることなどから本件合意の結果が残存しているとはいえないにもかかわ

らず，更なる排除措置命令を命じた本件排除措置命令は，裁量権の逸脱又は濫用に

よるもので違法である旨主張した。

　これに対し，東京高等裁判所は，本件排除措置命令の必要性に関する本件審決の

認定判断は合理的であり，また，独占禁止法第７条第２項所定の「特に必要がある

と認めるとき」の要件に該当するか否かの判断については，我が国における独占禁

止法の運用機関として競争政策について専門的な知見を有する被告の専門的な裁量

が認められるものというべきであるところ，本件が当該要件に該当するとした本件

審決の判断が合理性を欠くものであるということはできず，裁量権の範囲を超え又

はその濫用があったものということはできない旨判示している。

�ケ 　本件合意（あるいは本件荷主向け燃油サーチャージ合意）は，本件業務の「対価」

（独占禁止法第７条の２第１項）に係るものに当たるか

　原告は，燃油サーチャージは立替金の性質を有するなどとして，本件合意のうち，

本件荷主向け燃油サーチャージ合意は，本件業務の「対価」に係るものに当たらな

い旨主張した。

　これに対し，東京高等裁判所は，本件事業者は，荷主から本件業務を委託され，

その対価として運賃及び料金を請求し収受するのであって，荷主向け燃油サー

チャージは，この対価に含まれるものと解され，荷主に対して請求する AMS

チャージ，セキュリティーチャージ及び爆発物検査料も，同じく本件業務の対価と

して運賃及び料金に含まれるのであるから，本件合意が同項に規定する「対価」の

決定に当たることは明らかである旨判示している。
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�コ 　本件業務は，「小売業」（独占禁止法第７条の２第１項）に当たるか

　原告は，本件業務の利益率が運輸業のそれと大きく異なっていることやその実態

から，本件業務は「小売業」に当たるものであり，本件業務は「小売業」に当たら

ないとした本件審決の判断は誤りである旨主張した。

　これに対し，東京高等裁判所は，独占禁止法第７条の２第１項は，小売業及び卸

売業については課徴金の額の算定において軽減された算定率を用いることとされて

いるところ，本件業務は，有償で航空会社の行う運送を利用して行う輸出に係る貨

物の運送等の役務を荷主に提供するものであって，他から購入した商品を販売する

という小売業に当たらないから，本件業務は同項に規定する「小売業」に当たらな

い旨判示している。

イ　訴訟手続の経過

　本件判決は，上訴期間の経過をもって確定した。

�　郵船ロジスティクス㈱による審決取消請求事件（平成２３年（行ケ）第１６号）（前記表一

連番号１２）

ア　主な争点及び判決の概要

�ア 　本件審決が認定した燃油サーチャージについての合意（以下アにおいて「本件燃

油サーチャージ合意」という。），AMSチャージについての合意（以下アにおいて

「本件AMSチャージ合意」という。）及びセキュリティーチャージ及び爆発物検査

料についての合意（以下アにおいて「本件セキュリティーチャージ等合意」という。）

（以下アにおいて，これらの合意を総称する場合には「本件合意」という。）は，

請求合意に止まらず，価格合意をも含むか，また，本件合意の内容について実質的

証拠があるか

　原告は，本件審決は，本件合意が価格合意と請求合意とにより構成されるとする

が，原告を含む国際航空貨物利用運送事業を営む者（以下アにおいて「本件事業者」

という。）１４社（以下アにおいて「１４社」という。）のうち日本通運㈱及び DHL グ

ローバルフォワーディングジャパン㈱を除く１２社（以下アにおいて「１２社」という。）

間に価格合意が成立したことについて実質的証拠に基づいて認定していない，ま

た，本件事業者であるユナイテッド航空貨物㈱が本件燃油サーチャージ合意に参加

したとの認定について実質的証拠に基づいていないと主張した。

　これに対し，東京高等裁判所は，以下のとおり判示した。

　まず，本件燃油サーチャージ合意について，前提となる事実及び本件審決に挙げ

られた証拠によれば，平成１４年９月１８日に開催された国際部会役員会において，１２

社間に本件燃油サーチャージ合意が成立し，日本通運㈱及び DHL グローバルフォ

ワーディングジャパン㈱も遅くとも同年１１月８日に開催された社団法人航空貨物運

送協会の理事会の会合までにはこの合意に参加したものとする本件審決の認定判断

は合理的なものであり，ユナイテッド航空貨物㈱が本件燃油サーチャージ合意に加

わったとする本件審決の認定判断も合理的であるから，原告を含む本件事業者１４社

の間で，本件燃油サーチャージ合意が成立したとする本件審決の認定判断には実質

的証拠がある。
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　なお，原告の主張が本件燃油サーチャージ合意は請求合意だけを内容としている

との前提に立っている点について，当該合意の内容は単に荷主に燃油サーチャージ

の負担を求めるというに止まらず，荷主に負担を求める燃油サーチャージの額を航

空会社から燃油サーチャージとして請求される金額と同額とする合意を含んでいる

とする本件審決の認定判断は合理的である。

　次に，本件 AMS チャージ合意について，前提となる事実及び本件審決に挙げら

れた証拠によれば，平成１６年１１月２２日に開催された国際部会役員会において，１４社

のうちエアボーンエクスプレス㈱を除く１３社（以下アにおいて「１３社」という。）

間に本件 AMS チャージ合意が成立したとする本件審決の認定は合理的なものであ

り，実質的証拠もあると解するのが相当である。

　最後に，本件セキュリティーチャージ等合意について，前提となる事実及び本件

審決に挙げられた証拠によれば，平成１８年２月２０日に開催された国際部会役員会に

おいて，１３社間に本件セキュリティーチャージ等合意が成立したとする本件審決の

認定は合理的なものであり，実質的証拠もあると解するのが相当である。

�イ 　審査官による主張の変更手続がないまま本件合意に価格合意が含まれると認定し

たことは適法か

　原告は，本件排除措置命令の主文には，本件燃油サーチャージ合意として請求合

意だけが挙げられており，価格合意は記載されていないから，審判の対象とされて

いなかったにもかかわらず，本件燃油サーチャージ合意に価格合意も含まれると認

定判断した本件審決は違法であり，本件燃油サーチャージ合意以外のその余の本件

合意についても同様の理由で違法である旨主張した。

　これに対し，東京高等裁判所は，以下のとおり判示した。本件排除措置命令の主

文の記載自体及び同命令の理由から，その内容は，「国際航空貨物利用運送業務の運

賃及び料金について，……利用する航空会社から燃油サーチャージの請求を受ける

こととなるときは，当該航空会社から請求を受ける燃油サーチャージの額に相当す

る額を，荷主に対する燃油サーチャージとして荷主に対し新たに請求する」という

ものであることが明らかである。そして，１４社が荷主に燃油サーチャージを請求す

るに当たっては，請求する金額を決定していることが当然の前提となるものという

べきであり，１４社が荷主に請求する燃油サーチャージの額は，航空会社から請求さ

れる燃油サーチャージの額に相当する額であるというのであるから，ここにいう

「当該航空会社から請求を受ける燃油サーチャージの額に相当する額を，荷主に対

する燃油サーチャージとして荷主に対し新たに請求する」とは，航空会社から燃油

サーチャージとして請求を受けることになる金額に相当する額を荷主向け燃油サー

チャージの額として決定した上で，荷主に同額の負担を求めることと解することに

なるのは明らかというべきである。また，本件燃油サーチャージ合意以外のその余

の本件合意についても以上と同様に解するのが相当である。したがって，本件審決

が認定した違反行為に係る本件合意は，本件合意の対象となった荷主向け燃油サー

チャージ，AMS チャージ，セキュリティーチャージ及び爆発物検査料（以下「本

件４料金」という。）のそれぞれについて金額を決定した「価格の決定カルテル」

であり，独占禁止法第２条第６項所定の「対価を決定する」ものに該当すると判断
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するのが相当である。

�ウ 　本件合意による競争の実質的制限の存否について実質的証拠はあるか

　原告は，一定の取引分野における競争を実質的に制限すると認めるためには違反

行為者の市場占有率が少なくとも５０％を超えることを要するところ，本件審決は，

本件合意による競争の実質的制限の存否についての実質的証拠を欠いている旨主張

した。

　これに対し，東京高等裁判所は，１４社（平成１６年以降は１３社）の国際航空貨物利

用運送事業（以下アにおいて「本件業務」という。）における貨物量の合計は，平

成１３年から平成２０年までの我が国における本件業務における総貨物量の７２．５％ない

し７５．０％を占めていたことからすると，このような市場占有率を有する１４社によっ

て，本件業務に関する不当な取引制限に当たる合意が成立すれば，本件業務の取引

分野における競争を実質的に制限する結果となることは明らかというべきである旨

判示した。

�エ 　本件合意は「不当な取引制限」に当たるか，また，燃油サーチャージは本件業務

に対する対価（運賃等）の一部として本体運賃等と渾然一体となっているか

　原告は，本件合意は，価格カルテルの実施行為である請求行為についての合意に

とどまり，他の事業者と共同して対価を決定し，維持し，又は引き上げる行為には

当たらないから，本件合意に課徴金を課すことは許されず，また，燃油サーチャー

ジは，航空運賃（以下アにおいて「本体運賃」という。）とは別個の費目で勘定処

理されているものの，本体運賃と燃油サーチャージとの各々に対応する固有の役務

というものは存在しないのであり，これらに係る費用が渾然一体となって航空運送

役務の対価を構成しているのであるから，燃油サーチャージに対応する部分の額だ

けを対価とする役務はない旨主張した。

　これに対し，東京高等裁判所は，本件４料金は，本件業務という役務の対価であ

る運賃等の一部であるところ，これについての本件合意は，本件事業者である１４社

（又は１３社）が共同して対価を決定したものであり，独占禁止法第２条第６項の「不

当な取引制限」に当たることは明らかというべきであり，燃油サーチャージは，本

件事業者が荷主から委託を受けた本件業務の対価として本体運賃とともに徴収され

るものであるから，本件燃油サーチャージ合意が，同法第７条の２第１項第１号の

「役務の対価に係る」ものであることは明らかであるとした上で，本件燃油サー

チャージ合意は１４社が本件業務の対価である運賃等のうちの燃油サーチャージだけ

を対象として合意を成立させたものであるから，当該運賃等のうち燃油サーチャー

ジだけを区別することは可能である旨判示した。

�オ 　本件業務は小売業に当たるか

　原告は，原告を含む本件事業者は自ら国際航空運送役務を創造するものではな

く，航空会社が創造する運送役務を購入して需要者に提供し，マージンを得ている

にすぎないから，その実質は小売業に当たり，本件業務を「小売業」に当たらない

とした本件審決の判断は誤りである旨主張した。

　これに対し，東京高等裁判所は，原告を含む本件事業者が行う本件業務は運輸業

に分類されるものと解するのが相当であり，原告の行う本件業務は，航空会社の運
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送を利用して輸出に必要な検査等の手続を行うことも含めて荷主の貨物を運送する

という役務を提供することを内容としており，航空会社から一定の容量ないし重量

の貨物を運送する役務を買い入れ，同一性を維持したままで荷主にこれを販売する

というものではないことは明らかであり，小売業，卸売業に当たらないと解するの

が相当である旨判示した。

イ　訴訟手続の経過

　本件判決は，上訴期間の経過をもって確定した。

�　古河電気工業㈱による審決取消請求事件（平成２４年（行ケ）第１号）（前記表一連番号

１４）

ア　主な争点及び判決の概要

　　独占禁止法違反行為に係る取引について複数の業種に属する事業活動が混在する場

合に，課徴金の額の算定に当たり，いかなる算定率を適用すべきか

　原告は，違反行為の中に複数の業種に属する事業活動が混在する場合には，業種ご

とに算出した売上額に基づき，それぞれの業種に適用される算定率により課徴金の額

を算定するべきであり，三菱電線工業㈱から仕入れた製品に係る取引（以下アにおい

て「本件取引」という。）を除くその余の取引については小売業又は卸売業のいずれ

にも当たらないとして１０％の算定率を適用し，本件取引については小売業の実態を有

しているとして３％の算定率を適用すべきである旨主張した。

　これに対し，東京高等裁判所は，以下のとおり判示した。独占禁止法第７条の２第

１項，同法施行令第５条第１項及び第６条第１項の規定に照らすと，課徴金額の算定

は，まず違反行為の実行として行われた事業活動の「実行期間」を認定した上で，そ

の期間中に引き渡された商品又は提供された役務の対価の額を合計する方法により算

出した「売上額」に算定率を乗ずる方法によると解するのが相当であり，行為者の違

反行為に係る個々の取引について，個別に業種を認定した上で，業種ごとに区分した

売上額を算出して，その業種に対応する算定率を各別に乗ずることが予定されている

と解することは困難である。また，課徴金納付命令は，不当な取引制限等の違反行為

ごとに個々の違反行為者に対して発令されるものであり，同法第７条の２第１項所定

の「実行期間」とは違反行為の実行としての事業活動が行われた期間をいい，「商品

又は役務」とは違反行為の対象として提供した商品又は役務をいい，「売上額」につ

いても「商品又は役務」の売上額とされている以上，違反行為に係るものと解すべき

であるから，「実行期間」，「商品又は役務」及び「売上額」はいずれも違反行為ごと

に定まるものというべきである。そうすると，課徴金の算定率についても，違反行為

に係る事業活動として単一の業種が認定され，それに対応する算定率が適用されると

解することが，これらとも整合する解釈ということができる。したがって，同法第７

条の２第１項，同法施行令第５条第１項及び第６条第１項の規定によれば，課徴金額

の算定に当たっては，単一の業種を認定した上で，単一の算定率を適用することが予

定されていると解するのが相当である。原告の事業活動の業種を検討すると，特定の

光ファイバケーブル製品（以下アにおいて「本件特定製品」という。）の販売分野に

おける競争を実質的に制限していた行為（以下アにおいて「本件違反行為」という。）
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の対象である本件特定製品の取引には原告が三菱電線工業㈱から仕入れた商品に係る

取引も含まれるところ，この取引全体が小売業の実態を有していたと認められる証拠

はない上，仮に当該取引が小売業の実態を有していたとしても，原告の本件特定製品

の取引全体に占める割合は売上額の５％余りにすぎないのに対し，その余の約９５％の

取引が小売業又は卸売業のいずれにも当たらないことは当事者間に争いがない事実で

あるから，本件違反行為に係る原告の事業活動は，小売業又は卸売業以外の業種に当

たると判断するのが相当である。

イ　訴訟手続の経過

　本件は，原告による上告及び上告受理申立てにより，平成２４年度末現在，訴訟係属

中である。

�　樋下建設㈱ほか２名による審決取消請求事件（平成２２年（行ケ）第７号）（前記表一連

番号２）

ア　主な争点及び判決の概要

�ア 　本件審決の基礎となった事実を立証する実質的な証拠はあるか

　原告らは，本件審決が認定に供した供述調書は信用性が低いなどとして，同審決

が認定した合意（以下アにおいて「本件基本合意」という。）を立証する実質的証

拠はないと主張した。

　これに対し，東京高等裁判所は，以下のとおり判示した。①本件審決が，原告ら

が本件基本合意に基づき受注予定者を決定し，受注予定者が受注できるようにして

いた行為（以下アにおいて「本件違反行為」という。）の認定に供した供述証拠に

ついて，供述内容自体には格別不自然な点はなく，原告らは，その主張に反する供

述内容を曖昧，疑問などとして信用性を争っているにすぎず，その主張を考慮した

としても，証拠価値を否定すべき事情があるとはいえない，②本件審決が本件違反

行為の認定に供した，供述調書以外の文書について，TST 親交会等の関係者から留

置した文書の内容はいずれも TST 親交会等が受注調整を行っていたとの本件審決

が基礎とする事実を裏付けるものといえる，③本件審決が，平成１３年４月１日から

平成１６年１０月２５日までの期間（以下アにおいて「本件期間」という。）における岩

手県発注の特定建築工事（以下アにおいて「本件発注物件」という。）１３３物件のう

ち６３物件について受注調整が，８物件について研究会が行われていたと認定してい

ることについて，これらの事実は合理的に認定することができ，本件発注物件１３３物

件のうちのこれら６３物件及び８物件についてこのような受注調整等が行われていた

という事実は，本件違反行為の存在を推認させる重要な間接事実であるといえる。

以上のことから，本件審決が原告らに対する関係で認定した事実は，本件審決が掲

げる証拠により合理的に認定することができ，本件審決については，その基礎と

なった事実を立証する実質的な証拠がないということはできず，その他原告らの主

張についてなお検討しても，原告らとの関係において，本件審決の基礎となった事

実を立証する実質的な証拠がないということはできない。
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�イ 　本件違反行為は岩手県発注の特定建築工事における「競争を実質的に制限する」

ものであったか

　原告らは，本件では，市場の支配がなく，競争の実質的制限があったとはいえな

いから，本件違反行為が「競争を実質的に制限する」ものとした本件審決の判断は

誤りである旨主張した。

　これに対し，東京高等裁判所は，以下のとおり判示した。本件基本合意は，岩手

県発注の特定建築工事の条件付一般競争入札，受注希望型指名競争入札及び指名競

争入札の市場について，受注調整の基本的方法等を取り決める行為であり，県内業

者は，平成１３・１４年度において１４５社，平成１５・１６年度において１３７社であるところ，

本件期間中に本件基本合意に加わっていたTST親交会等の会員社は１０６社（ただし，

うち９社は中途から加わった。）である。また，本件発注物件１３３物件の全ての入札

に１０６社のうちの一部の社が参加し，うち１１８物件を１０６社のうちのいずれかが落札

し（１１８物件のうち１０３件の入札にはアウトサイダーも参加していた。），さらに，本

件基本合意の下に，本件発注物件１３３物件（本件期間中の岩手県発注の特定建築工

事）のうち６３物件について受注調整が行われていたことが認められ（うち５８物件は

１０６社のうちいずれかの社が落札した。），８物件について研究会が行われていたこ

とが認められる。このような状態は，１０６社がその意思で入札市場における落札者

及び落札価格をある程度自由に左右することができる状態であったというべきであ

り，この状態が本件基本合意によってもたらされたものであることも明らかであ

る。

�ウ 　原告らに対して排除措置を命ずることにつき，違反行為が既になくなっていると

認められる場合における「特に必要があると認めるとき」に当たるか

　原告らは，受注調整を行った事実はなく，本件違反行為の取りやめは外部的要因

によるものではないから，排除措置を命じることについて「特に必要があると認め

るとき」に該当するとした本件審決の判断は誤りである旨主張した。

　これに対し，東京高等裁判所は，独占禁止法第５４条第２項にいう「特に必要があ

ると認めるとき」の要件に該当するか否かの判断については，我が国における独占

禁止法の運用機関として競争政策について専門的な知見を有する被告の専門的な裁

量が認められるものというべきであるところ，本件審決が「特に必要があると認め

るとき」に該当する根拠とした事情は，各証拠により合理的に認定することができ，

実質的証拠に欠けるところはないから，原告らについて，同項の「特に必要がある

と認めるとき」との要件に該当するとの判断が，被告の専門的な裁量権の範囲を逸

脱し，又はこれを濫用したものということはできない旨判示している。

イ　訴訟手続の経過

　本件は，原告らによる上告及び上告受理申立てにより，平成２４年度末現在，訴訟係

属中である。

 ３ 　最高裁判所における決定

・　㈱クボタほか２名による審決取消請求上告事件及び審決取消請求上告受理事件（平成

２４年（行ツ）第９５号ないし第９７号，平成２４年（行ヒ）第１０７号ないし第１０９号）（前記表
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一連番号１）の決定の概要

　最高裁判所は，本件上告理由は，民事訴訟法第３１２条第１項又は第２項に規定する事由

に該当せず，また，本件は同法第３１８条第１項により受理すべきものとは認められないと

して，上告棄却及び上告不受理の決定を行った。

第２　独占禁止法関係行政事件 

 １ 　概要

　平成２４年度当初において係属していた審決取消請求訴訟以外のもので独占禁止法関係行

政事件は，独占禁止法第７０条の１５に基づく閲覧謄写許可処分取消請求事件の１件であっ

た。同事件については，東京地方裁判所において一審原告の請求を棄却する判決が言い渡

され，その後，一審原告は控訴した。このため，平成２４年度末現在係属中の審決取消請求

訴訟以外のもので独占禁止法関係行政事件は１件である。

 ２ 　平成２４年度中に係属中であった独占禁止法関係行政事件

・　平成２１年（判）第１７号審判事件記録に係る閲覧謄写許可処分取消請求事件

ア　事件の表示

　東京高等裁判所　平成２５年（行コ）第８０号

　事件記録閲覧謄写許可処分取消請求控訴事件

　控訴人（一審原告）　一般社団法人日本音楽著作権協会

　被控訴人（一審被告）　国（処分行政庁　公正取引委員会）

　（一審の事件番号　東京地方裁判所　平成２３年（行ウ）第３２２号）

　提訴年月日　平成２３年５月２０日

　判決年月日　平成２５年１月３１日（請求棄却，東京地方裁判所）

　控訴年月日　平成２５年２月１３日（一審原告）

イ　事案の概要

　本件は，平成２１年（判）第１７号一般社団法人日本音楽著作権協会に対する審判事件

（以下イ及びウにおいて「本件審判事件」という。）に係る利害関係人（以下「本件

申請者」という。）が独占禁止法第７０条の１５に基づいて行った本件審判事件の事件記

録の閲覧謄写申請に対し，処分行政庁が当該事件記録のうち一部を除いて閲覧謄写を

許可する旨の処分をしたところ，一審原告が，その処分の一部分（以下「本件開示決

定」という。）の取消しを求めるものである。

　なお，一審原告は，本件訴訟の提起とともに，本件開示決定について，本案事件の

判決確定までの執行停止を求める申立てをしたところ，東京地方裁判所は，本案事件

の第一審判決言渡しまでの間，本件開示決定の執行を停止する決定を行った。

ウ　判決の概要

　東京地方裁判所は，以下のとおり判示した。

　まず，独占禁止法第７０条の１５第１項の「利害関係人」該当性について，同項の利害

関係人とは，当該事件の被審人のほか，同法第７０条の３及び第７０条の４の規定により

審判手続に参加し得る者並びに当該事件の対象を成す違反行為の被害者をいい，被審
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人に対し本件審判事件の対象を成す違反行為の被害者としてその差止め又は損害賠償

を請求する者は，たとえ当該事件についての審決が確定する前であっても，同法第７０

条の１５第１項にいう利害関係人として事件記録の閲覧又は謄写を請求することができ

るものというべきであるところ，本件申請者は，本件排除措置命令にいう「他の管理

事業者」すなわち本件審判事件の対象を成す違反行為である私的独占の被害者である

ということができるのであって，本件申請者は同項にいう利害関係人に該当するもの

というべきであるし，また，同項の「利害関係人」が処分行政庁の審判手続上の概念

であることによれば，事件記録の閲覧又は謄写の申請をした者が当該審判事件の対象

を成す違反行為が存在するとすればその被害者であるといえる限りは，当該申請者は

同項にいう「利害関係人」に該当するものというべきである。

　次に，独占禁止法第７０条の１５第１項の「正当な理由」があると認めることができな

い旨の処分行政庁の判断におけるその裁量権の範囲の逸脱又は濫用の有無について，

同項に基づく事件記録の閲覧又は謄写の申請があった場合において，その閲覧又は謄

写を拒むことについて「第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当

な理由」があるか否かの判断は，処分行政庁の合理的な裁量に委ねられているもので

あると解するのが相当であり，その判断は処分行政庁に与えられた裁量権の範囲を逸

脱し又はこれを濫用してしたものである場合に限り，違法となるところ，本件開示決

定をしたことについて，それが重要な事実の基礎を欠き又は社会通念に照らし著しく

妥当性を欠くと認めることはできないのであって，処分行政庁がその裁量権の範囲を

逸脱し又はこれを濫用したということはできないものというべきである。

　なお，処分行政庁が利害関係人による閲覧又は謄写に応ずることを拒否することが

できる正当な理由となるべき，具体的な権利ないし利益としての「弁護士・依頼者秘

匿特権」や「職務活動の成果」の法理なるものが存在することを肯認することはでき

ないし，これが慣習法上の権利ないし利益として社会一般に承認されているというこ

とができるか否かという見地からみても，そのような具体的な権利ないし利益が存在

するという観念が社会の法的確信によって支持される程度にまで達しているというこ

とはできない。

　最後に，本件開示決定の適法性について，原告は，前記で検討した点のほかには，

本件開示決定の違法を主張しておらず，本件開示決定からは，その余の違法をうかが

うこともできないから，本件開示決定は適法な処分であるということができる。

エ　訴訟手続の経過

　本件は，一審原告の控訴により，平成２４年度末現在，東京高等裁判所に係属中であ

る。

　なお，一審原告は，本件訴訟の控訴とともに，本件開示決定について，本案事件の

判決確定までの執行停止を求める申立てをしたところ，東京高等裁判所は，本案事件

の控訴審判決言渡しまでの間，本件開示決定の執行を停止する決定を行った。

第３　独占禁止法第２４条に基づく差止請求訴訟 

　平成２４年度当初において係属中の独占禁止法第２４条に基づく差止請求訴訟は１４件であっ
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たところ，同年度中に１件の訴えが提起された。これら平成２４年度の係属事件１５件のう

ち，最高裁判所が上告棄却及び上告不受理の決定をしたことにより終了したものが３件，

上告不受理の決定をしたことにより終了したものが１件，和解により終了したものが２

件，宇都宮地方裁判所大田原支部がした請求認容の判決に対して東京高等裁判所がした原

判決取消の判決に対して上訴を行わなかったことにより終了したものが１件，東京地方裁

判所立川支部がした請求棄却の判決に対して上訴を行わなかったことにより終了したもの

が１件あった。また，東京高等裁判所が控訴人の控訴を棄却する判決を下したものが１

件，名古屋地方裁判所が原告の請求を棄却する判決を下したものが１件あった（これら２

件についてはいずれも上訴されたため係属中である。）。この結果，平成２４年度末時点にお

いて係属中の訴訟は７件となった。
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判　決　等内　　　　　　　　容
裁　判　所
事件番号
提訴年月日

２２．１．２８

請求一部認容

（独占禁止法２４条

に基づく請求につ

いては棄却）

２３．２．１７

原判決変更

（独占禁止法２４条

に基づく請求につ

いては棄却）

２５．２．１４

上告棄却及び上告

不受理決定

　被告らが原告らに対して行った応援不許可の通知の撤回等を求め

るもの。

名古屋地方裁判所

２０（ワ）３１８８

２０．６．１９

↓

名古屋高等裁判所

２２（ネ）２２９

２２．２．１０

↓

最高裁判所

２３（オ）８７６

２３（受）９９６

２３．３．２

２３．１．２７

請求一部認容

（独占禁止法２４条

に基づく請求につ

いては棄却）

２３．９．６

原判決変更

（請求一部認容の

取消し）

２４．４．１９

上告不受理決定

　被告の昇降機の保守用部品の供給を不当に遅延させる行為によっ

て，原告と訴外法人との取引を妨害しているとして，当該行為の差

止めを求めるもの。

新潟地方裁判所

２０（ワ）７０１

２０．９．３

↓

東京高等裁判所

２３（ネ）１７６１，３４４３

２３．２．９

↓

最高裁判所

２３（受）２５４２

２３．９．２１
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判　決　等内　　　　　　　　容
裁　判　所
事件番号
提訴年月日

２３．１２．２２

請求棄却

２４．６．２０

控訴棄却

（係属中）

　被告に対し，手数料収受行為を行うことを強要されている等とし

て，当該行為の差止めを求めるもの。

東京地方裁判所

２１（ワ）２９７８６

２１．８．２４

↓

東京高等裁判所

２４（ネ）７２２

２４．１．５

↓

最高裁判所

２４（オ）１９５６

２４（受）２４３４

２４．７．４

２３．７．８

請求棄却

２４．７．２６

控訴棄却

２５．１．１５

上告棄却及び上告

不受理決定

　被告の原告に対する入会拒否は取引拒絶に該当するとして，当該

行為の差止め等を求めるもの（独占禁止法第２４条に基づく差止請求

は平成２３年３月２５日に追加。）。

さいたま地方裁判所

２１（ワ）３３３３

２１．１０．２３

↓

東京高等裁判所

２３（ネ）５７１７

２３．７．８

↓

最高裁判所

２４（オ）２１０３

２４（受）２６００

２４．８．６

２３．１２．１６

訴え却下及び

請求棄却

（独占禁止法２４条

に基づく請求につ

いては棄却）

２４．５．１７

控訴棄却

２４．１０．１６

上告棄却及び上告

不受理決定

　被告の原告に対する入会拒否等は取引拒絶等に該当するとして，

当該行為の差止め等を求めるもの。

さいたま地方裁判所

２３（ワ）５５

２３．１．１１

↓

東京高等裁判所

２４（ネ）１９３

２３．１２．１６

↓

最高裁判所

２４（オ）１５５８

２４（受）１９３８

２４．５．２４

２４．７．２６

和解

　被告らが行った原告の取引先に対する競業行為は，取引妨害に該

当するとして，当該行為の差止めを求めるもの。

札幌地方裁判所

２３（ワ）９６６

２３．４．５

２３．１１．８

請求認容

２４．４．１７

原判決取消し

（被控訴人の請求

を棄却する）

（確定）

　一定の区間におけるバスの無料運行は，不当廉売に該当するとし

て，当該行為の差止めを求めるもの。

宇都宮地方裁判所

大田原支部

２３（ワ）８８

２３．５．１３

↓

東京高等裁判所

２３（ネ）８４１８

２３．１２．５
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第４　独占禁止法第２５条に基づく損害賠償請求訴訟 

　平成２４年度当初において係属中の独占禁止法第２５条に基づく損害賠償請求訴訟は，公正

取引委員会が把握している限りでは，３２件であったところ，同年度中に４件の訴えが提起

された。これら平成２４年度の係属事件３６件のうち，和解により終了したものが４件あっ

た。また，東京高等裁判所が原告の請求を一部認容する判決を下したものが７件及び原告

の請求を棄却する判決を下したものが４件あった（これら１１件のうち４件については判決

が確定して終了し，７件については上訴されたため係属中である。）。この結果，平成２４年

度末時点において係属中の訴訟は２８件となった。

� 100�

第２部　各　論

判　決　等内　　　　　　　　容
裁　判　所
事件番号
提訴年月日

（係属中）　原告のドライアイス販売事業に係る顧客等に対し，虚偽の告知・

流布を行うことは，取引妨害に該当するとして，当該行為の差止め

を求めるもの。

東京地方裁判所

２３（ワ）２９６３４

２３．９．７

２４．７．２７

請求棄却

（確定）

　検査登録代行契約を伴わない新車の販売はしないとする販売方法

は，抱き合わせ販売等に該当するとして，当該行為の差止めを求め

るもの。

東京地方裁判所

立川支部

２３（ワ）２８３３

２３．１０．３

（係属中）　原告らが戸建て住宅向け FTTH サービスを提供するために被告

らに１分岐単位かつ OSU 共用に基づく接続を求めたところ，被告

らが８分岐単位かつ OSU 非共用の方針のもとに拒否することは，

単独の取引拒絶等に該当するとして，当該行為の差止めを求めるも

の。

東京地方裁判所

２３（ワ）３２６６０

２３．１０．６

（係属中）　被告が製造販売するインクジェットプリンタについて，技術上の

必要性等の合理的理由がないのに赤外線フィルタを搭載し，原告ら

サードパーティが赤外線インクタンクを販売できなくすることは，

抱き合わせ販売等又は取引妨害に該当するとして，当該行為の差止

めを求めるもの。

大阪地方裁判所

２３（ワ）１３６６５

２３．１１．２

２５．１．１８

和解

　被告と原告の間で締結した，図書等販売等基本契約の解除等は，

取引拒絶に該当するとして，原告からの発注・業務の委託等の拒絶

行為の差止めを求めるもの。

東京地方裁判所

２４（ワ）２２１３

２４．１．２７

（係属中）　被告と本地域内に所在する系列の販売店が共同して原告との折込

広告の契約を拒絶することは取引拒絶に該当するとして，当該行為

の差止めを求めるもの。

大阪地方裁判所

２４（ワ）３１１３

２４．３．２２

２５．２．２８

請求棄却

（係属中）

　被告が地権者らをして，原告と地権者らの間の事業用定期借地権

設定予約契約に基づく本契約の締結を拒絶させる行為は，取引妨害

に該当するとして，当該行為の差止めを求めるもの。

名古屋地方裁判所

２４（ワ）１５０５

２４．３．２８

↓

名古屋高等裁判所

２５（ネ）２８０

２５．３．１４

（係属中）　被告に対し，神奈川県警察管内の新交通管制保守管理業務の委託

条件について，特定業者のみが実行可能な条件を設定することは，

当該条件を実行できない業者に対する取引拒絶等に該当するとし

て，当該行為の差止めを求めるもの。

東京地方裁判所

２５（ワ）５８０１

２５．３．７
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 １ 　ニプロ㈱によるアンプル生地管に係る私的独占事件

�　事件の表示

東京高等裁判所平成１９年（ワ）第１０号

損害賠償請求事件

原告　㈱ナイガイ及び内外硝子工業㈱

被告　ニプロ㈱

提訴年月日　平成１９年１１月２６日

�　事案の概要

　公正取引委員会は，ニプロ㈱によるアンプル生地管に係る私的独占事件について，平

成１８年６月５日，ニプロ㈱に対し審判審決を行った。当該審決確定後，㈱ナイガイ及び

内外硝子工業㈱は，ニプロ㈱に対して，独占禁止法第２５条の規定に基づく損害賠償請求

訴訟を東京高等裁判所に提起した。

�　訴訟手続の経過

　本件については，東京高等裁判所から，平成１９年１１月２７日，独占禁止法第８４条第１項

の規定に基づき，同法違反行為によって生じた損害額についての求意見がなされ，公正

取引委員会は，平成２０年８月１４日，意見書を提出した。

　平成２４年１２月２１日，東京高等裁判所が請求を一部認容する判決を下したため，㈱ナイ

ガイ及び内外硝子工業㈱は平成２５年１月７日，上告及び上告受理申立てを行った（上告

については同年３月２１日に取り下げている。）。平成２４年度末現在，最高裁判所に係属中

である。

�　判決の要旨

　本件独占禁止法違反行為によって，生地管の輸入が進まず，価格が高止まり，適正価

格で生地管を購入できなかったことによる損害に関しては，本件独占禁止法違反行為が

行われていなかった場合に，日本電気硝子㈱製生地管の価格が下落したであろうと認め

ることはできず，他にこれを認めるに足りる証拠はないことから，損害の発生を認める

ことはできない。

　本件独占禁止法違反行為によって，製薬会社と取引をすることができなくなったこと

による損害に関しては，原告が本件独占禁止法違反行為により，本件国内事業に係る取

引あるいは取引先を失った可能性は十分にあるが，日本電気硝子㈱製生地管を用いたア

ンプルの取引が減少する要因には，製薬会社からの発注の減少や原告らの営業活動など

も考えられ，それが直ちに本件独占禁止法違反行為による取引の喪失であると推認する

ことはできず，本件独占禁止法違反行為との相当因果関係が認められる個別取引につい

てのみ，損害の発生を認めることができる。

 ２ 　日本道路公団が発注する鋼橋上部工工事の入札談合事件

�　事件の表示

東京高等裁判所平成２０年（ワ）第６号，第７号，第１０号，第１３号，第２１号，第２２号，

第２６号，第２７号，第３５号ないし第３７号，第３９号

損害賠償請求事件

提訴年月日　平成２０年１２月１９日
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�　事案の概要

　公正取引委員会は，日本道路公団が発注する鋼橋上部工工事の入札談合について，平

成１７年１１月１８日，同工事の入札参加業者ら４０名に対し当該行為の排除等を命ずる勧告審

決を行った。当該審決確定後，前記表に記載の各原告らは，当該審決が認定した入札談

合により日本道路公団が被った損害に係る賠償請求権を日本道路公団から承継したとし

て，三井造船㈱ほか２９名に対し，独占禁止法第２５条の規定に基づく損害賠償請求訴訟３５

件を東京高等裁判所に提起した。

�　訴訟手続の経過

　本件の各事件については，次のとおり，東京高等裁判所から，平成２１年１月１５日から

２９日までの間に，独占禁止法第８４条第１項の規定に基づき，同法違反行為によって生じ

た損害額についての求意見がなされ，公正取引委員会は，平成２１年６月２６日，いずれに

ついても意見書を提出した。

　本件においては，平成２３年度までに２２件の訴えの取下げ，１件の和解及び東京高等裁

判所が請求を認容する判決を下したものが４件，請求を棄却する判決を下したものが４

件（これら８件についてはいずれも上告及び上告受理申立てが行われた。）があった。平

成２４年度においては，東京高等裁判所が請求の一部を認容する判決を下したものが３

件，請求を棄却する判決を下したものが１件あり，これら４件についてはいずれも上告

及び上告受理申立てが行われた。平成２４年度末現在，１２件が係属中である。
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被告原告事件番号

㈱神戸製鋼所ほか２名中日本高速道路㈱平成２０年（ワ）第６号

㈱神戸製鋼所ほか２名中日本高速道路㈱平成２０年（ワ）第７号

住友金属工業㈱ほか１名（独）日本高速道路保有・債務返済機構平成２０年（ワ）第１０号

㈱東京鐵骨橋梁ほか３名（独）日本高速道路保有・債務返済機構平成２０年（ワ）第１３号

㈱神戸製鋼所ほか１名（独）日本高速道路保有・債務返済機構平成２０年（ワ）第２１号

㈱神戸製鋼所ほか２名（独）日本高速道路保有・債務返済機構平成２０年（ワ）第２２号

辻産業㈱ほか３名（独）日本高速道路保有・債務返済機構平成２０年（ワ）第２６号

㈱神戸製鋼所ほか１名（独）日本高速道路保有・債務返済機構平成２０年（ワ）第２７号

JST ㈱ほか３名（独）日本高速道路保有・債務返済機構平成２０年（ワ）第３５号

東綱橋梁㈱（独）日本高速道路保有・債務返済機構平成２０年（ワ）第３６号

瀧上工業㈱ほか１名（独）日本高速道路保有・債務返済機構平成２０年（ワ）第３７号

川崎重工業㈱ほか２名（独）日本高速道路保有・債務返済機構平成２０年（ワ）第３９号

経過等求意見日事件番号

平成２３年８月３０日　請求一部認容

平成２３年９月１３日　上告及び上告受理申立て

（係属中）

平成２１年１月２２日平成２０年（ワ）第６号

平成２３年１１月１８日　請求棄却

平成２３年１２月１日　上告及び上告受理申立て

（係属中）

平成２１年１月１９日平成２０年（ワ）第７号

平成２３年９月９日　請求棄却

平成２３年９月２０日　上告及び上告受理申立て

（係属中）

平成２１年１月１５日平成２０年（ワ）第１０号

平成２４年１月２０日　請求棄却

平成２４年２月２日　上告及び上告受理申立て

（係属中）

平成２１年１月１９日平成２０年（ワ）第１３号
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�　判決の要旨

ア　平成２０年（ワ）第３５号事件（平成２４年５月２５日請求棄却，東京高等裁判所）

　原告は，被告らから，本件談合を理由として損害金の一部の支払を受けているとこ

ろ，当該支払は，本件談合により公団が被った損害額を優に超えており，損害はてん

補されているから，その余の点を判断するまでもなく，原告の被告らに対する本件損

害賠償請求はいずれも理由がない。

イ　平成２０年（ワ）第２１号事件（平成２４年７月２７日請求一部認容，東京高等裁判所）

　原告の損害額は，工事内容変更後の最終契約金額を基礎として認定すべきであると

ころ，本件工事の落札率が９８．５４％であったこと，原告が損害額算定において平均落札

率算出の根拠として主張する同種工事３１事例から付随的工事の事例及び一般的な落札

傾向を示しているとはいい難い事例９事例を除いた２２事例の平均落札率が９０．９９％で

あること，平成２０年度及び同２１年度における東日本高速道路㈱，中日本高速道路㈱及

び西日本高速道路㈱が発注した同種工事の入札事例の平均落札率が９２．６７％であるこ

と，本件談合により落札者が受けた利益のうち不正に過大に得た分は３％から７％で

あったものと推認することができることを総合して検討すると，本件における損害額

は，最終契約金額の６．５％に相当すると認めるのが相当である。

ウ　平成２０年（ワ）第２７号事件（平成２４年７月２７日請求一部認容，東京高等裁判所）

　原告の損害額は，工事内容変更後の最終契約金額を基礎として認定すべきであると

ころ，本件工事の落札率が９７．１４％であったこと，原告が損害額算定において平均落札

率算出の根拠として主張する同種工事３１事例から付随的工事の事例及び一般的な落札
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経過等求意見日事件番号

平成２４年７月２７日　請求一部認容

平成２４年８月９日　上告及び上告受理申立て

（係属中）

平成２１年１月２７日平成２０年（ワ）第２１号

平成２４年１月２７日　請求一部認容

平成２４年２月９日　上告及び上告受理申立て

（係属中）

平成２１年１月１５日平成２０年（ワ）第２２号

平成２４年２月２日　請求一部認容

平成２４年２月１４日　上告及び上告受理申立て

（係属中）

平成２１年１月２９日平成２０年（ワ）第２６号

平成２４年７月２７日　請求一部認容

平成２４年８月９日　上告及び上告受理申立て

（係属中）

平成２１年１月２７日平成２０年（ワ）第２７号

平成２４年５月２５日　請求棄却

平成２４年６月６日　上告及び上告受理申立て

（係属中）

平成２１年１月２７日平成２０年（ワ）第３５号

平成２３年８月３０日　請求一部認容

平成２３年９月１２日　上告及び上告受理申立て

（係属中）

平成２１年１月２２日平成２０年（ワ）第３６号

平成２４年１月２０日　請求棄却

平成２４年２月２日　上告及び上告受理申立て

（係属中）

平成２１年１月１９日平成２０年（ワ）第３７号

平成２４年７月２７日　請求一部認容

平成２４年８月９日　上告及び上告受理申立て

（係属中）

平成２１年１月２７日平成２０年（ワ）第３９号
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傾向を示しているとはいい難い事例９事例を除いた２２事例の平均落札率が９０．９９％で

あること，被告らが損害額算定において平均落札率算出の根拠として主張する同種工

事５９事例及び６１事例の平均落札率がそれぞれ９３．８８％，９３．５８％であること，平成２０年

度及び同２１年度における東日本高速道路㈱，中日本高速道路㈱及び西日本高速道路㈱

が発注した同種工事の入札事例の平均落札率が９２．６７％であること，本件談合により

落札者が受けた利益のうち不正に過大に得た分は３％から７％であったものと推認す

ることができることを総合して検討すると，本件における損害額は，最終契約金額の

６％に相当すると認めるのが相当である。

エ　平成２０年（ワ）第３９号事件（平成２４年７月２７日請求一部認容，東京高等裁判所）

　原告の損害額は，工事内容変更後の最終契約金額を基礎として認定すべきであると

ころ，本件工事の落札率が９７．８９％であったこと，原告が損害額算定において平均落札

率算出の根拠として主張する同種工事３１事例から付随的工事の事例及び一般的な落札

傾向を示しているとはいい難い事例９事例を除いた２２事例の平均落札率が９０．９９％で

あること，被告らが損害額算定において平均落札率算出の根拠として主張する同種工

事４９事例の平均落札率が９３．２％であること，平成２０年度及び同２１年度における東日本

高速道路㈱，中日本高速道路㈱及び西日本高速道路㈱が発注した同種工事の入札事例

の平均落札率が９２．６７％であること，本件談合により落札者が受けた利益のうち不正

に過大に得た分は３％から７％であったものと推認することができることを総合して

検討すると，本件における損害額は，最終契約金額の６．５％に相当すると認めるのが相

当である。

 ３ 　㈱セブン－イレブン・ジャパンによる優越的地位の濫用事件

�　事件の表示

東京高等裁判所平成２１年（ワ）第５号，第６号，平成２２年（ワ）第９号，第１０号，平

成２３年（ワ）第８号，平成２４年（ワ）第９号

損害賠償請求事件

被告　㈱セブン－イレブン・ジャパン

�　事案の概要

　公正取引委員会は，㈱セブン－イレブン・ジャパンが，独占禁止法第１９条（不公正な

取引方法第１４項〔優越的地位の濫用〕第４号（注）に該当）の規定に違反する行為を

行っているとして，平成２１年６月２２日，㈱セブン－イレブン・ジャパンに対し当該行為

の排除等を命ずる排除措置命令を行った。当該命令確定後，前記表に記載の各原告ら

は，㈱セブン－イレブン・ジャパンに対して，独占禁止法第２５条の規定に基づく損害賠
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第２部　各　論

提訴年月日原告事件番号

平成２１年９月２９日Ａほか４名平成２１年（ワ）第５号

平成２１年９月２９日Ｂ平成２１年（ワ）第６号

平成２２年８月４日Ｃほか１名平成２２年（ワ）第９号

平成２２年８月４日Ｄほか１名平成２２年（ワ）第１０号

平成２３年１０月２４日Ｅほか１名平成２３年（ワ）第８号

平成２４年８月１６日Ｆほか１名平成２４年（ワ）第９号
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償請求訴訟をそれぞれ東京高等裁判所に提起した。
（注）　平成２１年公正取引委員会告示第１８号による改正前の一般指定第１４項第４号

�　訴訟手続の経過

　本件の各事件については，次のとおり，東京高等裁判所から，独占禁止法第８４条第１

項の規定に基づき，同法違反行為によって生じた損害額についての求意見がなされ，公

正取引委員会は，いずれについても意見書を提出した。

　本件については，平成２４年度末現在，６件全てが東京高等裁判所に係属中である。

 ４ 　地方公共団体が発注するごみ処理施設建設工事の入札談合事件

�　事件の表示

東京高等裁判所平成２２年（ワ）第７号，第８号，第１１号，第１３号ないし第１５号，平成

２３年（ワ）第２号，第３号，第６号，第９号，平成２４年（ワ）第５号，第８号，第１１

号

損害賠償請求事件

�　事案の概要

　公正取引委員会は，地方公共団体が発注するごみ処理施設建設工事の入札談合につい

て，平成１８年６月２７日，日立造船㈱ほか４名に対し当該行為の排除等を命ずる審判審決

を行った。当該審決確定後，前記表に記載の各原告は，それぞれ，各被告に対し，独占

禁止法第２５条の規定に基づく損害賠償請求訴訟を東京高等裁判所に提起した。

�　訴訟手続の経過

　本件の各事件については，次のとおり，東京高等裁判所から，独占禁止法第８４条第１
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経過等意見書提出日求意見日事件番号

（係属中）平成２１年１２月１６日平成２１年１０月２６日平成２１年（ワ）第５号

（係属中）平成２１年１２月１６日平成２１年１０月２７日平成２１年（ワ）第６号

（係属中）平成２２年９月１０日平成２２年８月１２日平成２２年（ワ）第９号

（係属中）平成２２年９月１０日平成２２年８月９日平成２２年（ワ）第１０号

（係属中）平成２３年１２月１５日平成２３年１２月１日平成２３年（ワ）第８号

（係属中）平成２４年９月１２日平成２４年８月２１日平成２４年（ワ）第９号

提訴年月日被告原告事件番号

平成２２年５月２０日JFE エンジニアリング㈱龍ヶ崎地方塵芥処理組合平成２２年（ワ）第７号

平成２２年６月２４日川崎重工業㈱多摩川衛生組合平成２２年（ワ）第８号

平成２２年８月１９日JFEエンジニアリング㈱ほ

か４名

熱海市平成２２年（ワ）第１１号

平成２２年９月２９日㈱タクマ東金市外三市町清掃組合平成２２年（ワ）第１３号

平成２２年１２月７日JFE エンジニアリング㈱中巨摩地区広域事務組合平成２２年（ワ）第１４号

平成２２年１２月２４日JFE エンジニアリング㈱印西環境整備事業組合平成２２年（ワ）第１５号

平成２３年２月２５日JFE エンジニアリング㈱広島中央環境衛生組合平成２３年（ワ）第２号

平成２３年２月２８日三菱重工業㈱茅野市平成２３年（ワ）第３号

平成２３年８月２２日㈱タクマ安中市平成２３年（ワ）第６号

平成２３年１０月３１日川崎重工業㈱湯河原町真鶴町衛生組合平成２３年（ワ）第９号

平成２４年３月２７日㈱タクマ山口市平成２４年（ワ）第５号

平成２４年７月２３日JFE エンジニアリング㈱米子市平成２４年（ワ）第８号

平成２４年９月１３日㈱タクマ小野加東環境施設事務組合平成２４年（ワ）第１１号
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項の規定に基づき，同法違反行為によって生じた損害額についての求意見がなされ，公

正取引委員会は，いずれについても意見書を提出した。

　本件については，平成２３年度までに４件の和解があった。平成２４年度においては，４

件が和解により終了し，東京高等裁判所が請求の一部を認容する判決を下したものが３

件，請求を棄却する判決を下したものが３件あり，これら６件のうち４件は判決が確定

して終了し，２件は上告及び上告受理申立てが行われた。平成２４年度末現在，５件が係

属中である。

�　判決の要旨

ア　平成２２年（ワ）第７号事件（平成２４年９月１０日請求一部認容，東京高等裁判所）

　原告の被った損害は，本件対象期間における工事の平均落札率が，アウトサイダー

が受注した工事は９２．６４％，本件５社のうちのいずれかが受注した工事は９６．６％であ

ること，本件対象期間以降に地方公共団体が発注した工事の平均落札率が，アウトサ

イダーが受注した工事は９５．２％，本件５社が受注した工事が９０．１％であること，平成

１７年の独占禁止法改正の際に，公正取引委員会が過去の違反事例における不当利得を

推計したところ，平均して売上額の１６．５％程度，約９割で８％以上の不当利得が存在

するとの結果であったこと，本件違反行為により被告が支払った課徴金は契約金額の

６％であること，また，本件工事が被告の重点物件で，落札希望が極めて強く，入札

金額を低めに設定した可能性も全く否定できないことなどを考慮し，契約金額の５％

をもって相当と判断する。

イ　平成２２年（ワ）第１１号事件（平成２５年３月１５日請求一部認容，東京高等裁判所）

　民法第７０９条と独占禁止法第２５条の両損害賠償請求制度の趣旨は異なるものであり，

両者の訴訟物が同一であると解することはできないことから，原告が，独占禁止法第

２５条第１項の損害賠償請求権を裁判上主張することが可能になった審決の確定後に提
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経過等意見書提出日求意見日事件番号

平成２４年９月１０日　請求一部認容平成２２年７月６日平成２２年５月２６日平成２２年（ワ）第７号

平成２４年４月５日　和解平成２２年７月３０日平成２２年６月３０日平成２２年（ワ）第８号

平成２５年３月１５日　請求一部認容

平成２５年３月２５日，２９日，４月４日

上告及び上告受理申立て

（係属中）

平成２２年１０月１２日平成２２年９月１６日平成２２年（ワ）第１１号

平成２４年８月２８日　和解平成２２年１０月２５日平成２２年１０月６日平成２２年（ワ）第１３号

平成２４年１１月１６日　請求棄却平成２３年１月１３日平成２２年１２月１５日平成２２年（ワ）第１４号

（係属中）平成２３年１月３１日平成２３年１月１１日平成２２年（ワ）第１５号

平成２４年９月２１日　請求一部認容

平成２４年１０月５日

上告及び上告受理申立て

（係属中）

平成２３年３月３０日平成２３年３月１１日平成２３年（ワ）第２号

平成２５年２月５日　請求棄却平成２３年５月１２日平成２３年４月１５日平成２３年（ワ）第３号

平成２４年６月２９日　和解平成２３年９月３０日平成２３年９月１５日平成２３年（ワ）第６号

平成２４年１１月２７日　請求棄却平成２３年１１月２２日平成２３年１１月１１日平成２３年（ワ）第９号

（係属中）平成２４年５月７日平成２４年４月１２日平成２４年（ワ）第５号

平成２５年３月２８日　和解――平成２４年（ワ）第８号

（係属中）平成２４年１０月９日平成２４年９月１９日平成２４年（ワ）第１１号
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起された本件訴えは，原告の住民が提起した本件住民訴訟を不当に蒸し返すものであ

るとか，訴訟上の信義則に反するものであるということはできず，適法である。

　原告は，被告らの本件違反行為により，本件想定価格と本件落札価格の差額に相当

する損害を被ったというべきであるが，落札価格が各工事の種類，内容によって，大

きく変わり得るものであることは明らかであり，本件の損害は，その性質上その額を

立証することが極めて困難であるから，本件に顕れた事情を総合考慮し，本件落札価

格の約５％に当たる３億円をもって原告が被った相当な損害額であると認める。

ウ　平成２２年（ワ）第１４号事件（平成２４年１１月１６日請求棄却，東京高等裁判所）

　本件工事に関して被告の責任を問うためには，本件基本合意に基づいて個別談合が

行われ，かつ，その個別談合で形成された合意が実行に移されたことが認められなけ

ればならないところ，本件で認定できる事実によれば，本件工事について，個別談合

が行われ，その結果として被告が落札した疑いはなお残っているということができる

が，本件に顕れた当事者双方の主張及び全証拠を前提に検討すると，本件工事につい

て個別談合が行われたことを推認するに足る十分な証拠はないことに帰することにな

る。

エ　平成２３年（ワ）第２号事件（平成２４年９月２１日請求一部認容，東京高等裁判所）

　原告が被った損害額は，実際の落札価格と想定落札価格との差額ということができ

る。そして，本件合意に基づいて談合が行われたと認定された期間において，本件５

社以外の会社が落札・受注したストーカ炉建設工事のうち，経済的に正常かつ通常の

取引と認められる範囲の工事の平均落札率を算出し，予定価格にこれを乗じた金額を

もって想定落札価格と認めるのが相当であるところ，当該ストーカ炉建設工事のうち

採算を度外視した受注をした疑いを払拭できない落札率７５％を下回る案件及び随意契

約による落札率１００％の案件を除いた当該平均落札率は９１．６％であるから，これによ

り損害額を算定する。

オ　平成２３年（ワ）第３号事件（平成２５年２月５日請求棄却，東京高等裁判所）

　本件入札においては，原告が当初の設計額の予測や予定価格を大幅に減額した上で

実施されたものであり，本件５社がその価格を認識していたとはいえないこと，入札

が２回実施されたが，いずれも予定価格を下回らなかったこと，しかもその１回目は

被告ではなく川崎重工業㈱が最も低額な入札価格であったこと，随意契約における見

積りも２回実施され，その２回目に予定価格を下回ったことに照らすと，本件入札が

被告を含む本件５社の談合に基づくものであると認定ないし推認することは困難であ

るというべきである。

カ　平成２３年（ワ）第９号事件（平成２４年１１月２７日請求棄却，東京高等裁判所）

　本件入札が被告を含む本件５社及び㈱荏原製作所の談合に基づくものであると認定

ないし推認することは困難であるといわざるを得ない。

 ５ 　大気常時監視自動計測器の製造販売業者による入札談合事件

�　事件の表示

東京高等裁判所平成２３年（ワ）第７号，第１０号，第１３号，平成２４年（ワ）第７号

損害賠償請求事件
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�　事案の概要

　公正取引委員会は，国の機関及び地方公共団体が発注する大気常時監視自動計測器の

入札談合について，平成２０年１１月１２日，東亜ディーケーケー㈱ほか２名に対し当該行為

の排除等を命ずる排除措置命令を行った。当該命令確定後，前記表に記載の各原告は，

それぞれ，各被告に対し，独占禁止法第２５条の規定に基づく損害賠償請求訴訟を東京高

等裁判所に提起した。

�　訴訟手続の経過

　本件の各事件については，次のとおり，東京高等裁判所から，独占禁止法第８４条第１

項の規定に基づき，同法違反行為によって生じた損害額についての求意見がなされ，公

正取引委員会は，いずれについても意見書を提出した。

　本件については，平成２４年度末現在，４件全てが東京高等裁判所に係属中である。
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経過等意見書提出日求意見日事件番号

（係属中）平成２４年１月３１日平成２３年１１月４日平成２３年（ワ）第７号

（係属中）平成２４年１月３１日平成２３年１１月１１日平成２３年（ワ）第１０号

（係属中）平成２４年２月８日平成２４年１月１８日平成２３年（ワ）第１３号

（係属中）平成２４年６月２６日平成２４年６月１２日平成２４年（ワ）第７号

提訴年月日被告原告事件番号

平成２３年１０月２４日東亜ディーケーケー㈱ほか２名川口市平成２３年（ワ）第７号

平成２３年１１月４日東亜ディーケーケー㈱ほか２名相模原市平成２３年（ワ）第１０号

平成２３年１２月２７日東亜ディーケーケー㈱ほか２名群馬県平成２３年（ワ）第１３号

平成２４年５月１日東亜ディーケーケー㈱宮城県平成２４年（ワ）第７号
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第６章 競争環境の整備

第１　公益事業分野等における規制改革に関する調査・提言等 

 １ 　調査・検討の趣旨

　公正取引委員会では，昭和５７年に政府規制制度について横断的に調査・分析した際に電

気事業をその対象として以降，経済産業省における見直しに合わせて，電気事業における

規制の在り方等につき検討・提言を行ってきた。

　今般，「エネルギー分野における規制・制度改革に係る方針」（平成２４年４月３日閣議決

定）において，公正取引委員会は，①「一般電気事業者（注１）の市場支配力及び新電力

（注２）のシェアが伸びていない状況」及び②「一般電気事業者間の供給区域（注３）を

越えた競争が起きていない状況や、需要家の全国レベルでの一括受電契約が進まない状

況」をそれぞれ踏まえて，「経済産業省における検討の状況も勘案しつつ、電力市場にお

ける競争実態の把握・分析を行い、検討し、競争政策上の考え方について結論を得る」こ

ととされた。

　今回，公正取引委員会は，前記閣議決定を受け，電力市場の現状について調査を行うと

ともに，競争政策の観点から検討を行って考え方を整理し，平成２４年９月２１日，「電力市場

における競争の在り方について」として取りまとめ，公表した。
（注１）　「一般電気事業者」とは，一般の需要（自由化分野の需要を除いた，家庭用等の電力の需要のことをい

う。）に応じ電気を供給する事業を営むことについて経済産業大臣の許可を受けた者であり，既存の１０電

力会社を指す。

（注２）　「新電力」とは，自由化分野の需要家の需要に応じ電気を供給する事業を営むことについて経済産業大

臣に届出をした者であり，特定規模電気事業者を指す。

（注３）　「供給区域」とは，各一般電気事業者に一般の需要に応ずる供給義務が課される区域をいう。

 ２ 　公正取引委員会としての問題意識

　公正取引委員会は，前記１の閣議決定を受けて本件調査を行うに当たり，

�　規制の目的は政策的要請に照らして合理的であるか，また，規制の内容はその目的に

照らして必要最小限のものか

�　規制の内容や方法が，事業者のインセンティブに照らして，合理的に目的を達成し得

るものか

�　電力市場の特性やそれによる事業者の行動等により自由かつ活発な競争が妨げられる

のであれば，これらへの対応が必要ではないか

という３点の問題意識を踏まえて検討を行った。

 ３ 　調査・検討の方法

　平成２４年４月９日から，公正取引委員会ホームページ上で，自由化分野の需要家，新電

力等及び自ら発電設備を所有する事業者を対象に，電力市場の競争実態に関する情報を募

集した。また，一般電気事業者９社，新電力８社，発電設備保有者４社，電力関連サービ

ス事業者２社，自由化分野の需要家３社及び消費者団体１団体の計２７者に対するヒアリン
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グ調査を実施したほか，独占禁止政策協力委員のうち消費者団体関係者等５５名から意見を

聴取した。さらに，一般電気事業者９社及び新電力１１社並びに公営企業体（地方公営企業

法第２条に規定する電気事業を行う地方公共団体の経営する企業）として水力発電を行っ

ている２６者に対してアンケート調査を実施した。

 ４ 　各分野における主な現状と問題点（調査結果）

�　小売分野

　自由化分野における新電力の販売電力量シェアは，約３．５％（平成２２年度）と小さく，

特に工場等の産業用におけるシェアが事務所・店舗等の業務用に比して小さい。その要

因としては，新電力は，一般電気事業者に比べて変動費用の高い電力を電源としており，

夜間の電力使用量が大きい需要家との関係等で有利な料金の設定や大量の電力の安定的

な供給が困難であることが考えられる。さらに，特に高圧の需要家は数が多く，また，

小規模な需要家が多いことから，営業及び顧客の管理に費用が掛かると新電力は主張し

ている。

　一方，一般電気事業者による供給区域外への供給事例は１件のみである。一般電気事

業者は，長年の地域独占体制と供給義務の下で，自社の供給区域内の需要への対応に最

適化しており，営業範囲を拡大するインセンティブがないこと，連系線（注４）及び周

波数変換装置（以下「FC」という。）の容量の制約から，電気事業者は需要場所と同一

の供給区域内に電源を確保する必要性が高く，そのために供給区域外への供給費用が高

くなること等が考えられる。
（注４）　「連系線」とは，一般電気事業者の供給区域間を結ぶ送電設備をいう。

�　発電・卸売分野

　発電電力量の７割超を一般電気事業者が占める中，新電力の電力調達先に占める一般

電気事業者及び卸電力取引所の割合は１割未満であり，電力の大半を自家発業者等に依

存している。また，新電力は変動費用の高い電源のウエイトが大きい。

　新電力は，発電費用の低い発電所の新規建設が困難である。

　発電設備の償却期間が長いこと等から，公営企業体を含む自家発業者等は，長期契約

によって一般電気事業者に電力を供給している。

　一般電気事業者は，小売分野で新電力と競合していることから，卸電力取引所を通す

などして新電力に電力を供給するインセンティブがない。

　卸電力取引所は，流動性が小さいなど，新電力が電力調達先として依存することがで

きない。

�　送配電分野

　託送料金については，算定方法が規制され，一般電気事業者において会計分離もなさ

れているが，外部からは，一般電気事業者が過大な託送料金を設定することにより新電

力を不利に扱うインセンティブがあるようにみえる。

　新電力は，インバランス（注５）に伴う負担について，新電力の事業規模に照らして

系統（注６）安定に及ぼす影響が小さいにもかかわらず，同時同量義務（注７）を達成

するための設備等及びインバランスに伴う負担が大きいため，供給費用が高くなり，参

入障壁になっていると主張している。また，一般電気事業者は自己の小売部門に係る実
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際のインバランスを把握しておらず，一定量をインバランス相当量とみなして，託送収

支を計上している。
（注５）　「インバランス」とは，電力の総発電量と総需要量とが同時同量に達しなかった分をいう。

（注６）　「系統」とは，発電所から需要家の受電設備に至る電気のネットワークをいう。

（注７）　「同時同量義務」とは，新電力各社に対し，３０分間の中で総発電量と総需要量の合計を一致させる

３０分実同時同量の達成が求められていることをいう。

 ５ 　競争政策上の考え方

�　基本的な考え方

ア　電力市場における競争の状況

　前記４に示した電力市場の現状に照らすと，小売分野において参入が自由化された

にもかかわらず，有効な競争が行われていない。このような状況の下では，単に規制

緩和を進めて事業者の行動の選択肢を拡大しても，それだけでは，競争の活性化は期

待できない。

　また，需要家の数が非常に多く，その多くが中小規模であるという電力市場の特性

及び中小需要家にとって，新電力は電力調達先として現実的な選択肢となっていない

現状から，一般電気事業者と中小需要家の間には交渉力格差が存在する。

　現在，小売分野の全面自由化に向けた検討が進んでいるところ，全面自由化は競争

政策上好ましい方向性と考えられるが，たとえ小売分野への参入を完全自由化した場

合であっても，前記の状況について対処がなされない限り，新たに自由化された分野

も現在の自由化分野と同じ状況となるにとどまり，有効な競争の実現は困難である。

イ　今後の対応の在り方

　今後の電気事業制度の在り方及び制度改革の進め方については，所管当局におい

て，需給対策，環境対策等の政策的要請も踏まえながら判断していくものと考えられ

る。その際，電力市場において，小売分野における有効な競争を確保し，そのメリッ

トを需要家が享受できるようにするためには，共通のインフラ整備が十分になされる

ような制度設計を行った上で，事業者のインセンティブに踏み込んで，関係する事業

者の経済合理的な行動により，新電力の電源調達等の環境が改善されるような制度が

構築されることが必要である。

　また，電力市場の特性を踏まえ，需要家のニーズを取りまとめて電気事業者と交渉

するサービスや需要家がまとまって電力の供給条件について交渉することを促進する

ことで，需要家の要望がメニューや価格に反映されやすくすることが必要である。

　なお，公正取引委員会としては，今後とも，独占禁止法を厳正に執行するとともに，

「適正な電力取引についての指針」（平成１１年１２月公正取引委員会・通商産業省〔現

経済産業省〕公表）の活用等を通じて同法の解釈運用についての明確化を図っていく

こととしている。

�　事業者のインセンティブを踏まえた対応

ア　一般電気事業者の発電・卸売部門と小売部門の分離

　一般電気事業者が新電力への電力供給を行うインセンティブを確保することができ

るように，新電力に対する電力供給者である発電・卸売部門と需要家に対する売手と

して新電力と競争関係に立つ小売部門を分離して，別個の取引主体とすることが考え
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られる。

　一般電気事業者の発電・卸売部門と小売部門が，少なくとも法人として分離されれ

ば，発電・卸売部門と小売部門の間の取引条件と，発電・卸売部門と新電力の間の取

引条件は，発電・卸売部門にとって同じ取引先小売事業者に対する取引に係るものと

して比較され得るものとなり，発電・卸売部門が新電力への電力供給を抑制し，又は

新電力への電力供給において小売部門への供給条件と比較して合理的に説明すること

のできない差別的な条件を設定することはより困難となると考えられる。例えば，分

離された発電・卸売部門が，自社のグループ内の小売部門の競争事業者に対して差別

的な取扱いを行った場合には，私的独占の禁止（独占禁止法第３条前段）又は不公正

な取引方法の禁止（独占禁止法第１９条）に違反する可能性がある。

イ　一般電気事業者の送配電部門の分離

　一般電気事業者の送配電網は，新電力を含め，電力供給に関わる事業者が共通して

利用する設備であるから，利用者に対する開放性・中立性・無差別性を確保すること

が必要である。

　このため，競争政策の観点からは，小売分野又は発電・卸売分野において競合する

事業者を不利に扱うインセンティブを除去すべく，送配電網を発電・卸売部門及び小

売部門から分離することが必要であると考えられる。具体的な制度設計については，

可能な限り開放性・中立性・無差別性の確保が達成されるような内容であることが求

められる。

�　独占的に提供される設備・サービスの利用条件の適正化の確保

ア　託送料金

　送配電部門が分離されたとしても，引き続き送配電サービスの供給者が独占である

ことから，独占の弊害に対応するため，託送料金の水準については一定の規制が必要

である。規制に当たっては，競争政策の観点からは，できる限り送配電部門の効率化

を促す方法によることが望ましい。

イ　同時同量義務とインバランスに伴う負担

　系統全体での同時同量の確保は，系統を管理する送配電網運用者において一元的に

行わなければならない。そのための費用の負担は，競争関係にある一般電気事業者と

新電力の間で公平でなければならない。

　このため，一般電気事業者と系統を管理する送配電網運用者を分離し，一般電気事

業者も実際のインバランスの量に基づいたインバランス料金を負担することが必要で

あると考えられる。

�　インフラの整備

ア　連系線・FCの増強

　送配電分野は独占状態となることから，送配電部門を分離したとしても，自社で連

系線等を強化する積極的な投資インセンティブは働かないと考えられる。そこで，連

系線等の強化について行政機関等の中立的な立場からの一定の介入・規制も必要であ

ると考えられる。

イ　卸電力取引所の活性化

　一般電気事業者の発電・卸売部門と小売部門が分離されたとしても，使い勝手の悪
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さが残る場合には，経済合理的な事業者が卸電力取引所での取引を積極的に行うこと

は期待できない。したがって，参加者にとって更に使い勝手の良い商品設計や取引

ルールの見直しが円滑になされるような卸電力取引所の運営の在り方が求められる。

ウ　スマートメーターの仕様等について

　通信ネットワークを含む仕様や，スマートメーター（注８）から得られる情報の取

扱いにおいて，小売事業者間の競争が阻害されることのないような制度設計が求めら

れる。
（注８）　「スマートメーター」とは，電力会社等の検針・料金徴収業務に必要な双方向通信機能や遠隔開

閉機能を有した電子式メーターをいう。

�　小売分野における交渉力格差の考慮

ア　複数の小規模な需要家による電気事業者との一括交渉

　前記�から�の各施策を通じて新電力が価格競争力のある電力を調達することが可

能となれば，需要家が新電力への切替えの可能性を背景に一般電気事業者に対して交

渉力を獲得することが考えられるが，需要家による一括交渉が可能であれば，このよ

うな切替え可能性を背景とした交渉は更に有効なものとなり，需要家の交渉力の一層

の向上につながるものと考えられる。

　このような需要家側の取組と独占禁止法の関係については，例えば，中小規模の事

業者が構成する事業者団体が電力の一括交渉を行う場合については，現在の電力市場

において，電力調達に係る一括交渉を行った場合にそのシェアが電力市場における競

争に影響を与える事業者団体は想定し難いところ，一般的に，商品又は役務の供給分

野におけるシェアが大きく，かつ商品又は役務の供給に要するコストに占める電気料

金の割合が高い場合を除いて，中小規模の事業者が構成する事業者団体による電力調

達に係る一括交渉は独占禁止法上問題とならないと考えることが可能である。

イ　デフォルト・サービス約款の策定・公表の義務付け等

　小売分野の全体について新規参入を認めることにより，新たに競争が導入されるこ

ととなる小口供給の分野では，市場支配力の濫用があった場合における料金の上昇等

の影響は現在の自由化分野よりも更に大きいことから，これを防止するため，最終的

に供給に応じるべき者についてのルールを設定し，当該電気事業者に対して，最低限

の取引条件を定めた約款（デフォルト・サービス約款）の策定と公表を義務付けし，

それよりも需要家にとって不利な条件での契約を禁止することが考えられる。

�　その他

ア　公益事業特権の見直し

　一般電気事業者には認められて，新電力には認められない公益事業特権について

は，各法律における規制の趣旨に照らしつつ，一般電気事業者のみを公益事業特権の

対象とすることに合理的な理由がない場合は，特権を見直し，できるだけ同等のもの

とすることが望ましい。

イ　公営水力等公営企業体が保有する電源に係る電力の売却

　公営水力等公営企業体が保有する電源に係る電力については，条例等の規制によっ

て一般電気事業者以外の者への売却が禁じられているのであれば，当該規制を見直

し，入札等により，新電力にもその電力を利用する機会が与えられるようにすること
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が適当である。

第２　独占禁止法適用除外の見直し 

 １ 　独占禁止法適用除外の概要

　独占禁止法は，市場における公正かつ自由な競争を促進することにより，一般消費者の

利益を確保するとともに国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的とし，これ

を達成するために，私的独占，不当な取引制限，不公正な取引方法等を禁止している。他

方，他の政策目的を達成する観点から，特定の分野における一定の行為に独占禁止法の禁

止規定の適用を除外するという適用除外が設けられている。

　適用除外は，その根拠規定が独占禁止法自体に定められているものと独占禁止法以外の

個別の法律に定められているものとに分けることができる。

�　独占禁止法に基づく適用除外

　独占禁止法は，知的財産権の行使行為（同法第２１条），一定の組合の行為（同法第２２

条）及び再販売価格維持契約（同法第２３条）を，それぞれ同法の規定の適用除外として

いる。

�　個別法に基づく適用除外

　独占禁止法以外の個別の法律において，特定の事業者又は事業者団体の行為について

独占禁止法の適用除外を定めているものとしては，平成２４年度末現在，保険業法等１４の

法律がある。

 ２ 　適用除外の見直し

　適用除外の多くは，昭和２０年代から昭和３０年代にかけて，産業の育成・強化，国際競争

力強化のための企業経営の安定，合理化等を達成するため，各産業分野において創設され

てきたが，個々の事業者において効率化への努力が十分に行われず，事業活動における創

意工夫の発揮が阻害されるおそれがあるなどの問題があることから，その見直しが行われ

てきた。

　平成９年７月２０日，「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度

の整理等に関する法律」（平成９年法律第９６号）が施行され，個別法に基づく適用除外の

うち２０法律３５制度について廃止等の措置が採られた。次いで，平成１１年７月２３日，「私的独

占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律」（平成１１

年法律第８０号）が施行され，不況カルテル制度及び合理化カルテル制度の廃止，私的独占

の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律の廃止等の措置が採ら

れた。さらに，平成１２年６月１９日，「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一

部を改正する法律」（平成１２年法律第７６号）が施行され，自然独占に固有の行為に関する

適用除外の規定が削除された。

　これらの措置により，平成７年度末において３０法律８９制度存在した適用除外は，平成２４

年度末現在，１５法律２１制度まで縮減された。
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 ３ 　適用除外カルテル

�　概要

　価格，数量，販路等のカルテルは，公正かつ自由な競争を妨げるものとして，独占禁

止法上禁止されているが，その一方で，他の政策目的を達成するなどの観点から，個々

の適用除外ごとに設けられた一定の要件・手続の下で，特定のカルテルが例外的に許容

される場合がある。このような適用除外カルテルが認められるのは，当該事業の特殊性

のため（保険業法に基づく保険カルテル），地域住民の生活に必要な旅客輸送（いわゆ

る生活路線）を確保するため（道路運送法等に基づく運輸カルテル）など，様々な理由

による。

　個別法に基づく適用除外カルテルについては，一般に，公正取引委員会の同意を得，

又は当委員会へ協議若しくは通知を行って，主務大臣が認可を行うこととなっている。

　また，適用除外カルテルの認可に当たっては，一般に，当該適用除外カルテルの目的

を達成するために必要であること等の積極的要件のほか，当該カルテルが弊害をもたら

したりすることのないよう，カルテルの目的を達成するために必要な限度を超えないこ

と，不当に差別的でないこと等の消極的要件を充足することがそれぞれの法律により必

要とされている。

　さらに，このような適用除外カルテルについては，不公正な取引方法に該当する行為

が用いられた場合等には独占禁止法の適用除外とはならないとする，いわゆるただし書

規定が設けられている。

　公正取引委員会が認可し，又は当委員会の同意を得，若しくは当委員会に協議若しく

は通知を行って主務大臣が認可等を行ったカルテルの件数は，昭和４０年度末の１，０７９件

（中小企業団体の組織に関する法律に基づくカルテルのように，同一業種について都道

府県等の地区別に結成されている組合ごとにカルテルが締結されている場合等に，同一

業種についてのカルテルを１件として算定すると，件数は４１５件）をピークに減少傾向に

あり，また，適用除外制度そのものが大幅に縮減されたこともあり，平成２４年度末現在，

２８件となっている。

�　個別法に基づく適用除外カルテルの動向

　平成２４年度において，個別法に基づき主務大臣から公正取引委員会に対し同意を求め

られ，又は協議若しくは通知のあった適用除外カルテルの処理状況は第１表のとおりで

あり，このうち現在実施されている個別法に基づく適用除外カルテルの動向は，次のと

おりである。
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第１表　平成２４年度における適用除外カルテルの処理状況 
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結　果処理件数
公取との
関係

適用除外
規定

根拠条項カルテルの内容法律名

　所要の検討を

行った結果，同

意した。

０同意

（第１０５条

第１項）

第１０１条第１０１条

第１項

第１号，

第１０２条

航空保険

損
害
保
険
会
社
の
共
同
行
為

保険業法

０原子力保険

２

（変更２）

自動車損害賠償責任保

険

１

（変更１）

地震保険

０第１０１条

第１項

第２号，

第１０２条

船舶保険

０外航貨物保険

１

（変更１）

自動車保険（対人賠償

保険部分）

１

（変更１）

自動車保険（対人賠

償，自損事故及び無保

険車傷害保険部分）

０住宅瑕疵担保責任保険

－１

（変更１）

通知

（第９条

の３

第３項）

第７条の３第７条の２

第１項

第２号，

第９条の３

自動車損害賠償責任保

険

基
準
料
率
の

算
出

損害保険料

率算出団体

に関する法

律

１

（変更１）

地震保険

－０協議

（第９４条

第１項）

第９３条第４２条

第５号，

第４３条

施設，容器その他の販売方法

の規制

酒税の保全

及び酒類業

組合等に関

する法律

－８通知

（施行令

第４９条

の２

第２項）

第９５条第９５条，

第９５条の３，

第９７条，

第９７条の３

商業用レコードの二次使用料

等に関する取決め

著作権法

－０協議

（第１３条

第１項）

第１０条第８条，

第９条

料金，価格，営業方法の制限等生活衛生関

係営業の運

営の適正化

及び振興に

関する法律

－０通知

（第３４条

第１項）

第３３条第５条，

第１１条

第２項，

同条第３項

輸出取引における価格，数量，

品質，意匠その他の協定等

輸出入取引

法

－０協議

（第１９条

の３

第１項）

第１８条第１８条，

第１９条

生活路線確保のための共同経

営，旅客の利便向上に資する

運行時刻の設定のための共同

経営

道路運送法
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ア　保険業法に基づくカルテル

　保険業法に基づき損害保険会社は

①　航空保険事業，原子力保険事業，自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償

責任保険事業若しくは地震保険契約に関する法律に基づく地震保険事業についての

共同行為

又は

②　①以外の保険で共同再保険を必要とするものについての一定の共同行為

を行う場合には，金融庁長官の認可を受けなければならない。金融庁長官は，認可を

する際には，公正取引委員会の同意を得ることとされている。

　平成２４年度において，金融庁長官から同意を求められたものは５件であった（全て

変更認可に係るもの）。また，平成２４年度末における同法に基づくカルテルは９件で

ある。

イ　損害保険料率算出団体に関する法律に基づくカルテル

　損害保険料率算出団体は，自動車損害賠償責任保険及び地震保険について基準料率

を算出した場合には，金融庁長官に届け出なければならない。金融庁長官は，届出を

受理したときは，公正取引委員会に通知することとされている。

　平成２４年度において，金融庁長官から通知を受けたものは２件であった。また，平

成２４年度末における同法に基づくカルテルは２件である。

ウ　著作権法に基づく商業用レコードの二次使用料等に関する取決め

　著作隣接権者（実演家又はレコード製作者）が有する商業用レコードの二次使用料

等の請求権については，毎年，その請求額を文化庁長官が指定する団体（指定団体）
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結　果処理件数
公取との
関係

適用除外
規定

根拠条項カルテルの内容法律名

－０協議

（第１１１条

の３

第１項）

第１１０条第１１０条

第１号，

第１１１条

＜国内＞生活路線確保のため

の共同経営

航空法

－１８

（締結１）

（変更１７）

通知

（第１１１条

の３

第２項）

第１１０条第１１０条

第２号，

第１１１条

＜国際＞公衆の利便を増進す

るための連絡運輸，運賃その

他の運輸に関する協定

　所要の検討を

行った結果，異

議ない旨回答し

た。

４

（変更４）

協議

（第２９条

の３

第１項）

第２８条第２８条

第１～３号，

第２９条

＜内航＞生活航路確保のため

の共同経営，利用者利便を増

進する適切な運航時刻等を設

定するための共同経営

海上運送法

－４７３

（締結１２）

（変更４６１）

通知

（第２９条

の４

第１項）

第２８条第２８条

第４号，

第２９条の２

＜外航＞運賃，料金その他の

運送条件等を内容とする協定

等

　所要の検討を

行った結果，異

議ない旨回答し

た。

１

（変更１）

協議

（第６５条

第１項）

第１８条第８条

第１項

第１～６号，

第１０条，

第１２条

運賃，料金，運送条件，配船船

腹，保有船腹等の調整等

内航海運組

合法
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と放送事業者等又はその団体間において協議して定めることとされており，指定団体

は当該協議において定められた額を文化庁長官に届け出なければならない。文化庁長

官は，届出を受理したときは，公正取引委員会に通知することとされている。

　平成２４年度において，文化庁長官から通知を受けたものは８件であった。

エ　道路運送法に基づくカルテル

　輸送需要の減少により事業の継続が困難と見込まれる路線において地域住民の生活

に必要な旅客輸送を確保するため，又は旅客の利便を増進する適切な運行時刻を設定

するため，一般乗合旅客自動車運送事業者は，他の一般乗合旅客自動車運送事業者と，

共同経営に関する協定を締結することができる。この協定の締結・変更に当たっては，

国土交通大臣の認可を受けなければならない。国土交通大臣は，認可をする際には，

公正取引委員会に協議することとされている。

　平成２４年度において，国土交通大臣から協議を受けたものはなかった。また，平成

２４年度末における同法に基づくカルテルは３件である。

オ　航空法に基づくカルテル

�ア 　国内航空カルテル

　航空輸送需要の減少により事業の継続が困難と見込まれる本邦内の各地間の路線

において地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するため，本邦航空運送事業者

は，他の航空運送事業者と，共同経営に関する協定を締結することができる。この

協定の締結・変更に当たっては，国土交通大臣の認可を受けなければならない。国

土交通大臣は，認可をする際には，公正取引委員会に協議することとされている。

　平成２４年度において，国土交通大臣から協議を受けたものはなかった。また，平

成２４年度末における同法に基づくカルテルはない。

�イ 　国際航空カルテル

　本邦内の地点と本邦外の地点との間の路線又は本邦外の各地間の路線において公

衆の利便を増進するため，本邦航空運送事業者は，他の航空運送事業者と，連絡運

輸に関する契約，運賃協定その他の運輸に関する協定を締結することができる。こ

の協定の締結・変更に当たっては，国土交通大臣の認可を受けなければならない。

国土交通大臣は，認可をしたときは，公正取引委員会に通知することとされている。

　平成２４年度において，国土交通大臣から通知を受けたものは１８件であった。

カ　海上運送法に基づくカルテル

�ア 　内航海運カルテル

　本邦の各港間の航路において，地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するた

め，旅客の利便を増進する適切な運航日程・運航時刻を設定するため，又は貨物の

運送の利用者の利便を増進する適切な運航日程を設定するため，定期航路事業者

は，他の定期航路事業者と，共同経営に関する協定を締結することができる。この

協定の締結・変更に当たっては，国土交通大臣の認可を受けなければならない。国

土交通大臣は，認可をする際には，公正取引委員会に協議することとされている。

　平成２４年度において，国土交通大臣から協議を受けたものは４件であった（全て

変更認可に係るもの）。また，平成２４年度末における同法に基づくカルテルは５件

である。

� 118�

第２部　各　論

Title:109-134.ec8 Page:118  Date: 2013/09/19 Thu 18:09:44 



�イ 　外航海運カルテル

　本邦の港と本邦以外の地域の港との間の航路において，船舶運航事業者は，他の

船舶運航事業者と，運賃及び料金その他の運送条件，航路，配船並びに積取りに関

する事項を内容とする協定を締結することができる。この協定の締結・変更に当

たっては，あらかじめ国土交通大臣に届け出なければならない。国土交通大臣は，

届出を受理したときは，公正取引委員会に通知することとされている。

　平成２４年度において，国土交通大臣から通知を受けたものは４７３件であった。

キ　内航海運組合法に基づくカルテル

　内航海運組合法に基づき内航海運組合が調整事業を行う場合には，調整規程又は団

体協約を設定し，国土交通大臣の認可を受けなければならない。国土交通大臣は，認

可をする際には，公正取引委員会に協議することとされている。

　平成２４年度において，国土交通大臣から協議を受けたものは１件であった（変更認

可に係るもの）。また，平成２４年度末における同法に基づくカルテルは１件である。

 ４ 　協同組合の届出状況

　独占禁止法第２２条は，「小規模の事業者又は消費者の相互扶助を目的とすること」（同条

第１号）等同条各号に掲げる要件を備え，かつ，法律の規定に基づいて設立された組合

（組合の連合会を含む。）の行為について，不公正な取引方法を用いる場合又は一定の取引

分野における競争を実質的に制限することにより不当に対価を引き上げることとなる場合

を除き，同法を適用しない旨を定めている（一定の組合の行為に対する独占禁止法適用除

外制度）。

　中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号。以下「中協法」という。）に基づいて設

立された事業協同組合及び信用協同組合（以下「協同組合」という。）は，その組合員た

る事業者が，①資本金の額又は出資の総額が３億円（小売業又はサービス業を主たる事業

とする事業者については５０００万円，卸売業を主たる事業とする事業者については１億円）

を超えない法人たる事業者又は②常時使用する従業員の数が３００人（小売業を主たる事業と

する事業者については５０人，卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については

１００人）を超えない事業者に該当するものである場合，独占禁止法の適用に際しては，同

法第２２条第１号の要件を備える組合とみなされる（中協法第７条第１項）。

　一方，協同組合が前記①又は②以外の事業者を組合員に含む場合には，公正取引委員会

は，その協同組合が独占禁止法第２２条各号の要件を備えているかどうかを判断する権限を

有しており（中協法第７条第２項），これらの協同組合に対し，当該組合員が加入してい

る旨を当委員会に届け出る義務を課している（中協法第７条第３項）。

　この中協法第７条第３項の規定に基づく届出件数は，平成２４年度において，１８４件であっ

た（附属資料３－９表参照）。

第２表　協同組合届出件数の推移 

（単位：件）
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 ５ 　著作物再販適用除外の取扱いについて

　商品の供給者がその商品の取引先である事業者に対して再販売する価格を指示し，これ

を遵守させることは，原則として，独占禁止法第２条第９項第４号（再販売価格の拘束）

に該当し，同法第１９条に違反するものであるが，同法第２３条第４項の規定に基づき，著作

物６品目（書籍・雑誌，新聞及びレコード盤・音楽用テープ・音楽用 CD をいう。以下同

じ。）については，例外的に同法の適用が除外されている。

　公正取引委員会は，著作物６品目の再販適用除外の取扱いについて，国民各層から意見

を求めるなどして検討を進め，平成１３年３月，当面同再販適用除外を存置することが相当

であると考えるとの結論を得るに至った（第３表参照）。

　公正取引委員会は，著作物６品目の再販適用除外が消費者利益を不当に害することがな

いよう，著作物６品目の流通・取引慣行の実態を調査し，関係業界における弊害是正の取

組の進捗を検証するとともに，関係業界における運用の弾力化の取組等，著作物６品目の

流通についての意見交換を行うため，当委員会，関係事業者，消費者，学識経験者等を構

成員とする著作物再販協議会を設け，平成１３年１２月から平成２０年６月までの間に８回の会

合を開催した。平成２２年度からは，著作物再販協議会に代わって，関係業界に対する著作

物再販ヒアリングを実施し，関係業界における運用の弾力化の取組等の実態を把握すると

ともにその取組を促している。
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第３表　著作物再販制度の取扱いについて（概要）（平成１３年３月２３日） 

第３　競争評価に関する取組 

 １ 　競争評価の実施に関する動向

　平成１９年１０月以後，各府省が規制の新設又は改廃を行おうとする際，原則として，規制

の事前評価の実施が義務付けられ，その際，規制による競争状況への影響分析（以下「競

争評価」という。）を行うこととされており，平成２２年４月から試行的に実施されている。

競争評価については，各府省は，規制等に関して，競争状況への影響・分析に関するチェッ

クリスト（以下「競争評価チェックリスト」という。）の記入を行い，評価書と共に総務

省に提出し，総務省は競争評価チェックリストを公正取引委員会へ送付することとされて

いる。

　平成２４年度においては，総務省から４２件の競争評価チェックリストを受領し，内容を精

査した。
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�　著作物再販制度は，独占禁止法上原則禁止されている再販売価格維持行為に対す

る適用除外制度であり，競争政策の観点からは同制度を廃止し，著作物の流通にお

いて競争が促進されるべきであると考える。

　しかしながら，国民各層から寄せられた意見をみると，著作物再販制度を廃止す

べきとする意見がある反面，文化・公共面での影響が生じるおそれがあるとし，同

制度の廃止に反対する意見も多く，なお同制度の廃止について国民的合意が形成さ

れるに至っていない状況にある。

　したがって，現段階において独占禁止法の改正に向けた措置を講じて著作物再販

制度を廃止することは行わず，当面同制度を存置することが相当であると考える。

�　著作物再販制度の下においても，可能な限り運用の弾力化等の取組が進められる

ことによって消費者利益の向上が図られるよう，関係業界に対し，非再販商品の発

行・流通の拡大，各種割引制度の導入等による価格設定の多様化等の方策を一層推

進することを提案し，その実施を要請する。また，これらの方策が実効を挙げてい

るか否かを検証し，より効果的な方途を検討するなど，著作物の流通について意見

交換をする場として，公正取引委員会，関係事業者，消費者，学識経験者等を構成

員とする協議会を設けることとする。公正取引委員会としては，今後とも著作物再

販制度の廃止について国民的合意が得られるよう努力を傾注するとともに，当面存

置される同制度が硬直的に運用されて消費者利益が害されることがないよう著作物

の取引実態の調査・検証に努めることとする。

�　また，著作物再販制度の対象となる著作物の範囲については，従来公正取引委員

会が解釈・運用してきた６品目（書籍・雑誌，新聞及びレコード盤・音楽用テー

プ・音楽用 CD）に限ることとする。
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 ２ 　競争評価の普及・定着に係る公正取引委員会の取組

　公正取引委員会は，競争評価チェックリストに記入するに当たっての考え方や検討方法

について相談を受け付け，各府省における競争評価の実施の支援を行った。

第４　ガイドライン等の策定・公表 

　公正取引委員会は，事業者及び事業者団体による独占禁止法違反行為の未然防止とその

適切な活動に役立てるため，事業者及び事業者団体の活動の中でどのような行為が実際に

独占禁止法違反となるのかを具体的に示した「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指

針」（平成３年７月公表），「共同研究開発に関する独占禁止法上の指針」（平成５年４月公

表），「公共的な入札に係る事業者及び事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針」（平

成６年７月公表），「事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針」（平成７年１０月公表），

「農業協同組合の活動に関する独占禁止法上の指針」（平成１９年４月公表），「知的財産の利

用に関する独占禁止法上の指針」（平成１９年９月公表），「排除型私的独占に係る独占禁止法

上の指針」（平成２１年１０月公表），「不当廉売に関する独占禁止法上の考え方」（平成２１年１２

月改定），「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」（平成２２年１１月公表）等を

策定・公表している。

　また，個々の具体的な行為について事業者等からの相談に応じるとともに，独占禁止法

違反行為の未然防止に役立てるため，事業者等から寄せられた相談のうち，他の事業者等

の参考になると思われるものを相談事例集として取りまとめ，公表している（平成２３年度

に寄せられた相談について，平成２４年７月４日公表）。

第５　入札談合の防止への取組 

　公正取引委員会は，以前から積極的に入札談合の摘発に努めているほか，平成６年７月

に「公共的な入札に係る事業者及び事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針」を公

表し，入札に係るどのような行為が独占禁止法上問題となるかについて具体例を挙げなが

ら明らかにすることによって，入札談合の防止の徹底を図っている。

　また，入札談合の防止を徹底するためには，発注者側の取組が極めて重要であるとの観

点から，独占禁止法違反の可能性のある行為に関し，発注官庁等から公正取引委員会に対

し情報が円滑に提供されるよう，各発注官庁等において，公共入札に関する当委員会との

連絡担当官として会計課長等が指名されている。

　公正取引委員会は，連絡担当官との連絡・協力体制を一層緊密なものとするため，平成

５年度以降，「公共入札に関する公正取引委員会との連絡担当官会議」を開催している。平

成２４年度においては，国の本省庁との連絡担当官会議を１１月２７日に開催するとともに，国

の地方支分部局等との連絡担当官会議を全国９か所で開催した。

　また，公正取引委員会は，地方公共団体等の調達担当者等に対する独占禁止法や入札談

合等関与行為防止法の研修会を開催するとともに，中央官庁，地方公共団体等が実施する

調達担当者等に対する同様の研修会への講師の派遣及び資料の提供等の協力を行ってい

る。平成２４年度においては，研修会を全国で２１回開催するとともに，国，地方公共団体及
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び特定法人に対して２１４件の講師の派遣を行った。

第６　企業におけるコンプライアンスの向上のための施策 

　市場における公正かつ自由な競争を一層促進していくためには，独占禁止法の厳正な執

行とともに，企業におけるコンプライアンスの向上が重要であり，これに関連した企業の

取組を促していく必要があると考えられることから，公正取引委員会では，これまで，企

業における独占禁止法に関するコンプライアンス（以下「独占禁止法コンプライアンス」

という。）活動の状況を把握し，改善のための方策等を提示するため，東証一部上場企業

や外資系企業等に対してアンケート調査等を実施し，報告書の取りまとめ・公表を行って

きた。

　平成２２年６月に公表した報告書「企業における独占禁止法に関するコンプライアンスの

取組状況について－コンプライアンスの実効性を高めるための方策－」では，独占禁止法

コンプライアンスの実効性を高めるための方策を提示するなど，独占禁止法コンプライア

ンスについてその実効性を確保するための一層の取組が求められることを指摘したところ

である。

　これを踏まえ，①東証一部上場企業に対するアンケート調査，②企業法務を専門とする

弁護士や過去に独占禁止法違反行為について法的措置を命じられた企業等に対するヒアリ

ング調査，③アンケート調査において興味深い成功例・失敗例等の実例を回答した企業に

対するヒアリング調査等を実施し，平成２４年１１月２８日，「企業における独占禁止法コンプラ

イアンスに関する取組状況について」として取りまとめ，公表した。

　調査結果によれば，独占禁止法コンプライアンスの実効性を確保するために有効である

と考えられる方策や工夫・留意点は，次のとおりである。

 １ 　独占禁止法コンプライアンス・プログラムの実効性を確保するための方策（総論）

－独占禁止法コンプライアンス・プログラム全般－

�　経営トップのコミットメントとイニシアティブ

　独占禁止法コンプライアンスの実効性を確保する上で最も重要な要素は，経営トップ

が独占禁止法コンプライアンスに対するコミットメントを表明し，イニシアティブを発

揮することである。また，経営トップが独占禁止法コンプライアンスを重視している姿

勢が社員に的確に伝わるようにするために，経営トップが明確なメッセージを，繰り返

し，直接伝えることが重要である。

�　実情に応じた独占禁止法コンプライアンス・プログラムの構築

　実効性ある独占禁止法コンプライアンス・プログラムを構築するためには，自社固有

の独占禁止法上のリスクに着目し，それに対応する施策を検討していくことが重要であ

る。

　特定した独占禁止法上のリスクについて，やみくもに対策を講じたとしても，実施コ

ストは増大する一方，必ずしも実効的な対処となるとは限らないため，当該リスクに応

じた解決策や防止策を的確に選択することが必要である。
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�　独占禁止法法務・コンプライアンス担当部署と実施体制の整備

　担当役員を配置することは，意思決定の迅速化や取締役会等の経営意思決定機関にお

けるコンプライアンスに関する取組の徹底に資する。

　また，法務・コンプライアンス担当部署の担当者に加えて，各事業部門内の社員を独

占禁止法コンプライアンス担当者として指定し，同社員にその一端を担わせることに

よって，事業の実態に即した主体的な取組を期待することができる。

�　企業グループとしての一体的な取組

　国際カルテル等の摘発に対する各国・地域競争当局の協力・連携が進み，また，我が

国の課徴金減免制度においては企業グループ内の複数企業の共同利用が可能となるな

ど，海外での事業活動も含めた企業グループとしての一体的対応が一層重要となってき

ている。

 ２ 　独占禁止法コンプライアンス・プログラムの実効性を確保するための方策（各論）

－「３つのＫ」－

�　研修等（Kenshu）による未然防止

ア　独占禁止法コンプライアンス・マニュアルの策定

　社員に，独占禁止法違反行為についての知識を効果的・効率的に習得させるための

有用な方策である。内容をより実践的なものとすることが求められる。

イ　社内研修の実施

　社員に，独占禁止法コンプライアンス上の知識を習得させるための重要な方策であ

る。内容をより実効的なものとすることが求められる。

ウ　法務相談体制の整備

　独占禁止法違反行為の未然防止だけでなく，独占禁止法違反を懸念して営業活動が

過度に萎縮することがないようにするためにも，相談体制が設けられ，活用されるこ

とが必要である。

エ　社内懲戒ルールの整備

　独占禁止法違反行為の未然防止には，社内懲戒ルールによる違反行為への誘因の抑

制が不可欠である。実効性を担保するためには，独占禁止法違反行為への関与が懲戒

対象となることの明記・周知とともに，処分を社内で公表することも必要である。

オ　同業他社との接触ルールの策定

　特に営業担当者による同業他社との接触は，カルテルや入札談合のリスクが高く，

具体的な留意事項等を定め周知することが必要である。

�　監査等（Kansa）による確認と早期発見

ア　独占禁止法監査の実施

　業務監査は，独占禁止法違反行為の早期発見に関しても有用である。監査を効果

的・効率的に実施するためには，独占禁止法上のリスクの高い部門や事案について重

点的に行う，既存の仕組みを活用するなどの工夫が求められる。

イ　内部通報制度の整備

　水面下で生じている問題行為に関する情報を入手する上で重要な手段であり，内部

通報制度を設けるだけでなく，利用されるものとすることが必要である。
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ウ　社内リニエンシー

　独占禁止法違反行為の社内における早期発見と，その後の社内調査や公正取引委員

会等による調査における関係社員の協力姿勢の確保につながる方策である。

�　危機管理（Kikikanri）

ア　経営トップのイニシアティブによる迅速な対応と的確な意思決定

　独占禁止法違反行為に係る情報に接した場合，想定されるリスクやコストを可及的

に最小化するためには，情報を迅速に収集・分析・評価し，的確な意思決定を行うこ

とが重要である。

イ　課徴金減免制度等の積極的活用

　独占禁止法違反に伴うコスト低減のためには，課徴金減免制度や海外諸国における

同様の制度を利用することが有用である。

ウ　有事対処マニュアルの事前整備

　独占禁止法違反行為に係る情報に接した場合の対処方針や手続といった基本事項を

事前に文書で取りまとめ，関係者間で共有しておくことが有益である。

エ　的確な社内調査の実施

　独占禁止法違反行為に係る情報に接した場合に迅速かつ正確に，情報収集をするた

め，経営トップがイニシアティブを発揮し，社内調査への協力の確保と社内文書等の

資料の保全を図ることが重要である。

　また，当該情報に係る事業と類似・関連する事業や海外における同種の事業におけ

る調査の必要性にも留意する必要がある。

第７　独占的状態調査 

　独占禁止法第８条の４は，独占的状態に対する措置について定めている。公正取引委員

会は，独占禁止法第２条第７項に規定する独占的状態の定義規定のうち，事業分野に関す

る考え方についてガイドラインを公表しており，その別表には，独占的状態の国内総供給

価額要件及び事業分野占拠率要件（国内総供給価額が１０００億円超で，かつ，上位１社の事

業分野占拠率が５０％超又は上位２社の事業分野占拠率の合計が７５％超）に該当すると認め

られる事業分野並びに今後の経済事情の変化によってはこれらの要件に該当することとな

ると認められる事業分野を掲載している（第４表）。

　別表については，生産・出荷集中度の調査結果等に応じ逐次改定してきている（直近で

は，平成２４年８月２９日に改定）。その中でも特に集中度の高い業種については，生産，販

売，価格，製造原価，技術革新等の動向，分野別利益率等について，独占禁止法第２条第

７項第２号（新規参入の困難性）及び第３号（価格の下方硬直性，かつ，過大な利益率又

は販売管理費の支出）の各要件に即し，企業の動向の監視に努めている。
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第４表　別表掲載事業分野（２６事業分野） 

（注１）　本表は，公正取引委員会が行った平成２２年の国内向け供給価額及び供給量に関する調査，その他現段

階において利用し得る資料，統計等により，独占的状態の国内総供給価額要件及び事業分野占拠率要件

に該当すると認められる事業分野並びに今後の経済事情の変化によってはこれらの要件に該当すること

となると認められる事業分野（平成２２年の国内総供給価額が９５０億円を超え，かつ，上位１社の事業分野

占拠率が４５％を超え又は上位２社の事業分野占拠率の合計が７０％を超えると認められるもの）を掲げた

ものである。

（注２）　本表の商品順は工業統計表に，役務順は日本標準産業分類による。
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類似の商品一定の事業分野

一定の商品
当該同種の商品に係る通常
の事業活動の施設又は態様
に重要な変更を加えること
なく供給することができる
商品

同種の商品

ビール類製造業発泡酒，ビール風酒類ビール

ウイスキー製造業ウイスキー

たばこ製造業
葉巻たばこ，きざみたば

こ，パイプたばこ
紙巻たばこ

ポリプロピレン製造業ポリプロピレン

インクジェットカートリッジ製造

業

インクジェットカートリッ

ジ

アスファルト製造業アスファルト

飲料用プラスチックボトル製造業飲料用プラスチックボトル

石こうボード製品製造業石こうボード・同製品

電気温水洗浄便座（暖房便座を含

む。）製造業

電気温水洗浄便座（暖房便

座を含む。）

自動車用照明器具製造業自動車用照明器具

中央処理装置製造業中央処理装置

輸送機械用エアコンディショナ製

造業

輸送機械用エアコンディ

ショナ

ゲーム用カセット製造業ゲーム用カセット

一定の事業分野同種の役務
固定電気通信業固定電気通信

ブロードバンドサービス業ブロードバンドサービス

移動電気通信業移動電気通信

パソコン用基本ソフト（OS）業パソコン用基本ソフト（OS）

統合オフィスソフト業統合オフィスソフト

鉄道貨物運送業鉄道貨物運送

国内定期航空旅客運送業国内定期航空旅客運送

宅配便運送業宅配便運送

郵便業郵便（信書便を含む。）

書籍・雑誌取次業書籍・雑誌取次ぎ

ダストコントロール業ダストコントロール

医療事務代行業医療事務代行

音楽著作権管理業音楽著作権管理
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第８　ガソリンの取引に関する調査 

 １ 　調査の趣旨

　公正取引委員会では，ガソリンの流通実態について，これまでも調査を実施し，独占禁

止法上の考え方を示してきた（平成１６年９月及び平成１７年９月に報告書を公表）。その後，

ガソリン販売業者へのガソリンの仕切価格の決定方式に大幅な変更があったことなどガソ

リンの流通市場における競争環境に変化がうかがわれることから，改めてガソリンの流通

実態を把握するために調査を実施するとともに，ガソリンの流通市場における公正な競争

を確保する方策を検討し，平成２５年７月２３日，「ガソリンの取引に関する調査について」

として取りまとめ，公表した。

 ２ 　調査対象

　調査対象品目：自動車ガソリンのうち，レギュラーガソリン

　調査対象企業：

 ３ 　調査結果の概要

�　ガソリン市場における取引

ア　各事業者の状況

�ア 　元売

　元売は，現在，JX 日鉱日石エネルギー㈱，EMG マーケティング合同会社，昭和

シェル石油㈱，出光興産㈱，コスモ石油㈱，キグナス石油㈱，太陽石油㈱及び三井

石油㈱の８社である。このうち３社は資本金の額が１０００億円を超えているほか，そ

の他事業者も資本金の額が２０億円以上に上っており，元売はいずれも大規模な企業

である。

　元売の分野では，近年，合併等により集中が進んできている。ガソリン販売量に

より元売各社の地位をみると，上位５社の市場シェアの合計は約９２％で，これら５

社が市場のほとんどを占めている。
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ヒアリング調査アンケート調査

８社８社石油元売会社

５社１１社総合商社・エネルギー商社

２９社３，５４７社（回収率５２．３％）ガソリン販売業者

１団体業界団体

２社その他

【元売の運営状況】

ガソリンの市場シェアSSのブランド名元売名

３３．９％ ENEOSJX 日鉱日石エネルギー㈱ 

１６．７％ Esso，Mobil，ゼネラルEMG マーケティング合同会社 

１５．５％ Shell昭和シェル石油㈱

１５．３％ IDEMITSU出光興産㈱ 

１０．８％ COSMOコスモ石油㈱ 

２．９％ KYGNUSキグナス石油㈱ 
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（注１）　ガソリンの市場シェアは平成２２年度のもの。㈱月刊ガソリンスタンド社「月刊ガソリン・ス

タンド２０１１年別冊」を基に作成。

�イ 　系列特約店・系列販売店

　平成２４年６月末における一般特約店（系列特約店のうち販売子会社，商社系特約

店及び全農系特約店を除いたもの）についてみると，資本金の額が１０００万円以下の

事業者が５１．６％，５０００万円以下の事業者が８８．５％，１億円以下の事業者が９６．５％

と，中小事業者がほとんど全てを占めている。また，平成２４年６月末における一般

特約店が運営する一事業者当たりの系列のガソリンスタンド（給油所，サービスス

テーションともいう。以下「SS」という。）の数についてみると，１か所のものが

４０．２％，２か所のものが１９．３％，３か所のものが１０．５％と，これだけで全体の

７０．０％を占めており，一般特約店は，事業規模の小さいものが大部分を占めている

ことが分かる。系列販売店にあっては，一事業者当たりの系列 SS 数は１か所であ

り，一般特約店よりも更に零細事業者の占める割合が高くなっている。一般特約店

や系列販売店は，元売系列のガソリン販売事業者全体のうちの９９．５％，元売系列の

SS 全体のうちの７５．０％を占めている。

　他方，平成２４年において販売子会社（系列特約店のうち，元売の又は元売と同じ

者を持株会社とする企業集団内の連結子会社又は持分法適用会社であって，主要な

事業内容が国内における石油製品の販売である系列特約店）が運営する系列SSの数

は４，３７７か所，また，商社系特約店（系列特約店のうち，特定の元売のマークを掲

げて商社〔エネルギー商社を含む。以下同じ。〕が事業を行っている系列特約店）

及び全農系特約店（系列特約店のうち，特定の元売マークを掲げて全農が事業を

行っている系列特約店）が運営する系列 SS の数は２，５７９か所であり，これらは，系

列 SS 全体のうちの２５．０％を占めている。平成２４年における販売子会社，商社系特

約店及び全農系特約店が運営する一事業者当たりの系列 SS 数は，それぞれ１０９か

所，９５か所，１９４か所となっており，一般特約店と比べて事業規模が大きいという特

徴がある。

�ウ 　PBSS

　平成２４年３月末における SS の総数は３７，７４３か所であり，そのうちの１０．７％は商

社系のプライベートブランド（以下，プライベートブランドを「PB」という。）の

SS及び全農系PBSSが占めている。また，平成１９年度から平成２３年度までの５年間

で，SSの総数は１４．３％も減少している中にあって，PBSSの数は７．２％の減少にとど

まっている。中でも，商社が運営する商社系 PBSS の数は，むしろ１，１６３か所から

１，３２３か所と１３．８％増加している。

　PBSS の多くは，商社又は全農が運営しているものであるが，中には，大手スー

パーやホームセンター等の流通業から参入して事業を行っているものもある。商社

及び全農は，系列特約店として元売からガソリンを購入し，系列SSに供給している

一方で，独自のマークの下で自ら PBSS を運営し，又は PBSS にガソリンを供給し
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ガソリンの市場シェアSSのブランド名元売名

２．７％ SOLATO太陽石油㈱ 

２．２％ 三井石油三井石油㈱ 
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ている。

イ　物流

　元売は，近年では，物流効率化のため，自前の油槽所を設置する代わりに，複数の

元売が共同で利用できる油槽所（「共同油槽所」という。以下同じ。）の利用を進めて

いる。各元売が運び込んだガソリンは共同油槽所でまとめて貯蔵された後，各元売の

手配したタンクローリーによってそれぞれの系列 SS に配送されることとなる。

　これとは別に，多くの元売では，自社の製油所や油槽所から系列SSに配送すべきガ

ソリンを他の元売の製油所や油槽所から調達する一方で，当該他の元売の系列 SS の

ために自社の製油所や油槽所からガソリンを融通する取引（「バーター取引」という。

以下同じ。）も行っている。

　このように，元売が販売・出荷するガソリンについては，自社の製油所で精製した

ものばかりでなく，共同油槽所を利用することにより他の元売が精製したガソリンが

混入したガソリンや，バーター取引により他の元売が精製したガソリンまで，自社の

ガソリンとして系列 SS に配送されている実態にある。

ウ　系列玉と業転玉

　系列玉とは，元売から，系列特約店及び系列販売店に対し，特約店契約に基づき，

当該元売のブランドマークを掲げた系列 SS で販売するために供給されるガソリンの

ことをいい，これ以外の経路によって流通するガソリンのことを業転玉（注２）とい

う。

　ガソリンは，原油を精製する際に灯油や軽油等の石油製品とともに生産される連産

品であるため，需給状況に応じてガソリンの生産量だけを増減させることが困難な製

品である。しかも，元売各社の原油精製能力の合計は日産約７１万キロリットルであ

り，石油製品の１日当たり需要量である約５４万キロリットルを３０％以上も上回ってい

る。このためもあって，元売では，ガソリンを系列ルート以外（業転ルート）にも供

給している。

　ただし，業転玉といえども，商社が元売から購入し，適正に販売しているガソリン

は，品質上，系列玉と変わることがない。実際，揮発油等の品質の確保等に関する法

律（昭和５１年法律第８８号。以下「品確法」という。）による規格に合致しないガソリ

ンの流通は，一般社団法人全国石油協会が平成２４年７月から９月までの間に行った試

買分析では，３件にすぎなかった。

　平成２３年７月から平成２４年６月までの間に元売が販売したガソリンの総量は５１８４万

キロリットルであり，そのうち系列 SS 向けに販売されたものは８０．７％であった。ま

た，系列 SS 向けとして販売されたガソリンのうち一般特約店に販売されたものは

２１７７万キロリットル（４２．０％），販売子会社に販売されたものは１００９万キロリットル

（１９．５％），系列販売店に販売されたものは５２４万キロリットル（１０．１％），商社系特

約店に販売されたものは３４４万キロリットル（６．６％）であった。

　他方，同期間中に元売が系列 SS 向け以外に販売したガソリンの数量は１００２万キロ

リットルであり，そのうちの４６．４％に相当する４６５万キロリットル（元売のガソリン販

売総量の１０％程度）は商社に販売された後，業転玉として，主として PBSS 等に販売

されている。
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（注２）　「業転玉」とは，系列ルート以外の流通経路で流通するガソリンをいう。系列ルート以外の流通経

路には次のものがある。

　 　①商社等が元売からガソリンを仕入れ，他の流通業者や SS 等に対して販売するルート，

　 　②商社等がガソリンを輸入し，他の流通業者や SS 等に対して販売するルート，

　 　③先物取引市場を通じて受け渡されたガソリンが流通業者や SS 等に販売されるルート，等

エ　元売と系列特約店との取引

�ア 　仕切価格の設定

　ほとんどの元売は，系列特約店向けの系列玉について，市況価格をベースとした

算定式（「フォーミュラ」という。以下同じ。）を利用して仕切価格を決定している。

この価格決定方式（「新価格体系」という。以下同じ。）の下では，フォーミュラに，

製油所出荷ベースの指標基準価格，物流費，販売関連コスト及びインセンティブと

いった各構成要素の額を当てはめることにより，仕切価格が算出されることとな

る。

　　【仕切価格の一般的なフォーミュラ】

　このうち物流費については，所在地，立地条件，配送数量等によって系列特約店

間で格差が生じることとなるが，今回のアンケート調査における一般特約店からの

回答によれば，５４．３％の一般特約店は，その額や条件について開示を受けていない

としている。

　販売関連コストについて，多くの元売は，設備費，広告宣伝費，カードシステム

の運営費等を勘案してその額を決定しており，系列特約店間で差を設けることはし

ていないとしている。他方，販売関連コストの額に関する一般特約店からの回答に

よれば，１リットル当たり１円以下と回答したもの（０．４％）から７円超と回答し

たもの（２．９％）まで多岐にわたっているものの，３円超４円以下であると回答し

たものが販売関連コストの額を開示されている一般特約店全体の７５．４％を占めてい

た。また，５０．９％の一般特約店は，販売関連コストの額について開示を受けていな

いとしている。

　インセンティブについては，系列特約店自体の事業者単位の取引数量を基準とし

て付与されるもの（特約店規模格差）と，個別の SS 単位の取引数量を基準として

付与されるもの（SS 規模格差）がある。いずれも取引数量に左右されるものである

ため，系列特約店の間には，前者については最大で１リットル当たり１．５円程度，後

者については最大で２円程度の開きがみられた。

　なお，一部の元売は，特約店規模格差のインセンティブを適用するに当たり，系

列SS向けの取引数量のほかPBSS等向けの取引数量も，系列特約店の事業者単位の

取引数量の算定に加えている。

　特定の地域及び期間における元売から系列特約店向けの仕切価格を調査したとこ

ろ，最も大きな価格差がみられた元売の系列では最大で１リットル当たり６．９円の

開きが認められた。また，系列特約店の中でも平均仕切価格が最も高かったのは一

般特約店向けであり，最も低かったのが商社系特約店向けであった。
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�イ 　系列特約店等における業転玉の取扱いの制限

　元売は，系列特約店及び系列販売店に対し，特約店契約や商標使用許諾契約に

よって，系列 SS において自社又は自社の系列特約店を通じて供給を受けた自社の

ガソリンのみを販売することを義務付けるとともに，商品の誤認又は他社のガソリ

ンと混同の生じるおそれのある行為，自社の商標等を用いて他社の石油製品を混合

したガソリン又は他社のガソリンを販売する行為，商標等に関する元売の権利又は

信用を侵害する行為等を行うことを禁じている。このため，系列特約店は，自ら運

営する SS では，特約店契約を結んでいる元売以外の事業者からガソリンを購入す

ることができないようになっている。

　元売は，その理由として，①元売のマークは商標であり，元売ブランドを形成す

る重要な要素であるため，そのマークの下で業転玉を販売することは商標権の侵害

に当たること，②他社のガソリンとの混合を認めると，品質に変更がないことを確

認することができなくなってしまうので，品確法の趣旨に反する結果となるおそれ

がある（注３）ことなどを挙げている。

　他方，系列特約店でもあるため同一の元売から系列玉も業転玉も購入している商

社における系列玉と業転玉の平成２４年１月から同年６月までの間の仕切価格の差を

調べたところ，系列玉の仕切価格は業転玉に比べて１リットル当たり平均３．８円高

いことが認められた。
（注３）　品確法は，系列特約店及び系列販売店が当該元売から仕入れたガソリンに業転玉を混合して販

売すること自体を法律違反としているものではない。元売の回答における「品質に変更がないこ

とを確認することができなくなる」ことは，SS における揮発油の分析の特則（揮発油等の品質の

確保等に関する法律施行規則第１４条の２による揮発油の品質分析回数を軽減する特例措置（いわ

ゆる「軽減認定」））を受けられなくなることにはなるものの，直ちに法律違反となるものではな

い。

�ウ 　元売と系列特約店との関係

　系列特約店は，特定の元売にガソリンの供給を依存している。元売は，資本金の

額が１０００億円を超える者を含む大規模な企業である一方，系列特約店の多くは，中

小零細事業者である。例えば，一般特約店は，資本金の額が１０００万円以下の事業者

が５１．６％，５０００万円以下の事業者が８８．５％，１億円以下の事業者が９６．５％を占めて

おり，また，運営する系列 SS の数が３か所以下のものが７０．０％と，事業規模の小

さいものが大部分を占めている。

　また，平成２０年１０月以降，取引先である元売を変更しなかったとする者は，一般

特約店の９４．１％である。変更しない理由として，元売が発行しているクレジット

カードの顧客の存在を無視できず，顧客が失われることを懸念するがゆえに取引先

である元売を変更することなく，現在の元売との取引を継続していると回答した者

の割合は，４７．３％，ブランドを変更すると信用力・集客力が低下することを懸念す

るがゆえに取引先である元売を変更することなく，現在の元売との取引を継続して

いると回答した者の割合は，４５．６％であった。

　このほか，系列特約店は，特定の元売と取引するに際し，当該元売に関連する投

資を行っていること等を考え合わせると，系列特約店にとっては，取引先を他の元
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売等に変更することが事業経営上大きな支障をもたらすことが多い。したがって，

一般的にみると，元売は，系列特約店に対して優越的な地位にあるものと考えられ

る。

�　公正な競争の確保に向けて

　前記�の状況を踏まえると，元売と系列特約店との取引に関しては，公正な競争の確

保がなされ，ガソリン流通全体の活力の創出につながるように，次のような点について，

適正なものとしなければならない。

ア　系列内の仕切価格差

　前記�エで述べたように，総じて仕切価格が最も低いのは商社系特約店であり，販

売子会社，一般特約店の順に高くなっている。

　現行の新価格体系の下においては，系列玉の仕切価格は，製油所出荷ベースの指標

基準価格，物流費，販売関連コスト及びインセンティブの各構成要素の額をフォー

ミュラに当てはめて計算することとなる。しかし，そもそも物流費や販売関連コスト

について，額や条件等の開示を受けていない一般特約店が多い。

　フォーミュラの各構成要素の額が開示されていない一般特約店においては，請求額

が適正であるかどうかが分からず，仕切価格の妥当性について，自主的，合理的な判

断が困難となる。フォーミュラの各構成要素の額が開示されていなければ，仮に交渉

の機会を設けられていても，合理的な判断材料がなく有効な交渉ができないので，不

当に不利な仕切価格が設定されるおそれがある。

　元売は，仕切価格を一定のフォーミュラで取り決めている場合には，一般特約店に

対し，仕切価格だけではなく，各構成要素の額を請求書等に明記する必要がある。ま

た，仕切価格における価格体系やその構成要素の額を見直す場合には，見直した結果

を一方的に通知するのではなく，交渉の機会を設けて一般特約店の意見に耳を傾ける

必要がある。

　また，系列玉は，タンクローリーによって直接に個々の系列SSまで配送されるもの

であるから，系列特約店が運営する SS 数の多寡によって１ SS 当たりの物流費に大き

な差はないにもかかわらず，特約店規模格差のインセンティブは，系列特約店の事業

者単位での取引数量を基準として設定されている。その結果，多くの SS を運営して

いる系列特約店では当該インセンティブの付与額が大きくなり，仕切価格が低くな

る。他方，一般特約店の大部分は事業規模が小さいため，一部の大規模な事業者を除

くほとんどの一般特約店は，販売子会社や商社系特約店と比較して当該インセンティ

ブの付与額は小さくなり，仕切価格は相対的に高くなる。さらに，一部の元売は，特

約店規模格差のインセンティブを適用するに当たり，系列 SS 向けの取引数量のほか

PBSS 等向けの取引数量も，系列特約店の事業者単位の取引数量の算定に加えている。

イ　販売関連コスト

　新価格体系の下における系列玉の仕切価格の算出に当たっては，どの元売も販売関

連コストを加えることとしているところ，多くの一般特約店は，販売関連コストとし

て１リットル当たり３円超４円以下の金額を元売に支払っている。

　販売関連コストについては，算出根拠が不透明であるとして一般特約店の不満が多

く寄せられているところである。元売から一般特約店に対し，販売関連コストを賦課
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する趣旨や根拠の提示をした上で，相互に納得の上で合意することが取引の基本では

ある。しかし，一般特約店の多くは，元売から情報提供が十分になされないため，自

らが支払っている販売関連コストが元売から受けている便益に見合ったものかどうか

を判断することができなかったり，元売に対する取引依存度等から，内訳等の説明を

強く言い出せなかったりする状況にある。

　毎週の仕切価格の通知ごとに交渉の機会を設けることは現実的ではないものの，元

売においては，販売関連コストを一方的に通知するのではなく，販売関連コストの額

の決まり方について疑義が生じないように，また一般特約店の理解を十分に得られる

ようにするため，説明及び意見交換を定期的に行うことが必要である。

ウ　業転玉の取扱制限

　前記�ウで述べたように，元売は，系列ルートを通じて系列SS向けにガソリンを販

売しているほか，ガソリン販売総量の１０％程度のガソリンを PBSS 向け等として商社

に販売している。この PBSS 向け等として商社に販売されるガソリンは，系列玉より

も安い価格で販売されている。前記�エ�で述べたように，商社が同一の元売からガ

ソリンを仕入れる場合であっても，業転玉は系列玉よりも平均で３．８円安いことが認

められた。商社は，自ら運営する PBSS に対する安定供給を図るために，元売との間

で取引数量を定めて計画的に供給を受けている。これに加えて，商社は，余剰品とし

てスポット的に元売から供給を受けている。

　PBSS は，より有利な条件でガソリンを購入できるよう自由に調達先を選ぶことが

可能である。これに対し，前記�エ�で述べたように，系列特約店は，元売との特約

店契約により，元売やその系列特約店を通じて供給されたガソリン以外販売できない

こととされており，このため，系列特約店は，たとえ特約店契約を結んでいる元売が

商社に供給しているガソリンであっても，当該商社から安価な業転玉を購入すること

ができないようになっている。

　元売は，①業転玉の販売行為は商標権の侵害に当たるため，元売ブランドの重要な

要素である商標を保護し，商品に対する消費者の信用を担保する必要があること，

②他社のガソリンとの混合を認めると，品確法の趣旨に反し品質の変更がないことを

確認できないガソリンが販売されることを理由として，系列玉と業転玉を混合して販

売することを禁じている（前記（注３）を参照。）。

　しかしながら，業転玉といえども，商社が元売から購入し，適正に販売しているガ

ソリンについては，品質上，系列玉と変わることがない。実際，品確法による規格に

合致しないガソリンの流通は，一般社団法人全国石油協会が平成２４年７月から９月ま

での間に行った試買分析では，３件にすぎなかった。また，元売が，他の元売が精製

したガソリンを購入し，それを自社のガソリンとして系列特約店に販売することや，

元売が，当該元売が精製したガソリンと他の元売が精製したガソリンを共同油槽所に

おいて混合したものを自社のガソリンとして系列特約店に販売することも常態化して

いる状況にある。さらに，以前は市況によっては系列玉の価格が業転玉の価格を下回

ることもあったが，現行の系列玉の仕切価格決定方式においては，基本的に系列玉の

価格が業転玉の価格を下回ることはなくなっている。

　元売が系列特約店における業転玉の取扱いを一律に制限・禁止することは，元売の
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ブランド価値や商標権の観点からのものであっても，元売により業転玉が PBSS 等に

対して安定的に供給されるようになっており，かつ系列玉と業転玉の価格差が常態化

している昨今の状況においては，ガソリンの流通市場の公正な競争環境の整備を進め

るに当たって悪い影響を及ぼしかねないものと考える。このため，元売は，系列特約

店における業転玉の取扱いを一律に制限・禁止するのではなく，系列特約店の業転玉

の取扱いについて，系列特約店等の意見を踏まえ，系列特約店との間で一定のルール

を策定する必要があると考える。

�　まとめ

　前記�アからウまでに述べてきたように，今回の調査では，元売が，系列特約店，特

に一般特約店にとって相対的に高い仕切価格を設定し，その仕切価格の設定に当たり十

分な情報の開示や交渉が行われていない場合がみられた。また，元売は，自社が精製し

たガソリンを商社に販売し，それが安価な業転玉としてPBSSに供給されている一方で，

系列特約店に対しては業転玉の購入・販売を制限していることが認められた。

　これらの行為は，一般的にみて，取引上優越した立場にある元売が，一般特約店に対

し，一方的に，競争上不利な取引条件を課しているおそれのあるものであり，ガソリン

の流通市場における公正な競争環境を整備するという観点からみて不適切であると考え

られる。

　ついては，公正取引委員会としては，これらの行為について元売各社に対し，前記�

の観点から改善を求め，その動向を注視するとともに，仮に，元売が，自己の取引上の

地位が一般特約店に優越していることを利用して，取引の条件について，正常な商慣習

に照らして不当に一般特約店に不利益を与えるなどの独占禁止法に違反する疑いのある

具体的事実に接した場合には，厳正に対処することとする。また，事業所管省庁にあっ

ても，ガソリンの流通市場における公正な競争環境の整備という観点から，まずは関係

者間での適切な対応を促す必要があると考えられる。
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第７章 競争政策に関する理論的・実証的基盤の整備

 １ 　はじめに

　いわゆる経済の高度化，ボーダーレス化等が進展する中で，公正取引委員会における競

争政策上の制度設計や法執行に関し，経済学的，あるいは法学的な分析の成果を取り入れ

る必要性がますます高まっている。

　このような中，公正取引委員会は，平成１５年６月，事務総局内に「競争政策研究センター

（CPRC）」を発足させた。同センターでは，外部の研究者や実務家と当委員会事務総局の

職員との協働による研究等，独占禁止法及び関連する法律の執行や競争政策の企画・立案・

評価を行う上での理論的・実証的な基礎を強化するための活動を展開している。

 ２ 　共同研究報告書及びディスカッション・ペーパー

　競争政策研究センターでは，経済学者，法学者及び公正取引委員会事務総局の職員（競

争政策研究センター研究員）の三者協働を原則に，複数の競争政策に関する研究テーマに

取り組んでいる。

　平成２４年度においては，５テーマについて研究を行い，前年度の共同研究について４本

の共同研究報告書を公表した。このほか，共同研究報告書で取り上げたテーマを更に掘り

下げた研究，競争政策研究センターが開催する公開セミナーや国際シンポジウムの際に報

告・紹介された研究等をディスカッション・ペーパーとして公表している（第１表，第２

表及び第３表参照）。共同研究報告書及びディスカッション・ペーパーは競争政策研究セン

ターのウェブサイト（http://www.jftc.go.jp/cprc/index.html）上に全文を掲載している。

第１表　共同研究テーマ（平成２４年度） 
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EU 国家補助規制の考え方の我が国への応用について１

グローバル市場における競争優位と国内市場における競争状況について２

電子書籍市場の動向について３

カルテル事件における立証手法の検討－状況証拠の活用について－４

排他条件付取引への経済学的考え方の活用５

Title:135-181.ec8 Page:135  Date: 2013/09/19 Thu 18:11:40 



第２表　共同研究報告書（平成２４年度公表分） 
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タイトル・執筆者公表年月日

「競争法の観点からみた国家補助規制－ EU 競争法の議論を参考に－」

　多田　英明（東洋大学法学部准教授・競争政策研究センター客員研究員）

　武田　邦宣（大阪大学大学院法学研究科准教授・競争政策研究センター主任研究官）

　大久保直樹（学習院大学法学部教授・競争政策研究センター主任研究官）

　青柳　由香（東海大学法学部専任講師・競争政策研究センター客員研究員）

　市川　芳治（慶應義塾大学経済学部非常勤講師・日本放送協会）

　松尾　俊佐（日本電信電話㈱）

　荒井　弘毅（公正取引委員会事務総局経済取引局総務課経済研究官・競争政策研究セ

ンター次長）

　笠原　　宏（公正取引委員会事務総局経済取引局調整課長・競争政策研究センター研

究員）

２４．７．２７１

「ネットワーク産業に関する競争政策～日米欧のマージンスクイーズ規制の比較分析及

び経済学的検証～」

　泉水　文雄（神戸大学大学院法学研究科教授・競争政策研究センター客員研究員）

　柳川　　隆（神戸大学大学院経済学研究科教授・競争政策研究センター客員研究員）

　品川　　武（公正取引委員会事務総局審査局第四審査長・元競争政策研究センター研

究員）

　木村　智彦（公正取引委員会事務総局審査局第四審査・元競争政策研究センター研究

員）

　植田真太郎（元競争政策研究センター研究員）

　川崎　　豊（元競争政策研究センター研究員）

２４．１０．１１２

「標準化活動におけるホールドアップ問題への対応と競争法」

　西村　暢史（中央大学法学部准教授・元競争政策研究センター客員研究員）

　西川　康一（公正取引委員会事務総局経済取引局取引部取引企画課相談指導室長・元

競争政策研究センター研究員）

　猪又　健夫（公正取引委員会事務総局経済取引局取引部取引企画課相談指導室・元競

争政策研究センター研究員）

　西村　元宏（公正取引委員会事務総局経済取引局総務課経済調査室・元競争政策研究

センター研究員）

　森　　　貴（公正取引委員会事務総局経済取引局総務課・元競争政策研究センター研

究員）

　後藤　大樹（公正取引委員会事務総局経済取引局取引部企業取引課・元競争政策研究

センター研究員）

　古田　智裕（公正取引委員会事務総局審査局第三審査・元競争政策研究センター研究

員）

２４．１０．２６３

「低価格入札に関する研究」

　鈴木　彩子（早稲田大学講師・元競争政策研究センター客員研究員）

　大久保直樹（学習院大学教授・競争政策研究センター主任研究官）

　塚田　益徳（公正取引委員会事務総局東北事務所長・元競争政策研究センター研究員）

　高橋　理人（公正取引委員会事務総局経済取引局取引部取引企画課・元競争政策研究

センター研究員）

　荒井　弘毅（公正取引委員会事務総局経済取引局総務課経済研究官・競争政策研究セ

ンター次長）

　工藤　恭嗣（公正取引委員会事務総局経済取引局総務課経済調査室・競争政策研究セ

ンター研究員）

２４．１０．２６４

（注）　執筆者の役職等は公表時点のものである。
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第３表　ディスカッション・ペーパー（平成２４年度公表分） 

 ３ 　競争政策研究センター主催シンポジウム，セミナー等

�　国際シンポジウム

　競争政策に関する国際的な交流拠点としての機能を果たすため，競争政策研究セン

ターでは，海外の競争当局担当者や学識経験者を迎えた国際シンポジウムを開催してい

る。

　競争政策研究センターは，平成２５年２月２２日，㈱日本経済新聞社との共催により，基

調講演者として Geeta Gouri インド競争委員会委員，Wu Hanhong 中国人民大学産業経

済・競争政策研究センター主任・同大学経済学院教授及び Victor Gomes ブラジル経済

擁護行政委員会チーフエコノミスト・ブラジリア大学経済学部准教授を，コメンテー

ターとして園部哲史 政策研究大学院大学教授・学長補佐を招へいし，「新興国における競

争政策の役割」をテーマに国際シンポジウムを開催した。同シンポジウムでは，前記３

名の講演者から，インド，中国及びブラジルにおける競争政策の現状等について報告が

行われ，その後行われたパネル・ディスカッションでは，新興国における産業政策と競

争政策の関係について議論が行われた。
（注）　基調講演者等の役職等は開催時点のものである。

�　公開セミナー

　競争政策研究センターでは，共同研究報告書等の研究成果を対外的に紹介するため

に，公開セミナーを開催している（第４表参照）。

第４表　公開セミナーの開催状況（平成２４年度） 
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タイトル・執筆者

「グラントバック条項に関する経済分析」

　畠中　薫里（政策研究大学院大学准教授）
１

「欧州の電気通信分野における SMP 規制の分析と評価」

　武田　邦宣（大阪大学大学院法学研究科准教授・競争政策研究センター主任研究官）

　柴田　潤子（香川大学・愛媛大学大学院連合法務研究科教授）

　林　　秀弥（名古屋大学大学院法学研究科准教授・元競争政策研究センター客員研究員）

　松島　法明（大阪大学社会経済研究所教授・元競争政策研究センター客員研究員）

　松八重泰輔（元競争政策研究センター研究員）

２

「需要関数の推定－ CPRC ハンドブックシリーズ　No．３－」

　北野　泰樹（政策研究大学院大学助教授）
３

（注）　執筆者の役職等は公表時点のものである。

テーマ・講師等公表年月日

「企業再生への国家の関与と競争政策」

［講師］

　冨山　和彦（㈱経営共創基盤代表取締役 CEO）

［コメンテーター］

　土井　教之（競争政策研究センター主任研究官・関西学院大学経済学部教授）

２４．５．１８１
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�　ワークショップ

　共同研究の研究計画，進捗状況，最終報告書案等について，主任研究官，客員研究員

等と公正取引委員会事務総局の職員が議論することにより，共同研究の質的向上を図る

ことを主たる目的として，定期的にワークショップを開催している。平成２４年度におい

てはワークショップを１０回開催した（第５表参照）。

第５表　ワークショップの開催状況（平成２４年度） 

�　CPRCセミナー

　競争政策研究センターは，将来の研究課題の発掘等に資するために，競争政策上の課

題について有識者による講演を CPRC セミナーと題して開催している。
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テーマ・講師等公表年月日

「競争法の視点からみた特許紛争－欧米の IT 分野における動向を中心として－」

［講師］

　和久井理子（立教大学法学部特任教授）

［コメンテーター］

　岡田　羊祐（競争政策研究センター所長・一橋大学大学院経済学研究科教授）

２４．６．１４２

「特許制度と競争政策について－ FTC 知的財産権報告書（２０１１年公表）を題材として－」

［講師］

　田村　善之（北海道大学大学院法学研究科教授）

２４．１１．９３

（注）　講師等の役職等は開催時点のものである。

テ　　ー　　マ開催年月日

①「欧州の電気通信分野における SMP 規制の分析と我が国の電気通信分野における

規制への示唆」の最終報告

②「企業の提携・部分的結合に関する研究Ⅱ」の最終報告

２４．４．６１

「低価格入札に関する研究」の最終報告２４．４．１３２

「グローバル市場における競争優位と国内市場における競争状況について」の研究

計画
２４．４．２０３

①「電子書籍市場の動向について」の研究計画

②「不公正な取引方法への経済学的考え方の活用」の研究計画　※１
２４．４．２７４

①「カルテル事件における立証手法の検討－状況証拠の活用について－」の研究計

画

②「EU 国家補助規制の考え方の我が国への当てはめについて」の研究計画　※２

２４．５．１１５

「電子書籍市場の動向について」の中間報告２４．１１．２６

①「EU 国家補助規制の考え方の我が国への当てはめについて」の中間報告　※２

②「グローバル市場における競争優位と国内市場における競争状況について」の中

間報告

③「カルテル事件における立証手法の検討－状況証拠の活用について－」の中間報

告

２４．１１．１６７

「排他条件付取引への経済学的考え方の活用」の中間報告　※１２４．１１．３０８

「EU 国家補助規制の考え方の我が国への応用について」の最終報告　※２２５．３．２２９

①「電子書籍市場の動向について」の最終報告

②「グローバル市場における競争優位と国内市場における競争状況について」の最

終報告

２５．３．２９１０

（注）　※１及び※２の研究は，ワークショップ等での検討を踏まえ，研究計画の発表時の研究対象から範囲を

限定したため，それぞれ研究タイトルを変更している。
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�　BBL（Brown Bag Lunch）ミーティング

　競争政策研究センターは，将来の研究課題の発掘等に資するために，競争政策の観点

から注目すべき業界の動向等について，有識者による講演を昼食時間等を利用して BBL

ミーティングと題して開催している。
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第８章 株式取得，合併等に関する業務

第１　概説 

　独占禁止法第４章は，事業支配力が過度に集中することとなる会社の設立等の禁止及び

銀行業又は保険業を営む会社の議決権取得・保有の制限並びに会社及び子会社の総資産合

計額が一定規模を超える場合の報告又は届出の義務（第９条）及び銀行業又は保険業を営

む会社が他の国内の会社の議決権の一定の割合を超えて取得・保有する場合の認可（第１１

条）について規定している。このほか，一定の取引分野における競争を実質的に制限する

こととなる場合及び不公正な取引方法による場合の会社等の株式取得・所有，役員兼任，

合併，分割，共同株式移転及び事業譲受け等の禁止並びに一定の条件を満たす企業結合に

ついての届出義務（第１０条及び第１３条から第１６条まで）を規定している。公正取引委員会

は，これらの規定に従い，企業結合審査を行っている。

　また，公正取引委員会は，いわゆる第２次審査を行って排除措置命令を行わない旨の通

知をした場合等について，当該審査結果を公表するほか，届出を受理した事案等のうち，

企業結合を計画している事業者の参考に資すると思われる事案については，一定の取引分

野の画定の考え方や独占禁止法上の判断の理由等についてできるだけ詳細に記載し，その

内容を公表している。

第２　独占禁止法第９条の規定による報告・届出 

　独占禁止法第９条第１項及び第２項の規定では他の国内の会社の株式を取得し，又は所

有することにより事業支配力が過度に集中することとなる会社の設立・転化を禁止してお

り，当該会社及び子会社（注）の総資産合計額が，①持株会社については６０００億円，②銀

行業，保険業又は第一種金融商品取引業を営む会社（持株会社を除く。）については８兆円，

③一般事業会社（①及び②以外の会社）については２兆円を超える場合には，①毎事業年

度終了後３か月以内に当該会社及び子会社の事業報告書を提出すること（独占禁止法第９

条第４項），②当該会社の新設について設立後３０日以内に届け出ること（独占禁止法第９条

第７項）が義務付けられている。

　平成２４年度において，独占禁止法第９条第４項の規定に基づき提出された会社の事業報

告書の件数は９９件であり，独占禁止法第９条第７項の規定に基づき提出された会社設立届

出書の件数は１件であった。
（注）　会社がその総株主の議決権の過半数を有する他の国内の会社をいう。この場合において，会社及びその

一若しくは二以上の子会社又は会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主の議決権の過半数を有する

他の国内の会社は，当該会社の子会社とみなす。

第３　銀行業又は保険業を営む会社の議決権取得・保有 

　独占禁止法第１１条第１項の規定では，銀行業又は保険業を営む会社が他の国内の会社の
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議決権をその総株主の議決権の５％（保険会社は１０％）を超えて取得・保有してはならな

いとされている。ただし，あらかじめ公正取引委員会の認可を受けるなど一定の要件を満

たした場合は，同項の規定の適用を受けない（同条第１項ただし書，第２項）。

　平成２４年度において，公正取引委員会が認可した銀行業又は保険業を営む会社の議決権

取得・保有の件数は５件であり，全て独占禁止法第１１条第２項の規定に基づくものであり，

銀行業を営む会社に係るものであった。また，外国会社に係るものはなかった（なお，銀

行又は保険会社の議決権取得・保有の制限に係る認可についての詳細は，附属資料４－１

表参照）。

第４　株式取得・合併・分割・共同株式移転・事業譲受け等 

 １ 　概要

�　一定の条件を満たす会社が，株式取得，合併，分割，共同株式移転及び事業譲受け等

（以下「企業結合」という。）を行う場合には，それぞれ独占禁止法第１０条第２項，第

１５条第２項，第１５条の２第２項及び第３項，第１５条の３第２項又は第１６条第２項の規定

により，公正取引委員会に企業結合に関する計画を届け出ることが義務付けられている

（ただし，合併等をしようとする全ての会社が同一の企業結合集団に属する場合等につ

いては届出が不要である。）。

　企業結合に関する計画の届出が必要な場合は，具体的には次のとおりである。

ア　株式取得の場合

イ　合併の場合

ウ　共同新設分割の場合
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国内売上高合計額が２００億円を超える会社が，他の会社であって，その国内売上高と子会社（注１）の国内売

上高を合計した額が５０億円を超える会社の株式を取得する場合において，当該会社の属する企業結合集団に属

する会社が所有することとなる株式に係る議決権の数の割合が２０％又は５０％を超えることとなる場合（注２）

（注１）　会社が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等をいう。

（注２）　ただし，あらかじめ届出を行うことが困難である場合として公正取引委員会規則で定める場合は，届

出が不要である。

国内売上高合計額２００億円超の全部承継会社と国内売上高合計額５０億円超の全部承継会社の場合

国内売上高合計額２００億円超の全部承継会社と承継対象部分に係る国内売上高が３０億円超の重要部分承継会社

の場合

承継対象部分に係る国内売上高が１００億円超の重要部分承継会社と国内売上高合計額５０億円超の全部承継会社

の場合

承継対象部分に係る国内売上高が１００億円超の重要部分承継会社と承継対象部分に係る国内売上高が３０億円超

の重要部分承継会社の場合

国内売上高合計額２００億円超の会社と国内売上高合計額５０億円超の会社の場合
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エ　吸収分割の場合

オ　共同株式移転の場合

カ　事業譲受け等の場合

�　平成２４年度において，独占禁止法第１０条第２項等の規定に基づく企業結合に関する計

画の届出を受理した件数は３４９件であった。

�　公正取引委員会は，企業結合により一定の取引分野における競争を実質的に制限する

こととなるかについて調査を行っている。

　平成２４年度に届出を受理した３４９件のうち，届出受理の日から独占禁止法第１０条第９

項（第１５条第３項，第１５条の２第４項，第１５条の３第３項及び第１６条第３項の規定によ

り準用する場合を含む。）に規定する報告等の要請を行う日の前日まで（報告等の要請

を行わない場合は，排除措置命令を行わない旨の通知を行う日まで）の期間に行う第１

次審査で終了した件数は３４０件，報告等の要請を行う日から排除措置命令前の通知を行

う日まで（同通知をしない場合は，排除措置命令を行わない旨の通知を行う日まで）の

期間に行う第２次審査に移行した件数は６件であった。

　平成２４年度に届出を受理した３４９件のうち，独占禁止法第１０条第８項ただし書（第１５条

第３項，第１５条の２第４項，第１５条の３第３項及び第１６条第３項の規定により準用する

場合を含む。）の規定に基づき，企業結合をしてはならない期間を短縮した件数は１２７件

であった。

�　平成２４年度において，独占禁止法第１０条第１項，第１５条第１項，第１５条の２第１項，

第１５条の３第１項又は第１６条第１項の規定に違反するとして，同法第１７条の２第１項の

規定に基づき排除措置命令を行ったものはなかった。

�　平成２４年度において，届出会社が一定の適切な措置（問題解消措置）を講じることを

前提に独占禁止法上の問題はないと判断した件数は３件であった。

�　平成２４年度において，産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法（平成

１１年法律第１３１号）第１３条第１項の規定に基づく協議を受けた件数は５件であった。

 

� 142�

第２部　各　論

国内売上高合計額２００億円超の全部承継会社と国内売上高合計額５０億円超の被承継会社の場合

国内売上高合計額５０億円超の全部承継会社と国内売上高合計額２００億円超の被承継会社の場合

承継対象部分に係る国内売上高が１００億円超の重要部分承継会社と国内売上高合計額５０億円超の被承継会社の

場合

承継対象部分に係る国内売上高が３０億円超の重要部分承継会社と国内売上高合計額２００億円超の被承継会社の

場合

国内売上高合計額２００億円超の会社と国内売上高合計額５０億円超の会社の場合

国内売上高合計額２００億円超の譲受会社と国内売上高３０億円超の全部譲渡会社の場合

国内売上高合計額２００億円超の譲受会社と対象部分の国内売上高が３０億円超の重要部分譲渡会社の場合
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第１表　最近の株式取得等の届出受理等の状況 

 ２ 　株式取得・合併・分割・共同株式移転・事業譲受け等の動向

　平成２４年度における株式取得の届出受理件数は，２８５件であり，前年度の届出受理件数

２２４件に比べ増加している（対前年度比２７．２％増）。

　平成２４年度における合併の届出受理件数は，１４件であり，前年度の届出受理件数１５件に

比べ減少している（対前年度比６．７％減）。

　平成２４年度における分割の届出受理件数は，１５件であり，前年度の届出受理件数１０件に

比べ増加している（対前年度比５０．０％増）。

　平成２４年度における共同株式移転の届出受理件数は，５件であり，前年度の届出受理件

数６件に比べ減少している（対前年度比１６．７％減）。

　平成２４年度における事業譲受け等の届出受理件数は，３０件であり，前年度の届出受理件

数２０件に比べ増加している（対前年度比５０．０％増）。

　平成２４年度に届出を受理した企業結合を国内売上高合計額別，総資産額別，態様別，業

種別及び形態別でみると，次のとおりである（第２表から第１４表。企業結合の詳細な統計

については，附属資料４－２以下参照）。

�　国内売上高合計額別

　平成２４年度の企業結合に関する計画の届出受理件数について，それぞれ国内売上高合

計額別にみると，次のとおりである。

ア　株式取得

　株式取得会社の国内売上高合計額が１０００億円以上の会社による株式取得が過半を占

めている（第２表参照）。

イ　合併

　存続会社の国内売上高合計額が１０００億円以上の会社による合併が過半を占めている

（第４表参照）。

ウ　分割

�ア 　共同新設分割

　分割対象部分に係る国内売上高が２００億円以上５００億円未満の会社を含む共同新設

分割が１件あり，他に届出はなかった（第６表参照）。

�イ 　吸収分割

　事業を承継する会社の国内売上高合計額が１０００億円以上のものが過半を占めてい

る（第８表参照）。

� 143�

第
８
章

株
式
取
得�
合
併
等
に
関
す
る
業
務

平成２４年度平成２３年度平成２２年度

３４９２７５２６５届出受理件数

３４０２７０２６３第１次審査で終了した件数

６４１第２次審査に移行した件数

０００排除措置命令を行った件数

３２２問題解消措置を前提に問題なしとした件数

（注）　「第１次審査で終了した件数」及び「第２次審査に移行した件数」は各年度の届出受理件数の内数であ

るが，「排除措置命令を行った件数」及び「問題解消措置を前提に問題なしとした件数」は各年度に届出

を受理したものに限られない。
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エ　共同株式移転

　国内売上高合計額が５００億円未満の会社による共同株式移転が過半を占めている（第

１０表参照）。

オ　事業譲受け等

　国内売上高合計額が１０００億円以上の会社による事業譲受け等が過半を占めている

（第１２表参照）。

�　総資産額別

　平成２４年度の企業結合に関する計画の届出受理件数について，それぞれ総資産の規模

別にみると，次のとおりである。

ア　株式取得

　総資産額が１０００億円以上の会社による株式取得が過半を占めている（第３表参照）。

イ　合併

　存続会社の総資産額が１００億円以上の会社による合併が過半を占めている（第５表参

照）。

ウ　分割

�ア 　共同新設分割

　総資産額が５０億円以上１００億円未満の会社を含む共同新設分割が１件あり，他に

届出はなかった（第７表参照）。

�イ 　吸収分割

　事業を承継する会社の総資産額が１００億円以上の吸収分割が過半を占めている（第

９表参照）。

エ　共同株式移転

　総資産額が５００億円以上の会社を含む共同株式移転が過半を占めている（第１１表参

照）。

オ　事業譲受け等

　総資産額が５０億円以上の会社による事業譲受け等が過半を占めている（第１３表参

照）。

�　態様別

　平成２４年度の企業結合に関する計画の届出受理件数を態様別にみると，合併について

は，総数１４件の全てが吸収合併であった。分割については，総数１５件のうち，１件が共

同新設分割で１４件が吸収分割であった。また，事業譲受け等については，総数３０件のう

ち，２６件が事業譲受け（全体の８６．７％），４件が事業上の固定資産の譲受け（同１３．３％）

であった。

�　業種別

　平成２４年度の企業結合に関する計画の届出受理件数を業種別にみると，次のとおりで

ある（第１４表参照）。

ア　株式取得

　その他を除けば，製造業が８４件（全体の２９．５％）と最も多く，以下，卸・小売業が

５２件（同１８．２％），運輸・通信・倉庫業が２７件（同９．５％）と続いている。

　製造業の中では，紙・パルプ業が２９件と多くなっている。
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イ　合併

　卸・小売業が５件（全体の３５．７％）と最も多く，以下，製造業が３件（同２１．４％）

と続いている。

　製造業の中では，非鉄金属，金属製品及び機械業が各１件となっている。

ウ　分割

　製造業が７件（全体の４６．７％）と最も多く，以下，卸・小売業及びサービス業が各

４件（同２６．７％）と続いている。

　製造業の中では，機械業が５件となっている。

エ　共同株式移転

　５件全てがその他であった。

オ　事業譲受け等

　その他を除けば，製造業及び卸・小売業が各１３件（全体の４３．３％）と最も多く，以

下，建設業及びサービス業が各１件（同３．３％）と続いている。

　製造業の中では，機械業が８件となっている。

�　形態別

　平成２４年度の企業結合の形態別（注）の件数は，次のとおりである。

　なお，形態別の件数については，複数の形態に該当する企業結合の場合，該当する形

態を全て集計している。そのため，件数の合計は企業結合に関する計画の届出受理件数

と必ずしも一致しない。

ア　株式取得

　水平関係が１７１件（全体の６０．０％）と最も多く，以下，垂直関係（前進）が６６件（同

２３．２％），混合関係（地域拡大）が６２件（同２１．８％）と続いている。

イ　合併

　１４件全てに水平関係があり（全体の１００．０％），混合関係（地域拡大）が４件（同

２８．６％），垂直関係（前進）が３件（同２１．４％）であった。

ウ　分割

　水平関係が１０件（全体の６６．７％）と最も多く，以下，垂直関係（後進）が５件（同

３３．３％），垂直関係（前進）及び混合関係（地域拡大）が各３件（同２０．０％）であっ

た。

エ　共同株式移転

　水平関係が４件（全体の８０．０％）と最も多く，以下，垂直関係（前進）及び混合関

係（地域拡大）が各２件（同４０．０％）と続いている。

オ　事業譲受け等

　水平関係が２１件（全体の７０．０％）と最も多く，以下，混合関係（地域拡大）が８件

（同２６．７％），垂直関係（後進）が６件（同２０．０％）と続いている。
（注）　企業結合の形態の定義については，附属資料４－２�参照。
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第２表　国内売上高合計額別株式取得届出受理件数 

第３表　総資産額別株式取得届出受理件数 
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合計５０００億円以上
１０００億円以上
５０００億円未満

５００億円以上
１０００億円未満

２００億円以上
５００億円未満

５０億円以上
２００億円未満

株式発行会社及
びその子会社
の国内売上
高の合計

額
株式取得
会社の国内
売上高合計額

３５００２３３０
２００億円以上

５００億円未満

３４０００５２９
５００億円以上

１０００億円未満

１０７１９１１２３６３
１０００億円以上

５０００億円未満

４３０４３１０２６
５０００億円以上

１兆円未満

３２１１０３５１３
１兆円以上

５兆円未満

３４１９３４１７５兆円以上

２８５３３２２２５０１７８合計

合計
１０００億円
以上

５００億円
以上

１０００億円
未満

１００億円
以上

５００億円
未満

５０億円
以上

１００億円
未満

１０億円以上
５０億円未満

１０億円未満

株式発行会社の
総資産額

株式取得
会社の総資産額

３０７２１０３６２１０億円未満

１２００３１７１
１０億円以上

５０億円未満

５００００５０
５０億円以上

１００億円未満

４３００１２１１１９１
１００億円以上

５００億円未満

２５１１６５９３
５００億円以上

１０００億円未満

１７０２０１６６０３５３７２１０００億円以上

２８５２８１９９１５５８３９合計
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第４表　国内売上高合計額別合併届出受理件数 

第５表　総資産額別合併届出受理件数 

 

� 147�

第
８
章

株
式
取
得�
合
併
等
に
関
す
る
業
務

合計５０００億円以上
１０００億円以上
５０００億円未満

５００億円以上
１０００億円未満

２００億円以上
５００億円未満

５０億円以上
２００億円未満

消滅会社の
国内売上高
合計額

存続会社
の国内売上
高合計額

２１００１
５０億円以上

２００億円未満

００００００
２００億円以上

５００億円未満

２２００００
５００億円以上

１０００億円未満

５３２０００
１０００億円以上

５０００億円未満

１０１０００
５０００億円以上

１兆円未満

３３００００
１兆円以上

５兆円未満

１１００００５兆円以上

１４１０３０１０合計

合計
１０００億円
以上

５００億円
以上

１０００億円
未満

１００億円
以上

５００億円
未満

５０億円
以上

１００億円
未満

１０億円以上
５０億円未満

１０億円未満

消滅会社の
総資産額

存続会社
の総資産額

０００００００１０億円未満

４００００４０
１０億円以上

５０億円未満

１００００１０
５０億円以上

１００億円未満

４００２１１０
１００億円以上

５００億円未満

０００００００
５００億円以上

１０００億円未満

５４０１０００１０００億円以上

１４４０３１６０合計

（注）　３社以上の合併，すなわち消滅会社が２社以上である場合には，総資産額が最も多い消滅会社を基準と

した。
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第６表　国内売上高合計額別共同新設分割届出受理件数 
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合計５０００億円以上
１０００億円以上
５０００億円未満

５００億円以上
１０００億円未満

２００億円以上
５００億円未満

３０億円以上
２００億円未満

分割する会社２の
国内売上高合
計額（又は
分割対象
部分に係
る国内売
上高）

分割する
会社１の
国内売上高
合計額（又は
分割対象部分に
係る国内売上高）

００００００５０億円以上

２００億円未満 （０）（０）（０）（０）（０）（０）

００００００２００億円以上

５００億円未満 （１）（０）（０）（０）（１）（０）

００００００５００億円以上

１０００億円未満 （０）（０）（０）（０）（０）（０）

００００００１０００億円以上

５０００億円未満 （０）（０）（０）（０）（０）（０）

００００００５０００億円以上

１兆円未満 （０）（０）（０）（０）（０）（０）

００００００１兆円以上

５兆円未満 （０）（０）（０）（０）（０）（０）

００００００
５兆円以上

（０）（０）（０）（０）（０）（０）

００００００
合計

（１）（０）（０）（０）（１）（０）

（注）　共同新設分割をする会社のうち，国内売上高合計額が最も大きい会社を「分割する会社１」，その次に

大きい会社を「分割する会社２」とした。また，（　）内は事業の重要部分を承継させる会社の分割対象

部分に係る国内売上高による件数である（内数ではない。）。
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第７表　総資産額別共同新設分割届出受理件数 

第８表　国内売上高合計額吸収分割届出受理件数 
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合計
１０００億円
以上

５００億円
以上

１０００億円
未満

１００億円
以上

５００億円
未満

５０億円
以上

１００億円
未満

１０億円以上
５０億円未満

１０億円未満

分割する会社２
の総資産額

分割する
会社１の
総資産額

０００００００１０億円未満

０００００００
１０億円以上

５０億円未満

１０００１００
５０億円以上

１００億円未満

０００００００
１００億円以上

５００億円未満

０００００００
５００億円以上

１０００億円未満

０００００００１０００億円以上

１０００１００合計

（注）　共同新設分割をする会社のうち，総資産額が最も大きい会社を「分割する会社１」，その次に大きい会

社を「分割する会社２」とした。また，２社以上からの吸収分割，すなわち分割する会社が２社以上で

ある場合には，総資産額が最も多い分割する会社を基準とした。

合計５０００億円以上
１０００億円以上
５０００億円未満

５００億円以上
１０００億円未満

２００億円以上
５００億円未満

３０億円以上
２００億円未満

分割する会社の
国内売上高合
計額（又は
分割対象
部分に係
る売上
高）

承継する
会社の国内
売上高合計額

００００００５０億円以上

２００億円未満 （０）（０）（０）（０）（０）（０）

００００００２００億円以上

５００億円未満 （１）（０）（０）（０）（０）（１）

００００００５００億円以上

１０００億円未満 （３）（０）（０）（０）（０）（３）

００００００１０００億円以上

５０００億円未満 （４）（０）（０）（０）（０）（４）

００００００５０００億円以上

１兆円未満 （２）（０）（０）（０）（０）（２）

００００００１兆円以上

５兆円未満 （４）（０）（０）（０）（３）（１）

００００００
５兆円以上

（０）（０）（０）（０）（０）（０）

００００００
合計

（１４）（０）（０）（０）（３）（１１）

（注）　（　）内は事業の重要部分を承継させる会社の分割対象部分に係る国内売上高による件数である（内数

ではない。）。
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第９表　総資産額別吸収分割届出受理件数 

第１０表　国内売上高合計額別共同株式移転届出受理件数 

 

� 150�

第２部　各　論

合計
１０００億円
以上

５００億円
以上

１０００億円
未満

１００億円
以上

５００億円
未満

５０億円
以上

１００億円
未満

１０億円以上
５０億円未満

１０億円未満

分割する会社
の総資産額

承継する
会社の
総資産額

１００００１０１０億円未満

２００００２０
１０億円以上

５０億円未満

１１０００００
５０億円以上

１００億円未満

３１０００１１
１００億円以上

５００億円未満

１００００１０
５００億円以上

１０００億円未満

６３０１０２０１０００億円以上

１４５０１０７１合計

（注）　２社以上からの吸収分割，すなわち分割する会社が２社以上である場合には，総資産額が最も多い分割

する会社を基準とした。

合計５０００億円以上
１０００億円以上
５０００億円未満

５００億円以上
１０００億円未満

２００億円以上
５００億円未満

５０億円以上
２００億円未満

株式移転
会社２の
国内売上
高合計額

株式移転
会社１の
国内売上
高合計額

３１２
２００億円以上

５００億円未満

１０１０
５００億円以上

１０００億円未満

０００００
１０００億円以上

５０００億円未満

００００００
５０００億円以上

１兆円未満

００００００
１兆円以上

５兆円未満

１０１０００５兆円以上

５０１０２２合計

（注）　共同株式移転をする会社のうち，国内売上高合計額が最も大きい会社を「株式移転会社１」，その次に

大きい会社を「株式移転会社２」とした。
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第１１表　総資産額別共同株式移転届出受理件数 

第１２表　国内売上高合計額別事業譲受け等届出受理件数 

 

� 151�

第
８
章

株
式
取
得�
合
併
等
に
関
す
る
業
務

合計
１０００億円
以上

５００億円
以上

１０００億円
未満

１００億円
以上

５００億円
未満

５０億円
以上

１００億円
未満

１０億円以上
５０億円未満

１０億円未満

株式移転会社２
の総資産額

株式移転
会社１の
総資産額

０００００００１０億円未満

０００００００
１０億円以上

５０億円未満

０００００００
５０億円以上

１００億円未満

２００１０１０
１００億円以上

５００億円未満

２００２０００
５００億円以上

１０００億円未満

１１０００００１０００億円以上

５１０３０１０合計

（注）　共同株式移転をする会社のうち，総資産額が最も多いものを株式移転会社１，その次に多いものを株式

移転会社２とした。

合計５０００億円以上
１０００億円以上
５０００億円未満

５００億円以上
１０００億円未満

２００億円以上
５００億円未満

３０億円以上
２００億円未満

譲受け対象部分
に係る国内
売上高

譲受け
会社の国内
売上高合計額

４０００１３
２００億円以上

５００億円未満

７００００７
５００億円以上

１０００億円未満

８０００２６
１０００億円以上

５０００億円未満

４０００１３
５０００億円以上

１兆円未満

３００００３
１兆円以上

５兆円未満

４００００４５兆円以上

３００００４２６合計
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第１３表　総資産額別事業譲受け等届出受理件数 
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合計
１０００億円
以上

５００億円
以上

１０００億円
未満

１００億円
以上

５００億円
未満

５０億円
以上

１００億円
未満

１０億円以上
５０億円未満

１０億円未満

譲渡会社の
総資産額

譲受会社の
総資産額

１３３０３１６０１０億円未満

１０００１００
１０億円以上

５０億円未満

１００００１０
５０億円以上

１００億円未満

６００２１１２
１００億円以上

５００億円未満

０００００００
５００億円以上

１０００億円未満

９３０１２３０１０００億円以上

３０６０６５１１２合計

（注）　２社以上からの事業譲受け等，すなわち譲渡会社が２社以上である場合には，総資産額が最も大きい譲

渡会社を基準とした。
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第１４表　業種別届出受理件数 

第５　主要な事例 

　平成２４年度の株式取得・所有，合併，分割，共同株式移転及び事業譲受け等の主要事例

は，次のとおりである。

 事例１ 　㈱東京証券取引所グループと㈱大阪証券取引所の統合

１　本件の概要

　本件は，金融商品取引法（昭和２３年法律第２５号）の規定に基づき内閣総理大臣の免許

を受けて金融商品市場を開設している㈱東京証券取引所等を子会社とする会社である㈱

東京証券取引所グループ（以下，㈱東京証券取引所を「東証」という。）が，東証と同

様に免許を受けて金融商品市場を開設している㈱大阪証券取引所（以下「大証」という。）

の株式を取得し，議決権の過半数を取得すること（以下「本件統合」という。）を計画
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合計事業譲受け等共同株式移転分割合併株式取得業種別

００００００農 林 ・ 水 産 業

１００００１鉱 業

６１００１４建 設 業

１０７１３０７３８４製 造 業

１０００００１０食 料 品

００００００繊 維

００００００木 材 ・ 木 製 品

２９００００２９紙 ・ パ ル プ

００００００出 版 ・ 印 刷

１８５０００１３化学・石油・石炭

００００００ゴ ム ・ 皮 革

００００００窯 業 ・ 土 石

２００００２鉄 鋼

２０００１１非 鉄 金 属

４００１１２金 属 製 品

３５８０５１２１機 械

７００１０６そ の 他 製 造 業

７４１３０４５５２卸 ・ 小 売 業

７０００１６不 動 産 業

２８０００１２７運輸・通信・倉庫業

２５１０４１１９サ ー ビ ス 業

１３００００１３金 融 ・ 保 険 業

３０００１２電 気 ・ ガ ス 業

８５２５０１７７そ の 他

３４９３０５１５１４２８５合　計

（注）　業種は，株式取得の場合には，株式を取得した会社の業種に，合併の場合には合併後の存続会社の業種

に，分割の場合には国内売上高合計額が最も大きい分割する会社又は事業を承継した会社の業種に，共同

株式移転の場合には新設会社の業種に，事業譲受け等の場合には事業等を譲り受けた会社の業種によっ

た。
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したものである。関係法条は，独占禁止法第１０条である。

　本件においては，新興市場における上場関連業務，株式の売買関連業務及び日本株に

関する株価指数先物取引の売買関連業務について，当事会社が公正取引委員会に申し出

た問題解消措置を前提とすれば，本件統合が一定の取引分野における競争を実質的に制

限することとはならないと判断した。また，これら以外の取引分野については，いずれ

も，本件統合が競争を実質的に制限することとはならないと判断した。

　前記の問題解消措置が講じられることとなった取引分野に係る審査結果の詳細は，後

記２から５までのとおりである。

２　新興市場における上場関連業務

�　一定の取引分野

ア　役務範囲

　株式の上場関連業務における需要者たる株式会社が株式の新規公開を行う場合，

ほとんどの会社が新興市場への上場を選択していることから，株式の上場関連業務

においては，役務範囲を「新興市場」における上場関連業務として画定した。

イ　地理的範囲

　日本企業による他のアジアの取引所への上場は，上場に要する費用，規制等の面

において相当の負担となることから，「日本全国」を地理的範囲として画定した。

�　競争の実質的制限についての検討

ア　市場構造の変化

　統合後の当事会社の合算市場シェアは約９５％，統合後の HHI は約９，１００，HHI の

増分は約３，７００であることから，水平型企業結合のセーフハーバー基準に該当しな

い。

イ　当事会社の主張と評価

　当事会社は，当事会社が直接的に競合していないこと，需要者や隣接市場からの

競争圧力が働いていること，効率性が向上すること等を理由に競争を実質的に制限

することとはならないと主張していたが，いずれの主張についても認められない。

�　独占禁止法上の評価

　新興市場については，本件統合により当事会社間の競争は失われ，当事会社の独占

に近い状態となり，その市場支配力に対する有効な牽制力が存在しないことから，当

事会社がある程度自由に上場関連手数料を引き上げることができる状態が現出し，新

興市場における上場関連業務の取引分野について競争を実質的に制限することとなる

と考えられる。
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【過去５年分の新興市場への上場件数ベースの市場シェア】

市場シェア会社名順位

約７０％大証１位

約３０％東証２位

０－５％Ａ社３位

０－５％Ｂ社４位

０－５％Ｃ社５位

１００％合計
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�　当事会社による問題解消措置の申出及び評価

　当事会社は，新興市場における上場関連手数料の決定等を外部の有識者によって構

成される取締役会の諮問委員会の判断にかからしめ，当事会社のみでは上場関連手数

料等を決定できないようにする問題解消措置を講じることを公正取引委員会に申し出

た。

　前記諮問委員会の構成員は，全員が当事会社以外の者であり，各諮問委員会の構成

員は，企業を新規上場させたいというニーズを有している証券会社の役職員が多数を

占めていることから，需要者である上場を希望する企業と利害が共通する傾向があ

り，当事会社による不適当な手数料の引上げに対する牽制力になり得ると考えられ

る。当事会社によるこのような措置については，これに加えて，取引所の公共的機能

の存在や手数料の変更プロセスに係る金融庁の監督の効果により，当事会社による上

場関連手数料の引上げが一定程度制約されている可能性があることを踏まえれば，本

件統合による独占禁止法上の問題に対する有効な問題解消措置になると考えられる。

３　株式の売買関連業務

�　一定の取引分野

ア　役務範囲

　現物商品（注１）の売買関連業務において取り扱われている現物商品は，商品ご

とに性質が大きく異なり，需要の代替性が認められないことから，役務範囲を「株

式の売買関連業務」として画定した。
（注１）　株式，債券，転換社債型新株予約権付社債，新株予約権証券，上場投資信託，不動産投資信託

証券等をいう。

イ　地理的範囲

　株式の売買関連業務は日本の取引所及び私設取引システム（以下「PTS」という。）

を運営している事業者（以下「PTS 事業者」という。）によって行われていること

から，「日本全国」を地理的範囲として画定した。

�　競争の実質的制限についての検討

ア　市場構造の変化

　統合後の当事会社の合算市場シェアは約９５％，統合後の HHI は約９，３００，HHI の

増分は約１，０００であり，水平型企業結合のセーフハーバー基準に該当しない。

イ　当事会社の主張と評価

　当事会社は，当事会社が直接的に競合していないこと，需要者や隣接市場からの

競争圧力が働いていること，効率性が向上すること等を理由に競争を実質的に制限

することとはならないと主張していたが，いずれの主張についても認められない。
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【平成２３年における株式の売買関連業務の市場シェア】

市場シェア会社名順位

約９０％東証１位

約５％大証２位

０－５％Ｄ社３位

０－５％Ｅ社４位

僅少その他

１００％合計
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ウ　競争事業者の状況

　PTS 事業者は有力な競争事業者とは認められないが，高性能の売買システム，低

額な手数料等を主因として，近時成長している状況にあった。他方，PTS における

取引には，「５％ルール」（市場外における株式の買付け等により株券等所有割合の

５％を超える場合には公開買付けによらなければならないとする規制をいう。以下

同じ。）が適用され，当該規制により PTS 事業者の新規参入・成長が抑制されてい

ると考えられる。

　金融庁は，一定の要件を満たすPTSにおける取引について，５％ルールの適用を

除外するとの改正を行うこととしていたことから（注２），当該改正により，５％

ルールの適用除外となる PTS については，機関投資家による利用の増加が見込ま

れ，当事会社に対する PTS 事業者の競争圧力が強くなると考えられる。
（注２）　金融商品取引法施行令の一部を改正する政令（平成２４年政令第２７０号）が平成２４年１０月２６日に

閣議決定され，同年１０月３１日に公布及び施行されている。

�　㈱日本証券クリアリング機構によるPTSの清算業務の引受け

　株式の売買に関する清算業務については，㈱東京証券取引所グループの子会社であ

る㈱日本証券クリアリング機構（以下「JSCC」という。）が，東証及び大証のみなら

ず，地方取引所や PTS 事業者の清算業務も同等の条件で引き受けており，このことが

地方取引所や PTS 事業者での株式の売買がカウンターパーティーリスク（取引相手の

信用リスク）なく行われるための制度的基盤となっていることから，JSCCによるPTS

における売買の清算業務の引受けは，PTS 事業者の新規参入・成長を促進するために

必要と考えられる。しかし，５％ルールの改正により，PTS 事業者の市場シェアが拡

大し当事会社に対して強い競争圧力を有するに至った場合には，JSCC が PTS 事業者

を排除又は差別的に取り扱う可能性があると考えられる。

�　独占禁止法上の評価

　本件統合により，東証に対する実質的に唯一の競争事業者である大証の存在がなく

なるが，５％ルールの改正により，今後，PTS 事業者が競争事業者として，当事会社

に対する一定の牽制力を有することとなると考えられる。

　しかし，JSCC が PTS 事業者を排除又は差別的に取り扱うこととなれば，当事会社

に対するPTS事業者の競争圧力が失われ，当事会社がある程度自由に価格等を左右す

ることができる状態が現出し，株式の売買関連業務について競争を実質的に制限する

こととなると考えられる。

�　当事会社による問題解消措置の申出及び評価

　当事会社は，問題解消措置として，JSCC が当事会社の競争事業者における株式の

売買の清算業務の引受けを，今後も，実質的に差別的でなく，かつ，競争上不利にな

らない条件で行うことを，公正取引委員会に対して申し出た。

　当事会社の申出内容が履行されれば，今後も PTS 事業者が JSCC に清算業務を委託

できる状況が確保され，当事会社に対するPTS事業者の競争圧力は失われないと考え

られる。
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４　日本株に関する株価指数先物取引の売買関連業務

�　一定の取引分野

ア　役務範囲

　公正取引委員会は，デリバティブ取引（対象となる原資産の経済価値から派生し

てその経済価値が定められる取引をいう。以下同じ。）については，原資産の違い及

び先物取引（将来の一定の時期における決済を前提に，特定の原資産の取引価格等

をあらかじめ約定しておく取引をいう。以下同じ。）とオプション取引（あらかじ

め定められた将来の一定の時期において，特定の原資産を一定の行使価格で取引す

る権利を売買する取引をいう。）の違いに着目した。多くの需要者はデリバティブ取

引の種類を選択しており，基本的にこれらの間には需要の代替性が認められないこ

とから，役務範囲を「日本株に関する株価指数先物取引の売買関連業務」として画

定した。

イ　地理的範囲

　需要者は海外の取引所での取引をある程度容易に行えることが認められることか

ら，「世界全体」を地理的範囲として画定した。
（注３）　地理的範囲を世界全体としても，日本株に関する株価指数先物取引を取り扱っている海外の取

引所は，後記�アにおけるＦ社及びＧ社等の数社に限られる。

�　競争の実質的制限についての検討

ア　市場構造の変化

　統合後の当事会社の合算市場シェアは約７０％，統合後の HHI は約５，３００，HHI の

増分は約２，０００であり，水平型企業結合のセーフハーバー基準に該当しない。

イ　当事会社の主張と評価

　当事会社は，当事会社が直接的に競合していないこと，隣接市場からの競争圧力

が働いていること，効率性が向上すること等を理由に競争を実質的に制限すること

とはならないと主張していたが，いずれの主張についても認められない。

ウ　競争事業者の状況

　大証の代表的な日本株に関する株価指数先物取引である日経２２５先物取引を取り

扱う競争者であるＦ社は，同じく日経２２５先物取引を取り扱う大証に対して強い競

争圧力を有しているが，東証の代表的な日本株に関する株価指数先物取引である

TOPIX 先物取引に対しては有効な競争圧力を有していないと考えられる。

�　独占禁止法上の評価

　本件統合後も，有力な競争事業者であるＦ社が存在し，大証に対しては強い競争圧

力を有しているものの，東証の TOPIX 先物取引に対してはＦ社の競争圧力は直接的
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に及ばないと考えられる。そのため，本件統合により，特に，TOPIX 先物取引及び日

経２２５先物取引を選択的に利用する程度が高い需要者を主たる対象として，東証が大

証に対して積極的に行ってきた競争が失われることとなることから，TOPIX 先物取

引に関して，当事会社が単独である程度自由に価格等を左右することができる状態が

現出し，本件統合により日本株に関する株価指数先物取引の売買関連業務について競

争を実質的に制限することとなると考えられる。

�　当事会社による問題解消措置の申出及び評価

　東証は，NYSE Liffe（注４）との契約において，NYSE Liffe の TOPIX 先物取引の

取引時間を，東証の TOPIX 先物取引の取引量が多い日本時間の午前９時から午後３

時までと重複しないよう制限していたところ，当事会社は当該時間帯においても

NYSE Liffe の TOPIX 先物取引の取引を行うことができるよう，当該時間帯における

TOPIX の使用に関する合理的な条件のライセンスを NYSE Liffe に提供すること等

を，公正取引委員会に対して申し出た。

　デリバティブ取引に関して世界有数の取引量を有するNYSE Liffe に対するTOPIX

のライセンス等の提供は，既存の競争事業者が牽制力を有することとなるよう強化す

るものであり，有効な問題解消措置となると考えられる。
（注４）　NYSE Liffe は，NYSE Euronext グループに属し，ロンドンに拠点を置く取引所である。各種デ

リバティブ取引に関して世界有数の取引量がある。２０１０年から，東証から TOPIX のライセンスを

受け，TOPIX 先物取引を取り扱っている。

５　結論

　当事会社が申し出た問題解消措置を前提とすれば，本件統合が一定の取引分野におけ

る競争を実質的に制限することとはならないと考えられる。

 事例２ 　㈱ヤマダ電機による㈱ベスト電器の株式取得

１　本件の概要

　本件は，家電小売業を営む㈱ヤマダ電機（以下「ヤマダ電機」という。）が，家電小

売業を営む㈱ベスト電器（以下「ベスト電器」という。）の株式を取得し，議決権の過

半数を取得すること（以下「本件株式取得」という。）を計画したものである。関係法

条は，独占禁止法第１０条である。

　本件においては，一部地域における家電小売業について，ヤマダ電機が公正取引委員

会に申し出た問題解消措置を前提とすれば，本件株式取得が一定の取引分野における競

争を実質的に制限することとはならないと判断した。

　審査結果の詳細は，後記２から７までのとおりである。

２　一定の取引分野

�　役務範囲

　家電製品を取り扱う小売業者には，実店舗で販売を行う家電量販店，総合スーパー，

ホームセンター，ディスカウントストア（以下，総合スーパー，ホームセンター及び

ディスカウントストアをまとめて「GMS 等」という。），地域家電小売店（家電メーカー

の系列店や地場の電気店を指す。以下同じ。）のほか，通販事業者が存在するが，品

ぞろえやアフターサービスを考慮すると，家電量販店の家電小売業とその他家電小売
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業者の家電小売業との間における代替性の程度は低いと認められることから，「家電

量販店における家電小売業」を役務範囲として画定した。

�　地理的範囲

　家電量販店においては，店舗ごとに競争が行われており，消費者の買い回りの範囲

等から個別店舗ごとの商圏を設定しているところ，当事会社はおおむね「店舗から半

径１０キロメートル」を商圏として設定していること，また，当事会社以外の家電量販

店に対するヒアリングにおいても，同様の見解が多くみられたことから，「店舗から半

径１０キロメートル」を地理的範囲として画定した。

３　競争の実質的制限についての検討

�　当事会社間の競合状況

　前記２で画定した一定の取引分野において，当事会社が競合している地域は２５３地

域存在する。

�　当事会社が競合する地域における競争状況の概観

　前記２５３地域について，一般に，同一地域内における事業者数が多い地域ほど，競争

が活発であると考えられる。また，本件株式取得が各地理的範囲における競争に与え

る影響を検討する場合，一般的に，もともと事業者数が多く本件株式取得により事業

者数が１社減少する地域よりも，もともと事業者数が少なく本件株式取得により更に

１社減少する地域の方が，競争に与える影響が大きいと考えられる。さらに，各家電

量販店は，自社店舗の近隣に所在する特定の競合家電量販店の店舗を注視し，当該店

舗を強く意識しながら価格設定を行っている実態にある。

�　参入圧力

　当事会社は，家電量販店の出店に関して制度面又は実態面の参入障壁は存在しない

と主張しているところ，現に，制度上の参入障壁は低いものと考えられる。しかし，

競争事業者からのヒアリングによると，自社の出店戦略により参入意欲を有する地域

はおのずと限定されるとしていることから，全ての地域について等しく参入圧力が働

いているとは認められない。

　なお，競争事業者による具体的な出店計画が明らかになっている地域については，

顕在的な参入圧力が働いていると認められる。

�　隣接市場（地理的隣接市場）からの競争圧力

　当事会社は，地理的に隣接する市場（以下「地理的隣接市場」という。）からの競

争圧力が働いていると主張している。この点について，ヤマダ電機から提出された資

料によれば，店舗によっては消費者が地理的範囲（店舗を中心に半径１０キロメートル）

を超えて買い回っている実態が見てとれるケースもあり，また，当事会社は特定の店

舗について，地理的範囲の外側に所在する競争事業者の店舗を注視しているケースも

あることから，店舗によっては，地理的隣接市場からの競争圧力が働いている場合も

あると考えられる。

�　隣接市場（GMS等）からの競争圧力

　当事会社は，GMS 等からの競争圧力が働いていると主張している。しかし，家電量

販店と比較してGMS等が取り扱う家電製品の品ぞろえは限定されており，また，ヒア

リング調査の結果によると，家電量販店と GMS 等は互いに家電小売業において競争
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関係にあるとは認識していないとしている。さらに，地方公共団体によって公表され

ている消費者の購買行動に係るアンケート調査結果や，当事会社が提出した店舗ごと

の財務データ等に基づいて行った経済分析の結果においても，GMS 等が商圏内に存

在することが競争圧力となっているという事情は一般的には認められなかった。

　したがって，個別の地域において具体的な競争圧力となる例外的な事情が認められ

る場合を除き，GMS 等は，家電量販店に対する競争圧力になっているとはいえないと

考えられる。

�　隣接市場（通販事業者）からの競争圧力

　当事会社は，通販事業者からの強い競争圧力が働いていると主張しているところ，

現に，インターネット販売を中心とした通販事業者による販売が家電製品の販売の一

定割合を占めており，更に近年増加傾向にあることは認められる。しかし，①ヤマダ

電機から提出された資料によれば，通販事業者を買い回り先としている顧客は少数に

とどまること，②家電量販店に対するヒアリング調査の結果によると，家電量販店と

通販事業者は，ほぼすみ分けられており，強い競争圧力にはなっていないという意見

が多くみられたこと，③通販事業者に対するヒアリング調査によると，家電量販店と

通販事業者は価格面で全面的な競争関係にはないとしていること，④多くの通販事業

者は，家電量販店と同等のアフターサービスや品ぞろえを提供しているわけではない

こと等から判断すると，インターネット販売を中心とした通販事業者は，家電量販店

に対し，ある程度の競争圧力となっている点は否定できないが，強い競争圧力になっ

ているとまではいえないものと認められる。

�　当事会社グループの経営状況

　当事会社は，ベスト電器が業績不振に陥っているため，本件株式取得は「企業結合

審査に関する独占禁止法の運用指針」（平成１６年５月３１日公正取引委員会）第４の２�

（当事会社グループの経営状況）イ①に定める競争を実質的に制限することとなるお

それは小さい場合に該当する旨主張しているが，ベスト電器の財務状況やベスト電器

の第三者割当増資の割当先の選定状況等に鑑みると，直ちに該当するとは認められな

い。他方，ベスト電器の業績が不振である事実は認められ，競争事業者と比較してベ

スト電器の事業能力は限定的であると考えられる。

�　当事会社のその他の主張

　当事会社は，自社の各店舗の販売価格を全国統一的に定めていることなど，自社の

価格設定方法に鑑み，本件株式取得後に特定の店舗のみ価格を引き上げることはない

とも主張している。しかし，当事会社から提出された実売価格のデータ等に基づき経

済分析を行ったところ，各店舗において極端に大きな価格差はみられないものの，店

舗ごとに一定程度の価格差がみられること等から，当該主張のみをもって，当事会社

が一部店舗の価格を引き上げることができないとは必ずしもいえないと考えられる。

また，本件株式取得により，価格面とは別に品ぞろえ等の観点からの競争が制限され

る可能性も考えられる。

４　独占禁止法上の評価

　当事会社が競合している地域は２５３地域存在するが，各地域における競争状況を詳細

に検討すると，ベスト電器の経営不振により同社の事業能力が限定的であることもあ
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り，多くの地域において，当事会社間における競争と比較して同等又はより激しい競争

が，当事会社と別の競争事業者との間で展開されている実態にあると認められる。具体

的には，ヤマダ電機にとって注視する対象の店舗がベスト電器以外の地域や，ヤマダ電

機がベスト電器の店舗を注視しているものの，同一の地理的範囲内又は地理的隣接市場

内に，当事会社の店舗と遜色ない競争力を有する競争事業者の店舗の存在が認められる

地域が，合計２４３地域存在する。同地域では，本件株式取得後も引き続き活発な競争が展

開されることが想定されるとともに，地域によっては具体的な参入計画が存在し顕在的

な参入圧力が認められること及び通販事業者からの一定程度の競争圧力が認められるこ

とを併せて考えれば，本件株式取得により，当事会社の単独行動又は競争事業者との協

調的行動によって競争が実質的に制限されることとはならないと考えられる。

　他方，残りの１０地域（注）（以下「１０地域」という。）については，ヤマダ電機がベス

ト電器の店舗を注視しており，同一の地理的範囲内又は地理的隣接市場内に当事会社の

店舗と比較して遜色ない競争力を有する競争事業者の店舗の存在は認められず，本件株

式取得により当該地理的範囲における競争が実質的に制限されることとなると認められ

る。
（注）　①甘木地域（福岡県），②唐津地域（佐賀県），③島原地域（長崎県），④諫早地域（長崎県），⑤大村

地域（長崎県），⑥人吉地域（熊本県），⑦種子島地域（鹿児島県），⑧宿毛地域（高知県），⑨四万十地

域（高知県），⑩秩父地域（埼玉県）

５　ヤマダ電機による問題解消措置の申出

　前記４のとおり，本件株式取得により，１０地域における競争が実質的に制限されるこ

ととなることから，ヤマダ電機は，公正取引委員会に対して次の問題解消措置を講じる

ことを申し出た。

�　ヤマダ電機は，１０地域それぞれについて，当該地域に所在する当事会社の店舗のう

ち１店舗を第三者に譲渡することとし，平成２５年６月３０日までに譲渡の契約を締結す

る（当該地域に所在する当事会社のフランチャイズ店舗〔以下「FC 店舗」という。〕

が第三者の FC 店舗となることを選択した場合には，譲渡があったものとみなす。）。

ただし，④諫早地域と⑤大村地域は互いに隣接していることから，両地域に所在する

当事会社の店舗のうち１店舗を譲渡する。同様に，⑧宿毛地域と⑨四万十地域につい

ても，両地域に所在する当事会社の店舗のうち１店舗を譲渡する（合計８店舗の譲

渡）。同日までに譲渡の契約が締結されなかった地域又は同日までに譲渡の契約が締

結されたがその後譲渡が実行されなかった地域においては，適切かつ合理的な方法及

び条件で，当該地域に所在する当事会社の店舗（FC 店舗を除く。）について速やかに

入札手続を行う。

�　ヤマダ電機は，店舗の譲渡が完了するまでの間，対象店舗の事業価値を毀損しない

ようにするとともに，各対象店舗において消費者に不当に不利な価格設定を行わな

い。

�　ヤマダ電機は，店舗の譲渡が完了するまでの間，定期的に，各対象店舗等の家電製

品の販売価格について公正取引委員会に報告するとともに，店舗の譲渡の実施状況等

について，その内容を当委員会に速やかに報告する。
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６　問題解消措置に対する評価

　ヤマダ電機の申し出た措置は構造的措置であり，１０地域において当事会社の店舗を譲

渡することにより，当該地域において新規の独立した競争者を創出するものであること

から，適切な措置であると評価できる。

７　結論

　ヤマダ電機が申し出た問題解消措置により，本件株式取得が１０地域における競争を実

質的に制限することとはならないと考えられる。 
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第９章 不公正な取引方法への取組

第１　概説 

　独占禁止法は，第１９条において事業者が不公正な取引方法を用いることを禁止している

ほか，事業者及び事業者団体が不公正な取引方法に該当する事項を内容とする国際的契約

を締結すること，事業者団体が事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるように

すること，会社及び会社以外の者が不公正な取引方法により株式を取得し又は所有するこ

と，会社が不公正な取引方法により役員の兼任を強制すること，会社が不公正な取引方法

により合併すること等の行為を禁止している（第６条，第８条第５号，第１０条第１項，第

１３条第２項，第１４条，第１５条第１項，第１５条の２第１項第２号及び第１６条第１項）。不公正

な取引方法として規制される行為の具体的な内容は，公正取引委員会が告示により指定す

ることとされてきたが，平成２１年独占禁止法改正法により，これまで「不公正な取引方法」

（昭和５７年公正取引委員会告示第１５号）により指定されていたもののうち，共同の取引拒

絶，差別対価，不当廉売，再販売価格の拘束及び優越的地位の濫用の全部又は一部が法定

化され（第２条第９項第１号から第５号），新たに課徴金納付命令の対象となった（第２０

条の２から第２０条の６）。

　不公正な取引方法に対する取組に関しては，前記規定に違反する事件の処理のほか，不

公正な取引方法の指定に関する調査，不公正な取引方法に関する説明会の開催等の普及・

啓発活動，不公正な取引方法を防止するための指導業務等がある。また，不公正な取引方

法に関する事業者からの相談に積極的に応じることにより違反行為の未然防止に努めてい

る。

第２　不当廉売に対する取組 

　企業の効率性によって達成した低価格で商品を供給するのではなく，採算を度外視した

低価格によって顧客を獲得しようとすることは，独占禁止法の目的からみて問題がある場

合があり，公正な競争秩序に悪影響を与えるときは，不公正な取引方法の一つである不当

廉売として規制される。

　公正取引委員会は，以前から，不当廉売に対し，厳正かつ積極的に対処することとして

いる。

 １ 　不当廉売事案への対処

�　処理方針

　小売業における不当廉売事案については，①申告のあった事案に関しては，処理結果

を通知するまでの目標処理期間を原則２か月以内として迅速処理することとし，繰り返

し注意を受ける事業者に対しては，事案に応じて，責任者を招致した上で直接注意を行

うほか，②大規模な事業者による事案又は繰り返し行われている事案で，周辺の販売業

者に対する影響が大きいと考えられるものについては，周辺の販売業者の事業活動への

� 163�

第
９
章

不
公
正
な
取
引
方
法
へ
の
取
組

Title:135-181.ec8 Page:163  Date: 2013/09/19 Thu 18:11:42 



影響等について個別に調査を行い，問題の見られる事案については厳正に対処すること

としている。

�　処理の状況

ア　警告

　平成２４年度においては，ビール類について３件及びレギュラーガソリンについて１

件の不当廉売事件について警告・公表を行った。

�　酒類卸売業者３社が，遅くとも平成２１年１月以降，それぞれ，特定の酒類小売

業者に対し，ビール類のうち一部の商品をその供給に要する費用を著しく下回る

対価で継続して供給することにより，当該酒類小売業者が運営する各店舗の周辺

地域に所在する他の酒類小売業者の事業活動を困難にさせるおそれを生じさせて

いる疑いのある事実が認められたことから，当該卸売業者３社に対し，当該行為

を取りやめ，今後，このような行為を行わないよう警告した。

�　石油小売業者が，レギュラーガソリンを，福井県に所在する１３給油所において，

自ら又は子会社を通じて，平成２３年５月２日から同年１２月４日までの期間のうち

一定期間，その供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給し，当該給

油所の周辺地域に所在する他のレギュラーガソリンの販売業者の事業活動を困難

にさせるおそれを生じさせた疑いのある事実が認められたことから，当該石油小

売業者に対し，今後，このような行為を行わないよう警告した。

イ　注意

　平成２４年度においては，酒類，石油製品，家庭用電気製品等の小売業において，不

当廉売につながるおそれがあるとして合計１，７３６件の事案に関して注意（迅速処理（注）

によるもの）を行った（第１表参照）。

　例えば，酒類について，繰り返し注意を受ける事業者が供給に要する費用を著しく

下回る対価で販売したものの，短期間の廉売にとどまっている事案において，責任者

を招致して文書により厳重に注意した事例があった。

　また，石油製品について，他の事業者に対抗し，供給に要する費用を著しく下回る

対価で販売するなどした複数の事業者に対し，責任者を招致して文書により厳重に注

意した事例があった。
（注）　申告のあった不当廉売事案に対し可能な限り迅速に処理する（原則２か月以内）という方針に基づ

いて行う処理をいう。

第１表　平成２４年度における不当廉売事案の注意件数（迅速処理によるもの） 

（単位：件）

 ２ 　規制基準の明確化

　公正取引委員会は，昭和５９年に「不当廉売に関する独占禁止法上の考え方」を公表し，

その後，個別の業種（酒類，ガソリン等及び家庭用電気製品）についてその取引実態を踏

まえたガイドラインを順次公表することにより，不当廉売規制の考え方を明らかにしてき
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た。

　平成２１年独占禁止法改正法により，不当廉売が新たに課徴金納付命令の対象となったこ

と等に伴い，公正取引委員会は，不当廉売の要件に関する解釈を更に明確化すること等に

より，法運用の透明性を一層確保し，事業者の予見可能性をより向上させるため，これら

のガイドラインを改定し，平成２１年１２月１８日に公表した。

第３　優越的地位の濫用に対する取組 

　自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して，取引の相手方に正常な商

慣習に照らして不当に不利益を与える行為（優越的地位の濫用）は，自己と競争者間及び

相手方とその競争者間の公正な競争を阻害するおそれがあるものであり，不公正な取引方

法の一つとして禁止されている。

　公正取引委員会は，以前から，優越的地位の濫用に対し，厳正かつ積極的に対処するこ

ととしている。

 １ 　優越的地位の濫用への対処

　公正取引委員会では，優越的地位の濫用行為に係る審査を効率的かつ効果的に行い，必

要な是正措置を講じていくことを目的とした「優越的地位濫用事件タスクフォース」を設

置し（平成２１年１１月），審査を行っているところ，平成２４年度においては，過去最高の５７

件の注意を行った。

 ２ 　中小事業者の取引の公正化を図る必要が高い分野に係る実態調査等

　公正取引委員会は，独占禁止法上問題となる個別の違反行為に対し，厳正に対処してい

るほか，中小事業者の取引の公正化を図る必要が高い分野について，実態調査等を実施し，

普及・啓発に努めている。

�　ホテル・旅館と納入業者との取引に関する実態調査の実施

　公正取引委員会は，ホテル・旅館に商品・サービスを納入・提供している事業者６，８６６

名を対象とする実態調査を実施し，その結果を平成２４年５月１６日に「ホテル・旅館と納

入業者との取引に関する実態調査報告書」として公表した（後記第３の５参照）。

　調査結果によると，ホテル・旅館によるディナーショーチケット等の商品・サービス

の購入・利用要請は広く行われており，ホテル・旅館の取引上の地位が優越しているな

ど，取引の実態いかんによっては，優越的地位の濫用につながり得る行為を行っている

ホテル・旅館が相当数存在すると考えられることから，ホテル・旅館に対して，こういっ

た行為を行っていないかどうかを早急に確認し，自主的に改善を図る必要があること等

を指摘した。

　調査結果を踏まえ，ホテル・旅館が優越的地位の濫用を行うことのないようにするた

め，関係事業者団体に対して，本調査結果に示された問題点を指摘するとともに，改め

て「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」（以下「優越ガイドライン」と

いう。）等の内容を傘下会員に周知徹底するなど，業界における取引の公正化に向けた自

主的な取組を要請した。その後，ホテル・旅館と納入業者との取引の公正化を一層推進
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し，違反行為の未然防止を図るため，ホテル・旅館向けの業種別講習会を実施した。

�　大規模小売業者等と納入業者との取引に関する実態調査の実施

　公正取引委員会は，優越ガイドラインにおいて，優越的地位の濫用となる行為類型と

して例示されている行為の実態について確認し，今後の適切な法運用に資するため，大

規模小売業者等（売上高７０億円以上）８２２名及び納入業者１０，０００名を対象とする実態調

査を実施し，平成２４年７月１１日に「大規模小売業者等と納入業者との取引に関する実態

調査報告書」を公表した（後記第３の６参照）。

　調査結果によると，一部の大規模小売業者等において優越的地位の濫用につながり得

る行為がみられた。また，優越ガイドラインの認知度に関して，売上高の規模別にみる

と，１００億円以上の大規模小売業者等に比べて１００億円未満の大規模小売業者等における

認知度が低く，役職階層別にみると，売上高の規模にかかわらず，「代表者・役員等」

及び「部長・課長等の管理職」に比べて「購買部門の一般社員」における認知度が低く

なっていた。

　調査結果を踏まえ，大規模小売業者等が優越的地位の濫用を行うことのないようにす

るため，関係事業者団体に対して，本調査結果に示された問題点を指摘するとともに，

改めて優越ガイドライン等の内容を傘下会員に周知徹底するなど，業界における取引の

公正化に向けた自主的な取組を要請した。その後，大規模小売業者等と納入業者との取

引の公正化を一層推進し，違反行為の未然防止を図るため，特に購買部門の一般社員を

対象に，大規模小売業者等向けの業種別講習会を実施した。

�　荷主と物流事業者との取引に関する書面調査の実施

　公正取引委員会は，荷主による物流事業者に対する優越的地位の濫用を効果的に規制

する観点から，平成１６年３月８日，「特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特

定の不公正な取引方法」（平成１６年公正取引委員会告示第１号。以下「物流特殊指定」

という。）を指定し，荷主と物流事業者との取引の公正化を図っている。

　平成２４年度においては，物流特殊指定の遵守状況及び荷主と物流事業者との取引状況

を把握するため，荷主７，７０４名及び物流事業者１３，７５９名を対象とする書面調査を実施し

た。

　また，荷主と物流事業者の取引の公正化を推進し，違反行為の未然防止を図るため，

物流事業者と取引のある荷主向けの業種別講習会を実施した。

 ３ 　優越的地位の濫用規制に係る講習会

　公正取引委員会は，過去に優越的地位の濫用規制に対する違反がみられた業種，各種実

態調査で問題がみられた業種等に関し，一層の法令遵守を促すことを目的として，業種ご

との実態に即した分かりやすい具体例を用いて説明を行う業種別講習会を実施している。

　平成２４年度においては，合計３０回（大規模小売業者等向け１５回，物流事業者と取引のあ

る荷主向け１３回，ホテル・旅館向け２回）の講習会を開催した。

　このうち，物流事業者と取引のある荷主向けについては，初心者向けに基礎的な説明を

行う「基礎編」と，一定の知識を有する者を対象としてグループ討議などを行う「応用編」

とに分けて実施することとし，平成２４年度においては，基礎編を１１回，応用編を２回実施

した。
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 ４ 　優越的地位の濫用規制に係る相談・指導

�　優越的地位の濫用規制に係る相談

　公正取引委員会では，地方事務所等を含めた全国の相談窓口において，年間を通して，

優越的地位の濫用規制に係る相談を受け付けている。

　平成２４年度においては，６８０件の相談に対応した。

�　「公取委による中小事業者のための移動相談会」の実施

　下請事業者を始めとする中小事業者からの求めに応じ，全国の当該中小事業者が所在

する地域に公正取引委員会事務総局の職員が出向いて，優越的地位の濫用規制や下請法

について基本的な内容を分かりやすく説明するとともに相談受付等を行う「公取委によ

る中小事業者のための移動相談会」を実施している。

　平成２４年度においては，全国２７か所において実施した。

�　コンプライアンス確立のための積極的な支援

　事業者等からの優越的地位の濫用規制に係る相談に応じるとともに，優越的地位の濫

用規制の一層の普及・啓発を図るため，事業者団体が開催する研修会等に講師を派遣し

ている。

　平成２４年度においては，事業者団体等へ３０回講師を派遣するとともに，優越的地位の

濫用規制に係るパンフレット，DVD 等の資料を提供した。

　また，優越的地位の濫用規制に係る講習会に参加することのできない事業者のため，

優越的地位の濫用規制の概要を紹介する動画を公正取引委員会のウェブサイト上に掲載

し，配信している。

 ５ 　ホテル・旅館と納入業者との取引に関する実態調査・提言

�　調査の趣旨

　公正取引委員会は，大規模小売業者等による優越的地位の濫用行為に関して積極的か

つ厳正な法執行を行うとともに，優越ガイドラインの策定・公表（平成２２年１１月），実

態調査の実施などにより，その未然防止に努めている。ホテル・旅館による行為につい

ても，当該事業者に商品・サービスを納入・提供している事業者（以下「納入業者」と

いう。）に対して優越的地位の濫用を行ったとして独占禁止法に基づく法的措置や警告公

表を行ってきており，また，「大規模小売業者と納入業者との取引に関する実態調査」（平

成２２年５月報告書公表）においても，「宿泊業者等の事業者との取引において何らかの不

当と感じる要請がある」との回答が寄せられているところである。

　このような状況に加えて，一般に，優越的地位の濫用について取引上の立場の弱い事

業者は不利益を被っていても申し出ることが困難な面があることを踏まえ，公正取引委

員会は，ホテル・旅館と納入業者との間の取引実態について調査を実施することとした。

�　調査方法及び調査内容

ア　調査方法

　納入業者に該当すると考えられる中小企業に対し，第２表のとおり，書面調査（調

査対象期間：平成２２年１月～平成２３年１２月）を実施し，さらに，書面調査に回答した

納入業者のうち，２９社に対してヒアリング調査を実施した。
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第２表　書面調査の回答状況等 

イ　調査内容

　納入業者とホテル・旅館との取引について，優越ガイドラインにおいて優越的地位

の濫用となる行為類型として例示されている各行為（「購入・利用強制」，「協賛金等

の負担の要請」，「従業員等の派遣の要請」，「受領拒否」，「返品」，「支払遅延」，「減額」，

「取引の対価の一方的決定」及び「やり直しの要請」）に焦点を当てて調査を行った。

�　調査結果のポイント

ア　調査対象納入業者の概要

　調査対象納入業者の資本金の規模をみると，資本金１０００万円以下の者が５２．５％を占

める（第１図参照）。

第１図　調査対象納入業者の資本金規模 

　また，調査対象納入業者の従業員の規模をみると，従業員数１０人以下の者が３９．６％

を占める（第２図参照）。

第２図　調査対象納入業者の従業員規模 
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調査対象納入業者数（Ｃ）（注２）
（Ｃ／Ａ）

回答数（Ｂ）
（回答率Ｂ／Ａ）

発送数（Ａ）

１，６２５社

（２３．７％）

２，４７９社

（３６．１％）
６，８６６社（注１）

（注１）　日本標準産業分類の「小分類　旅館，ホテル」に分類される事業者に商品・サービスを納入・提供

しているとして公正取引委員会が把握している事業者の中から，中小企業基本法で定義する資本金規

模により中小企業に該当しない事業者を除外するなどして，書面調査票の送付先６，８６６社を選定した。

（注２）　「調査対象納入業者」とは，回答のあった２，４７９社のうち，ホテル・旅館に商品・サービスを納入・

提供している，本件調査の対象となる納入業者である。
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イ　ホテル・旅館からの要請の状況

　調査対象納入業者１，６２５社から，年間取引高上位５位までの各ホテル・旅館につい

て，延べ５，９７５のホテル・旅館との取引（以下「調査対象取引」という。）に関して回

答があった。優越ガイドラインにおいて優越的地位の濫用となる行為類型として例示

されている各行為のうち，優越的地位の濫用につながり得る行為が行われていた取引

の行為類型ごとの割合上位３位までの行為（「購入・利用強制」，「協賛金等の負担の

要請」及び「取引の対価の一方的決定」）の状況は次のとおりである。

�ア 　購入・利用強制

　調査対象取引（５，９７５取引）のうち，「業務上必要としない・購入を希望しない商

品・サービスの購入・利用要請（以下「不要な商品等の購入・利用要請」という。）

を受けたことがある」との回答が４２．４％（２，５３３取引）であった（第３図参照）。

第３図　不要な商品等の購入・利用要請の有無 

　また，不要な商品等の購入・利用要請を受けたことがあると回答のあった２，５３３の

取引について，不要な商品等の購入・利用要請の内容をみると，①「ディナーショー，

歌謡ショー，お笑いショー等の催事・イベントのチケット」の購入要請が６０．３％，

②「ホテル等の施設において有償で催される納入業者会の懇親会への参加（宿泊を

伴うものを除く。）」要請が３８．１％，③「クリスマスケーキ，おせち料理等の季節商

品」の購入要請が３２．２％，④「食事券・飲食チケット」の購入要請が２４．４％であっ

た（第４図参照）。
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第４図　不要な商品等の購入・利用要請の内容（複数回答） 

　「不要な商品等の購入・利用要請を受けたことがある」と回答のあった４２．４％

（２，５３３取引）においては，ホテル・旅館の取引上の地位が優越しているなど取引

の実態いかんによっては，調査対象納入業者は，ホテル・旅館から優越的地位の濫

用につながり得る行為を受けていたと考えられる。

　具体的な回答事例によれば，優越ガイドラインにおいて，「購入・利用強制」の

問題となり得る行為として例示された想定例に該当する，①購入しなければ取引を

打ち切るなど，今後の取引に影響すると受け取られるような要請をすることにより

購入させる，②支配人等の幹部，購買担当者・仕入担当者，料理長等の今後の取引

に影響を及ぼし得る者が購入を要請することにより購入させる，③購入を断わって

も重ねて要請することにより購入させる，④イベントチケット等を一方的に送付す

ることにより購入させるといった行為が行われていることがうかがわれる。

　また，ホテル・旅館には，納入業者による業者会が組織されていることが多い。業

者会が，納入業者による自主的な活動として，各種会合を開催する際に当該ホテル・
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旅館の施設を使うことや，ホテル・旅館の各種イベントの開催について連絡するこ

と自体は，独占禁止法上問題となるものではない。

　しかし，具体的な回答事例によれば，業者会の中には，業者会の実質的な運営を

ホテル・旅館が行い，事実上，業者会に加入することを継続的な取引の前提とし，

ホテル・旅館が，自己の売上げの増加・維持のために，①業者会会費としてディナー

ショー等のイベントチケット代金を事前に集め，納入業者に取引額に応じた枚数を

送りつける，②使途の不透明な高額な業者会会費を徴収する，③業者会のイベント

を企画し，自社の施設を使った業者会イベントを頻繁に開催するといった行為が行

われていることがうかがわれる。

　以上のことからすれば，ホテル・旅館によるディナーショーチケット，クリスマ

スケーキ，おせち料理等の商品・サービスの購入・利用要請は広く行われており，

その中には執拗・一方的なものも見受けられる。また，ホテル・旅館が，納入業者

を会員として「業者会」等と称する団体を組織し，これを通じて，納入業者に対し，

商品・サービスの購入や利用を要請している場合もある。これらの要請について，

納入業者は今後の取引に与える影響を懸念して応じざるを得ないという実態にある

ものと考えられる。ホテル・旅館の取引上の地位が優越しているなど取引の実態い

かんによっては，優越的地位の濫用につながり得る行為を行っているホテル・旅館

が相当数存在するものと考えられる。

�イ 　協賛金等の負担の要請

　調査対象取引（５，９７５取引）のうち，「協賛金等の負担要請を受けたことがある」

との回答は６．５％（３９０取引）であった（第５図参照）。

　このうち「利益につながらない協賛金等の負担を要請されたことがある」との回

答が３９．７％（１５５取引）であり（第６図参照），調査対象取引（５，９７５取引）に占め

る比率は２．６％であった。当該１５５の取引においては，ホテル・旅館の取引上の地位

が優越しているなど取引の実態いかんによっては，調査対象納入業者は，ホテル・

旅館から優越的地位の濫用につながり得る行為を受けていたと考えられる。

第５図　協賛金等の負担の要請の有無 
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第６図　利益につながらない協賛金等の負担要請の有無 

　利益につながらない協賛金等の負担要請は多くはないが，要請を受けて「負担し

たことがある」との回答は９１.０％（１５５取引のうち１４１取引）と高い比率であること

などから，納入業者は，利益につながらない協賛金等の負担要請を受ければ，今後

の取引に与える影響を懸念して負担せざるを得ないという実態，また，納入業者の

利益につながる協賛金等であっても，負担額，負担額の算出根拠，使途等について

十分な説明がなされていないという実態にあるものと考えられ，ホテル・旅館の取

引上の地位が優越しているなど取引の実態いかんによっては，優越的地位の濫用に

つながり得る協賛金等の負担の要請を行っているホテル・旅館も少なからず存在す

ると考えられる。

�ウ 　取引の対価の一方的決定

　調査対象取引（５，９７５取引）のうち，「仕入価格やコストを下回るような価格の引

下げ要請を受けたことがある」と回答のあった４．７％（２８０取引）については，ホテ

ル・旅館の取引上の地位が優越しているなど取引の実態いかんによっては，調査対

象納入業者は，ホテル・旅館から優越的地位の濫用につながり得る行為を受けてい

たと考えられる。

　仕入価格やコストを下回るような価格の引下げ要請を受けたことがあると回答の

あった２８０の取引のうち，要請時にホテル・旅館と価格について協議する機会があっ

たかどうかをみると，「協議の機会はあった」との回答が７６．４％（２１４取引）であっ

た。

　ホテル・旅館による対価の一方的決定（仕入価格・コストを下回るような価格の

引下げ要請）は多くはないが，今後の取引に与える影響を懸念して，要請時に価格

についての協議の機会はあることが多いものの，こうした価格の引下げ要請を受け

入れざるを得ない場合もあるという実態にあるものと考えられる。ホテル・旅館の

取引上の地位が優越しているなど取引の実態いかんによっては，優越的地位の濫用

につながり得る仕入価格・コストを下回るような価格の引下げ要請を行っているホ

テル・旅館も少なからず存在すると考えられる。

�　調査結果の評価

ア　優越的地位の濫用につながり得る行為の状況

　行為類型別に，優越的地位の濫用につながり得る行為が行われていた取引の割合を

比較すると，「不要な商品等の購入・利用要請」があった取引の割合が４２．４％と他の

行為類型に比べて圧倒的に高い（第７図参照）。
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第７図　優越的地位の濫用につながり得る行為が行われていた取引の行為類型ごとの割合 

イ　購入・利用強制

　前記�イ�のとおり，ホテル・旅館の取引上の地位が優越しているなど取引の実態

いかんによっては，優越的地位の濫用につながり得る行為を行っているホテル・旅館

も相当数存在すると考えられる。このような実態を踏まえると，ホテル・旅館は，納

入業者に対して優越的地位の濫用につながり得る行為を行っていないかどうかを，優

越ガイドライン及び本調査結果を参照して，早急に確認する必要がある。具体的に

は，①今後の取引に影響すると受け取られるような要請をすることにより，商品・サー

ビスを購入・利用させていないか，②購買担当者，料理長等の納入業者との取引関係

に影響を及ぼし得る者が購入・利用を要請することにより，商品・サービスを購入・

利用させていないか，③組織的又は計画的に購入・利用を要請することにより，商品・

サービスを購入・利用させていないか，④購入・利用する意思がないとの表明があっ

た場合，又はその表明がなくとも明らかに購入・利用する意思がないと認められる場

合に，重ねて購入・利用を要請することにより，又は商品を一方的に送付することに

より，商品・サービスを購入・利用させていないか，⑤業者会を通じて実質的に商

品・サービスを購入・利用させていないかなどを確認する必要がある。

　この結果，優越的地位の濫用につながり得る行為が行われていた場合には，早急に

そのような行為を取りやめ，自主的に改善を図ることが必要である。

　また，商品・サービスの購入・利用要請は，業界の慣行として広く行われていると

思われることから，業界全体で改善に向けた取組を行っていくことも必要である。

ウ　その他の行為

　購入・利用強制に係る行為に比べれば，ホテル・旅館による他の行為類型に係る行

為は多くはないが，ホテル・旅館の取引上の地位が優越しているなど取引の実態いか

んによっては，優越的地位の濫用につながり得る行為を行っているホテル・旅館も少
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なからず存在すると考えられる。ホテル・旅館は，優越ガイドライン及び本調査結果

を参照して，優越的地位の濫用につながり得る行為を行わないよう留意する必要があ

る。

エ　ホテル・旅館における問題改善に向けた取組

　ホテル・旅館においては，経営トップ自らがこうした実態を認識し，リーダーシッ

プをとって，自らのホテル・旅館で優越的地位の濫用につながり得る行為が行われて

いないかどうかを早急に確認し，改善を進める取組あるいは未然防止を徹底させる取

組が重要である。

�　公正取引委員会の対応

ア　今回の調査結果を踏まえ，公正取引委員会は，ホテル・旅館及びホテル・旅館の団

体に対し，次の対応を行うこととする。

�ア 　ホテル・旅館を対象とする業種別講習会等を実施し，ホテル・旅館と納入業者と

の取引の公正化を推進し，違反行為の未然防止に努める。

�イ 　ホテル・旅館の団体に対して，本調査結果を報告し，優越ガイドラインの内容に

ついて説明するとともに，本調査結果及び優越ガイドラインの内容を傘下会員に周

知徹底するなど，業界における取引の公正化に向けた自主的な取組を要請する。

イ　引き続きホテル・旅館と納入業者との取引実態を注視し，独占禁止法に違反する疑

いのある行為が認められる場合には，厳正に対処する。

 ６ 　大規模小売業者等と納入業者との取引に関する実態調査・提言

�　調査の趣旨

　平成２１年独占禁止法改正法により，優越的地位の濫用は，独占禁止法第２条第９項第

５号として法定化され，同法第２０条の６の規定に基づき新たに課徴金納付命令の対象と

された。これを受けて，公正取引委員会は，法運用の透明性，事業者の予見可能性を向

上させる観点から，平成２２年１１月３０日に優越ガイドラインを策定・公表し，優越的地位

の濫用行為の考え方を明確化することで違反行為の未然防止を図ってきた。

　また，優越的地位の濫用に係る違反事件（注１）に対しては，排除措置命令及び課徴

金納付命令を行うなど厳正に対処している。

　さらに，公正取引委員会は，優越的地位の濫用として問題となり得る事例が見受けら

れる取引分野について，その取引実態を把握するための調査を行ってきた。

　公正取引委員会は，平成２３年１０月１９日に公表した「食料品製造業者と卸売業者との取

引に関する実態調査報告書」において，「卸売業者が取引先小売業者から要請等を受け

て，メーカーに不当な要請等を行っている場合があることが明らかになった。」と報告し

ており，引き続き取引の実態を注視することとしていた。加えて，優越ガイドラインの

認知度や同ガイドラインにおいて優越的地位の濫用となる行為類型として例示されてい

る行為又は要請の実態について確認し，今後の適切な法運用に資するため，本調査を実

施することとした。

　なお，従来は「大規模小売業者による納入業者との取引における特定の不公正な取引

方法」（平成１７年５月１３日公正取引委員会告示第１１号。以下「大規模小売業告示」という。）

の内容に沿った調査を実施してきた（注２）が，今回の調査は，優越ガイドラインの内
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容に沿ったものである。このため，調査対象となる小売業者についても，これまでの大

規模小売業告示の規制対象となる大規模小売業者（注３）だけではなく，地域一番店等

の特定の地域において高い売上高を有し，取引の当事者間において購買力を発揮し得る

と考えられる小売業者も含めた小売業者（以下「大規模小売業者等」という。）に対象

を拡大しており（注４），これら大規模小売業者等と当該事業者に商品を納入している事

業者（以下「納入業者」という。）との取引について実態を把握することとした。
（注１）　平成２２年１月に法定化された優越的地位の濫用が適用された違反事件としては，平成２３年６月２２日

の㈱山陽マルナカに対する件，同年１２月１３日の日本トイザらス㈱に対する件及び平成２４年２月１６日の

㈱エディオンに対する件がある。

（注２）　大規模小売業告示に基づく実態調査については，これまで平成１８年及び２２年に実施してきたところ

である。

（注３）　一般消費者により日常使用される商品の小売業者で，次の①又は②のいずれかに該当するもの（コン

ビニエンスストア本部等のフランチャイズチェーンの形態を採る事業者を含む。）

　　　 　①　前事業年度の売上高が１００億円以上の者

　　　 　②　次のいずれかの店舗を有する者

　　　　 　・東京都特別区及び政令指定都市：店舗面積３，０００㎡ 以上

　　　　 　・その他の市町村：店舗面積１，５００㎡ 以上

（注４）　今回の調査対象となった大規模小売業者等の前事業年度の売上高は７０億円以上である。

�　調査方法及び調査内容

ア　調査方法

　第３表のとおり書面調査（調査対象期間：平成２２年１２月～平成２３年１１月）を実施し，

さらに，書面調査に回答した納入業者のうち，２０社に対してヒアリング調査を実施し

た。

第３表　書面調査の回答状況等 

イ　調査内容

　大規模小売業者等と納入業者との取引について，優越ガイドラインにおいて優越的

地位の濫用となる行為類型として例示されている行為又は要請（「購入・利用強制」，

「協賛金等の負担の要請」，「従業員等の派遣の要請」，「受領拒否」，「返品」，「支払遅

延」，「減額」及び「取引の対価の一方的決定」）に沿って状況等を調査した。
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集計対象回答者数（注７）（Ｃ）
（回答率 Ｃ／Ａ）

回答者数（Ｂ）
（回答率 Ｂ／Ａ）

発送数（Ａ）調査対象事業者

４４７社（５４．４％）４８４社（５８．９％）８２２社大規模小売業者等（注５）

２，２２８社（２２．３％）３，０１１社（３０．１％）１０，０００社納入業者（注６）

（注５）　大規模小売業者等は，前事業年度の売上高が７０億円以上の全国の小売業者の中から無作為に抽出し

て選定した。

（注６）　納入業者は，前記の大規模小売業者等と取引があると考えられる全国の納入業者の中から無作為に

抽出して選定した。

（注７）　①大規模小売業者等及び納入業者からの回答の中には，事業譲渡や廃業等により現在は事業を営ん

でいないとする回答が，また，②製造業を主たる事業とする納入業者からの回答の中には，大規模小売

業者等と直接取引しておらず，全て卸売業者を介して取引をしているとする回答も相当数含まれてお

り，これらの回答は本調査の集計対象から外した。
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�　調査結果のポイント

ア　優越的地位の濫用につながり得る行為又は要請（注８）を受けた者の割合

　納入業者に対する書面調査において，優越ガイドラインで例示されている行為又は

要請の有無について質問したところ，当該質問に回答した者のうち，優越的地位の濫

用につながり得る行為又は要請を受けたと回答した者の割合を行為類型別にみると，

①「協賛金等の負担の要請」が８．４％，②「返品」が５．９％及び③「購入・利用の要請」

が５．４％となっている（第８図参照）。

第８図　優越的地位の濫用につながり得る行為又は要請を受けたことがあるとの回答が

あった行為類型別の回答割合（納入業者に対する書面調査） 

（注８）　優越ガイドライン等で認められている正当化事由のみによる行為又は要請を受けている場合，独占禁

止法上問題はないが，それ以外の行為又は要請の場合，優越的地位の濫用につながり得ると考えられる。

イ　優越的地位の濫用につながり得る行為又は要請への対応の回答数の割合

　大規模小売業者等から優越的地位の濫用につながり得る行為又は要請を納入業者が

受け入れた後の対応についてみると，納入業者及びその企業グループ内で当該行為又

は要請による負担を全て受け入れたとする回答が全ての行為類型において７０％以上で

あった。

　一方，納入業者及びその企業グループ内だけでは負担しきれずに納入業者の取引先

に対して負担を依頼し受け入れてもらったとする回答も見受けられる。その回答割合

の高かった行為類型は，返品（２６．１％），従業員等の派遣の要請（２０．７％），協賛金等

の負担の要請（１９．８％）及び取引の対価の一方的決定（１８．２％）であった（第９図参

照）。
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第９図　優越的地位の濫用につながり得る行為又は要請への対応の回答数の割合（納入

業者に対する書面調査） 

（注９）　前記第９図については，報告書（本体）では各行為類型ごとに記載されている調査結果の全体集計を

行為類型ごとにまとめて記載したものである。

ウ　大規模小売業者等における優越ガイドラインの認知度等

　優越ガイドラインの認知度について役職階層別に質問し，その回答を売上高の規模

別に集計した全体でみると，売上高１００億円以上の大規模小売業者等では「内容につい

ても知っていた」が７８．２％，「名前やその存在は知っていた」が１９．８％，「全く知らな

かった」が２．０％となっている（第１０図）。

　一方，売上高１００億円未満の大規模小売業者等では「内容についても知っていた」

が５９．５％，「名前やその存在は知っていた」が３５．２％，「全く知らなかった」が５．３％

となっている（第１１図参照）。

第１０図　「優越的ガイドライン」の認知度【大規模小売業者等に対する書面調査】（売上

高１００億円以上の大規模小売業者等） 
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第１１図　「優越的ガイドライン」の認知度【大規模小売業者等に対する書面調査】（売上

高１００億円未満の大規模小売業者等） 

　次に，大規模小売業者等による優越ガイドラインの周知徹底への取組について質問

し（複数回答あり），売上高の規模別にみると，「優越ガイドラインのリーフレット等

の配布」による取組が売上高１００億円以上及び１００億円未満の大規模小売業者等共に最

も多く，続いて，「各種の社内研修及びセミナーの開催」及び「業界団体等が主催す

る社外セミナーへの積極的参加」等に取り組んでいるとの回答も多い中，一方では，

「周知活動やコンプライアンスの徹底はしていない」との回答が，売上高１００億円未満

の大規模小売業者等で１４．３％と，売上高１００億円以上の大規模小売業者等の５．４％と比

べて高くなっている（第１２図参照）。

第１２図　「優越的ガイドライン」の周知徹底への取組【大規模小売業者等に対する書面

調査】（複数回答） 
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�　調査結果の評価

ア　優越的地位の濫用につながり得る行為又は要請を受けた者の割合

　本調査の結果，大規模小売業者等から優越的地位の濫用につながり得る行為又は要

請を受けたことがあると回答している納入業者は，いずれの行為類型についても一定

程度存在する。そのような回答割合が特に高い行為類型は，「協賛金等の負担の要

請」，「返品」，「購入・利用の要請」の順となっている（第８図参照）。

　割合の高い上位３つの行為類型に着目すると，以下のような実態がある。

�ア 　協賛金等の負担の要請

　協賛金等の負担の要請の方法としては，決算対策のための協賛金，店舗の新規・

改装オープンに際しての協賛金又は広告協賛金を要請するといった一時的な要請の

事例が依然として多く見受けられた。しかし，具体的な回答事例の中には，例えば

「大規模小売業者等からの発注に基づいて各店舗別に商品を梱包し，物流センター

に一括して納入し，大規模小売業者等が物流センターから各店舗に配送する際の配

送代をいわゆるセンターフィーとして徴収される。なお，当該センターフィーは店

舗別に梱包した納入商品の納入対価の大小にかかわらず一律に設定されているた

め，大規模小売業者等からの店舗別小口発注に対応すると，納入対価から納入した

商品の原価を控除した粗利額よりもセンターフィーの金額の方が大きくなることが

多く，納入するほど赤字となっている」というように，納入業者の直接の利益等を

勘案して合理的と認められる範囲を超えていると思われるものがあった。

　また，「大規模小売業者等が発注に関する内容の FAX を納入業者に送信した際に

要した費用や大規模小売業者等の店舗におけるプライスカードの作成等に要した費

用の提供を要請された」というように，１回ごとの要請金額が少額であるものの，

毎月恒常的に要請される事例もあった。さらに，具体的な回答事例の中には，一方

的に同意書を渡されて提出することが求められているという事例もあった。このよ

うに，協賛金等の要請は，納入業者から不満を言い出しにくい，あるいは大規模小

売業者等が表面上は問題とならないような外形を整えるなど，より巧妙に行われて

いる実態がうかがえる。このような巧妙さは他の行為類型でもみられ，例えば，従

業員等の派遣の要請では，実際の派遣日数分ではなく，文書で案内された日数分し

か請求させてもらえなかったという例がみられた。

�イ 　返品

　返品については，大規模小売業者等から「返品されたことがある」と回答した納

入業者，そのうち「今後の取引を考えると返品を受け入れざるを得ないこともあっ

た」と回答した納入業者，いずれの回答者数も優越ガイドラインで例示している行

為類型中で最も多い。

　したがって，結果的には優越的地位の濫用につながり得る行為の回答者数の割合

が高くなっていると考えられる。

　返品では，その条件が不明確で，納入業者が不測の不利益を受けているものが多

く見受けられた。また，具体的な回答事例の中では，買取契約で納入しているにも

かかわらず返品されるといった事例が目立ち，契約を無視して当然のように相手方

に不利益を与えるような行為が見受けられるため，引き続き取引の公正化に向けた
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取組が必要であると考えられる。

�ウ 　購入・利用の要請（購入・利用強制）

　購入・利用の要請を受けた納入業者は，依然としてクリスマスケーキ，おせち料

理，中元・歳暮商品及び紳士服等の衣料品の購入を要請されている。こうした要請

の方法として，大規模小売業者等から要請文書を渡される例も多く，組織的な関与

がうかがわれる。また，具体的な回答事例として，「大規模小売業者等から本来の取

引と関係なく，大規模小売業者等が経営する飲食店において飲食することを要請さ

れ，当該飲食店を利用する必要はなかったが，取引を続けるために受け入れた。」

等の回答も見受けられ，以前からみられる季節的な行事に関連する商品の購入の要

請だけでなく，サービスの利用の要請も行われている実態がみられた。

イ　優越的地位の濫用につながり得る行為又は要請への対応の回答数の割合

　大規模小売業者等から優越的地位の濫用につながり得る行為又は要請を納入業者が

受け入れた後の対応についてみると，納入業者及びその企業グループ内だけでは負担

しきれずに納入業者の取引先に対して負担を依頼し受け入れてもらったとする回答も

見受けられた。その回答割合の高かった行為類型は，返品（２６．１％），従業員等の派

遣の要請（２０．７％），協賛金等の負担の要請（１９．８％）及び取引の対価の一方的決定

（１８．２％）であった（第９図参照）。

　この調査結果は，大規模小売業者等が納入業者に対して優越的地位の濫用につなが

り得る行為又は要請を行う場合，これら行為又は要請によって納入業者に生じる負担

が更に取引先に転嫁されていることを示唆するものである。この結果は，食料品製造

業者と卸売業者との取引に関する実態調査報告書において指摘した「不当な要請等に

よる不利益や負担の転嫁が複層的に行われ，大規模小売業者が問題行為のいわば発生

源になっている構造」の存在をうかがわせるものとなっている（注１０）。

　なお，納入業者がこのような負担を依頼した取引先との関係において，優越した地

位にある場合で，かつ，同様の行為によって取引先に対して不当に不利益を与える場

合には，優越的地位の濫用の問題が生じるおそれが懸念されるため留意が必要であ

る。
（注１０）　「食料品製造業者と卸売業者との取引に関する実態調査報告書」においては，卸売業者が取引先小

売業者から要請等を受けてメーカーに不当な要請等を行っている場合，特に「従業員等の派遣の要

請」，「返品」及び「減額」について取引先小売業者からの要請等に起因するとの回答割合が高かっ

た（それぞれの回答割合は７５．３％，７２．１％及び５８．２％）。

ウ　大規模小売業者等における優越ガイドラインの認知度等

　大規模小売業者等における優越ガイドラインの認知度について，売上高１００億円以

上と１００億円未満に分けて比較すると，全体で「内容についても知っていた」との回

答が売上高１００億円以上の大規模小売業者等では７８．２％となっており，一方，１００億円

未満の大規模小売業者等では５９．５％となっていた。

　役職階層別でみても，売上高１００億円以上及び１００億円未満共に，役職が高い階層の

方が認知度は高く，購買部門の一般社員においては，売上高１００億円以上では６４．３％で

あるが，１００億円未満では５０％を割り込んで４１．１％と低い認知度となっている（第１０図

及び第１１図参照）。

　また，優越ガイドラインの周知徹底への取組として，「優越ガイドラインのリーフ
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レット等の配布」，「各種の社内研修及びセミナーの開催」及び「業界団体等が主催す

る社外セミナーへの積極的参加」等で周知徹底を図っているとの回答が多く挙げられ

ている。

　売上高の規模別に大規模小売業者等の取組をみると，売上高１００億円未満の大規模

小売業者等は全般に優越ガイドラインの周知徹底への取組度合が低くなっている。ま

た，「周知活動やコンプライアンスの徹底はしていない」との回答も，売上高１００億円

以上の大規模小売業者等では５．４％であるのに対し，１００億円未満の大規模小売業者等

では１４．３％と高くなっており，優越ガイドラインの周知やコンプライアンスの徹底に

おいて意識の低い事業者が見受けられた。各種取組の中では「購買部門の一般社員を

対象とした人事研修及び社内セミナーの開催」が売上高１００億円未満の大規模小売業者

等では１８．７％となっており，１００億円以上の大規模小売業者等の４２．０％に比べて顕著

に低くなっている。これが購買部門の一般社員における優越ガイドラインの認知度の

低さの一因ではないかと考えられる（第１２図参照）。

　なお，ヒアリング調査の際には，大規模小売業者等の中でも全国展開しているよう

な大規模小売業者等は，ある程度コンプライアンスの意識が高く，優越的地位の濫用

につながり得る行為又は要請は比較的少ないとの情報に接した。一方，全国展開はし

ていないが，特定の地域における市場において高いシェアを有する大規模小売業者等

の方が優越的地位の濫用につながり得る行為又は要請が比較的多いとのことであっ

た。こうしたヒアリング調査の結果は，前記の優越ガイドラインの認知度及び周知徹

底への取組の相違を反映しているものと考えられる。

�　公正取引委員会の対応

ア　今回の調査結果を踏まえ，公正取引委員会は，違反行為の未然防止の観点から，関

係事業者団体等に対し，次の対応を行うこととする。

�ア 　大規模小売業者等における役職階層別の優越ガイドラインの認知度に関する調査

結果から，特に認知度の低かった購買部門の一般社員を重点対象として業種別講習

会を実施し，大規模小売業者等と納入業者の取引公正化を推進し，違反行為の未然

防止に努める。また，優越ガイドラインの認知度が相対的に低かった売上高１００億

円未満の大規模小売業者等に対しては，当該講習会への積極的な参加を促すことと

する。

�イ 　大規模小売業者等が優越的地位の濫用を行うことのないようにするため，関係事

業者団体に対して，本調査結果を報告するとともに，大規模小売業者等が問題点の

解消に向けた自主的な取組を行えるよう，改めて優越ガイドライン及び大規模小売

業告示の内容を傘下会員に周知徹底するなど，業界における取引公正化に向けた自

主的な取組を要請する。

イ　今後とも，大規模小売業者等と納入業者との取引実態及び独占禁止法上問題となる

おそれのある行為の把握に努めるとともに，仮に，優越的地位の濫用行為等独占禁止

法に違反する疑いのある行為が認められる場合には，厳正に対処する。
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第１０章 下請法に関する業務

第１　概説 

　下請法は，経済的に優越した地位にある親事業者が下請代金の支払を遅延するなどの行

為を迅速かつ効果的に規制することにより，下請取引の公正化を図るとともに下請事業者

の利益を保護する目的で，独占禁止法の不公正な取引方法の規制の補完法として昭和３１年

に制定された。

　下請法は，親事業者が下請事業者に対し物品の製造・修理，プログラム等の情報成果物

の作成及び役務の提供を委託する場合，親事業者に下請事業者への発注書面の交付（第３

条）並びに下請取引に関する書類の作成及びその２年間の保存（第５条）を義務付けてい

るほか，親事業者の禁止事項として，①受領拒否（第４条第１項第１号），②下請代金の

支払遅延（同項第２号），③下請代金の減額（同項第３号），④返品（同項第４号），⑤買

いたたき（同項第５号），⑥物の購入強制・役務の利用強制（同項第６号），⑦報復措置

（同項第７号），⑧有償支給原材料等の対価の早期決済（同条第２項第１号），⑨割引困難

な手形の交付（同項第２号），⑩不当な経済上の利益の提供要請（同項第３号），⑪不当な

給付内容の変更・不当なやり直し（同項第４号）を定めており，これらの行為が行われた

場合には，公正取引委員会は，その親事業者に対し，当該行為を取りやめ，下請事業者が

被った不利益の原状回復措置等を講じるよう勧告する旨を定めている（第７条）。

第２　違反事件の処理 

　下請取引においては，親事業者の下請法違反行為により下請事業者が不利益を受けてい

る場合であっても，その取引の性格から，下請事業者からの自発的な情報提供が期待しに

くい実態にあるため，公正取引委員会は，中小企業庁の協力を得て，親事業者及びこれら

と取引している下請事業者を対象として定期的に書面調査を実施するなど違反行為の発見

に努めている（第１表及び附属資料５－１表参照）。

　これらの調査の結果，違反行為が認められた親事業者に対しては，その行為を取りやめ

させるほか，下請事業者が被った不利益の原状回復措置等を講じさせている（第２表及び

附属資料５－２表参照）。

 １ 　書面調査

　公正取引委員会は，平成２４年度において，資本金の額又は出資の総額が１０００万円超の親

事業者３８，７８１名（製造委託等（注１）２３，６５６名，役務委託等（注２）１５，１２５名）及びその

下請事業者２１４，０４２名（製造委託等１４６，２６７名，役務委託等６７，７７５名）を対象に書面調査を

実施した（第１表参照）。
（注１）　製造委託及び修理委託をいう。以下同じ。

（注２）　情報成果物作成委託及び役務提供委託をいう。以下同じ。
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第１表　書面調査の実施状況の推移 

（単位：名）

 ２ 　違反被疑事件の新規着手件数及び処理件数

�　新規着手件数

　平成２４年度においては，新規に着手した下請法違反被疑事件は４，８７０件である。この

うち，書面調査により職権探知したものは４，８１９件，下請事業者からの申告によるものは

５０件，中小企業庁長官からの措置請求によるものは１件である（第２表及び附属資料５

－２表参照）。

�　処理件数

　平成２４年度においては，公正取引委員会は，４，８８２件の下請法違反被疑事件を処理し，

このうち，４，５６６件について違反行為又は違反のおそれのある行為（以下総称して「違

反行為等」という。）があると認めた。このうち１６件について同法第７条の規定に基づ

き勧告を行い，いずれも公表し，４，５５０件について指導の措置を採るとともに，親事業者

に対して，違反行為等の改善及び再発防止のために，社内研修，監査等により社内体制

を整備するよう指導した（第２表及び附属資料５－２表参照）。
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書面調査発送件数区分
年度 下請事業者調査親事業者調査

２１４，０４２３８，７８１２４

１４６，２６７２３，６５６製造委託等

６７，７７５１５，１２５役務委託等

２１２，６５９３８，５０３２３

１５０，３１２２５，０８２製造委託等

６２，３４７１３，４２１役務委託等

２１０，１６６３８，０４６２２

１４７，６９２２４，７８２製造委託等

６２，４７４１３，２６４役務委託等

２０１，００５３６，３４２２１

１２１，６９２２４，５０２製造委託等

７９，３１３１１，８４０役務委託等

１６０，２３０３４，１８１２０

１１７，７４５２７，５８３製造委託等

４２，４８５６，５９８役務委託等
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第２表　下請法違反被疑事件の処理状況の推移 

（単位：件）

 ３ 　違反行為類型別件数

　平成２４年度において勧告又は指導が行われた違反行為等を行為類型別にみると，手続規

定違反（下請法第３条又は第５条違反）は４，８１１件（違反行為類型別件数の延べ合計の

６８．４％）である。このうち，発注時に下請代金の額，支払方法等を記載した書面を交付し

ていない，又は交付していても記載すべき事項が不備のもの（第３条違反）が３，９８７件，

下請取引に関する書類を一定期間保存していないもの（第５条違反）が８２４件である。また，

実体規定違反（第４条違反）は，２，２１８件（違反行為類型別件数の延べ合計の３１．６％）と

なっており，このうち，下請代金の支払遅延（同条第１項第２号違反）が１，２５０件（実体

規定違反件数の合計の５６．４％），下請代金の減額（同条第１項第３号違反）が２８４件（実体

規定違反件数の合計の１２．８％），手形期間が１２０日（繊維業の場合は９０日）を超える長期手

形等の割引困難なおそれのある手形の交付（同条第２項第２号違反）が２４６件（実体規定

違反件数の合計の１１．１％）となっている（第３表及び附属資料５－３表参照）。
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処　理　件　数新　規　着　手　件　数区分

年度
計不　問

措　　置

計
中小企業庁
長官からの
措置請求

申　告書面調査
小　計指　導勧　告

４，８８２３１６４，５６６４，５５０１６４，８７０１５０４，８１９２４

３，６２６１８０３，４４６３，４３０１６３，６１９１３９３，５７９製造委託等

１，２５６１３６１，１２０１，１２００１，２５１０１１１，２４０役務委託等

４，６３６２９２４，３４４４，３２６１８４，５５４４５６４，４９４２３

３，５１０１７８３，３３２３，３１７１５３，４４８４３５３，４０９製造委託等

１，１２６１１４１，０１２１，００９３１，１０６０２１１，０８５役務委託等

４，６１０３６９４，２４１４，２２６１５４，６５８４１４５４，５０９２２

３，１９５２０５２，９９０２，９７７１３３，２４１３８４３，１５４製造委託等

１，４１５１６４１，２５１１，２４９２１，４１７１６１１，３５５役務委託等

３，８５９２５４３，６０５３，５９０１５３，８３５２１０５３，７２８２１

３，１６２１８９２，９７３２，９６３１０３，１２２０５８３，０６４製造委託等

６９７６５６３２６２７５７１３２４７６６４役務委託等

３，２３７２７３２，９６４２，９４９１５３，３２４４１５２３，１６８２０

２，１８７１８２２，００５１，９９２１３２，２８０４９５２，１８１製造委託等

１，０５０９１９５９９５７２１，０４４０５７９８７役務委託等
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第３表　下請法違反行為類型別件数の推移 

（単位：件，（％））

 ４ 　下請事業者が被った不利益の原状回復の状況

　平成２４年度においては，下請事業者が被った不利益について，親事業者２３３名から，下請

事業者９，８２１名に対し，下請代金の減額分の返還等，総額５７億９４万円相当の原状回復が行わ

れた。

　①下請代金の減額事件においては，親事業者は総額３９億５５４８万円を下請事業者に返還し

（第４表参照），②下請代金の支払遅延事件においては，親事業者は総額１４億７２９６万円の遅

延利息を下請事業者に支払い（第５表参照），③返品事件においては，親事業者は下請事
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２４２３２２年　度

違反行為類型
役務
委託等

製造
委託等

役務
委託等

製造
委託等

役務
委託等

製造
委託等

１２４９６１７３１３８０８８受領拒否

（第４条第１項第１号違反）

実　
　

体　
　

規　
　

定　
　

違　
　

反

（２．１）（３．０）（２．８）（１．１）（１．９）（１．７）（－）（０．６）（０．４）

４４６８０４１，２５０４８８８４０１，３２８４７２８０９１，２８１下請代金の支払遅延

（第４条第１項第２号違反） （７７．７）（４８．９）（５６．４）（７５．１）（５１．３）（５８．１）（７９．１）（５９．６）（６５．５）

５０２３４２８４３３１５６１８９４０１３６１７６下請代金の減額

（第４条第１項第３号違反） （８．７）（１４．２）（１２．８）（５．１）（９．５）（８．３）（６．７）（１０．０）（９．０）

４４０４４３３１３４０９９返品

（第４条第１項第４号違反） （０．７）（２．４）（２．０）（０．５）（１．９）（１．５）（－）（０．７）（０．５）

１２８６９８３４１３２１６６２６６７９３買いたたき

（第４条第１項第５号違反） （２．１）（５．２）（４．４）（５．２）（８．１）（７．３）（４．４）（４．９）（４．８）

２１５１７２３５５１８６１９４０５９購入・利用強制

（第４条第１項第６号違反） （３．７）（３．１）（３．２）（５．４）（３．１）（３．８）（３．２）（２．９）（３．０）

０００００００００報復措置

（第４条第１項第７号違反） （－）（－）（－）（－）（－）（－）（－）（－）（－）

１５５５６１４４４５０２０２０有償支給原材料等の対価の早期決済

（第４条第２項第１号違反） （０．２）（３．３）（２．５）（０．２）（２．７）（２．０）（－）（１．５）（１．０）

１３２３３２４６１６２６４２８０１９２０５２２４割引困難な手形の交付

（第４条第２項第２号違反） （２．３）（１４．２）（１１．１）（２．５）（１６．１）（１２．２）（３．２）（１５．１）（１１．５）

３５４５７１２４０５２１１３６４７不当な経済上の利益の提供要請

（第４条第２項第３号違反） （０．５）（３．３）（２．６）（１．８）（２．４）（２．３）（１．８）（２．７）（２．４）

１２３８５０２１４７６８１０２８３８不当な給付内容の変更・やり直し

（第４条第２項第４号違反） （２．１）（２．３）（２．３）（３．２）（２．９）（３．０）（１．７）（２．１）（１．９）

５７４１，６４４２，２１８６５０１，６３６２，２８６５９７１，３５８１，９５５
小　　　　計

（１００）（１００）（１００）（１００）（１００）（１００）（１００）（１００）（１００）

９１８３，０６９３，９８７８０３３，０１０３，８１３１，０６８２，７６５３，８３３発注書面不交付・不備

（第３条違反）
手
続
規
定
違
反

２２８５９６８２４１８４５３１７１５２３５４８９７２４書類不保存等

（第５条違反）

０００００００００虚偽報告等

（第９条第１項違反）

１，１４６３，６６５４，８１１９８７３，５４１４，５２８１，３０３３，２５４４，５５７小　　　　計

１，７２０５，３０９７，０２９１，６３７５，１７７６，８１４１，９００４，６１２６，５１２合　　　　　　計
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業者から総額１億６７２８万円相当の商品を引き取り（第６表参照），④受領拒否事件において

は，親事業者は下請事業者から総額８６０８万円相当の商品を受領し（第７表参照），⑤不当

な経済上の利益の提供要請事件においては，親事業者は総額１９１２万円の利益提供分を下請

事業者に返還した（第８表参照）。

第４表　下請代金の減額事件における減額分の返還状況の推移 

第５表　下請代金の支払遅延事件における遅延利息の支払状況の推移 

第６表　返品事件における返品した商品の引取り状況の推移 

第７表　受領拒否事件における商品の受領状況の推移 
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下請事業者１名
当たりの返還額
（万円）

親事業者１名
当たりの返還額
（万円）

返還総額
（万円）

返還を受けた
下請事業者数
（名）

返還を行った
親事業者数
（名）

項目

年度

 ６０３，２９６３９５，５４８６，５４０１２０２４

２６１，９９３１７１，４１７６，３９１８６２３

２３１，０５２１０３，１４５４，３５６９８２２

２２７８８４８，１１６２，１６０６１２１

１４５５，９０２２９５，１３３２，０２２５０２０

（注）１万円未満切捨て（第８表まで同様）

下請事業者
１名当たりの
引取り額
（万円）

親事業者
１名当たりの
引取り額
（万円）

引取りを行った
商品の総額
（万円）

引取りを受けた
下請事業者数
（名）

引取りを行った
親事業者数
（名）

項目

年度

１３４２，７８８１６，７２８１２４６２４

１，０５８３１，２３４１２４，９３７１１８４２３

４，６６１１３，９８５１３，９８５３１２２

下請事業者１名
当たりの支払額
（万円）

親事業者１名
当たりの支払額
（万円）

返還総額
（万円）

支払を受けた
下請事業者数
（名）

支払を行った
親事業者数
（名）

項目

年度

５１１，５０３１４７，２９６２，８８７９８２４

８２１３１６，６６１１，９５３７８２３

８３１７２８，２３８３，４２０８９２２

３１７６１０，７９０２，７３７６１２１

１６６０２２３，４８１１，４５６３９２０

下請事業者
１名当たりの
受領した額
（万円）

親事業者
１名当たりの
受領した額
（万円）

受領した
商品の総額
（万円）

受領を受けた
下請事業者数
（名）

受領した
親事業者数
（名）

項目

年度

９７８，６０８８，６０８８８１２４

１４９２，０１６４，０３３２７２２３
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 ５ 　下請法違反行為を自発的に申し出た親事業者に係る事案

　公正取引委員会は，親事業者の自発的な改善措置が下請事業者が受けた不利益の早期回

復に資することに鑑み，当委員会が調査に着手する前に，違反行為を自発的に申し出，か

つ，自発的な改善措置を採っているなどの事由が認められる事案については，親事業者の

法令遵守を促す観点から，下請事業者の利益を保護するために必要な措置を採ることを勧

告するまでの必要はないものとして取り扱うこととし，この旨を公表している（平成２０年

１２月１７日。詳細については，後記リンク先を参照。）。

　平成２４年度において，このような取扱いを行った事案は３件であり，下請事業者１１９名に

対し，下請代金の減額分の返還等，総額３億３０９１万円相当の原状回復が行われた（注）。

　http://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h２０/dec/０８１２１７.html
（注）　前記４記載の金額の内数である。

 ６ 　勧告事件及び主な指導事件

　平成２４年度における勧告事件及び主な指導事件は次のとおりである。

�　勧告事件
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下請事業者１名
当たりの返還額
（万円）

親事業者１名
当たりの返還額
（万円）

返還総額
（万円）

返還を受けた
下請事業者数
（名）

返還を行った
親事業者数
（名）

項目

年度

 １０２３９１，９１２ １８２８２４

７０９８１４，９０６７０５２３

７０４，１７５４，１７５５９１２２

７７１，７０９１，７０９２２１２１

関係法条違　反　行　為　等　の　概　要事業内容
第４条第１項

第３号（下請

代金の減額の

禁止）

　㈱コナカは，紳士服等の製造を下請事業者に委託しているところ，下請

事業者に対し，平成２１年１０月から平成２２年１１月までの間，「値引き」として，

下請代金の額に一定率を乗じて得た額を下請代金の額から減じていた。

　減額金額は下請事業者１０名に対し，総額３０７３万６９０７円であり，同社は勧

告前に減額分を下請事業者に返還している。

【本件は，中小企業庁長官からの措置請求に基づき調査を行い，処理した

案件である。】

紳士服等の小売業

（２４．４．２４勧告）

第４条第１項

第３号（下請

代金の減額の

禁止）

　㈱ブルーベルは，婦人服の製造を下請事業者に委託しているところ，下

請事業者に対し，平成２２年９月から平成２３年１２月までの間，「歩引き」と

して，下請代金の額に一定率を乗じて得た額を下請代金の額から減じてい

た。

　減額金額は下請事業者４９名に対し，総額５４４７万３６５４円である。

婦人服の卸売業及

び小売業

（２４．４．２７勧告）

第４条第１項

第３号（下請

代金の減額の

禁止）

　㈱マーナは，家庭用品等の製造を下請事業者に委託しているところ，下

請事業者に対し，平成２２年６月から平成２４年１月までの間，「事務手数料

等」として，下請代金の額に一定率を乗じて得た額を下請代金の額から減

じていた。

　減額金額は下請事業者１６名に対し，総額２２８８万７８０７円である。

家庭用品の製造業

（２４．５．１１勧告）
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関係法条違　反　行　為　等　の　概　要事業内容
第４条第１項

第３号（下請

代金の減額の

禁止）

　生活協同組合コープさっぽろは，食料品等の製造を下請事業者に委託し

ているところ，下請事業者に対し，次の行為を行っていた。

ア　平成２２年９月から平成２４年３月までの間，「月次リベート」として，

下請代金の額に一定率を乗じて得た額を下請代金の額から減じていた。

イ　平成２２年９月，平成２３年３月及び同年９月，「年次リベート」として，

下請代金の額の６か月ごとの合計額に一定率を乗じて得た額を下請代金

の額から減じていた。

　減額金額は下請事業者８名に対し，総額２８３７万９８８０円である。

食料品等の小売業

（２４．６．２２勧告）

第４条第１項

第３号（下請

代金の減額の

禁止）

　アイリスオーヤマ㈱は，日用品，園芸用品，ペット用品等の製造を下請

事業者に委託しているところ，下請事業者に対し，次の行為を行っていた。

ア　平成２２年１０月から平成２３年１０月までの間，現金払に伴う手数料とし

て，下請代金の額に一定率を乗じて得た額を下請代金の額から減じてい

た。

イ　下請事業者からの請求書に基づき下請代金を支払うこととしていると

ころ，平成２２年１１月から平成２３年１０月までの間，「未請求取消」として，

下請代金の額のうち，下請事業者がアイリスオーヤマ㈱に１年間請求し

ない下請代金相当額（納入数量の誤りによる過少請求等）を支払ってい

なかった。

ウ　平成２３年４月から同年６月までの間，「協賛値引」として，下請代金

の額に一定率を乗じて得た額を下請代金の額から減じていた。

　減額金額は下請事業者３６名に対し，総額１９７７万３５８１円であり，同社は勧

告前に減額分を下請事業者に返還している。

日 用 品，園 芸 用

品，ペット用品等

の製造業

（２４．６．２９勧告）

第４条第１項

第３号（下請

代金の減額の

禁止）

　㈱ジュニアーは，婦人服等の製造を下請事業者に委託しているところ，

下請事業者に対し，平成２２年１０月から平成２３年１０月までの間，「歩引」と

して，下請代金の額に一定率を乗じて得た額を下請代金の額から減じてい

た。

　減額金額は下請事業者５５名に対し，総額１５００万８４８５円である。

婦人服等の小売業

（２４．７．２０勧告）

①第４条第１

項第３号（下

請代金の減額

の禁止）

②第４条第１

項第４号（返

品の禁止）

③第４条第２

項第３号（不

当な経済上の

利益の提供要

請の禁止）

　㈱ライトオンは，衣料品等の製造を下請事業者に委託しているところ，

下請事業者に対し，次の行為を行っていた。

①　下請代金の減額

ア　平成２２年９月，「リベート」として，下請代金の額の１年間の合計

額が一定額以上となった場合に，当該合計額に一定率を乗じて得た額

又は一定額を下請代金の額から減じていた。

イ　平成２２年８月から平成２３年２月までの間に，「値引き」として，自

社の店頭販売価格を引き下げることとした商品の在庫数量に一定額を

乗じて得た額を下請代金の額から減じていた。

②　返品

　平成２２年９月から平成２３年７月までの間に，下請事業者の製造した商

品を受領した後，販売期間が終了した際の在庫商品を引き取らせてい

た。

③　不当な経済上の利益の提供要請

　平成２２年９月から平成２３年７月までの間に，前記②の返品を行うに当

たり，返品に係る送料を提供させていた。

　減額金額は下請事業者７名に対し，総額１６２１万３７３０円であり，同社は勧

告前に減額分を下請事業者に返還している。返品した商品の下請代金相当

額は下請事業者１１名に対し，総額１億２３６４万２３６０円であり，同社は勧告前

に当該商品を引き取るなどしている。また，提供させていた金額は下請事

業者８名に対し，総額２７９万５７００円であり，同社は勧告前に提供分を下請事

業者に返還している。

衣料品等の小売業

（２４．９．７勧告）
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関係法条違　反　行　為　等　の　概　要事業内容
①第４条第１

項第３号（下

請代金の減額

の禁止）

②第４条第２

項第３号（不

当な経済上の

利益の提供要

請の禁止）

　㈱パレモは，婦人服等の製造を下請事業者に委託しているところ，下請

事業者に対し，次の行為を行っていた。

①　下請代金の減額

ア　平成２２年６月から平成２３年５月までの間に，「値引」等として，自

社の店頭販売価格を引き下げることとした商品の在庫数量に一定額を

乗じて得た額を下請代金の額から減じていた。

イ　平成２２年６月から平成２３年６月までの間に，「歩引き」として，下

請代金の額に一定率を乗じて得た額を下請代金の額から減じていた。

②　不当な経済上の利益の提供要請

　平成２２年６月から平成２４年２月までの間，無償で発注データの入力作

業を行わせていた。

　減額金額は下請事業者１０名に対し，総額２３２７万２９７２円であり，同社は勧

告前に減額分を下請事業者に返還している。また，提供させていた労務に

相当する金額は下請事業者１１名に対し，総額５３９万１７５０円である。

婦人服等の小売業

（２４．９．２０勧告）

①第４条第１

項第３号（下

請代金の減額

の禁止）

②第４条第１

項第４号（返

品の禁止）

③第４条第２

項第３号（不

当な経済上の

利益の提供要

請の禁止）

　㈱ニッセンは，衣料品，家具，雑貨等の製造を下請事業者に委託してい

るところ，下請事業者に対し，次の行為を行っていた。

①　下請代金の減額

　平成２２年９月から平成２４年１月までの間，「事務手数料」として，下

請代金の額に一定率を乗じて得た額を下請代金の額から減じていた。

②　返品

　平成２２年８月から平成２４年５月までの間，下請事業者の製造した商品

を受領した後，販売期間が終了した際の在庫商品又は受領後６か月を経

過した商品を引き取らせていた。

③　不当な経済上の利益の提供要請

　平成２２年８月から平成２４年５月までの間，前記②の受領後６か月を経

過した商品の返品を行うに当たり，返品に係る送料を提供させていた。

　減額金額は下請事業者１３３名に対し，総額１４１０万８２０２円であり，同社は勧

告前に減額分を下請事業者に返還している。返品した商品の下請代金相当

額は下請事業者１０２名に対し，総額２８４１万７９９円である。また，提供させて

いた金額は下請事業者７５名に対し，総額４０万５６００円である。

衣料品，家具，雑

貨等の小売業（通

信販売業）

（２４．９．２１勧告）
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関係法条違　反　行　為　等　の　概　要事業内容
①第４条第１

項第３号（下

請代金の減額

の禁止）

②第４条第１

項第４号（返

品の禁止）

③第４条第２

項第３号（不

当な経済上の

利益の提供要

請の禁止）

　日本生活協同組合連合会は，食料品等の製造を下請事業者に委託してい

るところ，下請事業者に対し，次の行為を行っていた。

①　下請代金の減額

ア　平成２２年９月から平成２４年６月までの間，「エリアバイイング」とし

て，会員たる消費生活協同組合等（以下「会員」という。）に対する

納入数量に一定額を乗じて得た額を下請代金の額から減じていた。

イ　平成２２年９月から平成２４年５月までの間，「全国条件販促企画条件」

として，下請事業者からの仕入数量に一定額を乗じて得た額又は会員

に対する納入数量に一定額を乗じて得た額を下請代金の額から減じて

いた。

ウ　平成２２年９月から平成２４年５月までの間，「仕入割戻し」として，

下請事業者からの仕入数量に一定額を乗じて得た額又は下請代金の額

に一定率を乗じて得た額を下請代金の額から減じていた。

エ　平成２２年９月から平成２４年２月までの間，「新発売・リニューアル・

追加供促企画条件」として，下請事業者からの仕入数量に一定額を乗

じて得た額又は会員に対する納入数量に一定額を乗じて得た額を下請

代金の額から減じていた。

オ　平成２２年９月から平成２４年４月までの間，「生産支援情報」として，

会員に対する納入数量を記載した書面のファクシミリによる送信枚数

に一定額を乗じて得た額を下請代金の額から減じていた。

カ　平成２２年９月から平成２４年４月までの間，「販促ツール作成費用」と

して，一定額を下請代金の額から減じていた。

キ　平成２２年９月から平成２３年１１月までの間に，「販促コンテスト協賛

費用」として，一定額を下請代金の額から減じていた。

②　返品

　平成２２年９月から平成２３年１０月までの間に，下請事業者の製造した商

品を受領した後，会員による販売期間が終了した際の在庫商品を引き取

らせていた。

③　不当な経済上の利益の提供要請

　平成２２年９月から平成２４年４月までの間に，「商品の組合員テスト費

用」として，一定額を提供させていた。

　減額金額は下請事業者４４９名に対し，総額２５億６３３１万７８６３円であり，同連

合会は勧告前に減額分を下請事業者に返還している。返品した商品の下請

代金相当額は下請事業者６名に対し，総額４８４万４９２０円であり，同連合会は

勧告前に当該商品を引き取るなどしている。また，提供させていた金額は

下請事業者２４名に対し，総額２６２万１８８９円であり，同連合会は勧告前に提供

分を下請事業者に返還している。

会員たる消費生活

協同組合等に対す

る商品の供給事業

（２４．９．２５勧告）
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関係法条違　反　行　為　等　の　概　要事業内容
第４条第１項

第３号（下請

代金の減額の

禁止）

　藤久㈱は，手芸用品，生活雑貨等の製造を下請事業者に委託していると

ころ，下請事業者に対し，次の行為を行っていた。

ア　平成２２年６月から平成２４年２月までの間，「仕入割引」として，下請

代金の額に一定率を乗じて得た額を下請代金の額から減じていた。

イ　平成２２年６月から平成２４年５月までの間，「仕入値引」として，下請

代金の額に一定率を乗じて得た額を下請代金の額から減じていた。

ウ　平成２２年６月から平成２４年１月までの間，「新規開設店販促協賛金」と

して，一定額を下請代金の額から減じていた。

エ　平成２２年１０月から平成２４年５月までの間に，「タイアップ本発刊に伴

う販促協賛金」として，一定額を下請代金の額から減じていた。

オ　平成２２年８月から平成２４年３月までの間に，「手配りチラシによる販

促協賛金」として，一定額を下請代金の額から減じていた。

カ　平成２２年８月から平成２４年４月までの間に，「販促協賛金」として，

下請代金の額の６か月ごとの合計額に一定率を乗じて得た額を下請代金

の額から減じていた。

　減額金額は下請事業者７８名に対し，総額７４１４万６８６７円であり，同社は勧

告前に減額分を下請事業者に返還している。

手芸用品，生活雑

貨等の小売業

（２４．１１．１２勧告）

第４条第１項

第３号（下請

代金の減額の

禁止）

　フジモリ産業㈱は，設備資材（空調ダクト材，設備排水パイプ等），化

成品（液体容器用キャップ，フィルム等）等の製造を下請事業者に委託し

ているところ，下請事業者に対し，平成２３年５月から平成２４年９月までの

間，「金利引振込」として，下請代金の額に一定率を乗じて得た額を下請

代金の額から減じていた。

　減額金額は下請事業者１５名に対し，総額１５１３万６９６３円である。

設備資材，化成品

等の卸売業

（２４．１２．１４勧告）

①第４条第１

項第３号（下

請代金の減額

の禁止）

②第４条第２

項第３号（不

当な経済上の

利益の提供要

請の禁止）

　㈱サンゲツは，壁紙，床材，カーテン等（以下「インテリア製品」とい

う。）の製造を下請事業者に委託しているところ，下請事業者に対し，次

の行為を行っていた。

①　下請代金の減額

ア　平成２２年９月から平成２４年１月までの間に，「見本帳協力金」とし

て，見本帳に貼付した分のインテリア製品に係る下請代金の額に一定

率を乗じて得た額を下請代金の額から減じていた。

イ　平成２２年９月から平成２４年１月までの間，単価の引下げの合意日前

に発注したインテリア製品について引下げ後の単価を遡って適用する

ことにより，下請代金の額から，引下げ前の単価を適用した額と引下

げ後の単価を適用した額との差額を減じていた。

ウ　平成２２年９月から平成２３年４月までの間に，「単価協力」として，

納入価格の引下げの対象としたインテリア製品の納入数量に一定額を

乗じて得た額を下請代金の額から減じていた。

②　不当な経済上の利益の提供要請

　平成２３年３月から平成２４年５月までの間に，自社のショールームに展

示するためのインテリア製品を無償で提供させていた。

　減額金額は下請事業者６３名に対し，総額５億５７０１万４８１円である。また，

無償で提供させていたインテリア製品に係る下請代金相当額は，下請事業

者３８名に対し，総額４７８万２７２２円である。

【本件は，中小企業庁長官からの措置請求に基づき調査を行い，処理した

案件である。】

壁紙，床材，カー

テン等の卸売業

（２５．２．１２勧告）
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�　主な指導事件
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第２部　各　論

関係法条違　反　行　為　等　の　概　要事業内容
第４条第１項

第３号（下請

代金の減額の

禁止）

　㈱TBKは，トラック，バス等のブレーキ等の部品の製造を下請事業者に

委託しているところ，下請事業者に対し，次の行為を行っていた。

ア　平成２２年９月から平成２３年９月までの間に，不合格品が発生したこと

にして経理処理することにより，一定額を下請代金の額から減じてい

た。

イ　平成２２年９月から平成２４年８月までの間に，単価の引下げの合意日前

に発注した部品について引下げ後の単価を遡って適用することにより，

下請代金の額から，引下げ前の単価を適用した額と引下げ後の単価を適

用した額との差額を減じていた。

　減額金額は下請事業者５９名に対し，総額３６４１万２２９０円であり，同社は勧

告前に減額分を下請事業者に返還している。

トラック，バス等

のブレーキ等の製

造業

（２５．２．２６勧告）

第４条第１項

第３号（下請

代金の減額の

禁止）

　㈱山櫻は，事務用封筒，名刺用台紙等の製造を下請事業者に委託してい

るところ，下請事業者に対し，平成２３年６月から平成２４年５月までの間，

「販売協力金」として，下請代金の額に一定率を乗じて得た額を下請代金

の額から減じていた。

　減額金額は下請事業者１６名に対し，総額３５０７万３４９円であり，同社は勧告

前に減額分を下請事業者に返還している。

事務用封筒，名刺

用台紙等の製造業

（２５．２．２７勧告）

第４条第１項

第１号（受領

拒否の禁止）

　㈱フェリシモは，衣料品，雑貨等の製造を下請事業者に委託していると

ころ，発注書面に納期を記載せず，発注時までに，下請事業者の製造した

商品を受領する期間として「納品期間」を口頭等の方法により伝え，顧客

からの受注状況に応じて，自社が必要とする都度，下請事業者に納品を指

示して，当該下請事業者の製造した商品を受領する方法を採ることによ

り，「納品期間」の末日を経過しているにもかかわらず，当該下請事業者

の給付の一部を受領していない。

　受領していない商品の下請代金相当額は下請事業者８８名に対し，総額

８６０８万２２９１円である（平成２５年３月１日現在）。

衣料品，雑貨等の

小売業（通信販売

業）

（２５．３．２９勧告）

関係法条違　反　行　為　等　の　概　要業　種
第４条第１項

第１号（受領

拒否の禁止）

　衣料品等の製造を下請事業者に委託しているＡ社は，販売予想に見込み違いが

生じたことを理由に，あらかじめ定められた納期に下請事業者の給付を受領して

いなかった。

各種商品小

売業

第４条第１項

第２号（下請

代金の支払遅

延の禁止）

　電化製品の修理を下請事業者に委託しているＢ社は，下請事業者に対し，自社

の事務処理が遅れたことを理由に，下請事業者の給付を受領しているにもかかわ

らず，あらかじめ定められた支払期日を経過して下請代金を支払っていた。

機械器具卸

売業

第４条第１項

第３号（下請

代金の減額の

禁止）

　貨物の運送を下請事業者に委託しているＣ社は，下請事業者に対し，「値引き」

として，下請代金の額に一定率を乗じて得た額を下請代金の額から減じていた。

道路貨物運

送業

第４条第１項

第４号（返品

の禁止）

　農業用資材の製造を委託しているＤ協同組合は，販売先から発注の取消しが

あったことを理由に，下請事業者の給付を受領した後に返品していた。

協同組合

第４条第１項

第５号（買い

た た き の 禁

止）

　エレベータの保守点検の業務を下請事業者に委託しているＥ社は，下請事業者

と十分な協議を行わず，一方的に価格を通知することにより，下請代金の額を定

めていた。

はん用機械

器具製造業
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第３　下請法の普及・啓発 

　下請法の運用に当たっては，違反行為を迅速かつ効果的に排除することはもとより，違

反行為を未然に防止することも重要である。このような観点から，公正取引委員会は，次

のとおり各種の施策を実施し，違反行為の未然防止を図っている。

 １ 　下請法に係る講習会

�　下請取引適正化推進講習会

　公正取引委員会は，下請法の普及・啓発を図るため，毎年１１月を「下請取引適正化推

進月間」と定め，中小企業庁と共同して，下請法の概要等を説明する下請取引適正化推

進講習会を全国各地で実施している。

　平成２４年度においては，４７都道府県６１会場（うち公正取引委員会主催分は２５都道府県

３０会場）で実施した。

�　下請法基礎講習会

　企業のコンプライアンス意識の高まりや，下請取引適正化推進講習会の参加者からの

初心者向けの講習を受けたいといった要望等を踏まえ，親事業者を対象として，下請法

の基礎的な説明を行う下請法基礎講習会を実施している。

　平成２４年度においては，全国３６会場で実施した。
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関係法条違　反　行　為　等　の　概　要業　種
第４条第１項

第６号（購入・

利用強制の禁

止）

　ビル等の清掃を下請事業者に委託しているＦ社は，発注担当者を通じて，下請

事業者に対し，自社が販売する食料品を購入させ，又は，自社が提供する掃除用

具のレンタルサービスを利用させていた。

その他の事

業サービス

業

第４条第２項

第１号（有償

支給原材料等

の対価の早期

決済の禁止）

　食料品の製造を委託しているＧ社は，下請事業者に対し，有償で原材料を支給

しているが，当該原材料の対価について，当該原材料を用いた給付に係る下請代

金の支払期日より早い時期に，支払うべき下請代金の額から控除していた。

飲食料品卸

売業

第４条第２項

第２号（割引

困難な手形の

交付の禁止）

　麺類の製造を下請事業者に委託しているＨ社は，下請事業者に対し，手形期間

が１２０日（繊維業以外の業種において認められる手形期間）を超える（１２５日）手

形を交付していた。

食料品製造

業

第４条第２項

第３号（不当

な経済上の利

益の提供要請

の禁止）

　自動車用部品の製造を下請事業者に委託しているＩ社は，下請事業者に対し，

自社が所有する金型を貸与しているところ，当該自動車用部品の製造を大量に発

注する時期を終えた後，当該部品の発注を長期間行わないにもかかわらず，無償

で金型を保管させていた。

輸送用機械

器具製造業

第４条第２項

第４号（不当

な給付内容の

変更・やり直

しの禁止）

　機械部品の製造を下請事業者に委託しているＪ社は，下請事業者に対し，取引

先からの発注内容が変更されたことを理由に給付内容を変更したにもかかわら

ず，それによって生じた費用を負担させていた。

電気機械器

具製造業

（注）　「業種」は日本標準産業分類中分類による。
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�　下請法応用講習会

　企業のコンプライアンス意識の高まりや，下請取引適正化推進講習会の参加者からの

応用的な内容に関する講習を受けたいといった要望等を踏まえ，下請法に関する一定の

知識を有する者を対象として，より具体的な事例研究を中心とする下請法応用講習会を

実施している。

　平成２４年度においては，全国６会場で実施した。

�　下請法業種別講習会

　過去に下請法の違反がみられた業種等に一層の法令遵守を促すことを目的として，業

種ごとの実態に即した分かりやすい具体例を用いて説明を行う業種別講習会を実施して

いる。

　平成２４年度においては，ソフトウェア業界向けの講習会を全国２会場で実施した。

 ２ 　下請法に係る相談・指導

�　下請法に係る相談

　公正取引委員会では，地方事務所等を含めた全国の相談窓口において，年間を通して，

下請法に係る相談を受け付けている。

　平成２４年度においては，８，２９８件に対応した。

�　コンプライアンス確立のための積極的な支援

　事業者等からの下請法に係る相談に応じるとともに，下請法の一層の普及・啓発を図

るため，事業者団体が開催する研修会等に講師を派遣している。

　平成２４年度においては，事業者団体等へ２１回派遣するとともに，下請法に係るパンフ

レット，DVD 等の資料を提供した。

　また，「公取委による中小事業者のための移動相談会」を実施している（第９章第３

の４�参照）ほか，下請法に係る講習会に参加することのできない事業者のため，新た

に下請法の概要を紹介する動画を公正取引委員会のウェブサイト上に掲載し，配信し

た。

 ３ 　親事業者に対する下請法遵守のための年末要請

　特に年末にかけての金融繁忙期においては，下請事業者の資金繰り等について厳しさが

増すことが懸念されることから，下請代金の支払遅延，下請代金の減額，買いたたき等の

行為が行われることのないよう，公正取引委員会及び経済産業省は，親事業者及び関係事

業者団体に対し，下請法の遵守の徹底等について，公正取引委員会委員長代理委員及び経

済産業大臣連名の文書で要請している。

　平成２４年度においては，約３４，０００名（親事業者約３３，１００名及び関係事業者団体約６５０団

体）に対し，平成２４年１１月１９日に要請を実施した。

 ４ 　下請取引等改善協力委員

　公正取引委員会は，下請法の的確な運用に資するため，各地域の下請取引等の実情に明

るい中小事業者等に下請取引等改善協力委員を委嘱している。平成２４年度における下請取

引等改善協力委員（定員）は１５３名である。
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　平成２４年度においては，下請取引等改善協力委員から下請取引の現状等について意見聴

取を行うとともに，その概要を公表した（「下請取引等改善協力委員から寄せられた主な意

見について」平成２４年１０月２４日公表）。
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第１１章 国際関係業務

第１　独占禁止協力協定 

　近年，複数の国・地域の競争法に抵触する事案，複数の国・地域の競争当局が同時に審

査を行う必要のある事案等が増加するなど，競争当局間の協力・連携の強化の必要性が高

まっている。このような状況を踏まえ，公正取引委員会は，二国間独占禁止協力協定等に

基づき，関係国の競争当局に対し執行活動等に関する通報を行うなど，外国の競争当局と

の間で緊密な協力を行っている。

 １ 　日米独占禁止協力協定

　日本国政府は，米国政府との間で，平成１１年１０月７日に「反競争的行為に係る協力に関

する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定」に署名し，同協定は同日に発効した。

同協定は，両政府の競争当局間における執行活動に係る通報，協力，調整，執行活動の要

請，重要な利益の考慮等を規定している。

 ２ 　日欧州共同体独占禁止協力協定

　日本国政府は，欧州共同体との間で，平成１５年７月１０日に「反競争的行為に係る協力に

関する日本国政府と欧州共同体との間の協定」に署名し，同協定は同年８月９日に発効し

た。同協定は，前記日米独占禁止協力協定とほぼ同様の内容となっている。

 ３ 　日加独占禁止協力協定

　日本国政府は，カナダ政府との間で，平成１７年９月６日に「反競争的行為に係る協力に

関する日本国政府とカナダ政府との間の協定」に署名し，同協定は同年１０月６日に発効し

た。同協定は，前記日米独占禁止協力協定とほぼ同様の内容となっている。

第２　競争当局間協議 

　公正取引委員会は，我が国と経済的交流が特に活発な国・地域の競争当局等との間で競

争政策に関する協議を定期的に行っている。平成２４年度における協議の開催状況は，次の

とおりである。

第１表　平成２４年度における競争当局間協議の開催状況 
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相手当局期日及び場所
米国司法省反トラスト局

米国連邦取引委員会

平成２４年５月１５日　東京米国

欧州委員会競争総局平成２４年７月４日　ブリュッセルEU

ハンガリー競争委員会平成２５年３月１８日　ブダペストハンガリー
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第３　経済連携協定への取組 

　近年における経済のグローバル化の進展と並行して，地域貿易の強化のため，現在，多

くの国が，経済連携協定や自由貿易協定の締結又は締結のための交渉を行っている。競争

政策の観点からは，経済連携協定が市場における競争を一層促進するものとなることが重

要であり，公正取引委員会は，このような観点から我が国の経済連携協定締結に関する取

組に参画している。我が国がこれまでに締結した経済連携協定のうち，次のものには，競

争に関する規定が設けられ，両国が反競争的行為に対する規制の分野において協力するこ

とが盛り込まれている。

第２表　我が国が締結した経済連携協定のうち競争に関する規定が設けられているもの 

（注１）　平成１９年３月に両国間で見直しのための改正議定書が署名され，同年９月に発効した。競争に関する

章については，実施取極において，シンガポール側における競争法導入及び競争当局設立に伴う修正が

行われた。

（注２）　平成２０年４月に日本及び全 ASEAN 構成国の署名が完了した。

（注３）　日本とシンガポール，ラオス，ベトナム及びミャンマーとの間では平成２０年１２月に，ブルネイとの間で

は平成２１年１月に，マレーシアとの間では同年２月に，タイとの間では同年６月に，カンボジアとの間で

は同年１２月に，フィリピンとの間では平成２２年７月に発効した。インドネシアとの間では未発効である。
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状況協定名
H１４．１署名

H１４．１１発効（注１）

日・シンガポール経済連携協定

H１６．９署名

H１７．４発効

日・メキシコ経済連携協定

H１７．１２署名

H１８．７発効

日・マレーシア経済連携協定

H１８．９署名

H２０．１２発効

日・フィリピン経済連携協定

H１９．３署名

H１９．９発効

日・チリ経済連携協定

H１９．４署名

H１９．１１発効

日・タイ経済連携協定

H１９．８署名

H２０．７発効

日・インドネシア経済連携協定

H２０．４署名（注２）

一部発効（注３）

日・ASEAN 包括的経済連携協定

H２０．１２署名

H２１．１０発効

日・ベトナム経済連携協定

H２１．２署名

H２１．９発効

日・スイス経済連携協定

H２３．２署名

H２３．８発効

日・インド経済連携協定

H２３．５署名

H２４．３発効

日・ペルー経済連携協定
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第４　多国間関係 

 １ 　国際競争ネットワーク（ICN：International Competition Network）

�　ICNの概要

　ICN は，競争法執行における手続面及び実体面の収れんを促進することを目的として

平成１３年１０月に発足した各国競争当局を中心としたネットワークであり，平成２５年３月

３１日現在，１１１か国・地域から１２７の競争当局が参加している。このほか，国際機関，研

究者，弁護士等の非政府アドバイザー（Non-Governmental Advisors，NGA）も ICN に

参加している。

　ICN は，主要な２０の競争当局の代表者で構成される運営委員会（Steering Group）に

より，その全体活動が管理されている。公正取引委員会委員長は，ICN の設立以来，運

営委員会のメンバーとなっている。このほか，当委員会は，ICN 成果物の唱導及び実施

（Advocacy and Implementation）を担当しており，他の ICN に加盟する競争当局と協

力し，ICN 成果物の唱導及び実施ネットワークサポートプログラム（AISUP，平成２０年

８月に当委員会の主導により設立された ICN 成果物を用いて経験の浅い競争当局の法

改正等を支援するためのプログラム）の運用を行っている。

　ICN は，運営委員会の下に，テーマごとに①カルテル作業部会，②企業結合作業部会，

③単独行為作業部会，④アドボカシー作業部会及び⑤競争当局有効性作業部会の５つの

作業部会並びに ICN の組織及び運営等に関する作業部会を設置している。これらの作

業部会においては，電話会議，質問票の活用，各国競争当局からの書面提出等を通じて，

それぞれの課題に対する検討が行われているほか，それぞれのテーマごとにワーク

ショップが開催されている。公正取引委員会は，これらの活動に積極的に取り組んでお

り，平成２３年度の第１０回年次総会以降はカルテル作業部会の共同議長を務めている。ま

た，ICN は，これらの作業部会の成果の報告，次年度のワークプランの策定等のため，

年次総会を開催しており，平成２４年度の第１１回年次総会は，平成２４年４月１７日から同月

２０日にかけてブラジル・リオデジャネイロにおいて開催された。当委員会からは委員長

ほか４名の事務総局の職員がモデレーター，パネリスト等として参加した。

　平成２４年度における主な会議の開催状況は，次のとおりである。

第３表　平成２４年度における ICNの主な会議の開催状況 

�　企業結合審査に係る国際協力枠組みの構築

　企業活動のグローバル化に伴い，複数の国の競争当局が同時に審査を行う必要がある

ような国際的な企業結合が増加していることから，個別の企業結合事案についての情報

交換を含む競争当局間の実質的な協力が，より体系的に行われる必要がある。こうした
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場　　　所期　　　日会　　　議
ブラジル・リオデジャネイロ平成２４年４月１７日～同月２０日第１１回年次総会

シンガポール平成２４年７月２４日及び２５日単独行為地域ワークショップ

パナマ・パナマシティ平成２４年１０月２日～同月４日カルテルワークショップ

フランス・パリ平成２４年１０月２６日及び２７日アドボカシーワークショップ

コロンビア・ボゴタ平成２４年１１月８日及び９日企業結合ワークショップ
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問題意識から，公正取引委員会は，ICN において，企業結合審査に係る国際協力枠組み

の構築を提唱し，これを「ICN における企業結合審査の協力のための枠組み」として取

りまとめた。平成２４年４月２０日，ブラジル・リオデジャネイロにおいて開催された第１１

回年次総会において，当該協力枠組みの構築が承認された。

　当該協力枠組みは，ICN に加盟する競争当局間における企業結合審査に関する効率的

かつ効果的な執行協力の促進を目的としており，① ICNに加盟する競争当局における連

絡窓口となる担当官の連絡先リストの作成・管理，②関連する競争当局への接触及び情

報交換の方法等を内容とするものである。

　公正取引委員会は，連絡先リストの取りまとめ及び管理を担当するなどして協力枠組

みの利用促進に協力している。

�　各作業部会の活動状況

　平成２４年度における各作業部会の活動状況は，次のとおりである。

ア　カルテル作業部会

　カルテル作業部会は，反カルテル執行における国内的及び国際的な諸問題に対処す

ることを目的として設置された作業部会である。同作業部会には，ハードコア・カル

テルの定義等基本的な概念について検討を行う一般的枠組みサブグループ（SG １）

及び個別の審査手法に関する情報交換等を通じてカルテルに対する法執行の効率性を

高めることを目的とした審査手法サブグループ（SG ２）が設置されている。

　第１１回年次総会以降，SG １においては，リニエンシーに関する電話セミナーを６回

実施し，平成２５年３月に開催された同セミナーでは，公正取引委員会事務総局の職員

がプレゼンテーションを行った。また，当委員会は，カルテル作業部会の共同議長と

して，アジア太平洋地域に所在する競争当局向けに別途，リニエンシーに関する電話

セミナーを２回主催し，平成２５年１月に実施された同セミナーでは当委員会事務総局

の職員がモデレーターを務めた。

　他方，SG ２においては，反カルテル執行マニュアルのうち「国際協力及び情報交換」

に関する章の作成が行われ，第１２回年次総会に提出された。また，SG ２は，ICN に

加盟する競争当局のカルテル審査の実務者がカルテル審査に関する実務上の問題を議

論するため，年１回，カルテルワークショップを開催している。平成２４年度のワーク

ショップは，平成２４年１０月，パナマ・パナマシティにおいて開催され，「グローバル

なカルテル審査の強化」をテーマとして議論が行われたところ，公正取引委員会事務

総局の職員４名がモデレーターやスピーカーとして参加した。

イ　企業結合作業部会

　企業結合作業部会は，企業結合審査の効率性を高めるとともに，その手続面及び実

体面の収れんを促進し，国際的企業結合の審査を効率化することを目的として設置さ

れた作業部会である。

　第１１回年次総会以降，同作業部会においては，企業結合における審査技術ハンド

ブックのうち「企業結合分析におけるエコノミスト及び経済的証拠の役割」に関する

章の改定や，企業結合審査の自己評価ツールの作成，公正取引委員会が提唱した企業

結合審査の協力のための枠組みに基づく連絡先リストの作成等が行われ，これらの成

果物は第１２回年次総会に提出された。また，同作業部会は，平成２４年度に，企業結合
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規制の改正に係る経験に関する電話セミナーを３回実施しており，平成２５年１月に開

催された同セミナーにおいては，当委員会事務総局の職員がプレゼンテーションを

行った。さらに，平成２４年１１月，企業結合ワークショップが，「企業結合審査における

経済学的証拠の役割」をテーマとしてコロンビア・ボゴタにおいて開催され，当委員

会事務総局の職員２名がモデレーターやスピーカーとして参加した。

ウ　単独行為作業部会

　単独行為作業部会は，事業者による反競争的単独行為に対する規制の在り方等につ

いて議論することを目的として設置された作業部会である。

　第１１回年次総会以降，同作業部会においては，様々な単独行為の形態を分析する手

法を取りまとめている単独行為ワークブックのうち「排他的取引」に関する章の作成

が行われ，第１２回年次総会に提出された。また，同作業部会は，「排他的取引の法的・

経済的評価」，「単独行為事案における国際的執行協力」及び「単独行為の評価におけ

る意図の役割」をテーマとしたウェブセミナーを実施した。さらに，平成２４年７月，

主にアジア地域に所在する競争当局を対象とした地域ワークショップが，「市場支配

的地位及び排他的取引の分析」をテーマとしてシンガポールにおいて開催され，公正

取引委員会事務総局の職員２名がスピーカー等として参加した。

エ　アドボカシー作業部会

　アドボカシー作業部会は，競争唱導活動の有効性を向上させることを目的として設

置された作業部会である。

　第１１回年次総会以降，同作業部会においては，新たに競争文化プロジェクト及び競

争評価プロジェクトが立ち上げられ，競争影響評価におけるガイダンスの作成を行っ

たほか，利害関係者への競争の利益の説明に関するガイダンスのうち「政府・立法関

係者」に関する章の作成が行われ，これらの成果物は第１２回年次総会に提出された。

また，競争文化の促進をテーマとした電話セミナーが４回実施されたほか，平成２４年

１０月，アドボカシーワークショップが，「政府に対する競争唱導等」をテーマとして

フランス・パリにおいて開催され，公正取引委員会事務総局の職員３名がスピーカー

等として参加した。

オ　競争当局有効性作業部会

　競争当局有効性作業部会は，競争政策の有効性に関する諸問題とその有効性を達成

するために最もふさわしい競争当局の組織設計を検討することを目的として設立され

た，競争政策の実施に関する作業部会が，平成２１年５月に改組されたものである。

　第１１回年次総会以降，同作業部会においては，競争政策の有効性を達成するために

ふさわしい競争当局の組織設計の在り方を取りまとめている競争当局有効性ハンド

ブックのうち「知識管理」及び「人材管理」に関する章の作成が行われたほか，各国

の審査手続及び実務が当局の意思決定や手続的権利の保護にどのように寄与している

かについて ICN メンバー間の理解を深める目的で立ち上げられた審査手続プロジェ

クトに基づき，審査ツール及び透明性に関する調査結果報告書の作成が行われた。ま

た，競争法や競争当局の実務に関する研修教材を作成するカリキュラムプロジェクト

に関して，新たに「審査の計画」，「競争唱導」及び「発展途上国の競争当局が直面す

る課題」をテーマとして３つのビデオ教材の作成が行われた。これらの成果物は第１２
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回年次総会に提出された。

 ２ 　経済協力開発機構（OECD）・競争委員会（COMP：Competition Committee）

�　競争委員会は，OECD に設けられている各種委員会の一つであり，昭和３６年１２月に設

立された制限的商慣行専門家委員会が昭和６２年に競争法・政策委員会に改組され，平成

１３年１２月から現在の名称に変更されたものである。我が国は，昭和３９年のOECD加盟以

来，その活動に参加してきており，公正取引委員会は，同年１０月の会合以降，これに参

加してきている。競争委員会は，本会合のほか，その下に各種の作業部会及び競争に関

するグローバルフォーラムを設け，随時会合を行っている。本会合においては，各加盟

国の競争政策に関する年次報告が行われているほか，その時々の重要課題について討議

が行われている。平成２４年度における会議の開催状況は，次のとおりであり，当委員会

は，全ての会合に出席した。

第４表　平成２４年度における競争委員会の開催状況 

�　平成２４年６月の第１１５回本会合においては，①市場画定に関するラウンドテーブル討

議，②インドネシア競争法及び競争政策に関するレビュー等が開催された。同年１０月の

第１１６回本会合においては，反トラスト手続における効率性の向上の主張に係るラウン

ドテーブル討議が行われた。平成２５年２月の第１１７回本会合においては，オンライン

セールスにおける垂直的制限に係るラウンドテーブル討議が行われた。

　なお，平成２３年１０月の第１１３回本会合においては，平成２４年から平成２６年の３年間にわ

たって競争委員会が取り組んでいく二つの中長期なテーマとして，「競争当局の執行活

動に関する影響評価」及び「国際協力」が取り上げられることとされた。

�　競争委員会に属する各作業部会及び競争に関するグローバルフォーラムの平成２４年度

における主要な活動は，次のとおりである。

ア　第２作業部会では，平成２４年６月，同年１０月及び平成２５年２月の３回の会合にわ

たって，中長期テーマの一つである「競争当局の執行活動に関する影響評価」に関す

る議論及びヒアリングが行われた。また，平成２５年２月の会合においては，地域バス

運行業における認可の付与に関するラウンドテーブル討議が行われた。

イ　第３作業部会では，平成２４年６月，同年１０月及び平成２５年２月の３回の会合にわ

たって，もう一つの中長期テーマである「国際協力」に関する議論等が行われた。ま

た，平成２４年１０月の会合においては，後続の申請者に対するリニエンシーに関するラ

ウンドテーブル討議が行われた。
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会　　　　　　　議期　　　　　　日
第１１５回本会合，第５１回第２作業部会（競争と規制），第１１３回第３作業部会

（協力と執行）

平成２４年６月１１日～同月１４日

第１１６回本会合，第５２回第２作業部会（競争と規制），第１１４回第３作業部会

（協力と執行）

平成２４年１０月２２日～同月２５日

第１１７回本会合，第５３回第２作業部会（競争と規制），第１１５回第３作業部会

（協力と執行），第１２回競争に関するグローバルフォーラム

平成２５年２月２５日～同年３月１日

（注）　前記会議の開催場所は，全てフランス・パリである。
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ウ　競争に関するグローバルフォーラムでは，平成２５年２月の会合において，①競争と

貧困の減少及び②テレビと放送における競争上の論点に関するラウンドテーブル討議

が行われた。

 ３ 　東アジア競争法・政策カンファレンス及び東アジア競争政策トップ会合

　公正取引委員会は，東アジア競争法・政策カンファレンス及び東アジア競争政策トップ

会合において主導的な役割を果たしている。

　東アジア競争法・政策カンファレンスは，競争当局及び競争関連当局に加え，学界，産

業界等からの出席者を交えて，競争法・政策に係るプレゼンテーション・質疑応答等を行

い，東アジア地域における競争法・政策の普及・広報に寄与することを主要な目的とする

ものである。

　東アジア競争政策トップ会合は，東アジア地域における競争当局及び競争関連当局の

トップが一堂に会し，その時々の課題や政策動向等について率直な意見・情報交換を行う

ことにより，東アジア地域における競争当局及び競争関連当局間の協力関係を強化するこ

とを目的とするものである。同会合においては，競争法・政策の執行に係る課題，効果的・

効率的な技術支援のための協力・調整等のテーマについて議論が行われている。

　平成２４年度においては，第７回東アジア競争法・政策カンファレンス及び第８回東アジ

ア競争政策トップ会合が平成２４年５月にマレーシア・クアラルンプールにおいて開催され

た。

 ４ 　アジア太平洋経済協力（APEC）

�　競争政策・競争法グループ（CPLG）

　APEC においては，APEC 域内における競争政策についての理解を深め，貿易及び投

資の自由化及び円滑化に貢献することを目的として，貿易投資委員会の下部組織として

競争政策・規制緩和グループ（CPDG）が平成８年に設置された。同グループは，平成

１９年に貿易投資委員会の下部組織から経済委員会（EC）の下部組織に移行し，平成２０年

には，競争政策・競争法グループ（CPLG）に改称した。公正取引委員会は，平成１７年

から平成２４年１２月まで CPLG（改称前においては CPDG）の議長業務を行うなど，APEC

における競争政策に関する取組に対して積極的に貢献を行っている。

　平成２４年度において，公正取引委員会は，平成２４年５月のロシア・カザン及び平成２５

年２月のインドネシア・ジャカルタにおいて開催された EC 会合に出席し，APEC 域内

の競争政策の取組等について報告を行った。また，平成２５年２月の EC 会合と併せて開

催された CPLG 会合において，我が国の競争法の執行等について報告を行った。

�　個別行動計画（IAP）及び共同行動計画（CAP）

　APEC においては，平成６年に合意されたボゴール目標（先進エコノミーは２０１０年ま

でに，途上エコノミーは２０２０年までに，自由で開かれた貿易と投資を実現すること）を

実現するための具体的道筋を示す大阪行動指針（平成７年採択）に基づき，APEC 参加

エコノミーそれぞれの自主的かつ個別的な行動を取りまとめた「個別行動計画」（IAP）及

び APEC 参加エコノミーが共同して取り組むべき分野別の行動を取りまとめた「共同行

動計画」（CAP）が策定されている。我が国の個別行動計画の競争章においては，競争
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法の厳正な執行や技術支援の実施等が掲げられており，競争政策分野における共同行動

計画としては，情報交換及び対話の促進，競争法・政策に対する理解の増進，技術支援

の実施等が掲げられている。

 ５ 　国連貿易開発会議（UNCTAD）

　昭和５５年，UNCTAD 主催による制限的商慣行国連会議において，「制限的商慣行規制の

ための多国間の合意による一連の衡平な原則と規則」（以下「原則と規則」という。）が採

択された。さらに，原則と規則は，同年の第３５回国連総会において，国連加盟国に対する

勧告として採択された。原則と規則は，国際貿易，特に発展途上国の国際貿易と経済発展

に悪影響を及ぼす制限的商慣行を特定して規制することにより，国際貿易と経済発展に資

することを目的としている。その後，このような制限的商慣行についての調査研究，情報

収集等を行うために，昭和５６年，制限的商慣行政府間専門家会合が設置され，平成８年の

UNCTAD第９回総会において競争法・政策専門家会合と名称変更された後，平成９年１２月

の国連総会の決議により，競争法・政策に関する政府間専門家会合と名称が再変更された。

また，同会合のほか，原則と規則の全ての側面についてレビューを行う国連レビュー会合

が５年に１回開催されている。

　平成２４年度においては，平成２４年７月９日から同月１１日にかけてスイス・ジュネーブに

おいて第１２回競争法・政策に関する政府間専門家会合が開催され，公正取引委員会事務総

局の職員が同会合に出席した。同会合においては，モンゴル競争法・政策に対する審査が

行われたほか，競争政策と公共調達，国境をまたぐ反競争的行為，効果的な競争法執行の

ための知識・人材管理等について議論された。

第５　海外の競争当局等に対する技術支援 

　近年，東アジア地域等の発展途上国において，競争法・政策の重要性が認識されてきて

いることに伴い，既存の競争法制を強化する動きや，新たに競争法制を導入する動きが活

発化しており，これらの国に対する技術支援の必要性が高まってきている。公正取引委員

会は，主として独立行政法人国際協力機構（JICA）を通じて，これら諸国の競争当局等に

対し，事務総局の職員の派遣や研修の実施等による競争法・政策分野における技術支援活

動を行っている。

　公正取引委員会による発展途上国に対する具体的な技術支援の概要は次のとおりであ

る。

 １ 　ベトナムに対する技術支援

　ベトナムに対して，公正取引委員会は，競争法の執行能力の強化を目的として，JICA の

協力の下，平成２０年９月から当委員会事務総局の職員１名を JICA 長期専門家としてベト

ナム競争当局に累次派遣し，現地における技術支援を実施している。また，当委員会は，

平成２４年５月９日から同月２５日にかけてベトナム競争当局の職員４名を，同年１１月１２日か

ら同月２９日にかけてベトナム競争当局の職員８名を，それぞれ我が国に招へいし，競争法・

政策に関する研修を実施した。さらに，平成２４年１２月１１日及び１２日に，また平成２５年３月
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１３日及び１４日に，それぞれハノイにおいて開催された現地セミナーに当委員会事務総局の

職員を派遣した。

 ２ 　インドネシアに対する技術支援

　インドネシアに対して，公正取引委員会は，競争法の執行能力の強化を目的として，

JICAの協力の下，平成２１年１０月から平成２４年６月にかけて，当委員会事務総局の職員１名

を JICA 長期専門家としてインドネシア競争当局に派遣し，現地における技術支援を実施

した。また，当委員会は，平成２４年１１月１９日から同月２１日にかけてバリにおいて開催され

た現地セミナーに当委員会事務総局の職員を派遣した。さらに，平成２５年２月４日から同

月２２日にかけて，インドネシア競争当局の職員１１名を我が国に招へいし，競争法・政策に

関する研修を実施した。

 ３ 　中国に対する技術支援

　中国に対して，公正取引委員会は，JICA の協力の下，平成２４年７月１８日に北京において

開催された現地セミナーに当委員会事務総局の職員を派遣した。また，平成２４年８月２０日

から同月２８日にかけて，中国競争当局等の職員１４名を我が国に招へいし，競争法・政策に

関する研修を実施した。

 ４ 　フィリピンに対する技術支援

　フィリピンに対して，公正取引委員会は，JICA の協力の下，平成２４年１１月２７日から同月

２９日にかけてパラワンにおいて開催された現地セミナーに当委員会事務総局の職員を派遣

した。

 ５ 　マレーシアに対する技術支援

　マレーシアに対して，公正取引委員会は，JICA の協力の下，平成２５年３月１１日から同月

１５日にかけて，マレーシア競争当局の職員５名を我が国に招へいし，競争法・政策に関す

る研修を実施した。

 ６ 　その他の発展途上国に対する技術支援

　公正取引委員会は，JICA の協力の下，平成６年度以降，競争法制を導入しようとする国

や既存の競争法制の強化を図ろうとする国の競争当局等の職員を我が国に招へいし，競争

法・政策に関する研修を実施している。平成２４年度においては，発展途上国７か国から１０

名の参加を得て，平成２４年８月１６日から同年９月１４日にかけて実施した。

 ７ 　その他の技術支援

　公正取引委員会は，発展途上国に対する技術支援として，OECD 等の国際機関や外国政

府等が東アジア地域において実施する競争法・政策に関するセミナーに当委員会事務総局

の職員や学識経験者を積極的に派遣している。
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第６　海外調査 

　公正取引委員会の競争政策の企画・運営に資するため，諸外国・地域の競争政策の動向，

競争法制及びその運用状況等について情報収集や調査研究を行っている。平成２４年度にお

いては，米国，EU，その他主要な OECD 加盟諸国やアジア各国を中心として，競争当局

の政策動向，競争法関係の立法活動等について調査を行い，その内容の分析とウェブサイ

ト等による紹介に努めた。

第７　海外への情報発信 

　我が国の競争政策の状況を広く海外に周知することにより公正取引委員会の国際的なプ

レゼンスを向上させるため，報道発表資料や所管法令・ガイドライン等を英訳し，英文ウェ

ブサイトに掲載しているほか，当委員会の活動等を紹介する英文パンフレットの作成・配

布を行っている。平成２４年度においては，前年度に引き続き，英語版報道発表資料の一層

の充実及び速報化に努めた。

　このほか，外国の競争当局，弁護士会等が主催するセミナー等に積極的に公正取引委員

会委員及び事務総局の職員を派遣したり，海外のメディアに寄稿を行うなどの活動を行っ

ている。平成２４年度においては，平成２５年３月にドイツ・ベルリンにおいて開催された第

１６回国際ベルリン会議及び同月にオーストラリア・シドニーにおいて開催された国際法曹

協会競争カンファレンスに，それぞれ公正取引委員会委員がスピーカーとして参加し，最

近の競争政策の進展等について議論を行うなどした。また，平成２４年１２月に中国・香港に

おいて開催された第８回アジア競争法フォーラム年次総会に，当委員会事務総局の職員が

スピーカーとして参加し，我が国の競争法及びその執行の最近の進展について紹介を行っ

た。
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第１２章 広報・広聴等に関する業務

第１　広報・広聴 

 １ 　概要

　公正取引委員会は，独占禁止法等に対する企業関係者の理解を深めて同法等の違反行為

の未然防止を図るとともに，今後の競争政策の有効かつ適切な推進に資するため，広く国

民に情報提供を行い，国民各層からの意見，要望の把握，小中学生を含めた幅広い国民各

層の競争政策に対する理解の増進に努めているところである。広報・広聴業務の主なもの

は，次のとおりである（海外向け広報については，第１１章第７参照）。

 ２ 　記者会見

　事務総長定例記者会見を毎週水曜日に開催している。

 ３ 　報道発表

　公正取引委員会は，独占禁止法違反事件に対する法的措置，企業結合に係る審査結果，

独占禁止法を始めとする関係法令に係る各種ガイドライン，実態調査報告書等の内容につ

いて，幅広く報道発表を行っている。平成２４年度においては，２５８件の報道発表を行った。

　なお，特定のテーマについては，報道発表に併せて政府広報を利用した広報を行ってい

る。

 ４ 　講師派遣

　事業者団体等の要請に対応して，講演会，研修会等に講師を派遣し，独占禁止法等につ

いて広報を行った。

 ５ 　各委員制度等及びその運用状況

�　独占禁止政策協力委員制度

　競争政策への理解の促進と地域の経済社会の実状に即した政策運営に資するため，平

成１１年度から，独占禁止政策協力委員制度を設置し，公正取引委員会に対する独占禁止

法等の運用や競争政策の運営等に係る意見・要望の聴取等を行い，施策の実施の参考と

している。平成２４年度においては，各地域の有識者１５０名に委員を委嘱した。

�　その他の制度

　公正取引委員会は，独占禁止政策協力委員制度のほか，下請取引等改善協力委員制度，

独占禁止法相談ネットワーク制度等を通じて，事業者等に対して当委員会の活動状況等

について広報を行うとともに，意見・要望等を聴取し，施策の実施の参考としている。
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 ６ 　各種懇談会等の実施

�　独占禁止懇話会

ア　概要

　経済社会の変化に即応して競争政策を有効かつ適切に推進するため，公正取引委員

会が広く各界の有識者と意見を交換し，併せて競争政策の一層の理解を求めることを

目的として，昭和４３年度以降，毎年開催している。

イ　開催状況

　平成２４年度においては，独占禁止懇話会を２回開催した。

�　地方有識者との懇談会

ア　概要

　地方有識者と公正取引委員会の委員等との懇談及び講演会を通して，競争政策につ

いてより一層の理解を求めるとともに，幅広く意見及び要望を把握し，今後の競争政

策の有効かつ適切な推進を図るため，昭和４７年度以降，毎年，全国各地において開催

している。

イ　開催状況

　平成２４年度においては，平成２４年１１月８日，９日，２０日及び２２日に，全国１０都市（旭

川市，盛岡市，宇都宮市，さいたま市，津市，大阪市，広島市，高知市，福岡市及び

那覇市）において，公正取引委員会の最近の活動状況等について，各地の主要経済団

体，消費者団体の代表者等の有識者と公正取引委員会委員等との意見交換を行った。

　このほか，全国各地区において，地方事務所長等の当委員会事務総局の職員と有識

者との懇談会を７２回開催した。

�　その他

　日本経済団体連合会等の経済団体との懇談会を開催した。

 ７ 　一日公正取引委員会

�　概要

　本局及び地方事務所等の所在地以外の都市における独占禁止法及び下請法の普及啓発

活動や相談対応の一層の充実を図るため，独占禁止法講演会，下請法講演会，官製談合

防止法研修会，消費者セミナー，独占禁止法教室，報道機関との懇談会，相談コーナー

などを１か所の会場で開催している。

�　開催状況

　平成２４年度においては，平成２４年６月１９日に甲府市，７月３日に富山市，１０月４日に

岡山市，１１月９日に旭川市及び盛岡市，１１月２２日に高知市，１１月２９日に姫路市並びに平

成２５年３月６日に熊本市において，一日公正取引委員会を開催した。

 ８ 　消費者セミナー

　一般消費者に独占禁止法の内容や公正取引委員会の活動について，より一層の理解を深

めてもらうため，対話型・参加型のイベントとして開催している。
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 ９ 　独占禁止法教室（出前授業）

�　大学生向け

　大学からの要請を受けて，独占禁止法等の講義，公開講座等に講師を派遣し，競争法

の目的，公正取引委員会の最近の活動状況等について講義を行った。

�　中学生等向け

　中学校等からの要請を受けて，公民等の授業に講師を派遣し，競争の役割等について

授業を行った。

 １０ 　庁舎訪問学習

　小・中学生，大学生等からの要請を受けて，公正取引委員会の庁舎において，競争の役

割についての説明を行うとともに，審判廷などの職場見学に対応した。

 １１ 　広報資料の作成・配布

�　パンフレット

　独占禁止法や公正取引委員会に対する一般の理解を深めるため，「知ってなっとく独

占禁止法」，「知るほどなるほど下請法」等を作成し，事業者，一般消費者等に広く配布

したほか，中学生向け副教材として「わたしたちの暮らしと市場経済」を作成し，中学

校等に配布している。

�　広報用DVD

　独占禁止法及び下請法に関する広報用 DVD を作成し，これらを事業者団体，消費者

団体等に貸出しを行った。

　また，独占禁止法及び下請法の概要を紹介する動画を公正取引委員会のウェブサイト

上（http://www.jftc.go.jp/）に掲載し，配信している。

�　ウェブサイト

　平成９年以降，ウェブサイトにおいて報道発表資料を含む各種の情報を掲載してい

る。

　なお，平成２４年度においては，利用者がより利用しやすく，また，必要な情報を見つ

けやすくなるようウェブサイトの全面改修を行い，平成２５年３月２９日に公開した。

�　メールマガジン

　公正取引委員会の活動状況を適切なタイミングで国民の幅広い層に対し積極的に発信

することを目的として，平成２０年３月からメールマガジンの発行を行っている。

第２　政策評価 

　公正取引委員会は，行政機関が行う政策の評価に関する法律に基づき政策評価を実施し

ているところである。

　公正取引委員会では，平成２４年度には，「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保」の事前

評価２件及び「企業結合の迅速かつ的確な審査」，「独占禁止法違反行為に対する厳正な対

処」等７件の事後評価を実施し，政策評価書を公表した。
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評価対象施策

　消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する観点から，独占禁止法

の特例に係る立法措置を講じる。
消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保

　消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する観点から，独占禁止法

及び下請法の特例に係る立法措置を講じる。

評価方法評価対象施策

実績評価企業結合の迅速かつ的確な審査
独占禁止法違反行為に対する措置等

実績評価独占禁止法違反行為に対する厳正な対処

実績評価取引慣行等の適正化
下請法違反行為に対する措置等

実績評価下請法の的確な運用

実績評価競争政策の広報・広聴

競争政策の広報・広聴等 実績評価海外の競争当局等との連携の推進

実績評価競争的な市場環境の創出

第１表　平成２４年度に公表した事前評価書 

第２表　平成２４年度に公表した政策評価書 
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第１３章 景品表示法に関する業務

第１　概説 

　景品表示法は，平成２１年９月，消費者の利益の擁護及び増進，商品及び役務の消費者に

よる自主的かつ合理的な選択の確保並びに消費生活に密接に関連する物資の品質の表示に

関する事務を一体的に行うことを目的として消費者庁が設置されたことに伴い，公正取引

委員会から消費者庁に移管された。消費者庁への移管に伴い，景品表示法の目的は，「商品

及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため，一般

消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止につい

て定めることにより，一般消費者の利益を保護すること」とされた。

 １ 　景品表示法違反事件の調査

　景品表示法は，不当な顧客の誘引を防止するため，景品類の提供について，必要と認め

られる場合に，内閣府告示（注）により，景品類の最高額，総額，種類，提供の方法等に

ついて制限又は禁止し（第３条），また，商品又は役務の品質，規格その他の内容又は価

格その他の取引条件について一般消費者に誤認される不当な表示を禁止している（第４条

第１項）。これらの規定に違反する行為に対し，消費者庁長官は措置命令を，都道府県知事

は指示を行い，これを是正させることができる（第６条及び第７条）。公正取引委員会は，

消費者庁長官から景品表示法違反事件に係る調査権限の委任を受け，景品表示法の規定に

違反する行為について必要な調査等を行っている。
（注）　消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律による改正前の景品表示法

に基づく従来の公正取引委員会告示は，経過措置により引き続き効力を有する。

 ２ 　公正競争規約制度

　景品表示法第１１条の規定に基づき，事業者又は事業者団体は，景品類又は表示に関する

事項について，公正取引委員会及び消費者庁長官の認定を受けて，不当な顧客の誘引を防

止し，一般消費者による自主的かつ合理的な選択と，事業者間の公正な競争を確保するた

め，協定の締結又は規約の設定をすることができる。当委員会は，協定又は規約（以下こ

れらを総称して「公正競争規約」という。）の認定に当たり，事業者間の公正な競争の確

保等の観点から審査を行っている。

第２　景品表示法違反事件の調査 

　消費者庁は，景品表示法違反事件について，違反行為者に対して措置命令を行うほか，

違反のおそれのある行為等がみられた場合には関係事業者に対して指導を行っている。

　平成２４年度において，消費者庁が措置命令を行った３７件のうち，公正取引委員会及び消

費者庁による調査の結果を踏まえたものは１２件であり，消費者庁が指導を行った２６５件の

うち，当委員会及び消費者庁による調査の結果を踏まえたものは１１９件である（第１表及び
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第２表参照）。

第１表　平成２４年度において公正取引委員会が調査に関わった景品表示法違反被疑事件

の処理状況 

第２表　平成２４年度に消費者庁により措置命令が行われた事例のうち公正取引委員会が

調査に関わったもの 
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合計指導措置命令事件
４（９）４（９）０（０）景品事件

１２７（２９３）１１５（２５６）１２（３７）表示事件

１３１（３０２）１１９（２６５）１２（３７）合計

（注）　（　）内は消費者庁の行った措置件数の総数

違反
法条

事件概要
措置日

（事業者名）
一連
番号

第４条

第１項

第１号

　㈱エコリカは，「エコリカ LeD」等の商品名が付された一般照明用電球形

LED ランプ８商品を供給するに当たり，以下のとおり表示していた。

①　うち２商品については平成２１年１２月から平成２２年１１月までの間，商品

パッケージの前面，左側面及び上面において「６０Ｗクラス」と記載

②　うち２商品については平成２２年１１月から平成２３年６月までの間，商品

パッケージの前面及び左側面において「電球４０Ｗ相当の明るさ」と，ま

た，少なくとも平成２３年１１月，自社ウェブサイトにおいて「４０Ｗクラス」

と記載

③　うち２商品については平成２２年１１月から平成２３年６月までの間，うち

２商品については平成２２年１２月から平成２３年６月までの間，商品パッ

ケージの前面及び左側面において「電球６０Ｗ相当の明るさ」と，また，

少なくとも平成２３年１１月，自社ウェブサイトにおいて「６０Ｗクラス」と

記載

　前記①及び③について，実際には，当該６商品の全光束は３８０～５２０ルー

メンであって，日本工業規格に定められた白熱電球の６０ワット形の全光束

８１０ルーメンを大きく下回っており，当該６商品は，用途によっては白熱電

球の６０ワット形と同等の明るさを得ることができないものであった。

　前記②について，実際には，当該２商品の全光束は３４０ルーメン，４２０

ルーメンであって，日本工業規格に定められた白熱電球の４０ワット形の全

光束４８５ルーメンを大きく下回っており，当該２商品は，用途によっては白

熱電球の４０ワット形と同等の明るさを得ることができないものであった。

　なお，㈱エコリカは，うち６商品の商品パッケージの後面において，「◎

６０Ｗクラス：ダウンライト器具装着時で電球６０Ｗ形相当」等と，また，う

ち２商品の商品パッケージの後面において，「◎４０Ｗクラス：ダウンライト

器具装着時で電球４０Ｗ形相当」と記載していたが，これらの記載は，前記

①～③の表示に近接しているものではなく，また，当該表示に比べて小さ

い文字でなされたものであることから，当該表示に接した一般消費者に認

識されるものとは認められない。

平成２４年６月１４日

（㈱エコリカ）

１
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法条

事件概要
措置日

（事業者名）
一連
番号

第４条

第１項

第１号

　㈱エディオンは，「プレミアムレッズ　KE-６WE２６-C」，「プレミアムレッ

ズ　KE-６WE２６-W」，「プレミアムレッズ　KE-７WE２６-C」及び「プレミア

ムレッズ　KE-７WE２６-W」と称する一般照明用電球形LEDランプ４商品を

供給するに当たり，平成２２年５月から平成２３年１１月までの間，以下のとお

り表示していた。

①　KE-６WE２６-C 及び KE-６WE２６-W については商品パッケージの前面，

右側面及び上面において「４０Ｗ形相当」と，自社ウェブサイトにおいて

「白熱電球４０Ｗ相当。」と記載

②　KE-７WE２６-C 及び KE-７WE２６-W については商品パッケージの前面，

右側面及び上面において「６０Ｗ形相当」と，自社ウェブサイトにおいて

「白熱電球６０Ｗ相当。」と記載

　前記①について，実際には，KE-６WE２６-C の全光束は４００ルーメン，KE-６

WE２６-W の全光束は３００ルーメンであって，日本工業規格に定められた白

熱電球の４０ワット形の全光束４８５ルーメンを大きく下回っており，当該２

商品は，用途によっては白熱電球の４０ワット形と同等の明るさを得ること

ができないものであった。

　前記②について，実際には，KE-７WE２６-C の全光束は５００ルーメン，KE-７

WE２６-W の全光束は４００ルーメンであって，日本工業規格に定められた白

熱電球の６０ワット形の全光束８１０ルーメンを大きく下回っており，当該２

商品は，用途によっては白熱電球の６０ワット形と同等の明るさを得ること

ができないものであった。

平成２４年６月１４日

（㈱エディオン）

２

第４条

第１項

第１号

　コーナン商事㈱は，「Life-BALL」との商品名が付された一般照明用電球

形 LED ランプ６商品を供給するに当たり，以下のとおり表示していた。

①　うち２商品については平成２２年３月頃から平成２３年１２月頃までの間，

商品パッケージの前面，右側面及び上面において「消費電力４．５Ｗで４０

ワット形電球相当の明るさ」と，平成２３年４月から同年１２月までの間，

POP において「電球４０形相当の明るさ」と記載

②　うち２商品については平成２２年３月頃から平成２３年１２月頃までの間，

商品パッケージの前面，右側面及び上面において「消費電力５．７Ｗで６０

ワット形電球相当の明るさ」と，平成２２年９月から平成２４年２月までの

間，自社ウェブサイトにおいて「白熱電球６０ワット相当の明るさです。」

と，平成２３年４月から同年１２月までの間，POP において「電球６０形相当

の明るさ」と記載

③　うち２商品については平成２３年４月から同年１２月までの間，POP にお

いて「電球６０形相当の明るさ」と記載

　前記①について，実際には，当該２商品の全光束は２６０ルーメン，３２０

ルーメンであって，日本工業規格に定められた白熱電球の４０ワット形の全

光束４８５ルーメンを大きく下回っており，当該２商品は，用途によっては白

熱電球の４０ワット形と同等の明るさを得ることができないものであった。

　前記②及び③について，実際には，当該４商品の全光束は２８０ルーメン，

４３０ルーメンであって，日本工業規格に定められた白熱電球の６０ワット形

の全光束８１０ルーメンを大きく下回っており，当該４商品は，用途によって

は白熱電球の６０ワット形と同等の明るさを得ることができないものであっ

た。

平成２４年６月１４日

（コーナン商事

㈱）

３

Title:196-218.ec8 Page:212  Date: 2013/09/19 Thu 18:18:56 



 

� 213�

第　

章
１３

景
品
表
示
法
に
関
す
る
業
務

違反
法条

事件概要
措置日

（事業者名）
一連
番号

第４条

第１項

第１号

　スリー・アールシステム㈱は，「３R ENERGY ３R-LBA６０CW」及び「３R 

ENERGY ３R-LBA６０WW」と称する一般照明用電球形LEDランプ２商品を

供給するに当たり，平成２３年７月から同年１０月までの間，商品パッケージ

の前面，左側面及び上面において「電球６０Ｗ相当」と，また，自社ウェブ

サイトにおいて「電球相当６０Ｗ」と表示していた。

　実際には，３R-LBA６０CW の全光束は３５０ルーメン，３R-LBA６０WW の全

光束は２８０ルーメンであって，日本工業規格に定められた白熱電球の６０

ワット形の全光束８１０ルーメンを大きく下回っており，当該２商品は，用途

によっては白熱電球の６０ワット形と同等の明るさを得ることができないも

のであった。

平成２４年６月１４日

（スリー・アール

システム㈱）

４

第４条

第１項

第１号

（第４

条第２

項適

用）

　㈱クリスタルジャポンは，㈱コアクエストから仕入れた「アゲハダ　ラ

インゼロ」と称する抗シワ効果を標ぼうする化粧品を販売するに当たり，

平成２２年９月２０日から平成２４年４月１８日までの間，㈱クリスタルジャポン

が運営するウェブサイトにおいて，「深く刻まれたシワは，継続使用による

形状記憶によって，また正常なターンオーバーが行われることによって

徐々に薄くなっていきます」等と記載し，本件商品を継続使用することに

より著しい抗シワ効果が得られると認識される表示をしていた。

　消費者庁が同社に対し，当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資

料の提出を求めたところ，同社から資料が提出されたが，当該資料は当該

表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められないものであっ

た。

平成２４年６月２８日

（㈱クリスタル

ジャポン）

５

第４条

第１項

第１号

（第４

条第２

項適

用）

　㈱コアクエストは，㈱クリスタルジャポンを通じて「アゲハダ　ライン

ゼロ」と称する抗シワ効果を標ぼうする化粧品を供給するに当たり，平成

２２年９月２０日から平成２４年４月１８日までの間，㈱クリスタルジャポンが運

営するウェブサイトにおいて，「深く刻まれたシワは，継続使用による形状

記憶によって，また正常なターンオーバーが行われることによって徐々に

薄くなっていきます」等と記載し，本件商品を継続使用することにより著

しい抗シワ効果が得られると認識される表示をしていた。

　消費者庁が同社に対し，当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資

料の提出を求めたところ，同社から資料が提出されたが，当該資料は当該

表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められないものであっ

た。

平成２４年６月２８日

（㈱コアクエス

ト）

６

第４条

第１項

第１号

　桐灰化学㈱は，「熱中対策首もと氷ベルト」と称する商品を供給するに当

たり，平成２３年４月頃から平成２４年３月頃までの間，商品パッケージの表

面において「気温が３１℃ を越えたら暑さに厳重注意！！真夏日には　熱中

対策首もと氷ベルト」及び「屋内の家事に　スポーツ・レジャーに」と記

載した上で，「カチコチに凍って，冷たさ長持ち　約１２０分冷却　※使用状

況により変わることがあります」と記載していた。

　実際には，本件商品の効果が実質的に失われると認められるまでの時間

は，人を対象とした試験においては平均で約６６分，サーマルマネキンを対

象とした試験においては平均で約６３分であり，夏季の晴天時に人が装着し

て屋外で軽い運動を行った場合の本件商品の効果持続時間は１２０分を相当

程度下回ると認められるものであった。

平成２４年９月６日

（桐灰化学㈱）

７
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違反
法条

事件概要
措置日

（事業者名）
一連
番号

第４条

第１項

第１号

　㈱ケンユーは，「ネックール４」と称する商品を供給するに当たり，平

成２３年４月から平成２４年３月頃までの間，商品パッケージにおいて，「用途

例　炎天下の作業に　暑い屋内での作業に　スポーツ・レジャーに」と記

載した上で，「●猛暑炎天下，首筋に心地よい冷感を与えます。　●氷結す

るジェル袋は保冷時間が長く約２時間３０分冷感を持続します（使用状況等

により冷感時間は異なる場合があります）。」と記載していた。

　実際には，効果が実質的に失われると認められるまでの時間は，人を対

象とした試験においては平均で約１時間４９分，サーマルマネキンを対象と

した試験においては平均で約１時間４５分であり，夏季の晴天時に人が装着

して屋外で軽い運動を行った場合の効果持続時間は，２時間３０分を相当程

度下回ると認められるものであった。

平成２４年９月６日

（㈱ケンユー）

８

第４条

第１項

第２号

　㈱アビバは，「日商簿記３級講座」及び「医療事務合格パック」と称す

る資格取得対策の役務を提供するに当たり，平成２４年１月１０日から同年４

月２日までの間，新聞折り込みチラシにおいて，「日商簿記３級講座　通常

１６，７００円（税込）�９，８００円（税込）」，「医療事務合格パック　通常７６，０００

円（税込）�４６，０００円（税込）」等と表示していた。

　実際には，最近時において「通常」と称する価額で提供したことはなかっ

た。

平成２４年９月１０日

（㈱アビバ）

９

第４条

第１項

第３号

（原産

国告

示）

　㈲藤原アイスクリーム工場は，天然はちみつ２６商品を供給するに当た

り，平成２２年９月から平成２３年１２月までの間，商品本体に貼付されたラベ

ル及び封緘シールにおいて，「いわて・もりおか　藤原養蜂場」，「岩手、

藤原蜂蜜のおすすめ　藤原養蜂場は日本でも最も古く、明治時代から蜜蜂

の飼育に専念、改良を加えて今日に至って居り、特に三陸地方から北上山

系の早池峰山麓に本拠地を置き、我が国で最も品質の高いとうたわれる純

粋の『栃やあかしあやクローバーの花の蜜』を生産して参りました。」，「岩

手県盛岡市若園町三の十」，「藤原養蜂場」等と国内の地名等を表示してい

た。

　実際には，本件商品の内容物は，国内で採蜜された天然はちみつに，中

華人民共和国又はハンガリーで採蜜された天然はちみつが混合されている

ものであった。

平成２４年９月２８日

（㈲藤原アイスク

リーム工場）

１０

第４条

第１項

第１号

　㈱ホテル椿館は，「ブランド食材を堪能♪媛っ子地鶏＋坊ちゃん島あわ

び★」と称する宿泊プランを提供するに当たり，遅くとも平成２３年３月１２

日から平成２４年６月１日まで（一部の旅行情報サイトにあっては，平成２４

年２月２９日まで）の間，自社ウェブサイト及び旅行情報サイトにおいて，

例えば，「愛媛の２大ブランド食材を使った会席料理が味わえる」，「坊っ

ちゃん島アワビと地鶏のコラボ♪堪能してください！」等と表示していた。

　実際には，当該宿泊プランの利用客に提供していたあわびは，ぼっちゃ

ん島あわびではなく，交雑種の外国産養殖あわびであった。

平成２４年１０月１８日

（㈱ホテル椿館）

１１

第４条

第１項

第１号

及び

第３号

（おと

り広告

告示）

　㈱ハヤシは，中古自動車を販売するに当たり，平成２４年６月３０日等に配

布した新聞折り込みチラシにおいて，以下のとおり表示していた。

①　２台について，表示された走行距離数であるかのように示す表示

②　９台について，記載した販売期間中に，当該中古自動車を販売するこ

とができるかのように表示

　前記①について，実際には，走行距離数が示す数値よりも走行距離数を

過少に表示しているものであった。

　前記②について，実際には，記載した販売期間よりも前に売買契約が成

立しており，取引の対象となり得ないものであった。

平成２５年３月４日

（㈱ハヤシ）

１２
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第３　公正競争規約の認定 

 １ 　概要

　平成２５年３月末現在，１０５件（景品関係３７件，表示関係６８件）の公正競争規約が認定さ

れている（附属資料６参照）。これらの公正競争規約に参加する事業者又は事業者団体によ

り，公正競争規約の運用団体として公正取引協議会等（以下「協議会等」という。）が組

織されているところ，協議会等は，公正競争規約の運用上必要な事項について，公正競争

規約の定めるところにより，施行規則，運用基準等を設定している。公正取引委員会は，

協議会等がこれらの施行規則等の設定・変更を行うに際しても，事業者間の公正な競争の

確保等の観点から審査を行い，問題があれば指導を行っている。

 ２ 　新たに認定した公正競争規約

　仏壇の表示に関する公正競争規約の新設の認定を行った（平成２４年４月１２日認定　平成

２４年公正取引委員会・消費者庁告示第２号）。

 ３ 　公正競争規約の変更

　包装食パンの表示に関する公正競争規約及び不動産の表示に関する公正競争規約の一部

変更の認定（平成２４年５月１７日認定　平成２４年公正取引委員会・消費者庁告示第３号及び

第４号）等を行った。
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第１４章 相談その他の業務

第１　独占禁止法及び関係法令に関する相談等 

　事業者，事業者団体，一般消費者等から寄せられる独占禁止法等に関する質問に対して

は，文書又は口頭により回答している。また，ウェブサイトでも意見等の受付（https:// 

www.jftc.go.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=goiken）を行っている。

　また，平成１２年度から申告の処理に関する疑問，苦情等の申出を受け付けるため，官房

総務課（地方事務所・支所においては総務課，沖縄総合事務局公正取引室においては総務

係）に申出受付窓口を設置し，公正取引委員会が指名する委員等をもって構成する審理会

において，当該処理が適正であったかどうか点検している。

第２　事業活動に関する相談状況 

 １ 　概要

　公正取引委員会は，以前から，独占禁止法及び下請法違反行為の未然防止を図るため，

事業者及び事業者団体が実施しようとする具体的な行為に関する相談に対応し，実施しよ

うとする行為に関して，独占禁止法及び下請法の考え方を説明している。

 ２ 　事前相談制度

　公正取引委員会は，以前から，様々な事前相談制度を実施し，事業者等からの書面によ

る事前相談に対して書面により回答してきたが，相談制度の一層の充実を図るため，これ

を整備し，平成１３年１０月から当委員会が所管する法律全体を対象として，「事業者等の活動

に係る事前相談制度」を実施している。

　本制度は，事業者及び事業者団体が実施しようとする具体的な行為が，前記法律の規定

に照らして問題がないかどうかの相談に応じ，原則として，事前相談申出書を受領してか

ら３０日以内に書面により回答し，その内容を公表するものである。

 ３ 　独占禁止法に係る相談の概要

　平成２４年度において，事業者の行為に関して受け付けた相談件数は１，５９８件，事業者団体

の行為に関して受け付けた相談件数は２８５件である（第１図参照）。

　特徴的な内容の相談を挙げると，事業者団体による自主基準に基づく会員事業者の広告

の審査に関するもの，事業者団体による有料老人ホームの入居一時金の徴収に関する自主

基準の策定に関するもの，事業者団体による大規模災害時の被災地向け救援物資の共同配

送に関するものなどがある。
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第１図　独占禁止法に係る相談件数の推移（企業結合に関する相談を除く。） 

 ４ 　下請法に係る相談の概要

　平成２４年度に下請法に関して事業者等から受け付けた相談件数は，８，２９８件である（第２

図参照）。

　この中には，例えば，下請法の適用範囲に関する相談，発注書面の記載方法に関する相

談，下請代金の支払期日に関する相談等がある。

第２図　下請法に係る相談件数の推移 

 ５ 　独占禁止法相談ネットワーク

　公正取引委員会は，商工会議所及び商工会の協力の下，独占禁止法相談ネットワークを

運営しており，独占禁止法及び下請法に関する中小事業者からの相談に適切に対応するこ

� 217�

第　

章
１４

相
談
そ
の
他
の
業
務

Title:196-218.ec8 Page:217  Date: 2013/09/19 Thu 18:19:06 



とができるように，全国の商工会議所及び商工会が有する中小事業者に対する相談窓口を

活用し，独占禁止法及び下請法に関する相談を受け付けている。また，平成２４年度におい

ては，全国の商工会議所及び商工会へのパンフレット等の参考資料の配布，相談業務に従

事する経営指導員向けの研修会への講師の派遣等を行った。
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平成２４年度年次報告　附属資料編の目次

１　組織・予算関係  …………………………………………………………………………………２２３
１－１表　公正取引委員会の構成  ………………………………………………………………………２２３

１－２表　公正取引委員会の予算額（平成２４年度補正後） ……………………………………………２２３

２　審決・訴訟関係等  ………………………………………………………………………………２２４
２－１表　審決一覧（平成２４年度） ………………………………………………………………………２２４

２－２表　手続別審決等件数推移  ………………………………………………………………………２２６

２－３表　関係法条別審決件数推移  ……………………………………………………………………２３０

２－４表　告発事件一覧  …………………………………………………………………………………２３２

２－５表　緊急停止命令一覧  ……………………………………………………………………………２３９

２－６表　注意の対象となった行為の業種・行為類型別分類  ………………………………………２４０

３　独占禁止法適用除外関係  ………………………………………………………………………２４１
３－１表　独占禁止法適用除外根拠法令一覧  …………………………………………………………２４１

３－２表　年次別・適用除外法令別カルテル件数の推移  ……………………………………………２４２

３－３表　保険業法に基づくカルテル  …………………………………………………………………２４４

３－４表　内航海運組合法に基づくカルテル  …………………………………………………………２４５

３－５表　損害保険料率算出団体に関する法律に基づくカルテル  …………………………………２４６

３－６表　著作権法に基づく商業用レコードの二次使用料等に関する取決め  ……………………２４６

３－７表　海上運送法に基づくカルテル  ………………………………………………………………２４６

３－８表　道路運送法に基づく運輸カルテル  …………………………………………………………２４７

３－９表　業種別事業協同組合及び信用協同組合の届出件数  ………………………………………２４７

４　株式取得，合併等関係  …………………………………………………………………………２４９
４－１表　銀行又は保険会社の議決権取得・保有の制限に係る認可一覧  …………………………２４９

４－２　　株式取得・合併・分割・共同株式移転・事業譲受け等に関する統計資料

　　　　　（４－３表から４－３１表）について …………………………………………………………２５０

４－３表　形態別・株式取得会社業種別株式取得件数（平成２４年度）  ……………………………２５１

４－４表　形態別・新設会社又は存続会社業種別合併件数（平成２４年度）  ………………………２５２

４－５表　形態別・承継会社業種別共同新設分割件数（平成２４年度）  ……………………………２５３

４－６表　形態別・被承継会社業種別吸収分割件数（平成２４年度）  ………………………………２５４

４－７表　形態別・株式移転会社業種別共同株式移転件数（平成２４年度）  ………………………２５５

４－８表　形態別・譲受会社業種別事業譲受け等件数（平成２４年度）  ……………………………２５６

４－９表　株式取得計画の届出一覧（平成２４年度に完了報告書が提出されたもの） ………………２５７

４－１０表　合併計画の届出一覧（平成２４年度に完了報告書が提出されたもの） ……………………２６４

４－１１表　共同新設分割計画の届出一覧（平成２４年度に完了報告書が提出されたもの） …………２６４

４－１２表　吸収分割計画の届出一覧（平成２４年度に完了報告書が提出されたもの） ………………２６５

４－１３表　共同株式移転計画の届出一覧（平成２４年度に完了報告書が提出されたもの） …………２６５

４－１４表　事業譲受け等計画の届出一覧（平成２４年度に完了報告書が提出されたもの） …………２６６

４－１５表　総資産額別株式取得件数  ……………………………………………………………………２６７
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４－１６表　総資産額別合併件数  …………………………………………………………………………２６７

４－１７表　総資産額別共同新設分割件数  ………………………………………………………………２６７

４－１８表　総資産額別吸収分割件数  ……………………………………………………………………２６８

４－１９表　総資産額別共同株式移転件数  ………………………………………………………………２６８

４－２０表　総資産額別事業譲受け等件数  ………………………………………………………………２６８

４－２１表　合併後の総資産が３００億円以上となる合併

　　　　　（平成２４年度に完了報告書が提出されたもの）  ……………………………………………２６９

４－２２表　行為後の新設会社の総資産が３００億円以上となる共同新設分割

　　　　　（平成２４年度に完了報告書が提出されたもの）  ……………………………………………２６９

４－２３表　行為後の承継した会社の総資産が３００億円以上となる吸収分割

　　　　　（平成２４年度に完了報告書が提出されたもの）  ……………………………………………２６９

４－２４表　行為後の新設会社の総資産が３００億円以上となる共同株式移転

　　　　　（平成２４年度に完了報告書が提出されたもの）  ……………………………………………２７０

４－２５表　行為後の譲受会社の総資産が３００億円以上となる事業譲受け等

　　　　　（平成２４年度に完了報告書が提出されたもの）  ……………………………………………２７０

４－２６表　資本金額別株式取得件数  ……………………………………………………………………２７１

４－２７表　資本金額別合併件数の推移  …………………………………………………………………２７２

４－２８表　資本金額別共同新設分割件数  ………………………………………………………………２７３

４－２９表　資本金額別吸収分割件数  ……………………………………………………………………２７３

４－３０表　資本金額別共同株式移転件数  ………………………………………………………………２７３

４－３１表　資本金額別事業譲受け等件数の推移  ………………………………………………………２７４

５　下請法関係  ………………………………………………………………………………………２７５
５－１表　書面調査発送件数の推移  ……………………………………………………………………２７５
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１　組織・予算関係

１－１表　公正取引委員会の構成 

１－２表　公正取引委員会の予算額（平成２４年度補正後） 
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（平成２５年４月１日現在）

杉本　和行委員長

�田　道代委　員

小田切宏之委　員

幕田　英雄委　員

山�　　恒委　員

（単位：千円）

予　　算　　額事　　　　　　　　項

８，１２２，５２４（項）公正取引委員会

７，５３２，４３３（事項）公正取引委員会に必要な経費

３０８，３７８（事項）独占禁止法違反行為に対する措置等に必要な経費

１５５，５５９（事項）下請法違反行為に対する措置等に必要な経費

１２６，１５４（事項）競争政策の普及啓発等に必要な経費
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２　審決・訴訟関係等

２－１表　審決一覧（平成２４年度） 
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附属資料

審決年月日関係法条内　　　　容件　名事件番号番号

２４．５．３０

（課徴金納付

命令審決）

独占禁止法

７条の２

（３条後段）

　課徴金額　６億４５８万円

　共同して，塩化ビニル樹脂向け

モディファイヤーの販売価格の引

上げを決定していた。

㈱カネカに対す

る件

２２

（判）

１２

１

２４．５．３０

（課徴金納付

命令審決）

独占禁止法

７条の２

（３条後段）

　課徴金額　５億４３６１万円

　共同して，塩化ビニル樹脂向け

モディファイヤーの販売価格の引

上げを決定していた。

三菱レイヨン㈱

に対する件

２２

（判）

１３

２

２４．６．１２

（排除措置命

令を取り消

す審決）

独占禁止法

６６条３項

（３条前段）

　一般社団法人日本音楽著作権協

会の行為が放送等利用に係る管理

楽曲の利用許諾分野における他の

管理事業者の事業活動を排除する

効果を有するとまで断ずることは

困難であり，本件行為が独占禁止

法第２条第５項所定のいわゆる排

除型私的独占に該当し，同法第３

条の規定に違反するということは

できない。

一般社団法人日

本音楽著作権協

会に対する件

２１

（判）

１７

３

２４．６．１３

（排除措置命

令及び課徴

金納付命令

に係る審判

請求棄却審

決）

独占禁止法

６６条２項

（３条後段，

７条の２）

　共同して，建材製品製造業者向

け特定カラー鋼板のひも付き取引

での販売価格を引き上げる旨を合

意していた。

　課徴金額　１４億６０６２万円

日新製鋼㈱に対

する件

２１

（判）

３１

・

３２

４

・

５

Title:219-225.ec8 Page:224  Date: 2013/09/10 Tue 16:16:44 



� 225�

附
属
資
料

審決年月日関係法条内　　　　容件　名事件番号番号

２４．９．２５

（課徴金納付

命令審決）

独占禁止法

７条の２

（３条後段）

　課徴金額

　１億５７４万円（７６号）

　３億７５８１万円（７７号）

　５５７５万円（７８号）

　国土交通省関東地方整備局，近

畿地方整備局及び福島県が発注す

るプレストレスト・コンクリート

による橋梁の新設工事について，

共同して，受注予定者を決定し，

受注予定者が受注できるようにし

ていた。

オリエンタル白

石㈱に対する件

２３

（判）

７６

～

７８

６

～

８

２４．１１．２６

（排除措置命

令及び課徴

金納付命令

に係る審判

請求棄却審

決）

独占禁止法

６６条２項

（３条後段，

７条の２）

　川崎市発注の下水管きょ工事に

ついて，共同して受注予定者を決

定していた。

　課徴金額

　４７１万円（被審人㈱吉孝土建）

　３４６万円（被審人真成開発㈱）

㈱吉孝土建ほか

１名に対する件

２２

（判）

８

～

１１

９

～

１２

２５．２．４

（課徴金納付

命令に係る

審判請求棄

却審決）

独占禁止法

６６条２項

（７条の２

〔３条後

段〕）

　課徴金額　３億２６９６万円

　VVF ケーブルについて，共同

して販売価格を決定していく旨を

合意していた。

愛知電線㈱に対

する件

２３

（判）

８７

１３
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２－２表　手続別審決等件数推移 

�　平成１７年独占禁止法改正法による改正前の独占禁止法における手続
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附属資料

５０４９４８４７４６４５４４４３４２４１４０３９３８３７３６３５３４３３３２３１３０２９２８２７２６２５２４２３２２

年度

分類

１４１５００４３１０１０１１０００００１５３２８８１０１００審 判 審 決

（注１）

３１

（７）

（注１）

４７

（６）

６７２７３７４３２６２８１１１７２６３０２４７３１２２７５５０５３４４２００勧 告 審 決

２０１１０１１０００００１１５００００００１２５４６４５１１２５同 意 審 決

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
課徴金の納付

を命ずる審決

０００００００００００００００００００００００００００００

独占禁止法

第４９条第２項に

基づく審決

０９０００００００００００００００００００００００００００

独占禁止法

第６５条に

基づく審決

０００００００００００００００００００００００００００００

独占禁止法

第６６条に

基づく審決

０００００００００００００００００００００００００００００

景品表示法

第９条第２項に

基づく審決

０００１００１０００００００－－－－－－－－－－－－－－－

景品表示法

第１０条第６項に

基づく審決

３４６０６９３４３７４４３２３１１２１７２７３０３６１３３１２２７６１１５１２１５１８５９１４２５計

（注１）　（　）内の数字は，中小企業等協同組合法第１０７条に基づく審決件数で内数である。

（注２）　平成１１年度の課徴金の納付を命ずる審決には，課徴金の納付を命じなかった審決が１件含まれている。

（注３）　平成２０年度の課徴金の納付を命ずる審決には，課徴金の納付を命じなかった審決が４件含まれている。

（注４）　審判審決とあるのは，過去の年次報告において「正式審決」と分類していたものである（平成５年度から正式審

決の呼称を審判審決に変更）。

（注５）　平成１４年度及び同１５年度の独占禁止法第４９条第２項及び景品表示法第９条第２項に基づく審決は審判手続開始請

求を却下する審決である。

（注６）　独占禁止法第４９条第２項，第６５条及び第６６条に基づく審決並びに景品表示法第９条第２項及び第１０条第６項に基

づく審決については，現行法においては別法条により規定されているものである。
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１７１６１５１４１３１２１１１０９８７６５４３２元６３６２６１６０５９５８５７５６５５５４５３５２５１

２１２１４３３１３１１３２１２００００１１１００１２２０４０

１８２８１９３８３７２１２７２３２５２３１８２１２７３７２７１７１０５６４１０７１０１８１２１２１２７１３２４

８１１４００２１００１１１０００００１０００１１１０１１１１１

１４３２１４７１２４

（注２）

２１１５００１０００００００６０１００００００－

０００

（注５）

１００００００００００００００００００００００００００

００００００００００００００００００００００００００００００

００００００００００００３０００００００００００００００００

００

（注５）

１

（注５）

１００００００００００００００００００００００００００

０００００００００００００００００００００００１０１００００

４２７２４０４８４２５０３３２５２９３０２０２５３３３８２９１７１０６６５１７９１２２０１３１６１５８１８２５
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計２４２３２２２１２０１９１８

年度

分類

１３５－－３８５３１４審 判 審 決

（注１）

１，０２０

（１３）

－－－－－－－勧 告 審 決

２１２－－３０５２１４２同 意 審 決

２４１５０１３２１

（注３）

３７１０４６
課徴金の納付

を命ずる審決

１０００００００

独占禁止法

第４９条第２項に

基づく審決

９０００００００

独占禁止法

第６５条に

基づく審決

３０００００００

独占禁止法

第６６条に

基づく審決

２－－０００００

景品表示法

第９条第２項に

基づく審決

４－－０００００

景品表示法

第１０条第６項に

基づく審決

１，６２７５０１９２９４７３４１０２計
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�　平成１７年独占禁止法改正法による改正後の独占禁止法における手続

（注１）　（　）内の数字は，当該年度の命令件数のうち，命令後に審判手続が開始されたもの（次年度に開始されたものを含

む。）の数で内数である（その後審判請求の取下げのあったもの及び審判手続打切決定を行ったものを含む。）。

（注２）　平成１７年度については，平成１８年１月４日から同年３月３１日までの期間である。

（注３）　平成２１年８月３１日までの排除命令件数である。

（注４）　平成２２年８月６日，㈱ウインズインターナショナルに対する件の審判手続が打ち切られたことにより，景品表示法関

係の審判手続は全て終結した。
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１７

（注２）

年度

分類

１３２２０２２１２２６１６２２１２２排除措置命令

（審判開始）（注１）
独
占
禁
止
法
関
係

（３２）（７）（１０）（３）（５）（５）（１）（０）（１）

９２３１０８２５５１００７３３９１２１５６１７１課徴金納付命令

（審判開始）（注１） （１１０）（１３）（６１）（１２）（７）（８）（１）（０）（８）

１４４４３０３０００排除措置命令に係る審決

審
決

２４４８３０８１００課徴金納付命令に係る審決

３０００３００００
課徴金納付命令に係る課徴

金の一部を控除する審決

１７４－－－６
（注３）

５２５６３２２８
排除命令

（審判開始）（注１）
景
品
表
示
法

関
係

（１７）－－－（０）（９）（３）（５）（０）

１１－－
－

（注４）
１１００００排除命令に係る審決
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２－３表　関係法条別審決件数推移 
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５３５２５１５０４９４８４７４６４５４４４３４２４１４０３９３８３７３６３５３４３３３２３１３０２９２８２７２６２５２４２３２２
年度

法令

００００００１００００００１００１０００００１１００００１００２
独占禁止法

３条前段
（旧法）

１２１４１２３１３５１０３３３６２０２９２０００００２１５１２８４２５５２４３条後段
（旧法）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－３条前段
（現行法）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－３条後段
（現行法）

００００００６００１０００００００００００００００１２０２１１００６　　条
（旧法）

２９６１０１１３３１１３４４０２４２２６１５２２２０２５１０２１１２４２２１４－－－－－－８　　条
（旧法）

００－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－７条の２
（旧法）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－７条の２
（現行法）

０００００１０００００００００００００００００００００２６１００１０　　条
（旧法）

０００００００００００００００００１００００００００００２０００１１　　条
（旧法）

０００００１０００００００００００００００００００００１２０００１３　　条
（旧法）

０００００００００００００００００００００００００００２５０００１４　　条
（旧法）

０００００００００１００００００００００００００００００００００１５　　条
（旧法）

００００００００００００００００００００００００００００１０００　１６　　条
（旧法）

００００００００００００００００００００００１０００００４０００　１７　　条
（旧法）

４６４５１０２０１１３５２３１９２００１０１２４４３２１２０２００　１９　　条
（旧法）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１９　　条
（現行法）

００００００００００００００００００００００００００００００００　４９　　条
（旧法）

００００９０００００００００００００００００００００００００００　６５　　条
（旧法）

００００００００００００００００００００００００００００００００　６６　　条
（旧法）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１７４９３１１４　　条
（旧法）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－００００１０３５　　条
（旧法）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－５１　　条
（現行法）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－６６条１項
（現行法）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－４８１３２０９００事業者団体法

０１１０００２００１０００００００－－－－－－－－－－－－－－－
景品表示法

　３　　条
（旧法）

１００１２０１００００００００００－－－－－－－－－－－－－－－　４　　条
（旧法）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　４　　条
（現行法）

００００００００００００００００００００００００００００００００　９　　条
（旧法）

００００００１００１０００００００－－－－－－－－－－－－－－－　１０　　条
（旧法）

０００７６０００００００００００００００００００００００００－－中小企業等協同
組合法１０７条

８１８２５３４６０６９３４３７４４３２３１１２１７
（注３）
２７３０３６

（注３）
１３３１２２７６

（注３）
１１

（注３）
５１２

（注２）
１５１８

（注２）
５９１４２５

（注１）
審　決　件　数

（注１）　本表に掲げる数字が審決件数より多いのは，同一事件に２以上の法条を適用した場合があるからである。

（注２）　昭和２５年度審決のうち１件及び昭和２７年度審決のうち４件は，審決をもって審判開始決定を取り消したものである。

（注３）　昭和２９年度審決のうち２件，昭和３０年度審決のうち１件（再審決），昭和３７年度審決のうち１件，昭和４０年度審決の

うち１件，平成６年度審決のうち１件及び平成１２年度審決のうち１件は，違反行為がなかったと認める審決である。
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附
属
資
料計２４２３２２２１２０１９１８１７１６１５１４１３１２１１１０９８７６５４３２元６３６２６１６０５９５８５７５６５５５４

１７００００００２１１００００１１２１０００００００００００００００００

６４１００６８７２１５４２４２９２１３６３７１７２３１４１５１５１１８２２２３１２４４５０３１４５５６４３

１１０００００－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

１２３４２０３０－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

３２００００００００００００００００００００００００００００００００００

４３４００００００００２１００３３２３８５１４２１１６７３０５１３５２７４８１０

（注４）
２３７５０１３２１３７１０４２１４３２１４７１２４２１１５００１０００００００６０１００００

２４４８３０８１－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

１０００００００００００００００００００００００００００００００００００

３００００００００００００００００００００００００００００００００００

４００００００００００００００００００００００００００００００００００

７００００００００００００００００００００００００００００００００００

１００００００００００００００００００００００００００００００００００

１００００００００００００００００００００００００００００００００００

６０００００００００００００００００００００１００００００００００００

２００００００３１０３８３３３６３７８１４１５４９６３１１０７０４７３３４

１００１００－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（注６）
１００００００００００１０００００００００００００００００００００００

９００００００００００００００００００００００００００００００００００

３０００００００００００００００００００３００００００００００００００

２６－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

４－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

３０００３００００－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（注７）
７０００７００００－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

５４－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

５００００００００００００００００００００００００００００００００００

１７０００００２４００００１０１００００２００１００００１０００００００

４０００４００００－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（注６）
２０００００００００１１０００００００００００００００００００００００

４００００００００００００００００００００００００００００００１０１０

１３００００００００００００００００００００００００００００００００００

１，６７９１３１２２５４３５８３５１０２４２７２４０４８４２
（注３）
５０３３２５

（注２）
２９３０２０

（注３）
２５３３３８２９１７１０６６５１７９１２２０１３１６１５

（注４）　７条の２（旧法）の審決件数には，課徴金の納付を命じなかった審決が５件含まれており，また，８条の３により

当該条項が準用されている審決が含まれている。

（注５）　本表においては，平成１７年独占禁止法改正法による改正前の独占禁止法を「旧法」と標記する。

（注６）　独占禁止法４９条（旧法）及び景品表示法９条（旧法）に基づく審決は，審判手続開始請求を却下する審決である。

（注７）　独占禁止法６６条１項（現行法）に基づく審決は，審判請求を却下する審決である。
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附属資料

備　　　　　考関係法条事　件　の　概　要判決内容判決年月日起訴年月日告発年月日件　　名

協議会委員長，常任

委員は２６．３．１１上告

したが，前者は死亡

したため，３５．３．１５

控訴棄却，後者は

３６．１２．５上告棄却

事業者団体

法

第５条第１

項第１３，第

１４号，第２

項，第１４条

第１項第１

号，第３項

閉鎖機関に指定され清算中で

あったところ，購買及び販売

の営業に従事する等禁止規定

を免れる行為をした。

罰金

各１万円

東京高裁

２６．２．２７

２５．６．１６

（農林連絡

協議会ほか

２ 名 を 起

訴）

２４．４．２８農林連絡協

議会ほか２１

名（役員）

独占禁止法

第１０５条，

第１０７条，

第１０８条，

第１０９条，

第１１１条，

第１１２条

解散及び清算計画書，株式の

処分に関する計画書を期限ま

でに提出しなかった。

免訴（講和

条約による

大 赦 の た

め）

東京高裁

２７．５．１２

２５．１１．２５２４．５．２１大川（合）

ほ か １ 名

（役員）

独占禁止法

第１６条，第

９１条の２第

６項

許可を受けないで営業を譲り

受けた。

２６．１２．２８

（不起訴）

２４．１１．２８山一証券㈱

独占禁止法

第９０条第３

号，第９５条

第１項，

景品表示法

第４条第１

号，第２号

審決に違反して不当表示を

行った。

被告会社に

２０万円の罰

金，被告人

に懲役１年

（執行猶予

３年），罰金

１０万円

東京高裁

４６．１．２９

４５．５．２６４５．４．３㈱三愛土地

ほか１名

（役員）

日本石油㈱及び同社

常務は確定

昭和石油㈱常務は死

亡したため５５．１１．１９

公訴棄却

丸善石油㈱専務は

５７．１０．２１及び三菱石

油㈱取締役は５７．５．

２７それぞれ死亡につ

き公訴棄却

独占禁止法

第３条後段，

第８９条第１

項第１号，

第９５条第１

項

出光興産㈱ほか１１名の石油元

売会社は，石油製品の販売価

格を，昭和４８年１月，２月，

８月，１０月及び１１月に引き上

げることを共同して決定し実

施した。

被告会社に

１５０万円か

ら２５０万円

の罰金，被

告人に４月

から１０月の

懲役

（執行猶予

つき）

太陽石油㈱，

九州石油㈱

及び太陽石

油㈱取締役

に関する部

分を破棄無

罪，その他

の被告会社

及び被告人

につき上告

棄却

東京高裁

５５．９．２６

最高裁

５９．２．２４

４９．５．２８４９．２．１５出光興産㈱

ほか２６名

（法人及び

１５役員）
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備　　　　　考関係法条事　件　の　概　要判決内容判決年月日起訴年月日告発年月日件　　名

独占禁止法

第８条第１

項第１号，

第８９条第１

項第２号，

第９５条第２

項

石油連盟は昭和４７年度下期及

び昭和４８年度上期の会員の原

油処理量を決定し実施した。

被告人に違

法の認識が

なかったと

して無罪

東京高裁

５５．９．２６

４９．５．２８

（石油連盟

ほか２名を

起訴，残り

２名を不起

訴）

４９．２．１５石油連盟ほ

か４名（４

役員）

独占禁止法

第３条後段，

第８９条第１

項第１号，

第９５条第１

項

三井東圧化学㈱ほか７社は，

塩化ビニル製業務用ストレッ

チフィルムの販売価格を平成

２年９月及び同年１１月出荷分

から引き上げること等を共同

して決定し実施した。

被告会社に

６００万円か

ら８００万円

の罰金，被

告人に懲役

６月から１

年（執行猶

予２年）

東京高裁

５．５．２１

３．１２．２０３．１１．６

（３．１２．１９

追加告発）

三井東圧化

学㈱ほか２２

名（８社，

役員１５名）

独占禁止法

第３条後段，

第８９条第１

項第１号，

第９５条第１

項

トッパン・ムーア㈱ほか３社

は，社会保険庁が発注する支

払通知書等貼付用シールの受

注予定者及び受注予定価格を

決定し実施していた。

被告会社に

４００万 円 の

罰金

東京高裁

５．１２．１４

５．３．３１５．２．２４トッパン・

ムーア㈱ほ

か３名

独占禁止法

第３条後段，

第８９条第１

項第１号，

第９５条第１

項，

刑法

第６２条第１

項

㈱日立製作所ほか８社は，平

成５年度における日本下水道

事業団発注に係る電気設備工

事の受注予定者を決定すると

ともに，受注予定者が受注で

きるようあらかじめ定められ

た価格で入札することを合意

し実施していた。

被告会社に

４０００万円か

ら６０００万円

の罰金，被

告会社の受

注業務に従

事していた

者に懲役１０

月（執行猶

予２年）日

本下水道事

業団の発注

業務に従事

していた者

に懲役８月

（執行猶予

２年）

東京高裁

８．５．３１

７．６．１５７．３．６

（７．６．７

追加告発）

㈱日立製作

所ほか２６名

（９社及び

受注業務に

従事してい

た１７名並び

に発注業務

に従事して

い た 者１

名）

富士水道工業㈱は

１０．１．６，㈱東京量

水器工業所及び同社

管理部長兼工場長は

１０．１．７それぞれ上

告したが，いずれも

１２．９．２５上告棄却

独占禁止法

第３条後段，

第８９条第１

項第１号，

第９５条第１

項，

刑法

第６０条

㈱金門製作所ほか２４社は，平

成６年度，平成７年度及び平

成８年度の各年度における東

京都発注に係る水道メーター

について，受注予定者を決定

するとともに，受注予定者が

受注できるようあらかじめ定

められた価格で入札すること

を合意し実施していた。

被告会社に

５００万円か

ら９００万円

の罰金，被

告会社の受

注業務に従

事していた

者に懲役６

月から９月

（執行猶予

２年）

東京高裁

９．１２．２４

９．３．３１９．２．４㈱金門製作

所ほか５８名

（２５社及び

受注業務に

従事してい

た者３４名）
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備　　　　　考関係法条事　件　の　概　要判決内容判決年月日起訴年月日告発年月日件　　名

独占禁止法

第３条後段，

第８９条第１

項第１号，

第９５条第１

項，

刑法

第６０条

㈱クボタほか２社は，平成８

年度及び平成９年度の各年度

に日本国内において需要のあ

るダクタイル鋳鉄管直管の３

社のシェア配分協定に合意し

実施していた。

被告会社に

３０００万円か

ら１億３０００

万円の罰金，

被告会社の

受注業務に

従事してい

た者に懲役

６月から１０

月（執行猶

予２年）

東京高裁

１２．２．２３

１１．３．１１１．２．４

（１１．３．１

追加告発）

㈱クボタほ

か１２名（３

社及び受注

業務に従事

していた者

１０名）

３社及び４名につい

て は，そ れ ぞ れ

１６．３．３１，１６．４．２，

１６．４．５に上告した

が，１７．１１．２１上 告 棄

却決定

（１７．１１．２６，１７．１１．

２９，１７．１２．２０確定）

独占禁止法

第３条後段，

第８９条第１

項第１号，

第９５条第１

項，

刑法

第６０条

コスモ石油㈱ほか１０社は，防
衛庁調達実施本部が平成１０年
度に調達する，ガソリン，軽
油，灯油，重油及び航空ター
ビン燃料の各石油製品の発注
に係る６回の指名競争入札の
うち前４回において，各入札
前に会合を開催し，前年度の
受注実績を勘案して受注予定
者を決定するとともに受注予
定者が受注できるような価格
で入札を行う旨合意した上，
同合意に従って受注予定者を
決定し，もって，被告発会社
が共同して，その事業活動を
相互に拘束し，遂行すること
により，公共の利益に反して，
前記石油製品の受注に係る取
引分野における競争を実質的
に制限した。

被告会社に

３００万 円 か

ら８０００万円

の罰金，被

告人に懲役

６月から１

年６月（執

行猶予２年

から３年）

東京高裁

１６．３．２４

１１．１１．９１１．１０．１３

（１１．１１．９

追加告発）

コスモ石油

㈱ほか１９名

（１１社，個

人９名）

独占禁止法

第３条後段，

第８９条第１

項第１号，

第９５条第１

項

（平成１４年

法律第４７号

による改正

前）

４社及びこれら４社の東京都
発注に係る水道メーターの受
注業務に従事していた者等５
名は，同水道メーターの受注
業務に従事する他の水道メー
ターの製造業者等１４社の従業
員らとともに，それぞれの所
属する会社の業務に関し，東
京都が一般競争入札の方法に
より発注する水道メーターの
うち，口径１３ミリ，同２０ミリ
及び同２５ミリのものについて，
受注予定者を決定するととも
に，受注予定者が受注できる
ような価格で入札を行う旨合
意した上，同合意に従って受
注予定者を決定し，もって，
被告発会社が共同して，その
事業活動を相互に拘束し，遂
行することにより，公共の利
益に反して，前記水道メー
ターの受注に係る取引分野に
おける競争を実質的に制限し
た。

被告会社に

２０００万円か

ら３０００万円

の罰金，被

告人に懲役

１年から１

年２月（執

行 猶 予 ３

年）

東京高裁

１６．３．２６

（１社，個

人２名）

１６．４．３０

（２社，個

人２名）

１６．５．２１

（１社，個

人１名）

１５．７．２３１５．７．２愛知時計電

機㈱ほか８

名（４社，

個人５名）
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備　　　　　考関係法条事　件　の　概　要判決内容判決年月日起訴年月日告発年月日件　　名

独占禁止法

第３条後段，

第８９条第１

項第１号，

第９５条第１

項第１号，

刑法

第６０条，第

６２条第１項

２６社は，平成１５年度にあって

は他の鋼橋上部工事業者２３社

とともに，平成１６年度にあっ

ては他の鋼橋上部工事業者２１

社とともに，国土交通省関東

地方整備局，東北地方整備局

及び北陸地方整備局が競争入

札により発注する鋼橋上部工

事について，受注予定者を決

定するとともに，受注予定者

が受注できるような価格等で

入札を行う旨合意した上，同

合意に従って受注予定者を決

定し，もって，被告発会社が

共同して，その事業活動を相

互に拘束し，遂行することに

より，公共の利益に反して，

前記鋼橋上部工事の受注に係

る取引分野における競争を実

質的に制限した。

被告会社に

１億６０００万

円から６億

４０００万円の

罰金，被告

人に懲役１

年から２年

６月（執行

猶予３年か

ら４年）

東京高裁

１８．１１．１０

（２３社，個

人７名及び

日本道路公

団元理事１

名）

１９．９．２１

（３社，個

人２名）

１７．６．１５１７．５．２３

（１７．６．１５

追加告発）

㈱ 横 河 ブ

リッジほか

３３名（２６社，

個人８名）

日本道路公団理事

（当時）１名及び日本

道路公団副総裁（当

時）１名は，独占禁

止法違反の事実とは

別に背任罪の事実も

認定されている。

日本道路公団理事

（当時）については，

１９．１２．１７に上告した

が，２２．７．２０上告棄

却決定。

日本道路公団副総裁

（当時）については，

２０．７．４に上告した

が，２２．９．２２上告棄

却決定。

独占禁止法

第３条後段，

第８９条第１

項第１号，

第９５条第１

項第１号，

刑法

第６０条，第

６５条第１項

６社は，平成１５年度にあって

は他の鋼橋上部工事業者４３社

とともに，平成１６年度にあっ

ては他の鋼橋上部工事業者４１

社とともに，日本道路公団が

競争入札により発注する鋼橋

上部工事について，受注予定

者を決定するとともに，受注

予定者が受注できるような価

格等で入札を行う旨合意した

上，同合意に従って受注予定

者を決定し，もって，被告発

会社が共同して，その事業活

動を相互に拘束し，遂行する

ことにより，公共の利益に反

して，前記鋼橋上部工事の受

注に係る取引分野における競

争を実質的に制限した。

日本道路公

団理事（当

時）に懲役

２年（執行

猶予３年），

日本道路公

団 副 総 裁

（当時）に

懲 役 ２ 年

６ヶ月（執

行 猶 予４

年）

※併合罪

東京高裁

１９．１２．７

（日本道路

公団理事１

名）

２０．７．４

（日本道路

公団副総裁

１名）

１７．８．１

（６社，受

注業務に従

事していた

者４名及び

日本道路公

団元理事１

名）

１７．８．１５

（日本道路

公団副総裁

１名）

１７．８．１９

（日本道路

公団理事１

名）

１７．６．２９

（１７．８．１，

１７．８．１５追

加告発）

㈱ 横 河 ブ

リッジほか

１２名（６社，

個人４名，

日本道路公

団元理事１

名，同副総

裁１名及び

同 理 事１

名）
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備　　　　　考関係法条事　件　の　概　要判決内容判決年月日起訴年月日告発年月日件　　名

被告会社の受注業務

に従事していた者の

うち１名については，

独占禁止法違反の事

実とは別に贈賄罪の

事実も認定されてい

る。

独占禁止法

第３条後段，

第８９条第１

項第１号，

第９５条第１

項第１号，

刑法

第６０条

１１社は，市町村等が競争入札

により発注するし尿処理施設

の新設及び更新工事について，

受注予定者を決定するととも

に，受注予定者が受注できる

ような価格等で入札を行う旨

合意した上，同合意に従って

受注予定者を決定し，もって，

被告発会社が共同して，その

事業活動を相互に拘束し，遂

行することにより，公共の利

益に反して，し尿処理施設の

新設及び更新工事の受注に係

る取引分野における競争を実

質的に制限した。

被告会社に

７０００万円か

ら２億２０００

万円の罰金，

被告人に罰

金１４０万 円

か ら１７０万

円又は懲役

１年４月か

ら２年６月

（執行猶予

３年から４

年）

大阪地裁

１９．３．１２

（１社，個

人１名）

１９．３．１５

（１社，個

人１名）

１９．３．１９

（１社，個

人１名）

１９．３．２２

（２社，個

人２名）

１９．３．２９

（３社，個

人３名）

１９．４．２３

（２社，個

人２名）

１９．５．１７

（１社，個

人１名）

１８．６．１２１８．５．２３

（１８．６．１２

追加告発）

㈱クボタほ

か２１名（１１

社，個人１１

名）

被告会社の受注業務

に従事していた者の

うち１名については，

独占禁止法違反の事

実とは別に談合罪の

事実も認定されてい

る。

独占禁止法

第３条後段，

第８９条第１

項第１号，

第９５条第１

項第１号，

刑法

第６０条

５社は，名古屋市交通局が一

般競争入札の方法により特別

共同企業体に発注する地下鉄

第６号線野並・徳重間延伸事

業に係る土木工事について，

受注予定の特別共同企業体を

決定するとともに，受注予定

特別共同企業体が受注できる

ような価格で入札を行う旨を

合意した上，同合意に従って

受注予定特別共同企業体を決

定し，もって，被告発会社等

が共同して，その事業活動を

相互に拘束し，遂行すること

により，公共の利益に反して，

前記土木工事の受注に係る取

引分野における競争を実質的

に制限した。

被告会社に

１億円から

２億円の罰

金，被告人

に懲役１年

６月から３

年（執行猶

予３年から

５年）

名古屋地裁

１９．１０．１５

１９．３．２０１９．２．２８

（１９．３．２０

に 追 加 告

発）

㈱大林組ほ

か９名（５

社，個人５

名）
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備　　　　　考関係法条事　件　の　概　要判決内容判決年月日起訴年月日告発年月日件　　名

独占禁止法

第３条後段，

第８９条第１

項第１号，

第９５条第１

項第１号，

刑法

第６０条，第

６５条第１項

４法人は，地質調査・調査測

量設計業務を営む他の事業者

とともに，緑資源機構が平成

１７年度及び平成１８年度におい

て指名競争入札等の方法によ

り発注する緑資源幹線林道事

業に係る地質調査・調査測量

設計業務について，緑資源機

構の意向に従って受注予定業

者を決定するとともに受注予

定業者が受注できるような価

格で入札を行う旨を合意した

上，同合意に従って受注予定

者を決定し，もって，被告発

会社が共同して，その事業活

動を相互に拘束し，遂行する

ことにより，公共の利益に反

して，前記地質調査・調査測

量設計業務の受注に係る取引

分野における競争を実質的に

制限した。

被告会社に

４０００万円か

ら９０００万円

の罰金，被

告人に懲役

６月から８

月（執行猶

予２年から

３ 年），緑

資源機構の

元役職員で

あった者に

懲役１年６

月から２年

（執行猶予

３年から４

年）

東京地裁

１９．１１．１

１９．６．１３１９．５．２４

（１９．６．１３

追加告発）

�林業土木

コンサルタ

ンツほか１０

名（４法人，

個人５名，

緑資源機構

元理事１名

及び同機構

元 課 長１

名）

独占禁止法

第３条後段，

第８９条第１

項第１号，

第９５条第１

項第１号，

刑法

第６０条

３社は，不特定多数の需要者

向け溶融５５パーセントアルミ

ニウム亜鉛合金めっき鋼板及

び鋼帯の平成１８年７月１日以

降出荷分の販売価格を引き上

げる旨を合意し，もって，被

告発会社が共同して，その事

業活動を相互に拘束し，遂行

することにより，公共の利益

に反して，前記めっき鋼板及

び鋼帯の販売に係る取引分野

における競争を実質的に制限

した。

被告会社に

１億６０００万

円から１億

８０００万円の

罰金，被告

人に懲役１０

月から１年

（執行猶予

３年）

東京地裁

２１．９．１５

２０．１２．８２０．１１．１１

（２０．１２．８

追加告発）

日鉄住金鋼

板㈱ほか８

名（３社，

個人６名）
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独占禁止法

第３条後段，

第８９条第１

項第１号，

第９５条第１

項第１号，

刑法第６０条

　３社等は，産業機械用軸受

について，平成２２年７月１日

以降に納入する産業機械用軸

受の販売価格を，同年６月時

点における被告発会社等の販

売価格から，一般軸受につき

８パーセントを，大型軸受に

つき１０パーセントをそれぞれ

引き上げることを販売先等に

申し入れるなどして，軸受の

原材料である鋼材の仕入価格

の値上がり分を産業機械用軸

受の販売価格に転嫁すること

を目途に引き上げること，並

びに，具体的な販売価格引上

げ交渉に当たっては，販売地

区及び主要な販売先ごとに３

社等の従業員らが連絡，協議

しながら行うことを各合意し，

もって，被告発会社等が共同

して，その事業活動を相互に

拘束することにより，公共の

利益に反して，産業機械用軸

受の販売に係る取引分野にお

ける競争を実質的に制限した。

　また，２社等は，自動車用

軸受について，平成２２年７月

１日以降に納入する自動車用

軸受の販売価格を，同年６月

時点における被告発会社等の

販売価格から，軸受の原材料

である鋼材の投入重量１キロ

グラム当たり２０円を目途に引

き上げることを合意し，もっ

て，被告発会社等が共同して，

その事業活動を相互に拘束す

ることにより，公共の利益に

反して，自動車用軸受の販売

に係る取引分野における競争

を実質的に制限した。

被告会社に

１億８０００万

円から３億

８０００万円の

罰金，被告

人に懲役１

年から１年

２月（執行

猶予３年）

東京地裁

２４．１２．２８

（１社，個

人２名）

２５．２．２５

（１社，個

人３名）

２４．６．１４２４．６．１４日本精工㈱

ほか９名

（３社，個

人７名）
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２－５表　緊急停止命令一覧 

 

� 239�

附
属
資
料

備　考

処　理　結　果

関係法条事 件 の 内 容
東京高裁

決定内容

東 京 高 裁

決定年月日

当 委 員 会

申立年月日
件名

決定内容
東 京 高 裁

決定年月日

当事者の和解

により違反事

実の消滅（停

止命令の取消

し）

３０．７．２９独占禁止法

第１９条（旧

一般指定１，

７）

朝日，読売，毎日

新聞社による千葉

新聞の供給を受け

ないことを条件と

する販売店との取

引及び販売店によ

る千葉新聞不買の

申合せ

申立一部

容認一部

却下

３０．４．６３０．３．１６

３０．７．２７

（停止命令

の取消し）

㈱朝日新聞

社 ほ か１５３

名に対する

件

停止命令違反に

対する過料（１

万円）決定

（３０．１０．１２）

営業廃止によ

り違反事実の

消滅（停止命

令の取消し）

３０．１２．２３独占禁止法

第１９条（旧

一 般 指 定

６）

毎日新聞販売店

（伊藤勲）による

毎日新聞購読者に

対する物品の供与

申立容認３０．７．２９３０．７．４

３０．１２．１０

（停止命令

の取消し）

伊藤勲に対

する件

同意審決

（３０．１２．８）

独占禁止法

第１９条（旧

一 般 指 定

６）

大阪読売新聞社に

よる読売新聞購読

者に対する物品の

供与

申立容認３０．１１．５３０．１０．５㈱大阪読売

新聞社に対

する件

被申立人による

停止命令の執行

免除の申立て

（３２．３．２９申立

棄却）

違反事実の自

発的排除（停

止命令の取消

し）

３３．７．１１独占禁止法

第１９条（新

聞業特殊指

定３）

北国新聞社の販売

する富山新聞の差

別対価

申立容認３２．３．１８３１．１２．２１㈱北国新聞

社に対する

件

被申立人が，合

併期日を延期し

たので取下げ

独占禁止法

第１５条第１

項

八幡製鉄及び富士

製鉄の合併

４４．５．７

取下げ

４４．５．３０

八幡製鉄所

㈱ほか１名

に対する件

同意審決

（５２．１１．２４）

被申立人は，特

別抗告したが，

最高裁はこれを

却下

（５０．７．１７）

独占禁止法

第１９条（旧

一 般 指 定

５）

中部読売新聞の不

当廉売

申立容認５０．４．３０５０．３．２５㈱中部読売

新聞社に対

する件

被申立人が，申

立に係る行為を

取りやめたので

取下げ

独占禁止法

第３条前段，

第１９条（一

般指定３，

４）

有線音楽放送事業

における私的独占

又は差別対価若し

くは取引条件等の

差別取扱い

１６．６．３０

取下げ

１６．９．１４

㈱ 有 線 ブ

ロードネッ

トワークス

ほか１社に

対する件
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２－６表　注意の対象となった行為の業種・行為類型別分類 

� 240�

附属資料

行為類型件数業種

優越的地位の濫用３総合工事業

優越的地位の濫用１食料品製造業

再販売価格の拘束２家具・装備品製造業

再販売価格の拘束２化学工業

拘束条件付取引１なめし革・同製品・毛皮製造業

再販売価格の拘束１電気機械器具製造業

再販売価格の拘束３その他の製造業

優越的地位の濫用１電気業

優越的地位の濫用１各種商品卸売業

再販売価格の拘束１繊維・衣類等卸売業

不当廉売，優越的地位の濫用２飲食料品卸売業

優越的地位の濫用１機械器具卸売業

再販売価格の拘束，優越的地位の濫用３その他の卸売業

優越的地位の濫用２各種商品小売業

優越的地位の濫用２織物・衣服・身の回り品小売業

不当廉売，取引妨害２０飲食料品小売業

価格カルテル，優越的地位の濫用４機械器具小売業

不当廉売，優越的地位の濫用１１２その他の小売業

優越的地位の濫用２６宿泊業

優越的地位の濫用２飲食業

優越的地位の濫用１その他の生活関連サービス業

構成事業者の機能又は活動の制限１学校教育

価格カルテル，再販売価格の拘束，拘束条件付取引，

共同の取引拒絶，構成事業者の機能又は活動の制限
９協同組合（他に分類されないもの）

価格カルテル，構成事業者の機能又は活動の制限，

取引妨害，共同行為における差別的取扱い，その他

の不公正取引

７政治・経済・文化団体

（注）業種については，日本標準産業分類（平成１９年１１月改定）を参考に分類している。
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３　独占禁止法適用除外関係

３－１表　独占禁止法適用除外根拠法令一覧 

�　独占禁止法に基づくもの（３制度）

�　個別法に基づく適用除外（１４法律・１８制度）

 

� 241�

附
属
資
料

（平成２５年３月末現在）

適用除外制度の

制定年次

適用除外制度の内容

（根拠条項）
法律名

昭和２２年知的財産権の行使行為（第２１条）私的独占の禁止及び公正取

引の確保に関する法律（昭

和２２年法律第５４号）

昭和２２年一定の組合の行為（第２２条）

昭和２８年再販売価格維持契約（第２３条）

　独占禁止法第２２条各号要件に係るみなし規定のあるもの

　　たばこ耕作組合法（昭和３３年法律第１３５号）

　　信用金庫法（昭和２６年法律第２３８号）

　　農業協同組合法（昭和２２年法律第１３２号）

　　水産業協同組合法（昭和２３年法律第２４２号）

　　森林組合法（昭和５３年法律第３６号）

　　中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）

　　商店街振興組合法（昭和３７年法律第１４１号）

　　労働金庫法（昭和２８年法律第２２７号）

（平成２５年３月末現在）

適用除外制度

の制定年次
適用除外の対象

法律名

（法律番号）
所管官庁

昭和２６年保険カルテル
保険業法

（平成７年法律第１０５号）
金融庁

平成１０年
基準料率の算出（自賠責・

地震）

損害保険料率算出団体に関する法律

（昭和２３年法律第１９３号）

昭和２７年更生会社の株式取得
会社更生法

（平成１４年法律第１５４号）
法務省

昭和３４年合理化カルテル
酒税の保全及び酒類業組合等に関す

る法律（昭和２８年法律第７号）
財務省

昭和４５年
商業用レコードの二次使用

料等に関する取決め

著作権法

（昭和４５年法律第４８号）
文部科学省

昭和３２年過度競争防止カルテル

生活衛生関係営業の運営の適正化及

び振興に関する法律

（昭和３２年法律第１６４号）

厚生労働省
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３－２表　年次別・適用除外法令別カルテル件数の推移 

 

� 242�

附属資料

適用除外制度

の制定年次
適用除外の対象

法律名

（法律番号）
所管官庁

平成１１年
農業協同組合中央会が行う

一定の事業農業協同組合法

（昭和２２年法律第１３２号）
農林水産省

平成１１年
農事組合法人が行う一定の

事業

昭和２７年輸出カルテル
輸出入取引法

（昭和２７年法律第２９９号）

経済産業省 昭和３２年共同経済事業
中小企業団体の組織に関する法律

（昭和３２年法律第１８５号）

平成１１年
中小企業団体中央会が行う

一定の事業

中小企業等協同組合法

（昭和２４年法律第１８１号）

昭和２４年海運カルテル（内航）海上運送法

（昭和２４年法律第１８７号）

国土交通省

昭和２４年海運カルテル（外航）

昭和２６年運輸カルテル
道路運送法

（昭和２６年法律第１８３号）

昭和２７年航空カルテル（国内）航空法

（昭和２７年法律第２３１号） 昭和２７年航空カルテル（国際）

昭和３２年内航海運カルテル内航海運組合法

（昭和３２年法律第１６２号） 昭和３２年共同海運事業

（各年３月末現在）

平
成　

年
２５

平
成　

年
２４

平
成　

年
２３

平
成　

年
２２適用業種等根　拠　法　令

００００
輸出業者の輸出

取引

輸出入取引法

昭和２７年９月１日施行
１

００００酒類製造業酒税の保全及び酒類業

組合等に関する法律

昭和２８年３月１日施行

２ ００００酒類販売業

００００（小　計）

８８８８

商業用レコード

の二次使用料等

に関する取決め

著作権法

昭和４５年５月６日施行
３

００００

特定生活衛生関

係サービス業，

販売業

生活衛生関係営業の運

営の適正化及び振興に

関する法律

昭和３２年９月２日施行

４

Title:241-277.ec8 Page:242  Date: 2013/09/19 Thu 18:24:43 



 

� 243�

附
属
資
料

平
成　

年
２５

平
成　

年
２４

平
成　

年
２３

平
成　

年
２２適用業種等根　拠　法　令

３

（１）

３

（１）

３

（１）

３

（１）
道路運送業

道路運送法

昭和２６年７月１日施行
５

００００
航空運送事業

（国内）航空法

昭和２７年７月１５日施行
６

〔１８〕〔３４〕〔７９〕〔３０９〕
航空運送事業

（国際）

１１１１内航海運業
内航海運組合法

昭和３２年１０月１日施行
７

５５５５
海運カルテル

（内航）海上運送法

昭和２４年８月２５日施行
８

〔４７３〕〔４５１〕〔４１１〕〔４５５〕
海運カルテル

（外航）

２２２２

地震保険に係る

基準料率及び自

動車損害賠償責

任保険に係る基

準料率の算出

損害保険料率算出団体

に関する法律

昭和２３年７月２９日施行

９

４４４４
特定事業に係る

共同行為保険業法

平成８年４月１日施行
１０

５５５５
その他の事業に

係る共同行為

２８

（２６）

２８

（２６）

２８

（２６）

２８

（２６）
合　　　　　　計

（注１）　件数は，公正取引委員会の同意を得，又は当委員会に協議若しくは通知を行って主務大臣が認可等を行ったカルテ

ルの件数である。

（注２）　著作権法に基づく商業用レコードの二次使用料等に関する取決めの数は，当該取決めの届出を受けた文化庁長官

による公正取引委員会に対する通知の件数である。

（注３）　道路運送法に基づくカルテルについては路線ごとにカルテルが実施されているが，実施主体が同じカルテルを１

件として算定した場合の数を（　）で示した。

（注４）　海上運送法に基づく海運のカルテル（外航）及び航空法に基づく航空運送事業カルテル（国際）に関する〔　〕

内の数は，各年の３月末日に終了する年度において締結，変更又は廃止の通知を受けた件数であり，外数である。
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３－３表　保険業法に基づくカルテル 

�　保険業法第１０１条第１項第１号に基づく共同行為

 

� 244�

附属資料

（平成２５年３月末現在）

有効期限最初の発効日制　限　事　項主　体対象種目

期限の定めなし平成９年６月２０

日

再保険における料率及び条件の決

定（注），再保険の出再割合の決

定，再保険手数料率の決定，配分

再保険の配分割合及び再保険手数

料率の決定，再々保険の禁止，海

外再々保険の相手方，出再割合，

料率その他条件及び再保険手数料

率の決定，損害査定

日本航空保

険プール

航空保険

期限の定めなし平成９年６月２０

日

保険約款の内容の決定，保険料率

及びその他の条件の決定，元受保

険及び受再保険の引受割合の決

定，元受保険の共同処理（募集を

含む。），再保険の共同処理，損害

査定の審査及び決定

日本原子力

保険プール

原子力保険

期限の定めなし平成９年４月３０

日

契約の引受け及び契約規定の作成

方法，募集方法，事業方法書，普

通保険約款，保険料及び責任準備

金算出方法書の内容の決定，再保

険取引に関する相手方又は数量の

決定，損害査定方法の決定

損害保険会

社

自賠責保険

期限の定めなし平成９年６月２０

日

契約引受方法の決定，事業方法

書，普通保険約款，保険料及び責

任準備金算出方法書の内容の決

定，損害査定方法の決定，再保険

取引に関する事項の決定，地震保

険の普及拡大に関する事項の決定

損害保険会

社

地震保険

（注）　日本航空保険プールの共同行為では，保険料率の決定は明示的に行われていないが，①出再割合を１００％としている

こと，②再保険について，会員は全て元受会社の契約内容に従って責任を負担することとなっているため，保険料率＝

再保険料率となり，各社保険料率が同一となっている。
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�　保険業法第１０１条第１項第２号に基づく共同行為

３－４表　内航海運組合法に基づくカルテル 

 

� 245�

附
属
資
料

（平成２５年３月末現在）

有効期限最初の発効日制　限　事　項主　体対象種目

期限の定めなし平成１０年４月１

日

再保険約款の決定，再保険に関す

る損害査定方法の決定，再保険の

取引に関する相手方又は数量の決

定，再保険料率及び手数料の決定

日本船舶保

険 再 保 険

プール

船舶保険

期限の定めなし平成１０年４月１

日

再保険約款及び再保険料率の決

定，再保険の出再割合の決定，再

保険手数料の決定，配分再保険の

配分割合及び再保険手数料率の決

定，再々保険の禁止，再保険に係

る損害査定

外航貨物再

保険プール

外航貨物保険

期限の定めなし平成１０年４月１

日

再保険約款の決定，再保険に関す

る損害査定方法の決定，再保険の

取引に関する相手方又は数量の決

定，再保険料率及び手数料の決定

自動車対人

賠 償 保 険

プール

自 動 車 保 険

（対人賠償保

険部分）

期限の定めなし平成１０年４月１

日

再保険約款の決定，再保険に関す

る損害査定方法の決定，再保険の

取引に関する相手方又は数量の決

定，再保険料率及び手数料の決定

自動車対人

賠償保険超

過損害額再

保険プール

自 動 車 保 険

（対人賠償，

自損事故及び

無保険者傷害

保険部分）

平成３２年３月３１

日

平成２１年４月１

日

再保険約款の決定，再保険に関す

る損害査定方法の決定，再保険の

取引に関する相手方又は数量の決

定，再保険料率の決定

住宅瑕疵担

保責任超過

損害額再保

険プール

住宅瑕疵担保

責任保険

（平成２５年３月末現在）

有効期限最初の発効日内　　容主　　体対　象

期限の定めなし平成１０年５月１５

日

保有船舶の解撤・海外売却の際の

交付金の交付

日本内航海

運組合総連

合会

船　舶
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３－５表　損害保険料率算出団体に関する法律に基づくカルテル 

３－６表　著作権法に基づく商業用レコードの二次使用料等に関する取決め 

３－７表　海上運送法に基づくカルテル 
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附属資料

（平成２５年３月末現在）

有効期限最初の発効日内　　容主　　体対　象

期限の定めなし平成１０年７月１

日

自動車損害賠償責任保険に係る基

準料率を算出し，会員の利用に供

すること

損害保険料

率算出団体

自動車損害賠

償責任保険

期限の定めなし平成１０年７月１

日

地震保険に係る基準料率を算出

し，会員の利用に供すること

損害保険料

率算出団体

地震保険

（平成２５年３月末現在）

有効期限最初の発効日内　　容航　　路主　　体

平成２７年７月１１

日

平成１２年７月１９

日

適切な運航時刻の設定のための共

同経営（旅客）

松山／宇品一般旅客定期

航路事業者

平成２６年５月９

日

平成１２年７月２１

日

適切な運航時刻の設定のための共

同経営（旅客）

岡山／土庄一般旅客定期

航路事業者

平成２７年７月３０

日

平成１２年８月１０

日

適切な運航時刻の設定のための共

同経営（旅客）

竹 原 ／ 垂

水・白水

一般旅客定期

航路事業者

平成２７年６月３０

日

平成１２年７月８

日

適切な運航日程の設定のための共

同経営（貨物）

大阪・神戸

／那覇

貨物定期航路

事業者

平成２７年７月２２

日

平成１２年７月２３

日

適切な運航日程の設定のための共

同経営（貨物）

鹿児島／那

覇

貨物定期航路

事業者

（平成２５年３月末現在）

有効期限最初の発効日内　　容主　　体対　象

協議によって定

められた期日

協議によって定

められた期日

商業用レコードの二次使用料等の

額に関する指定団体と放送事業者

等又はその団体間における協議

文化庁長官

が指定する

団体（指定

団体）

商業用レコー

ドの二次使用

料等
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３－８表　道路運送法に基づく運輸カルテル 

３－９表　業種別事業協同組合及び信用協同組合の届出件数 
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附
属
資
料

（平成２５年３月末現在）

有効期限最初の発効日内　　　容路　線主　体

平成２６年９月３０

日

平成１４年１０月８

日
生活路線維持のための共同経営

北 部 支 線

（沖縄）

一般乗合旅客

自動車運送業

平成２６年１０月７

日

平成１４年１０月８

日

適切な運行時刻設定のための共同

経営

読谷線・糸

満線（沖縄）

一般乗合旅客

自動車運送業

平成２６年１０月７

日

平成１４年１０月８

日
適切な運行時刻設定のための共同

経営

名護西線・

名護西空港

線（沖縄）

一般乗合旅客

自動車運送業

（平成２５年３月末現在）

届出件数業種等

０農林・水産業

事
業
協
同
組
合

０鉱業，採石業，砂利採取業

３工事業

３食料品

製
造
業

１繊維

０木材・木製品

０紙・パルプ

０出版・印刷

０化学

０石油・石炭

０プラスチック

０ゴム・皮革

０窯業・土石

１鉄鋼

０非鉄金属

０金属製品

０はん用機械器具，生産用機械器具，業務用機械器具

０電子部品・デバイス・電子回路

０電気機械器具

０情報通信機械器具

０輸送用機械器具

０その他

５小計

６卸売業

５小売業

０金融業，保険業
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附属資料

届出件数業種等

０不動産業，物品賃貸業

事
業
協
同
組
合

１運輸業，郵便業

０情報通信業

０電気・ガス・熱供給・水道業

２サービス業

１３７その他

１５９小計

２５信用協同組合

１８４合計
（注）組合員の資格となる業種が複数にまたがる協同組合は，「その他」としている。
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４　株式取得，合併等関係

４－１表　銀行又は保険会社の議決権取得・保有の制限に係る認可一覧 

�　独占禁止法第１１条第１項ただし書の規定に基づく認可

　平成２４年度において，認可した案件はなかった。

�　独占禁止法第１１条第２項の規定に基づく認可
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附
属
資
料

保有経緯等株式発行会社名認可銀行又は保険会社名認可年月日

債務の株式化に伴う議決権

取得

㈱富士テクニカ宮津㈱静岡銀行２４．１１．２

年金信託財産の運用に係る

議決権取得

養命酒製造㈱ほか２

社

三菱 UFJ 信託銀行㈱２５．１．３０

年金信託財産の運用に係る

議決権取得

サッポロホールディ

ングス㈱

みずほ信託銀行㈱２５．１．３１

年金信託財産の運用に係る

議決権取得

㈱岡三証券グループ三井住友信託銀行㈱２５．１．３１

年金信託財産の運用に係る

議決権取得

東急建設㈱ほか１４社三井住友信託銀行㈱２５．１．３１
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４－２　株式取得・合併・分割・共同株式移転・事業譲受け等に関する統計資料（４－３表から４

－３１表）について 

�　この統計資料は，平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に，公正取引委員会が受理

した会社の株式取得，合併，分割，共同株式移転及び事業譲受け等（以下「企業結合」という。）

の届出に関する諸指標を取りまとめたものである。

　なお，４－９表から４－１４表まで及び４－２１表から４－２５表までに記載した届出は，平成２５年

３月３１日までに「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第９条から第１６条までの規定

による認可の申請、報告及び届出等に関する規則」（昭和２８年公正取引委員会規則第１号）第７

条第５項の規定に基づく完了報告書が提出されたものである。

�　会社がどの業種に属するかは，株式取得においては株式取得会社の業種，合併においては合併

後の存続会社の業種，共同新設分割においては分割する会社の業種，吸収分割においては事業を

承継する会社の業種，共同株式移転においては新設会社の業種，事業譲受け等においては事業等

を譲り受ける会社の業種によった。また，事業を行っていない会社についてはその他に分類し

た。

�　各表の分類のうち，「水平」とは，当事会社グループ同士が同一の一定の取引分野において競争

関係にある場合をいう。

　「垂直」とは，当事会社グループ同士が取引段階を異にする場合をいう。「垂直」のうち，「前

進」とは，存続会社，被承継会社又は譲受会社が最終需要者の方向にある会社と企業結合を行う

場合をいい，「後進」とは，その反対方向にある会社と企業結合を行う場合をいう。

　「混合」とは，「水平」，「垂直」のいずれにも該当しない場合をいう。「混合」のうち，「地域拡

大」とは，同種の商品又は役務を異なる市場へ供給している場合をいい，「商品拡大」とは，生

産あるいは販売面での関連性のある異種の商品又は役務を供給している場合をいい，「純粋」と

は，前記「地域拡大」及び「商品拡大」のいずれにも該当しない場合をいう。

　なお，形態別の件数については，複数の形態に該当する企業結合の場合，該当する形態を全て

集計している。そのため，件数の合計は，届出受理件数と必ずしも一致しない。

�　資本金及び総資産の額は，原則として１００万円未満の金額を切り捨てて集計した。

 

� 250�

附属資料
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４－３表　形態別・株式取得会社業種別株式取得件数（平成２４年度） 
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附
属
資
料

届出件数
混合関係垂直関係

水平関係

形　態

株式取得会社の業種
純　粋商品拡大地域拡大後　進前　進

農 林 ・ 水 産 業

１１鉱 業

４１１３建 設 業

８４２８７１５１６５１製 造 業

１０１２１２食 料 品

繊 維

木 材 ・ 木 製 品

２９２１２８紙 ・ パ ル プ

出 版 ・ 印 刷

１３２３１６９化学・石油・石炭

ゴ ム ・ 皮 革

窯 業 ・ 土 石

２２鉄 鋼

１１１１非 鉄 金 属

２１１２金 属 製 品

２１５１７４７機 械

６２１２１２そ の 他 製 造 業

５２１１２７８２１３６卸 ・ 小 売 業

６１４１２５不 動 産 業

２７６１４運輸・通信・倉庫業

１９２１４サ ー ビ ス 業

１３３３１２１９金 融 ・ 保 険 業

２１１電 気 ・ ガ ス 業

７７１７４２３１３１７３８そ の 他

２８５２４１８６２４０６６１７１合　計
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４－４表　形態別・新設会社又は存続会社業種別合併件数（平成２４年度） 
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附属資料

届出件数
混合関係垂直関係

水平関係

形　態

新設会社
又は存続会社の業種

純　粋商品拡大地域拡大後　進前　進

農 林 ・ 水 産 業

鉱 業

１１１建 設 業

３１２３製 造 業

食 料 品

繊 維

木 材 ・ 木 製 品

紙 ・ パ ル プ

出 版 ・ 印 刷

化学・石油・石炭

ゴ ム ・ 皮 革

窯 業 ・ 土 石

鉄 鋼

１１非 鉄 金 属

１１１１金 属 製 品

１１１機 械

そ の 他 製 造 業

５１５卸 ・ 小 売 業

１１１１１不 動 産 業

１１運輸・通信・倉庫業

１１サ ー ビ ス 業

金 融 ・ 保 険 業

１１電 気 ・ ガ ス 業

１１１そ の 他

１４００４２３１４合　計
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４－５表　形態別・承継会社業種別共同新設分割件数（平成２４年度） 
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附
属
資
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届出件数
混合関係垂直関係

水平関係

形　態

分割する
会社の業種

純　粋商品拡大地域拡大後　進前　進

農 林 ・ 水 産 業

鉱 業

建 設 業

製 造 業

食 料 品

繊 維

木 材 ・ 木 製 品

紙 ・ パ ル プ

出 版 ・ 印 刷

化学・石油・石炭

ゴ ム ・ 皮 革

窯 業 ・ 土 石

鉄 鋼

非 鉄 金 属

金 属 製 品

機 械

そ の 他 製 造 業

卸 ・ 小 売 業

不 動 産 業

運輸・通信・倉庫業

１１１サ ー ビ ス 業

金 融 ・ 保 険 業

電 気 ・ ガ ス 業

そ の 他

１０００１０１合　計
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４－６表　形態別・被承継会社業種別吸収分割件数（平成２４年度） 
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附属資料

届出件数
混合関係垂直関係

水平関係

形　態

承継する
会社の業種

純　粋商品拡大地域拡大後　進前　進

農 林 ・ 水 産 業

鉱 業

建 設 業

７１１４２４製 造 業

食 料 品

繊 維

木 材 ・ 木 製 品

紙 ・ パ ル プ

出 版 ・ 印 刷

化学・石油・石炭

ゴ ム ・ 皮 革

窯 業 ・ 土 石

鉄 鋼

非 鉄 金 属

１１１１金 属 製 品

５１１３３機 械

１１そ の 他 製 造 業

４２１３卸 ・ 小 売 業

不 動 産 業

運輸・通信・倉庫業

３２サ ー ビ ス 業

金 融 ・ 保 険 業

電 気 ・ ガ ス 業

そ の 他

１４０１３４３９合　計
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４－７表　形態別・株式移転会社業種別共同株式移転件数（平成２４年度） 
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附
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資
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届出件数
混合関係垂直関係

水平関係

形　態

新設会社の業種
純　粋商品拡大地域拡大後　進前　進

農 林 ・ 水 産 業

鉱 業

建 設 業

製 造 業

食 料 品

繊 維

木 材 ・ 木 製 品

紙 ・ パ ル プ

出 版 ・ 印 刷

化学・石油・石炭

ゴ ム ・ 皮 革

窯 業 ・ 土 石

鉄 鋼

非 鉄 金 属

金 属 製 品

機 械

そ の 他 製 造 業

卸 ・ 小 売 業

不 動 産 業

運輸・通信・倉庫業

サ ー ビ ス 業

金 融 ・ 保 険 業

電 気 ・ ガ ス 業

５２２４そ の 他

５００２０２４合　計
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４－８表　形態別・譲受会社業種別事業譲受け等件数（平成２４年度） 
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附属資料

届出件数
混合関係垂直関係

水平関係

形　態

譲受会社の業種
純　粋商品拡大地域拡大後　進前　進

農 林 ・ 水 産 業

鉱 業

１１１建 設 業

１３１３１１０製 造 業

食 料 品

繊 維

木 材 ・ 木 製 品

紙 ・ パ ル プ

出 版 ・ 印 刷

５１１４化学・石油・石炭

ゴ ム ・ 皮 革

窯 業 ・ 土 石

鉄 鋼

非 鉄 金 属

金 属 製 品

８３６機 械

そ の 他 製 造 業

１３１１６２１８卸 ・ 小 売 業

不 動 産 業

運輸・通信・倉庫業

１１サ ー ビ ス 業

金 融 ・ 保 険 業

電 気 ・ ガ ス 業

２１１そ の 他

３０１１８６２２１合　計
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４－９表　株式取得計画の届出一覧（平成２４年度に完了報告書が提出されたもの） 
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附
属
資
料株式発行会社株式取得会社受理年月日

㈱総合車両製作所東日本旅客鉄道㈱２３．８．８

三京㈱㈲新日邦２３．８．２２

㈲銀座会館㈲新日邦２３．８．２２

東芝モバイルディスプレイ㈱㈱ジャパンディスプレイ統合準備会社２３．９．２７

㈱日立ディスプレイズ㈱ジャパンディスプレイ統合準備会社２３．９．２７

ソニーモバイルディスプレイ㈱㈱ジャパンディスプレイ統合準備会社２３．９．２７

AGC グラスプロダクツ㈱㈱ LIXIL２３．９．２８

エレマテック㈱豊田通商㈱２３．９．２９

Synthes, Inc.Johnson ＆ Johnson２３．１０．２１

TCM ㈱INCJ２０１１１１㈱２３．１１．２５

日産フォークリフト㈱INCJ２０１１１１㈱２３．１１．２５

新東急パーキング㈱新明和工業㈱２３．１１．３０

東急車輛特装㈱新明和工業㈱２３．１１．３０

トキワエンジニアリング㈱豊田通商㈱２３．１２．７

金子産業㈱日本水産㈱２３．１２．９

㈱ LIXIL ニッタンセコム㈱２３．１２．１５

エーザイマシナリー㈱ボッシュパッケージングテクノロジー㈱２４．１．１０

㈱大阪証券取引所㈱東京証券取引所グループ２４．１．４

㈱サークルＫサンクスユニー㈱２４．１．１３

昭和油槽船㈱JX 日鉱日石エネルギー㈱２４．１．１６

㈱中三フェニックス・キャピタル㈱２４．１．１７

鹿島電解㈱信越化学工業㈱２４．１．１８

鹿島塩ビモノマー㈱信越化学工業㈱２４．１．１８

㈱トープラ日本発条㈱２４．１．３１

㈱ドライバースタンド㈱イエローハット２４．２．２

㈱キンレイ㈱キンレイホールディングス２４．２．８

日本ユニシス㈱大日本印刷㈱２４．２．９

アスミック・エースエンタテイメント㈱㈱ジュピターテレコム２４．２．１０

フェニックスリゾート㈱セガサミーホールディングス㈱２４．２．１４

㈱スハラ食品伊藤忠食品㈱２４．２．１５

味の素システムテクノ㈱㈱野村総合研究所２４．２．１７

索尼移動顕示器（蘇州）有限公司㈱日立ディスプレイズ２４．２．２０

（同）３PL ホールディングス三井倉庫㈱２４．２．２１

岡山化成㈱ダイソー㈱２４．２．２２

㈱グリーンハウザージューテックホールディングス㈱２４．２．２４

シャディ㈱㈱ニッセンホールディングス２４．２．２４

JFE 商事㈱ジェイ エフ イー ホールディングス㈱２４．２．２７
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AZL ㈱CHS Singapore Trading Company Pte. 

Ltd.

２４．２．２７

㈱トップマート㈱伏見屋２４．２．２７

㈱ YPK㈱日本製鋼所２４．２．２９

サン・アルミニウム工業㈱東洋アルミニウム㈱２４．３．１

㈱トミイチエア・ウォーター㈱２４．３．１

㈱寺岡製作所伊藤忠商事㈱２４．３．５

㈱シニアライフクリエイト㈱ファミリーマート２４．３．５

㈱コベルコ溶接ソリューション㈱神戸製鋼所２４．３．５

オーム乳業㈱不二製油㈱２４．３．５

㈱メディサイエンスプラニングエムスリー㈱２４．３．９

㈱ファルテックTPR ㈱２４．３．１３

静銀リース㈱㈱静岡銀行２４．３．１３

JNM ホールディングス㈱JFE コンテイナー㈱２４．３．１５

JNM ホールディングス㈱伊藤忠丸紅鉄鋼㈱２４．３．１５

㈱ダルマ薬局㈱マツモトキヨシホールディングス２４．３．１５

㈱シーテックジャパン・ユニバーサル・ホールディン

グス・アルファ㈱

２４．３．１６

㈱エヌ・アンド・シージャパン・ユニバーサル・ホールディン

グス・アルファ㈱

２４．３．１６

㈱テクノプロ・エンジニアリングジャパン・ユニバーサル・ホールディン

グス・アルファ㈱

２４．３．１６

東邦チタニウム㈱JX ホールディングス㈱２４．３．２８

日本フード㈱㈱ライフコーポレーション２４．３．２９

ビーウィズ㈱㈱パソナグループ２４．３．３０

㈱ナチュラルガーデン㈱ビタミンライフ２４．３．３０

三井化学ファブロ㈱リケンテクノス㈱２４．４．３

㈱アルクAA ホールディングス㈱２４．４．６

東京ガスエネルギー㈱国際石油開発帝石㈱２４．４．１７

東京都市サービス㈱伊藤忠エネクス㈱２４．４．１８

アスクル㈱ヤフー㈱２４．４．１９

明星電気㈱㈱ IHI２４．４．２０

住友金属工業㈱新日本製鐵㈱２４．４．２０

㈱ JEUGIAヤマハ㈱２４．４．２３

川崎マイクロエレクトロニクス㈱㈱メガチップス２４．４．２３

㈱一光JX 日鉱日石エネルギー㈱２４．４．２４

㈱Ｉ・ＯJX 日鉱日石エネルギー㈱２４．４．２４

八晃石油販売㈱JX 日鉱日石エネルギー㈱２４．４．２４
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TAS エクスプレス㈱三井倉庫㈱２４．４．２５

Ｃ＆Ｈ㈱大建工業㈱２４．４．２５

小林メディカル㈱三菱商事㈱２４．４．２５

㈱サンレジャー㈱ワンダーコーポレーション２４．４．２６

フェデックスキンコーズ・ジャパン㈱コニカミノルタビジネステクノロジーズ

㈱

２４．４．２６

㈱マクサムコーポレーション㈱倉島商店２４．４．２６

ハイウェイ・トール・システム㈱東日本高速道路㈱２４．４．２７

関西テレビ放送㈱㈱フジ・メディア・ホールディングス２４．４．２７

IAE International Aero Engines AGPratt ＆ Whitney Aero Engines 

International GmbH

２４．４．２７

大徳食品㈱㈱サンデリカ２４．４．２７

スタイライフ㈱楽天㈱２４．４．２７

ハイウェイ・トール・システム㈱中日本高速道路㈱２４．４．２７

ハイウェイ・トール・システム㈱西日本高速道路㈱２４．４．２７

元気寿司㈱㈱神明２４．４．２７

オリックス・クレジット㈱オリックス㈱２４．５．１

Viterra Inc.８１１５２２２　Canada Inc.２４．５．２

㈱ VOYAGE GROUPポラリス・キャピタル・グループ㈱２４．５．２

㈱西源大黒天物産㈱２４．５．２

オスラム・メルコ㈱三菱電機㈱２４．５．９

横浜新都市センター㈱京浜急行電鉄㈱２４．５．９

㈱ハウステックホールディングス㈱ヤマダ電機２４．５．１０

ユナイト㈱㈱カナモト２４．５．１１

㈱プリマジェスト野村アルファ・インベストメント㈱２４．５．１４

㈱グッドウィル㈱ユニットコム２４．５．１４

㈱コジマ㈱ビックカメラ２４．５．１５

キューアンドエー㈱NEC ネッツエスアイ㈱２４．５．１５

東京リビングサービス㈱日本ゼネラルフード㈱２４．５．１５

北海道糖業㈱三井製糖㈱２４．５．１６

九州産業交通ホールディングス㈱㈱エイチ・アイ・エス２４．５．１７

ケンコーコム㈱楽天㈱２４．５．１７

ルネサス津軽セミコンダクタ㈱富士電機㈱２４．５．１７

セノー㈱美津濃㈱２４．５．２１

NSK ㈱プラスロジスティクス㈱２４．５．２１

㈱たらみダイドードリンコ㈱２４．５．２２

ジュピターショップチャンネル㈱㈱ BCJ-１０２４．５．２３

トーヨーエイテック㈱伊藤忠商事㈱２４．５．２３
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住商レンタルサポート㈱㈱アクティオ２４．５．２５

㈱ながぎんリース㈱長野銀行２４．５．２８

テスコ㈱㈱ウイン・インターナショナル２４．５．２９

キリンビジネスシステム㈱㈱エヌ・ティ・ティ・データ２４．５．３１

三井倉庫エクスプレス㈱トヨタ自動車㈱２４．６．１

前田機工㈱㈱イチネンホールディングス２４．６．４

㈱明屋書店㈱トーハン２４．６．６

㈱ジョイス㈱アークス２４．６．６

㈱ベスト電器㈱ヤマダ電機２４．６．７

タワーレコード㈱㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ２４．６．８

㈱高木商会㈱立花エレテック２４．６．１１

ネオラインホールディングス㈱Ｊトラスト㈱２４．６．１２

EMI Group Worldwide Holdings 

Limited

Universal Music Holdings Limited２４．６．１３

国産電機㈱マーレジャパン㈱２４．６．１８

㈱エムアンドエムサービス三井松島産業㈱２４．６．１９

㈱ジコー㈱イチネンホールディングス２４．６．２０

カルピス㈱アサヒグループホールディングス㈱２４．６．２２

フジ・TSUTAYA エンターテイメント㈱カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱２４．６．２２

大王製紙㈱北越紀州製紙㈱２４．６．２６

大成製紙㈱北越紀州製紙㈱２４．６．２６

大宮製紙㈱北越紀州製紙㈱２４．６．２６

いわき大王製紙㈱北越紀州製紙㈱２４．６．２６

中部大王製紙パッケージ㈱北越紀州製紙㈱２４．６．２６

大王製紙パッケージ㈱北越紀州製紙㈱２４．６．２６

東海大王製紙パッケージ㈱北越紀州製紙㈱２４．６．２６

大阪紙販売㈱北越紀州製紙㈱２４．６．２６

大建紙販売㈱北越紀州製紙㈱２４．６．２６

四国紙販売㈱北越紀州製紙㈱２４．６．２６

エリエールペーパーテック㈱北越紀州製紙㈱２４．６．２６

ダイオーペーパーコンバーティング㈱北越紀州製紙㈱２４．６．２６

エリエールテクセル㈱北越紀州製紙㈱２４．６．２６

名古屋紙運輸㈱北越紀州製紙㈱２４．６．２６

エリエール総業㈱北越紀州製紙㈱２４．６．２６

エリエール産業㈱北越紀州製紙㈱２４．６．２６

大宮製紙㈱大王製紙㈱２４．６．２６

大成製紙㈱大王製紙㈱２４．６．２６

四国紙販売㈱大王製紙㈱２４．６．２６
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大建紙販売㈱大王製紙㈱２４．６．２６

大阪紙販売㈱大王製紙㈱２４．６．２６

ダイオーペーパーコンバーティング㈱大王製紙㈱２４．６．２６

エリエールペーパーテック㈱大王製紙㈱２４．６．２６

エリエールテクセル㈱大王製紙㈱２４．６．２６

名古屋紙運輸㈱大王製紙㈱２４．６．２６

エリエール産業㈱大王製紙㈱２４．６．２６

エリエール総業㈱大王製紙㈱２４．６．２６

㈱パルコＪ．フロント　リテイリング㈱２４．６．２９

㈱フレンテ日清食品ホールディングス㈱２４．６．２９

㈱ドラッグフジイグローウェルホールディングス㈱２４．６．２９

㈱マイランドポラリス・キャピタル・グループ㈱２４．６．２９

インターニックス㈱Memec Group Limited２４．７．２

GM COMMUNICATIONS LIMITEDGM パートナーズ（同）２４．７．２

ネオス㈱㈱伊藤園２４．７．９

エスアイアイ・ナノテクノロジー㈱㈱日立ハイテクノロジーズ２４．７．１０

㈱ BS 日本日本テレビ放送網㈱２４．７．１１

ラフェスタ㈱ピーアークホールディングス㈱２４．７．１１

FL Investco SASNovafives２４．７．２５

㈱シダーACA ㈱２４．７．３０

㈱日本ビジネスリース㈱三菱東京 UFJ 銀行２４．７．３１

常盤薬品㈱アルフレッサ ホールディングス㈱２４．８．１

ソニーケミカル＆インフォメーションデ

バイス㈱

㈱ VG ケミカル２４．８．２

大分リース㈱㈱大分銀行２４．８．９

㈱レックス・ホールディングス㈱レックス２４．８．１４

大豊製紙㈱日本紙パルプ商事㈱２４．８．１５

テスコジャパン㈱イオン㈱２４．８．１６

ネオス㈱㈱伊藤園２４．８．１７

㈱三浦屋㈱いなげや２４．８．２０

Genpact LimitedGlory Investments B Limited２４．８．２１

日本オフィス・システム㈱兼松エレクトロニクス㈱２４．８．２２

古河コマース㈱㈱宇佐美鉱油２４．８．２２

SK ソリューション㈱オムロン㈱２４．８．２３

㈱あきんどスシローCEIL ジャパン㈱２４．８．２３

ゴールドパック㈱エア・ウォーター㈱２４．８．２４

㈱コダマ㈱ココカラファイン２４．８．２７

アイ・ティー・エックス㈱アイジェイホールディングス㈱２４．８．２７
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テレビ大阪㈱㈱日本経済新聞社２４．８．２８

アポプラスステーション㈱クオール㈱２４．８．３１

㈱だいこう証券ビジネス㈱野村総合研究所２４．８．３１

㈱生活科学運営㈱生活科学ホールディングス２４．８．３１

㈱西紅㈱ゆめマート２４．８．３１

成幸利根㈱ヒロセ㈱２４．９．１１

HyLife Group Holdings伊藤忠商事㈱２４．９．１１

㈱フジタ大和ハウス工業㈱２４．９．１２

㈱マルヤ㈱ゼンショーホールディングス２４．９．１３

㈱アイセン王蔵㈱２４．９．１３

コンフェックス㈱伊藤忠商事㈱２４．９．１４

㈱ピュアクック㈱フジ２４．９．１８

㈱アット東京セコム㈱２４．９．１９

讀賣テレビ放送㈱㈱読売新聞グループ本社２４．９．２０

マルゼン商事㈱ヤマエ久野㈱２４．９．２０

アイリオ生命㈱楽天㈱２４．９．２５

㈱トリニティー㈱ポイント２４．９．２６

㈱アクロネット㈱ミライト・テクノロジーズ２４．１０．５

メールカスタマーセンター㈱㈱トライステージ２４．１０．９

㈲プラネットホールディングス㈱プラネットホールディングス２４．１０．１５

東京紙パルプインターナショナル㈱大王製紙㈱２４．１０．１５

佐藤建設工業㈱フェニックス・キャピタル㈱２４．１０．１６

イー・アクセス㈱ソフトバンク㈱２４．１０．１７

㈱アベルネット㈱ノジマ２４．１０．１７

クラブツーリズム㈱近畿日本ツーリスト㈱２４．１０．１７

近畿日本ツーリスト㈱近畿日本鉄道㈱２４．１０．１８

新富士化水工業㈱㈱クボタ２４．１０．２２

日本合成化学工業㈱三菱化学㈱２４．１０．３０

戸田工業㈱伊藤忠商事㈱２４．１０．３１

ヤマギワ㈱㈱ MARUWA２４．１１．１

㈱ベルパーク㈱光通信２４．１１．９

㈱オリンピックゴールド㈱ネットジャパン２４．１１．１２

米久㈱三菱商事㈱２４．１１．１３

三国コカ・コーラボトリング㈱European Refreshments２４．１１．１６

興國海運㈱㈱フジトランスコーポレーション２４．１１．１９

㈱ Cygames㈱ディー・エヌ・エー２４．１１．２２

㈱ニューフレアテクノロジー㈱東芝２４．１１．２６

㈱新星堂㈱ワンダーコーポレーション２４．１１．２６
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附
属
資
料

株式発行会社株式取得会社受理年月日

シミズ薬品㈱イオン㈱２４．１１．２６

トオカツフーズ㈱㈱日清製粉グループ本社２４．１１．２７

第一環境㈱水 ing ㈱２４．１１．２８

㈱イオン銀行イオンクレジットサービス㈱２４．１１．２９

㈱イナ・ベーカリーOEP East Balt B.V.２４．１１．３０

㈱オストジャパングループ㈱富士薬品２４．１２．３

Ｊ＆Ｓフリ―トホールディングス㈱鈴与商事㈱２４．１２．３

Ｊ＆Ｓフリ―トホールディングス㈱JX 日鉱日石エネルギー㈱２４．１２．３

㈱ニッセイブラザー工業㈱２４．１２．４

双日エネルギー㈱コスモ石油㈱２４．１２．５

㈱エムオーテック㈱メタルワン２４．１２．７

㈱アドバンスト・ケーブル・システムズ日立電線㈱２４．１２．１１

JBP- Ⅰ㈱日東工業㈱２４．１２．１８

㈱オリーブ・デ・オリーブ瀧定大阪㈱２４．１２．２０

㈱ワーナー・マイカルイオン㈱２４．１２．２１

相鉄建設㈱日成ビルド工業㈱２４．１２．２７

日本エスリード㈱森トラスト㈱２４．１２．２８

マガシーク㈱㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ２５．１．７

㈱ダイユーテイ・エス　テック㈱２５．１．９

㈱インテルグロー㈱アベルコ２５．１．１０

㈱コメダ㈱ MBKP３２５．１．１６

㈱銘林JK ホールディングス㈱２５．１．１６

㈱スマイルスタッフトランコム㈱２５．１．１８

㈱グッドマンニプロ㈱２５．１．２１

クオリカプス㈱エムエイチシーエス㈱２５．１．２１

㈱日本エコシステムRS エンパワメント㈱２５．１．２１

SC エネルギー㈱㈱ダイヤ昭石２５．１．２５

㈱ダイヤ昭石昭和シェル石油㈱２５．１．２５

ユナイテッドコミュニティーズ㈱㈱東急コミュニティー２５．１．２８

㈱クレオアマノ㈱２５．２．１３

興和化成㈱東鉄工業㈱２５．２．１４

㈱石川製作所レンゴー㈱２５．２．２６

㈱三原スーパー㈱フレスタ２５．２．２６
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４－１０表　合併計画の届出一覧（平成２４年度に完了報告書が提出されたもの） 

４－１１表　共同新設分割計画の届出一覧（平成２４年度に完了報告書が提出されたもの） 
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附属資料

消滅会社存続会社受理年月日

東北ポリマー㈱ダイセルノバフォーム㈱２３．１１．２１

第一栃木青果㈱宇印宇都宮青果㈱２３．１１．２８

日本タンカー㈱昭和油槽船㈱２３．１２．２１

三星エルイーディー㈱三星電子㈱２４．１．２３

ヒューリック㈱昭栄㈱２４．２．２１

エヌアイ・コウベ・ウエルデイング㈱神商コウベウエルディング㈱２４．２．２７

郵船海陸運輸㈱北日本倉庫港運㈱２４．２．２９

帝石プロパンガス㈱東京ガスエネルギー㈱２４．４．６

石原鋼鉄㈱，大同マテックス㈱大同アミスター㈱２４．５．１１

TAS エクスプレス㈱㈱三井倉庫エアカーゴ２４．５．２４

㈱アイ・エイチ・アイ マリンユナイテッ

ド

ユニバーサル造船㈱２４．５．２９

エーエスデバイス㈱㈱エー・ディーデバイス２４．５．３０

住商紙パルプ㈱国際紙パルプ商事㈱２４．７．２７

パナソニック　テレコム㈱アイ・ティー・シーネットワーク㈱２４．８．８

㈱新日鉄都市開発興和不動産㈱２４．８．１０

㈲オージーアイ大木開発㈱２４．８．２２

石田金属㈱井上金属㈱２４．１０．２４

カナカンホールディングス㈱，丸大堀内

ホールディングス㈱

旭食品ホールディングス㈱２４．１２．１１

関西エム・シー・オイル㈱㈱ダイヤ昭石２５．１．２５

分割する会社受理年月日

大和物産㈲，大同物産㈲，日産實業㈲２４．６．２８
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４－１２表　吸収分割計画の届出一覧（平成２４年度に完了報告書が提出されたもの） 

４－１３表　共同株式移転計画の届出一覧（平成２４年度に完了報告書が提出されたもの） 
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附
属
資
料分割する会社承継する会社受理年月日

リコーエレメックス㈱アイレックス㈱２３．９．３０

㈱日本 AE パワーシステムズ明電Ｔ＆Ｄ㈱２３．１０．２７

㈱日本 AE パワーシステムズ日立Ｔ＆Ｄ㈱２３．１１．２９

㈱日本 AE パワーシステムズ富士電機 T ＆ D サクセション㈱２３．１２．２１

㈱平安堂高沢商事㈱２４．３．２６

凸版印刷㈱シャープディスプレイプロダクト㈱２４．５．２５

大日本印刷㈱シャープディスプレイプロダクト㈱２４．５．２５

㈱ DNP カラーテクノ堺シャープディスプレイプロダクト㈱２４．５．２５

㈱南兵庫クボタ㈱北近畿クボタ２４．５．３０

三菱商事㈱田中貴金属工業㈱２４．７．２

㈱ピーポケット㈱アエル２４．７．２７

ザウアーダンフォス・ダイキン㈱ダイキン・ザウアーダンフォス・マニュ

ファクチャリング㈱

２４．１１．２２

㈱カズン㈱アバンセ２４．１１．３０

㈱太陽，㈱とらや㈱京楽２５．１．１８

㈱ヤナガワ㈱マルハン２５．２．７

株式移転会社受理年月日

日新製鋼㈱，日本金属工業㈱２３．１１．２２

㈱伊徳ホールディングス，㈱タカヤナギ２４．１．２５

JFE 製缶㈱，太陽製罐㈱２４．３．１５

㈱きらやか銀行，㈱仙台銀行２４．５．２５

太平興業㈱，第一貨物㈱２４．７．１１

㈱高岳製作所，東光電気㈱２４．８．２１

㈱一光，鈴与エネルギー㈱２４．１２．３
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４－１４表　事業譲受け等計画の届出一覧（平成２４年度に完了報告書が提出されたもの） 
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附属資料

譲渡会社譲受会社受理年月日

三菱電線工業㈱古河 AS ㈱２４．１．２３

日本サムスン㈱サムスンＣ＆Ｔジャパン㈱２４．２．７

㈱アムスクパネトロン㈱２４．２．８

三矢化成㈱北越紀州販売㈱２４．２．２４

㈱ニイブロニイブロ㈱２４．４．２７

富士重工業㈱新明和工業㈱２４．５．２１

日本アイ・ビー・エム㈱東芝グローバルコマースソリューショ

ン・ホールディングス㈱

２４．５．２９

MSD ㈱キョーリン製薬グループ工場㈱２４．６．２６

三菱樹脂㈱積水化学工業㈱２４．７．１０

㈱ ABC ドラッグ㈱セイジョー２４．７．１９

㈱東京ストアー㈱バロー２４．７．２７

セイコーエプソン㈱HOYA ㈱２４．８．６

㈱茶月㈱茶月東日本２４．８．１３

㈱正直屋正直屋コンフェックス㈱２４．８．１７

Philippines Epson Optical Inc.HOYA ㈱２４．８．２８

富士通セミコンダクター㈱㈱デンソー岩手２４．８．２８

㈱三菱樹脂販売積水化学工業㈱２４．９．１４

菱琵テクノ㈱積水化学工業㈱２４．９．１４

船橋中央青果㈱長印船橋青果㈱２４．９．２８

MK ビルダー㈱ナイスユニテック㈱２４．１０．１

大洋マテリアル㈱（旧会社）大洋マテリアル㈱（新会社）２４．１０．２９

富士通インテグレーテッドマイクロテク

ノロジ㈱

㈱ジェイデバイス２４．１１．７

ダイヤ資材㈱㈱メタルワン鋼管２４．１１．２１

㈱サンエーIT セミコン㈱２４．１１．２６

㈱日米商会伊藤忠エネクス㈱２５．１．２８
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４－１５表　総資産額別株式取得件数 

４－１６表　総資産額別合併件数 

４－１７表　総資産額別共同新設分割件数 
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附
属
資
料

（単位：件，（　）は％）

計１０００億円以上
 ５００億円以上

１０００億円未満

１００億円以上

５００億円未満

 ５０億円以上

１００億円未満
５０億円未満

総資産額

年度

７８１４５０１１２１８８１２１９
２１

（１００．０）（５７．６）（１４．３）（２４．１）（１．５）（２．４）
１８４１１２１６２８５２３

２２
（１００．０）（６０．９）（８．７）（１５．２）（２．７）（１２．５）

２２４１４６２４２７４２３
２３

（１００．０）（６５．２）（１０．７）（１２．１）（１．８）（１０．３）
２８５１７０２５４３５４２

２４
（１００．０）（５９．６）（８．８）（１５．１）（１．８）（１４．７）

（単位：件，（　）は％）

計１０００億円以上
 ５００億円以上

１０００億円未満

１００億円以上

５００億円未満

 ５０億円以上

１００億円未満

１０億円以上

５０億円未満
１０億円未満

総資産額

年度

４８４６２１３１０４
２１

（１００．０）（８．３）（１２．５）（４３．８）（６．３）（２０．８）（８．３）
１１２４３１１０

２２
（１００．０）（１８．２）（３６．４）（２７．３）（９．１）（９．１）（０．０）

１５４０５２４０
２３

（１００．０）（２６．７）（０．０）（３３．３）（１３．３）（２６．７）（０．０）
１４４２３４００

２４
（１００．０）（２８．６）（１４．３）（２１．４）（２８．６）（０．０）（０．０）

（注１）　総資産額は，合併後における存続会社単体の総資産額である。

（注２）　平成２４年度において，合併後における存続会社単体の総資産額が未定のものが１件ある。

（単位：件，（　）は％）

計１０００億円以上
 ５００億円以上

１０００億円未満

１００億円以上

５００億円未満

 ５０億円以上

１００億円未満

１０億円以上

５０億円未満
１０億円未満

総資産額

年度

１００１０００
２１

（１００．０）（０．０）（０．０）（１００．０）（０．０）（０．０）（０．０）
０００００００

２２
（－）（－）（－）（－）（－）（－）（－）

０００００００
２３

（－）（－）（－）（－）（－）（－）（－）
１００００１０

２４
（１００．０）（０．０）（０．０）（０．０）（０．０）（１００．０）（０．０）

（注）　総資産額は，事業を承継した会社単体の総資産額である。
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４－１８表　総資産額別吸収分割件数 

４－１９表　総資産額別共同株式移転件数 

４－２０表　総資産額別事業譲受け等件数 
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附属資料

（単位：件，（　）は％）

計１０００億円以上
 ５００億円以上

１０００億円未満

１００億円以上

５００億円未満

 ５０億円以上

１００億円未満

１０億円以上

５０億円未満
１０億円未満

総資産額

年度

１４４１４１３１
２１

（１００．０）（２８．６）（７．１）（２８．６）（７．１）（２１．４）（７．１）
１１４０４０２１

２２
（１００．０）（３６．４）（０．０）（３６．４）（０．０）（１８．２）（９．１）

１０００６１１２
２３

（１００．０）（０．０）（０．０）（６０．０）（１０．０）（１０．０）（２０．０）
１４６１４１２０

２４
（１００．０）（４２．９）（７．１）（２８．６）（７．１）（１４．３）（０．０）

（注）　総資産額は，事業を承継した会社単体の総資産額である。

（単位：件，（　）は％）

計１０００億円以上
 ５００億円以上

１０００億円未満

１００億円以上

５００億円未満

 ５０億円以上

１００億円未満

１０億円以上

５０億円未満
１０億円未満

総資産額

年度

３２００００１
２１

（１００．０）（６６．７）（０．０）（０．０）（０．０）（０．０）（３３．３）
５１１１０２０

２２
（１００．０）（２０．０）（２０．０）（２０．０）（０．０）（４０．０）（０．０）

６２０１２１０
２３

（１００．０）（３３．３）（０．０）（１６．７）（３３．３）（１６．７）（０．０）
５１０４０００

２４
（１００．０）（２０．０）（０．０）（８０．０）（０．０）（０．０）（０．０）

（注）　総資産額は，新設会社単体の総資産額である。

（単位：件，（　）は％）

計１０００億円以上
 ５００億円以上

１０００億円未満

１００億円以上

５００億円未満

 ５０億円以上

１００億円未満

１０億円以上

５０億円未満
１０億円未満

総資産額

年度

７９１５８２７７１０１２
２１

（１００．０）（１９．０）（１０．１）（３４．２）（８．９）（１２．７）（１５．２）
５４１３８１０２１３８

２２
（１００．０）（２４．１）（１４．８）（１８．５）（３．７）（２４．１）（１４．８）

２０３０５０１１１
２３

（１００．０）（１５．０）（０．０）（２５．０）（０．０）（５．０）（５５．０）
３０９１７２６５

２４
（１００．０）（３０．０）（３．３）（２３．３）（６．７）（２０．０）（１６．７）

（注）　総資産額は，事業等を譲り受けた会社単体の総資産額である。
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４－２１表　合併後の総資産が３００億円以上となる合併（平成２４年度に完了報告書が提出されたもの） 

４－２２表　行為後の新設会社の総資産が３００億円以上となる共同新設分割（平成２４年度に完了報告書

が提出されたもの） 

　該当なし

４－２３表　行為後の承継した会社の総資産が３００億円以上となる吸収分割（平成２４年度に完了報告書

が提出されたもの） 
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（単位：億円）

総資産合併後の名称総資産消滅会社総資産存続会社受理年月日

８１，６２０三星電子㈱７９３三星エルイー

ディー㈱

７６，７１６三星電子㈱２４．１．２３

５，８７７ヒューリック㈱４，２４０ヒューリック㈱１，６３７昭栄㈱２４．２．２１

３，２２１ジャパンマリン

ユナイテッド㈱

１，３６４㈱アイ・エイチ・

アイ　マリンユ

ナイテッド

１，７５１ユニバーサル造

船㈱

２４．５．２９

１，８０９国際紙パルプ商

事㈱

１７９住商紙パルプ㈱１，６２９国際紙パルプ商

事㈱

２４．７．２７

７１５アイ・ティー・

シーネットワー

ク㈱

２２６パナソニック　

テレコム㈱

４８９アイ・ティー・

シーネットワー

ク㈱

２４．８．８

５，８３５新日鉄興和不動

産㈱

１，６３３㈱新日鉄都市開

発

４，２０１興和不動産㈱２４．８．１０

５６１旭食品ホール

ディングス㈱

１６１

６６

カナカンホール

ディングス㈱

丸大堀内ホール

ディングス㈱

３１３旭食品ホール

ディングス㈱

２４．１２．１１

（単位：億円）

備考

（承継内容等）

行為後

総資産
総資産分割する会社総資産承継する会社受理年月日

堺工場における液晶

カラーフィルターの

製造に関する事業

３，２５３１２，９５３凸版印刷㈱３，０００シャープディス

プレイプロダク

ト㈱

２４．５．２５

堺工場における液晶

カラーフィルターに

関する事業

３，２５３１３，１４２大日本印刷㈱３，０００シャープディス

プレイプロダク

ト㈱

２４．５．２５

堺工場における液晶

カラーフィルターに

関する事業

３，２５３４２㈱ DNP カラー

テクノ堺

３，０００シャープディス

プレイプロダク

ト㈱

２４．５．２５
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４－２４表　行為後の新設会社の総資産が３００億円以上となる共同株式移転（平成２４年度に完了報告書

が提出されたもの） 

４－２５表　行為後の譲受会社の総資産が３００億円以上となる事業譲受け等（平成２４年度に完了報告書

が提出されたもの） 
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附属資料

（単位：億円）

総資産設立する会社の名称総資産株式移転会社総資産株式移転会社受理年月日

１，６３２日新製鋼ホールディ

ングス㈱

８５９日本金属工業㈱６，０１２日新製鋼㈱２３．１１．２２

２１，９７３㈱じもとホールディ

ングス

９，２７７㈱仙台銀行１２，６９５㈱きらやか銀行２４．５．２５

備考

（承継内容等）

行為後

総資産
総資産分割する会社総資産承継する会社受理年月日

金及びプラチナ積立

事業

２，９２２１２５，８８５三菱商事㈱２，２８０田中貴金属工業

㈱

２４．７．２

パチンコホール事業６８６２７㈱ピーポケット６４８㈱アエル２４．７．２７

パチンコホール事業４２８４０

６１

㈱太陽

㈱とらや

４１４㈱京楽２５．１．１８

パチンコホール事業３，２５３１６３㈱ヤナガワ３，２５３㈱マルハン２５．２．７

（単位：億円）

備考

（譲受内容）

行為後

総資産
総資産譲渡会社総資産譲受会社受理年月日

自動車用コネクタ事

業

３４４６６３三菱電線工業㈱３３７古河 AS ㈱２４．１．２３

ごみ収集車の製造販

売並びにアフター

サービス業及び脱着

コンテナ車のアフ

ターサービス業

１，２５１１０，３２５富士重工業㈱１，２０４新明和工業㈱２４．５．２１

塩ビ事業等の管材事

業

８，３１２２，５１３三菱樹脂㈱４，８０５積水化学工業㈱２４．７．１０

松島事業所３，４９８６，０８０セイコーエプソ

ン㈱

３，５１３HOYA ㈱２４．８．６

塩ビ事業等の管材事

業

８，３１２１２９㈱三菱樹脂販売４，８０５積水化学工業㈱２４．９．１４
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４－２６表　資本金額別株式取得件数 
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備考

（譲受内容）

行為後

総資産
総資産譲渡会社総資産譲受会社受理年月日

宮城，会津及び九州

工場に関連する資産

３１４１８４富士通インテグ

レーテッドマイ

クロテクノロジ

㈱

２７４㈱ジェイデバイ

ス

２４．１１．７

（注）行為後の総資産が３００億円以上の場合でも，当事会社のいずれかの総資産が１００億円未満のものは除く。

計１００億円以上
５０億円以上

１００億円未満

１０億円以上

５０億円未満

５億円以上

１０億円未満

１億円以上

５億円未満

５０００万円以上

１億円未満

１０００万円以上

５０００万円未満
１０００万円未満

資本金

年度

１８４１０３１３２２５１２７３１９２２

２２４１４５１５３１４７７１０５２３

２８５１４５２５４５８１５１０１２２５２４

（注）資本金は株式取得会社の資本金である。
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４－２７表　資本金額別合併件数の推移 
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附属資料

（注１）　昭和２２年度から昭和２４年度前半（昭和２４年６月１７日以前）までは認可制の下での件数，昭和２４年後半（昭和２４年

６月１８日以降）からは届出制の下での件数を示す。

（注２）　平成１０年独占禁止法改正法による改正により平成１１年１月１日から届出対象範囲が大幅に縮減された。

（注３）　資本金は合併後における存続会社の資本金である。 
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４－２８表　資本金額別共同新設分割件数 

４－２９表　資本金額別吸収分割件数 

４－３０表　資本金額別共同株式移転件数 
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計１００億円以上
５０億円以上

１００億円未満

１０億円以上

５０億円未満

５億円以上

１０億円未満

１億円以上

５億円未満

５０００万円以上

１億円未満

１０００万円以上

５０００万円未満
１０００万円未満

資本金

年度

１７５４２１３０２０１５

１７３０３１７２１０１６

１５０１６２２１３０１７

１８４２２１４２３０１８

３３２２３２５６５８１９

１９４１２１５０４２２０

１４５０２１４２００２１

１１２０５０２０１１２２

１０１０１０３３０２２３

１４４１１２２２２０２４

（注）資本金は事業を承継した会社の資本金である。

計１００億円以上
５０億円以上

１００億円未満

１０億円以上

５０億円未満

５億円以上

１０億円未満

１億円以上

５億円未満

５０００万円以上

１億円未満

１０００万円以上

５０００万円未満
１０００万円未満

資本金

年度

４０３１０００００１５

６０１２０３０００１６

２０１００１０００１７

１０００００１００１８

０００００００００１９

２０００１１０００２０

１００００１０００２１

０００００００００２２

０００００００００２３

１００００００１０２４

（注）資本金は事業を承継した会社の資本金である。

計１００億円以上
５０億円以上

１００億円未満

１０億円以上

５０億円未満

５億円以上

１０億円未満

１億円以上

５億円未満

５０００万円以上

１億円未満

１０００万円以上

５０００万円未満
１０００万円未満

資本金

年度

３３０００００００２１

５１１１００１０１２２

６２１００１２００２３

５０１２１１０００２４

（注）資本金は新設会社の資本金である。
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４－３１表　資本金額別事業譲受け等件数の推移 
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（注１）　昭和２２年度から昭和２４年度前半（昭和２４年６月１７日以前）までは認可制の下での件数，昭和２４年度後半（昭和２４

年６月１８日以降）からは届出制の下での件数を示す。

（注２）　平成１０年独占禁止法改正法による改正により平成１１年１月１日から届出対象範囲が大幅に縮減された。

（注３）　資本金は，事業等を譲り受けた会社の資本金である。
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５　下請法関係

５－１表　書面調査発送件数の推移 
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（注）親事業者調査は昭和５９年度までは事業所ベース，昭和６０年度以降は企業ベースの数字である。

　また，下請事業者調査は企業ベースの数字である。
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５－２表　下請法違反事件新規着手件数及び処理件数の推移 
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附属資料

（注）数字は昭和５９年度までは事業所ベースの件数，昭和６０年度以降は企業ベースの件数である。

　なお，昭和６０年度の（　）内の数字は事業所ベースの数字である。
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５
－
３
表
　
下
請
法
違
反
行
為
類
型
別
件
数
の
推
移
 

（
注

１
）　

数
字

は
昭

和
５９

年
度

ま
で

は
事

業
所

ベ
ー

ス
の

件
数

，
昭

和
６０

年
度

以
降

は
企

業
ベ

ー
ス

の
件

数
で

あ
る

。

　
な

お
，

昭
和
６０

年
度

は
，

事
業

所
ベ

ー
ス

の
件

数
と

企
業

ベ
ー

ス
の

件
数

を
併

記
し

た
。

（
注

２
）　

１
件

の
勧

告
又

は
指

導
に

お
い

て
複

数
の

行
為

を
問

題
と

し
て

い
る

場
合

が
あ

る
の

で
，

違
反

行
為

類
型

別
件

数
の

合
計

欄
の

数
字

と
５

－
２

表
の

「
措

置
」

件
数

と
は

一
致

し
な

い
。

（
注

３
）　

（
　

）
内

の
数

値
は

，
実

体
規

定
違

反
全

体
に

占
め

る
比

率
で

あ
り

，
小

数
点

以
下

第
２

位
を

四
捨

五
入

し
た

た
め

，
合

計
は

必
ず

し
も
１０

０
．０

と
な

ら
な

い
。
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６　景品表示法に基づく協定又は規約及び運用機関の一覧（平成２５年３月末現在）
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協定又は規約の名称（表示関係）協定又は規約の名称（景品関係）協定又は規約の運用機関の名称No
飲用乳の表示に関する公正競争規約―全国飲用牛乳公正取引協議会１

はっ酵乳，乳酸菌飲料の表示に関する
公正競争規約

―はっ酵乳，乳酸菌飲料公正取引協議会２

殺菌乳酸菌飲料の表示に関する公正競
争規約

―殺菌乳酸菌飲料公正取引協議会３

ナチュラルチーズ，プロセスチーズ及
びチーズフードの表示に関する公正競
争規約

―チーズ公正取引協議会４

アイスクリーム類及び氷菓の表示に関
する公正競争規約

アイスクリーム類及び氷菓業におけ
る景品類の提供の制限に関する公正
競争規約

アイスクリーム類及び氷菓公正取引協
議会

５

はちみつ類の表示に関する公正競争規
約

―
一般社団法人全国はちみつ公正取引協
議会

６

ローヤルゼリーの表示に関する公正競
争規約

―
一般社団法人全国ローヤルゼリー公正
取引協議会

７

辛子めんたいこ食品の表示に関する公
正競争規約

―
全国辛子めんたいこ食品公正取引協議
会

８

削りぶしの表示に関する公正競争規約―全国削節公正取引協議会９

食品のりの表示に関する公正競争規約―食品のり公正取引協議会１０

食品缶詰の表示に関する公正競争規約―全国食品缶詰公正取引協議会１１

トマト加工品の表示に関する公正競争
規約

トマト加工品業における景品類の提
供の制限に関する公正競争規約

全国トマト加工品業公正取引協議会１２

粉わさびの表示に関する公正競争規約―全国粉わさび公正取引協議会１３

生めん類の表示に関する公正競争規約―全国生めん類公正取引協議会１４

即席めんの表示に関する公正競争規約
即席めん製造業における景品類の提
供の制限に関する公正競争規約

日本即席食品工業公正取引協議会１５

ビスケット類の表示に関する公正競争
規約

ビスケット業における景品類の提供
の制限に関する公正競争規約

全国ビスケット公正取引協議会１６

チョコレート類の表示に関する公正競
争規約

チョコレート業における景品類の提
供の制限に関する公正競争規約

全国チョコレート業公正取引協議会１７

チョコレート利用食品の表示に関する
公正競争規約

―チョコレート利用食品公正取引協議会１８

チューインガムの表示に関する公正競
争規約

チューインガム業における景品類の
提供の制限に関する公正競争規約

全国チューインガム業公正取引協議会１９

凍り豆腐製造業における景品類の提供の制限及び凍り豆腐の表示に関する公
正競争規約

凍豆腐製造業公正取引協議会２０

みその表示に関する公正競争規約
みそ業における景品類の提供の制限
に関する公正競争規約

全国味噌業公正取引協議会２１

しょうゆの表示に関する公正競争規約
しょうゆ業における景品類の提供の
制限に関する公正競争規約

醤油業中央公正取引協議会２２

―
ソース業における景品類の提供の制
限に関する公正競争規約

日本ソース業公正取引協議会２３

食酢の表示に関する公正競争規約―全国食酢公正取引協議会２４

―
カレー業における景品類の提供の制
限に関する公正競争規約

カレー業全国公正取引協議会２５

・果実飲料等の表示に関する公正競争
規約

・合成レモンの表示に関する公正競争
規約

―果実飲料公正取引協議会２６

コーヒー飲料等の表示に関する公正競
争規約

―全国コーヒー飲料公正取引協議会２７
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レギュラーコーヒー及びインスタント
コーヒーの表示に関する公正競争規約

―全日本コーヒー公正取引協議会２８

豆乳類の表示に関する公正競争規約―日本豆乳公正取引協議会２９

マーガリン類の表示に関する公正競争
規約

―マーガリン公正取引協議会３０

観光土産品の表示に関する公正競争規
約

―全国観光土産品公正取引協議会３１

ハム・ソーセージ類の表示に関する公
正競争規約

―ハム・ソーセージ類公正取引協議会３２

包装食パンの表示に関する公正競争規
約

―日本パン公正取引協議会３３

食肉の表示に関する公正競争規約―全国食肉公正取引協議会３４

ドレッシング類の表示に関する公正競
争規約

―全国ドレッシング類公正取引協議会３５

もろみ酢の表示に関する公正競争規約―もろみ酢公正取引協議会３６

食用塩の表示に関する公正競争規約―食用塩公正取引協議会３７

鶏卵の表示に関する公正競争規約―鶏卵公正取引協議会３８

―
果実酒製造業における景品類の提供
の制限に関する公正競争規約

日本ワイナリー協会３９

ビールの表示に関する公正競争規約
ビール製造業における景品類の提供
の制限に関する公正競争規約

ビール酒造組合４０

・輸入ウイスキーの表示に関する公正
競争規約

・輸入ビールの表示に関する公正競争
規約

酒類輸入販売業における景品類の提
供の制限に関する公正競争規約

日本洋酒輸入協会４１

ウイスキーの表示に関する公正競争規
約

洋酒製造業における景品類の提供の
制限に関する公正競争規約

日本洋酒酒造組合４２

・単式蒸留しようちゆうの表示に関す
る公正競争規約

・泡盛の表示に関する公正競争規約

・清酒製造業における景品類の提供
の制限に関する公正競争規約

・単式蒸留しようちゆう製造業にお
ける景品類の提供の制限に関する
公正競争規約

日本酒造組合中央会４３

―
合成清酒及び連続式蒸留しょうちゅ
うの製造業における景品類の提供の
制限に関する公正競争規約

日本蒸留酒酒造組合４４

酒類小売業における酒類の表示に関す
る公正競争規約

―全国小売酒販組合中央会４５

帯締め及び羽織ひもの表示に関する公
正競争規約

―全国帯締め羽織ひも公正取引協議会４６

眼鏡類の表示に関する公正競争規約―眼鏡公正取引協議会４７

・家庭電気製品製造業における表示に
関する公正競争規約

・家庭電気製品小売業における表示に
関する公正競争規約

家庭電気製品業における景品類の提
供に関する公正競争規約

公益社団法人全国家庭電気製品公正取
引協議会

４８

―
医療用医薬品製造販売業における景
品類の提供の制限に関する公正競争
規約

医療用医薬品製造販売業公正取引協議
会

４９

―
医療用医薬品卸売業における景品類
の提供の制限に関する公正競争規約

医療用医薬品卸売業公正取引協議会５０

化粧品の表示に関する公正競争規約―化粧品公正取引協議会５１

化粧石けんの表示に関する公正競争規
約

化粧石けん業における景品類の提供
の制限に関する公正競争規約

化粧石けん公正取引協議会５２

家庭用合成洗剤及び家庭用石けんの表
示に関する公正競争規約

家庭用合成洗剤及び家庭用石けん製
造業における景品類の提供の制限に
関する公正競争規約

洗剤・石けん公正取引協議会５３

Title:278-283.ec8 Page:279  Date: 2013/09/19 Thu 18:25:39 



 

� 280�

附属資料

協定又は規約の名称（表示関係）協定又は規約の名称（景品関係）協定又は規約の運用機関の名称No
歯みがき類の表示に関する公正競争規
約

歯みがき業における景品類の提供の
制限に関する公正競争規約

歯磨公正取引協議会５４

防虫剤の表示に関する公正競争規約―防虫剤公正取引協議会５５

―
新聞業における景品類の提供の制限
に関する公正競争規約

新聞公正取引協議会５６

―
出版物小売業における景品類の提供
の制限に関する公正競争規約

出版物小売業公正取引協議会５７

―
雑誌業における景品類の提供の制限
に関する公正競争規約

雑誌公正取引協議会５８

・自動車業における表示に関する公正
競争規約

・二輪自動車業における表示に関する
公正競争規約

自動車業における景品類の提供の制
限に関する公正競争規約

�自動車公正取引協議会（平成２５年４
月１日付で一般社団法人化）

５９

タイヤの表示に関する公正競争規約
タイヤ業における景品類の提供の制
限に関する公正競争規約

タイヤ公正取引協議会６０

農業機械の表示に関する公正競争規約
農業機械業における景品類の提供の
制限に関する公正競争規約

農業機械公正取引協議会６１

不動産の表示に関する公正競争規約
不動産業における景品類の提供の制
限に関する公正競争規約

不動産公正取引協議会連合会６２

一般社団法人北海道不動産公正取引協
議会

６３

東北地区不動産公正取引協議会６４

公益社団法人首都圏不動産公正取引協
議会

６５

北陸不動産公正取引協議会６６

東海不動産公正取引協議会６７

公益社団法人近畿地区不動産公正取引
協議会

６８

中国地区不動産公正取引協議会６９

四国地区不動産公正取引協議会７０

一般社団法人九州不動産公正取引協議
会

７１

募集型企画旅行の表示に関する公正競
争規約

旅行業における景品類の提供の制限
に関する公正競争規約

旅行業公正取引協議会７２

銀行業における表示に関する公正競争
規約

銀行業における景品類の提供の制限
に関する公正競争規約

全国銀行公正取引協議会７３

指定自動車教習所業における表示に関
する公正競争規約

指定自動車教習所業における景品類
の提供の制限に関する公正競争規約

指定自動車教習所公正取引協議会７４

ペットフードの表示に関する公正競争
規約

ペットフード業における景品類の提
供の制限に関する公正競争規約

ペットフード公正取引協議会７５

釣竿の表示に関する公正競争規約―全国釣竿公正取引協議会７６

・ピアノの表示に関する公正競争規約
・電子鍵盤楽器の表示に関する公正競

争規約
―鍵盤楽器公正取引協議会７７

―
衛生検査所業における景品類の提供
の制限に関する公正競争規約

衛生検査所業公正取引協議会７８

スポーツ用品の表示に関する公正競争
規約

―スポーツ用品公正取引協議会７９

記録メディア製品の表示に関する公正
競争規約

―日本記録メディア製品公正取引協議会８０

―
医療機器業における景品類の提供の
制限に関する公正競争規約

医療機器業公正取引協議会８１

仏壇の表示に関する公正競争規約―仏壇公正取引協議会８２
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７　独占禁止懇話会

�　開催趣旨

　経済社会の変化に即応して競争政策を有効かつ適切に推進するため，公正取引委員会が広く各

界の有識者と意見を交換し，併せて競争政策の一層の理解を求めることを目的として，昭和４３年

１１月以来開催しているもので，平成２５年３月現在，次の学界，言論界，消費者団体，産業界，中

小企業団体等の有識者２３名をもって開催されている。

会　　長 伊　藤　元　重 東京大学大学院経済学研究科教授

会　　員 石　井　卓　爾 三和電気工業株式会社代表取締役社長

 井　手　秀　樹 慶應義塾大学商学部教授

 内　田　晴　康 弁護士

 及　川　　　勝 全国中小企業団体中央会政策推進部長

 翁　　　百　合 株式会社日本総合研究所理事

 蔭　山　秀　一 株式会社三井住友銀行取締役兼専務執行役員

 川　田　順　一 JX ホールディングス株式会社取締役常務執行役員

 川　�　　　昇 京都大学大学院法学研究科教授

 神　田　敏　子 元全国消費者団体連絡会事務局長

 岸　井　大太郎 法政大学法学部教授

 児　玉　平　生 株式会社毎日新聞社紙面審査委員

 斎　藤　聖　美 ジェイ・ボンド東短証券株式会社代表取締役社長

 坂　本　裕　寿 株式会社読売新聞東京本社論説委員

 佐　野　真理子 主婦連合会事務局長

 高　橋　伸　子 生活経済ジャーナリスト

 野　原　佐和子 株式会社イプシ・マーケティング研究所代表取締役社長

 芳　賀　唯　史 日本生活協同組合連合会専務理事

 冨　士　重　夫 全国農業協同組合中央会専務理事

 舟　田　正　之 立教大学名誉教授

 三　村　優美子 青山学院大学経営学部教授

 村　上　政　博 一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授

 チャールズD. レイクⅡ アフラック　日本における代表者・会長

   （役職は平成２５年３月３１日時点）
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�　開催状況

（注）平成２４年４月から平成２５年３月までの開催状況
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附属資料

議　　　　題開催年月日回
○　平成２３年度における独占禁止法違反事件の処理状況

○　平成２３年度における下請法等の運用状況及び企業間取引の公正化

への取組

○　平成２３年度における主要な企業結合事例

２４．６．２２１９２

○　消費税の円滑かつ適正な転嫁・価格表示に関する対策の基本的な

方針について

○　電力市場における競争の在り方について

○　企業における独占禁止法コンプライアンスに関する取組状況につ

いて

２４．１２．６１９３
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８　公正取引委員会機構図
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